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序章 

第 1 節 問題の背景 

I. 日本の問題状況  

 世界における自動車の数の急速な増加に伴って，死傷者の数も激増している。そのた

め，各国では，自動車利用者の不法行為責任を強化するとともに，責任保険加入の強制

化やその他の諸制度等の整備を行うなど，自動車事故の被害者の損害賠償請求権の実現

確保に努めている。 

 戦後の日本においては，自動車数の激増に伴い自動車事故及びそれによる死傷者の数

も比例的に増加してきた1。「自動車事故の起きる原因は，運転者の過失その他の不良に

よるものが約半数で，他には，車両の欠陥，道路の不良，被害者の不注意等となってい

る」2。このような状況の下で，事故の防止や自動車事故による被害者の保護を目的とし

て，車両の検査・整備を厳重化することに加え，各種の法制度の整備が次々に要求され

ることとなった。そのような要求に応える立法の代表例が，1955 年に制定された自動車

損害賠償保障法3である。この法律の施行以来，自動車事故の発生件数は年々，減少して

いる。例えば，2022 年に発表された交通事故の件数は 30 万 0839 件であり，前年比では，

4,357 件の減少となった4。 

 自動車損害賠償保障法の内容及びこの法律に規定された保険制度は，制定当時に世界

各国で行われていた制度の最も進んだ点をほとんどすべて取り入れている。この点にお

いて，自動車損害賠償保障法は，世界で最も進歩した法律だといってよいとも評価され

ているところである5。 

しかし，他方において，日本では，近い将来，人間による行為・判断として行われて

いた自動車の運転およびこれに関連する事象が AI によるものに置き換わる場面が登場す

るものと予想される。そのような場面で，特に不法行為法がどのような対応を求められ

 
1 加藤一郎「立法批評 自動車損害賠償保障法案」ジュリスト 86 号（1955 年）57 頁。 

2 運輸省自動車局編『自動車損害賠償保障法の解説』時の法令シリーズ 2（大蔵省印刷局，1955 年）

13 頁。 

3 この法律は，①自動車損害賠償責任の強化，②自動車損害賠償責任の強制保険，③その補充とし

ての政府の自動車損害賠償保障事業の３つをその内容の骨子とする。 

4  交通事故総合分析センター（https://www.itarda.or.jp/situation_accidents［最終アクセス日：

2023 年 3 月 8 日］ 

5 藤村和夫『交通賠償理論研究の道程』（信山社，2020 年）3 頁。 

https://www.itarda.or.jp/situation_accidents
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るかを検討する必要がある。 

II. カンボジアの問題状況 

 カンボジアでは，近年，社会生活の変化や社会経済の発展に伴い，自動車やオートバ

イの台数が 1990 年から増加し始めた6。これに合わせて，交通事故，とくに人身事故の

件数も増加し始めた。統計上では，2015 年に発生した交通事故の総数は 4,519 件であり，

これによって 2,231 人が死亡し，5,450 人が大怪我を負った7のに対して，2016 年には，

交通事故は 3,910 件発生し，死者の数は 1,852 人に，大怪我をした人の数は 4,697 人に上

った8。そして，2017 年には交通事故は 3,531 件あり，1,780 人が亡くなり，5,539 人が

大怪我を負っている9。これらのデータが示しているように，（交通事故自体の件数は減

少傾向にあるものの）最近のカンボジアにおける交通事故による死傷者の数は，おおむ

ね 6,000 人から 7,000 人の間で推移している。また，道路交通安全国家委員会の推計によ

ると，交通事故の減少政策が行われなければ，2020 年には交通事故による死者の数は

3,200 人に達する見込みであるという10。 

 その後，2019 年には，4,121 件の交通事故が発生し，1,981 人が亡くなり，6,141 人が

負傷した。1 日平均としては，5.4 人が死亡したこととなる11。2018 年と比較すると，

 
6 1990 年に登録車数は，49450 台であったのに対して，2016 年に登録車数は 525764 台に増加し

ている。NHEAN Tola “The Relationship Between Registered Vehicles and Population and the 

Economy in Cambodia and its Implications”, Cambodian Institute for Strategic and Studies, [CISS], 

2017，pp1［ニャイントラー「カンボジアにおける登録車と人口と経済との関係とその影響」（カ

ンボジア戦略及び研究所，2017 年）1 頁。 

7គណ ៈកម្មា ធិការជាតិសុវតថិភាពចរាចរ ៍ផ្លូវគោក.របាយការ ៍សតីពីជនរងគ្ោោះនិងគ្ោោះថ្នា ក់ចរាចរ ៍
ផ្លូ វគោកគ ,（២០១៥）,១៣។［道路交通安全国家委員会「被害者及び道路交通事故についての報告

書」（2015 年）13 頁］。 

8គណ ៈកម្មា ធិការជាតិសុវតថិភាពចរាចរ ៍ផ្លូវគោក.របាយការ ៍សតីពីជនរងគ្ោោះនិងគ្ោោះថ្នា ក់ចរាចរ ៍ 

ផ្លូ វគោកគ ,（២០១៦）,១។［道路交通安全国家委員会］，「被害者及び道路交通事故についての報告

書」（2016 年）1 頁。 

9  ニュースサイト Khmer Note News（https://khmernotes.com/news/28619）［ 最終アクセス日：

2018 年 11 月 6 日］ 

10 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា.ផផ្នការសកម្ាភាពជាតិសុវតថិភាពចរាចរ ៍ផ្លូ វគោក, （២០១៤）,៥។［カンボ

ジア政府「道路交通安全国家行動計画」（2014 年）5 頁。 

11 ニュースサイト The PhnomPenh Post(https://bit.ly/37BDWDG)［最終アクセス日：2022 年 5

月 9 日］ 

https://khmernotes.com/news/28619
https://bit.ly/37BDWDG
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2019 年の死者数は 12％（220 人）増加し，負傷者は 29％（1,371 人）増えた12。 

 このような結果をもとに，国家道路安全委員会は，2020 年を道路交通法の施行を強化

する年として宣言し，内務大臣は，交通警察官に，交通による死傷者を減らすために厳

格に法律を適用するよう要請することを発表した。この発表は，内務大臣が前年に比較

して 2019 年の交通事故が急増し，死亡，負傷，私的及び公的財産損害が発生したことを

確認した後に行われた13。 

さらに，World life expectancy の公表した世界の道路交通事故（World Road Traffic 

Accidents）数ランキングでは，全 183 カ国中，日本は 175 位であるのに対して，カンボ

ジアは 66 位となっている14。また，アジア道路交通事故（Road Traffic Accidents in Asia）

数ランキングにおいては，全 33 か国の中で，日本は 31 位，カンボジアは 5 位の順位を

それぞれ占めている15。 

 2014 年のカンボジア政府「道路交通安全国家行動計画」によると，主な事故の原因は，

①人に関する要因，②自動車に関する要因，③道路交通インフラに関する要因，④不十

分な法の機能の４つにまとめられている16。そこで，カンボジア政府はこれらの要因を解

消するため，8 つの交通安全の行動計画という対策を講じている17。具体的には，①交通

安全管理，②道路インフラの安全性，③車両の安全性，④道路利用者の交通安全行動，

⑤救急医療システム，⑥法改正と法執行，⑦運転免許の強化，⑧旅客・化物サービスの

強化である18。 

この行動計画は，交通事故の発生防止の政策である。しかし，交通事故後に被害者の

救済についても考慮しなければならない。そこで，本論文では，被害者の救済するため

の民事責任制度を検討することとする。 

カンボジア新民法典は，実質的には，日本法のみならず，カンボジアの旧民法典や政

 
12 ニュースサイト The PhnomPenh Post・前掲注 11）［最終アクセス日：2022 年 5 月 9 日］ 

13 ニュースサイト The PhnomPenh Post・前掲注 11）［最終アクセス日：2022 年 5 月 9 日］ 

14  www.worldlifeexpectancy.com［最終アクセス日：2023 年 7 月 21 日］ 

15 https://www.worldlifeexpectancy.com/asia/road-traffic-accidents-cause-of-death［最終アクセス

日：2023 年 7 月 21 日］ 

16 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា.ផផ្នការសកម្ាភាពជាតិសុវតថិភាពចរាចរ ៍ផ្លូ វគោក, （២០១៤）,៨។［カンボジ

ア政府・前掲注 10）8 頁。 

17 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា.ផផ្នការសកម្ាភាពជាតិសុវតថិភាពចរាចរ ៍ផ្លូ វគោក, （២០១៤）,១០។［カンボ

ジア政府］・前掲注 10）10 頁。 

18 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា.ផផ្នការសកម្ាភាពជាតិសុវតថិភាពចរាចរ ៍ផ្លូ វគោក, （២០១៤）,១០-១១។［カ

ンボジア政府］・前掲注 10）10-11 頁。 

http://www.worldlifeexpectancy.com/
https://www.worldlifeexpectancy.com/asia/road-traffic-accidents-cause-of-death
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令 38 号などの，従前から施行されてきた国内法令，さらにはドイツ法やフランス法など

をも参考とした上で，慎重な検討を踏まえて成立したものである。しかし，この新民法

典においては，不法行為法としての自動車事故に関する損害賠償制度の具体的な内容は

十分に検討されていない。 

具体的には，まず，自動車事故が起きた場合に，誰がそれに基づく損害について賠償

する責任を負うべきか。新民法典は，所有者及び管理者の定義規定を設けていない。 

 また，自動車事故が発生したとき，被害者を救済するための損害賠償責任の履行を確

保するための各種の保険制度（損害保険制度・責任保険制度）の整備が不可欠である。

しかし，カンボジアでは，全ての自動車について責任保険への加入が義務付けられてい

ない。それゆえ，自動車事故の被害者が加害者から損害の補償を受けるためには，（もし

加害者がその履行を任意に行わない場合には）加害者に対する訴訟を提起しなければな

らず，多くの時間と費用とを被害者が負担しなければならない。さらに，加害者が被害

者に対して責任を負わない旨の確定判決があった場合，保険会社は責任を免れる。 

加えて，カンボジアにおいても，近い将来，AI 技術の導入により自動運転の時代が到

来し，自動運転車に起因する事故に関する損害賠償（補償）をめぐる問題が発生するこ

とが予想される。そのため，そのような問題に関して，既存の法制度で対処することが

できるか否かが早晩，問われることとなろう。 

本論文は，以上のような問題意識に基づき，「カンボジア及び日本における民事交通事

故法理に関する総合的研究」として，まさしく以上の諸問題に関する検討を行うことを

その課題とする。以下，この点について，問題点（課題）を整理しつつ，敷衍する。 

第 2 節  本稿の課題 

I. カンボジアにおける自動車事故に関する責任主体の問題 

 第１に，カンボジアにおいては，交通事故が発生した場合における被害者と加害者と

の間における損害の公平な分担を実現するための法制度の整備・ルールの内容の解釈論

的明確化が喫緊の課題となっている。すなわち，カンボジアでは，新しい民法（損害賠

償法）や保険法が導入されてから日が浅いため，その基本的内容自体についても不明確

な部分が見られる。また，判例（法実務）や学説による検討も，ほとんど行われていな

い。 

 具体的な課題としては，交通事故に関する損害賠償法上の理論的・解釈論的課題とし

て，交通事故の被害者に対して損害賠償責任を負うべき責任主体の確定基準（カンボジ
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ア新民法典 752 条に定められている「自動車を……所有し又は管理する者」の意義・そ

の該当性の判断方法）を挙げることができる。この条文において自動車事故について責

任を負うべき主体とされている「自動車を……所有し又は管理する者」（以下，それぞれ

所有者，管理者とよぶ）は，どのような者なのか。また，誰がそれらの所有者・管理者

に当たるのか，ということの判断基準が未だ不明確な状況である。さらに，自動車の所

有者以外の者，特に所有者に無断でその自動車の運転した者（たとえば，この自動車を

盗んだ者）が事故を起こした場合に，当該自動車の所有者や管理者は，この事故につい

ても責任を負わなければならないのか，といった問題も生じえよう。  

II. 日本及びカンボジアの責任保険に関する問題 

 第２に，日本及びカンボジアに共通する課題として，交通事故の被害者と加害者との

間における損害の公平な分担を実現するためには，交通事故損害補償として，どのよう

な法制度が用意されるべきであるか，という観点から，損害賠償法と保険法及び社会保

障法とのあるべき機能分担と連携との形が問題となる。 

 すなわち，損害賠償法の下では，交通事故の被害者は，加害者がその責任を争ったり，

賠償金の任意の支払を拒否したりする場合には，加害者に対する訴訟を提起し，場合に

よっては強制執行の手続までをも取らなければならない。また，多くの時間と費用とを

かけてせっかく訴訟に勝利し，また強制執行をしたとしても，加害者に損害賠償金を支

払うだけの資力がなければ，被害者は結局のところ救済されないこととなる。これらは，

損害賠償法が被害者の法的救済方法として本質的に抱える弱点である。そのような弱点

を補うために，日本を含む多くの国々においては，交通事故の被害者を迅速・簡易・確

実に救済するための保険制度（潜在的加害者に加入が強制される責任保険制度）が導入

されている19。さらに，被害者の救済にとっては，例えば労働者災害補償保険制度などの

各種の社会保障制度のしくみも重要な役割を果たしている。他方で，日本の学説上，被

害者の簡易・迅速な救済という目的を徹底して追求する構想として，交通災害保険化構

想が提唱されているところ，そのような構想の採否について，なお十分な検討は行われ

ていないものと思われる。 

他方，カンボジアでは，以上のような（現行の日本法に見られるような）責任保険制

 
19 例えば，我妻栄「自動車損害賠償補償について」比較法研究 13 号（1956 年）22 頁，藤岡康宏

「損害賠償法の内在的発展―危険責任（責任保険）から災害保険へ―」同『損害賠償法の構造』

（成文堂，2002 年）620-685 頁，佐藤誠『ノーフォルト自動車保険論』（保険毎日新聞社，2016

年）等参照。 
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度さえ，未だ不十分にしか整備されていない（例えば，2014 年に施行された新保険法第

33 条では，運賃を徴収する車両の所有者である自然人及び法人にのみ責任保険への加入

が義務付けられているに止まり，運賃を徴収せずに自動車（自家用車）を運転する者に

ついては，そのような責任保険制度は存在しない。それゆえ，この点を改善することは，

カンボジアにとって最重要の課題であり，それに向けた基礎的・理論的，さらには比較

法的研究として，あらためて現代における保険法・社会保障法による損害賠償保障の機

能や役割に関する検討を早急に開始することが必要である。 

本論文は，カンボジア及び日本における交通事故の被害者と加害者との間における損

害の分担にかかわる私法上・公法上の諸制度，とりわけ損害賠償法・保険法・社会保障

法の定めるさまざまなルールによって構成される規範を「民事交通事故法理」として総

合的・一体的に把握した上で，そのあるべき内容を明らかにすることをその課題とする。 

III. 日本及びカンボジアの自動運転社会におけるあるべき民事法理の問題 

第３に，現在，その進展の目覚ましい人工知能（Artificial Intelligence）を活用した自

動車の自動運転技術が実用化された暁には，そのような自動運転車に起因する事故につ

いて，既存の民事責任法による法的処理を行うことが妥当であるのかが問われるものと

予想される。 

現時点においては，運転者の不注意などにより事故が発生した場合，自動車損害賠償

補償法が定める運行供用者責任（同法 3 条）によってその解決が図られている。しかし，

完全自動運転システムであるレベル５（その意味については，後述する）の自動運転車

を利用している最中に当該システムの欠陥により自動車事故が発生した場合には，当該

自動車に搭乗していた者には，当該自動車の運行に関する運行支配を肯定することは困

難であり，したがってその者が「運行供用者」に当たる，と認めることはもはやできな

いのではないか，との疑問が生ずる。実際に，この点に関して，日本においてはすでに，

関係省庁などによる種々の検討が始まっている。 

また，カンボジアにおいても，近い将来，同様の問題が起こりうる。そのため，当然

のことながら，この点に関する検討を早急に進めなければならない。 

そこで，本論文では，自動運転車により惹起された自動車事故を，日本とカンボジア

とのそれぞれの民事責任法の下で，どのように処理すべきであるか，について分析する。 

第 3 節 本稿の構成 

これまでに述べてきたような本論文の問題意識および課題を踏まえて，本論文では，
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以下のような順序で，各課題に関する検討を行う。 

I. 第１章 ―日本における自動車事故の責任主体に関する民事責任法理― 

まず，第１章において，日本の自動車事故における民事責任に関する運行供用者責任

を取り上げる。 

具体的には，自動車損害賠償保障法による運行供用者責任の意義を確認した後，日本

における当該責任の責任主体（運行供用者）をめぐる判例・学説の議論について整理・

検討する。日本においては，誰がどのような基準の下で「運行供用者」に当たるものと

判断されるべきかについて，判例（下級審裁判例も含む）及び学説による議論の蓄積が

見られる。それらを分析することによって，自動車損害賠償保障法の下で，自動車事故

について民事責任を負うべき者とはどのような者か（＝運行供用者該当性の判断基準）

について考察したい。 

II. 第２章 ―カンボジアにおける自動車事故の責任主体に関する民事法理― 

 次に，第２章では，カンボジアの自動車事故に関する民事責任の責任主体について検

討する。 

まず，カンボジアにおける不法行為制度の現状を概観する。これは，カンボジア旧民

法典の時代から新民法の時代に至るまでの不法行為制度の変遷を確認するものである。

その後，カンボジアにおける自動車事故に関する損害賠償法制度と現状の課題とを整理

する。とりわけ，損害賠償の責任主体に関する問題を中心に論述する。さらに，カンボ

ジア新民法典の定める責任主体に関して，日本の自動車事故の責任主体である「運行供

用者」の判断基準が当てはまるかどうかという問題を検討する。 

III. 第３章 ―自動車事故に関する責任保険から災害保険への転換― 

 さらに，第３章において，日本及びカンボジアにおける自動車事故に関する保険制度

の課題について検討する。 

 まずは，日本の自動車事故に関する責任保険制度の現状について，すなわち，被害者

に対する賠償義務の履行を確保する責任保険制度の問題を検討していく。ここでは，被

害者に保険による保護を与えようという責任保険から交通災害保険への置き換える改革

案を受け入れるかどうかを検討し，それぞれの主張の内容や妥当性の可否などを提言し

たい。次に，カンボジア法制度の規制問題を検証する。 
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IV. 第４章 ―自動運転社会におけるあるべき民事法理の探求― 

 その後，第４章において，日本及びカンボジアにおける自動運転社会におけるあるべ

き民事責任法理の姿を探求する。現在，日本では，運転者の不注意などにより自動車事

故が発生した場合には，自動車損害賠償補償法の定める運行供用者責任によってその解

決が図られている。しかし，完全自動運転システムのレベル５の自動運転車が自動車事

故を引き起こした場合，当該事故に関する損害賠償責任を負うべき主体はいったい誰で

あるのかが問題となっている。また，この点に関連して，今日，既存の民事責任法理を

変容させる必要性の有無がさまざまに論じられている20。ここで主に問題となるのは，①

一般不法行為責任（民法 709 条）に関する運転者の故意・過失のほか，②運行供用者責

任（自動車損害賠償補償法 3 条）に関する責任主体と免責のための要件，及び③製造物

責任（製造物責任法 3 条）である。 

 次に，カンボジアにおける自動運転車による自動車事故に関する民事責任について考

察する。その際には，比較法的分析として，まずは，アメリカにおける自動運転と民事

責任の法理を簡単に検討する。次に，カンボジア法について分析する。カンボジアでは，

従来の自動車事故に関しては，民法上の不法行為によって自動車の所有者・管理者がそ

の責任を負うという形でその法的処理がなされてきた。このような処理方法を自動運転

車においても引き続き適用することが可能であるか（妥当であるか）否かについて検討

する。 

V. 終章 

 そして，最後に，終章において，本論文による考察の全体像と結論の要旨とをまとめ

るとともに，残された課題を整理し，提示する。 

 

 

 

 

 
20 具体的な論文は，藤田友敬「特集にあって・自動車運転と民事責任」ジュリスト 1501 号（2017

年）23 頁以下，藤田友敬編『自動運転と法』（有斐閣，2018 年）を参照，山口斉昭「自動走行車

における欠陥概念とその責任」瀬川信久・吉田克己古稀記念論文集『社会の変容と民法の課題

（下巻）』（成文党，2018 年）331-363 頁，栗田昌裕「自動運転車の事故と民事責任」法律時報 91-

4-27（2019 年）27-33 頁，窪田充見他「「自動運転」を考える」法学教室 463 号（2019 年）23-37

頁などを挙げられる。 
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第 1 章 日本における自動車事故の責任主体に関する民事責任法理 

 本章では，日本におけるいわゆる運行供用者責任に関する従来の判例・学説の動向を

概観することにより，自動車交通事故に関する民事責任の責任主体に関する問題を探求

する。 

 具体的には，まず，自動車損害賠償保障法を概観し，次に，いわゆる運行供用者をめ

ぐる判例・学説による議論を整理することにしたい。 

I. 自動車事故における運行供用者責任性 

1. 自動車損害賠償保障法の法構造 

日本では，自動車事故の被害者を救済するための制度として，民法の不法行為法及び

自動車損害賠償保障法が挙げられる。 

不法行為法は，違法な加害行為により他人の「権利又は法律上保護される利益」を侵

害した者は，その他人（被害者）に対して，この者が被った損害を賠償しなければなら

ないとする制度である。 

また，このような不法行為法の機能としては，①損害の回復と②損害の公平な分担の 2

つがあると考えられている。我妻栄博士は，この社会生活における損失の公平妥当なる

分担を図る制度と考えることに，不法行為制度の新しい指導原理が求められるべきであ

る21としている。しかし，近年では，この損害の公平な分担という理念に加えて，被害者

の救済22や原状回復23という機能にも注目が集まっている。いずれにしても，一定の帰責

根拠（過失責任・危険責任）に基づき，被害者に生じた損害を加害者に転嫁することが

不法行為法の機能である24。 

また，日本では，ドイツ法を参照しつつ，自動車損害賠償保障法（以下「自賠法」と

いう）という特別法が制定された。それ以前は，交通事故について，加害者は，民法

709 条による損害賠償責任を負っていた。しかしながら，①民法上の不法行為責任では

 
21 我妻栄『事務管理・不当利得・不法行為』（日本評論社，1937 年）95 頁。 

22 吉村良一『不法行為法』（有斐閣，第 5 版，2017 年）16 頁，潮見佳男『債権各論 II 不法行為

法』（新世社，第 3 版，2017 年）1-2 頁，近江幸治『民法講義Ⅳ事務管理・不当利得・不法行為』

（第 3 版）』（成文堂，2018 年）94 頁など。 

23 窪田充見『不法行為法―民法を学ぶ―』（有斐閣，第 2 版，2018 年）18 頁，窪田充見編『新注

釈民法（15）－債権（8）』（有斐閣，2017 年）262 頁，橋本佳幸ほか『リーガルクエスト民法Ⅴ 

事務管理・不当利得・不法行為』（有斐閣，2011 年）83 頁［橋本佳幸］等。 

24 橋本佳幸「取引的不法行為における過失相殺」『ジュリスト』1094 号（1996 年）150 頁。 
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過失等の要件の立証が困難であること，および②過失が立証され，責任が認められたと

しても，加害者の資力が十分ではないことが被害者の保護にとって障害となっていた25。

そこで，「不可避的に発生する自動車事故による被害者の保護に万全を期」26するために，

1955 年 7 月 29 日に，新たな法制度として自賠法が制定された。 

 この法律は，大きく分けて，二つの部分から構成されている。第一は，自動車による

人身事故に関する賠償責任を適正にするための措置に関する部分であり，第二は，損害

賠償を被害者のために保障する措置に関する部分である27。前者は，自動車事故による人

身事故については，自動車の運転者などに故意や過失がなくとも，被害者または第三者

に故意過失があったことを運転者などが証明しない限り，運転者などに賠償責任を負わ

せることとして，その責任を無過失責任に近づけたものである28（自賠法第 3 条）。後者

では，自動車事故に基づく損害賠償事件の処理の際に，賠償義務の履行を確保するため

の保険制度を整備した（強制保険制度及び自動車損害賠償保障事業の整備）29。 

 自賠法が制定されて以来，自動車事故に基づく人の死亡や負傷（人損）に関する賠償

責任の決め方については，この法律によって従来の民法の原則が大幅に修正された。こ

れによって，被害者の保護が格段に強化されたが，他方で，賠償責任の主体は誰か，と

いうことが重要な問題として新たに浮かび上がった。 

2. 運行供用者責任の問題点   

自賠法 3 条は，「自己のために自動車を運行の用に供する者は，その運行によって他人

の生命又は身体を害したときは，これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。ただ

し，自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと，被害者又は運転者

以外の第三者に故意又は過失があったこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害

がなかったことを証明したときは，この限りでない。」と定める。 

本条において，責任を負うべき者は「自己のために自動車を運行の用に供する者」（以

下「運行供用者」という）であって，（2004 年改正前の）民法 709 条にいわゆる「他人

 
25 山下友信・竹濵修・洲崎博史・山本哲生『保険法』（有斐閣，第 4 版，2019 年）215 頁。 

26 中村哲也「日本民法の展開（2）特別法の生成—不法行為法」広中俊雄・星野英一編『民法典の

百年 I』（有斐閣，1998 年）293 頁。 

27 運輸省地域交通局自動車保障研究会『自動車損害賠償保障法の解説』（ぎょうせい，1987 年）7

頁。 

28 運輸省地域交通局自動車保障研究会・前掲注 27）7 頁。 

29 運輸省地域交通局自動車保障研究会・前掲注 27）7 頁。 
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の権利を侵害した」直接の加害者，すなわち運転者ではない30。しかしながら，自賠法に

は「運行供用者」に関する定義規定が置かれていない。このため，「運行供用者」に当た

る者は誰か，という責任主体の問題が判例および学説において争われることになり，こ

の点をめぐってさまざまな解釈論が提唱されることとなった。 

 自賠法の立案担当者は，運行供用者とは，通常自動車の所有者又は使用者等のように，

自動車の使用について支配権を有し，かつ，その使用によって利益を受ける者を指す，

と説明している31。したがって，立案担当者の見解としては，運行供用者は，①自動車の

使用について支配権（いわゆる「運行支配」）を有する者，及び，②その使用による利益

（いわゆる「運行利益」）が帰属する者のことを指すものと解される。 

 しかし，判例・学説では，自賠法施行当初から，運行支配の有無・運行利益の帰属は，

運行供用者に関する判断基準とはされていなかった。逆に，運行供用者責任を運行利益

のみに着目する報償責任ととらえる立場（運行利益一元説）や，危険責任としての性質

の方が報償責任としてのそれよりも重視されるという立場（運行支配一元説），そして，

それらの要素・性質の双方をともに考慮すべきであるとする立場（二元説）など様々な

見解が唱えられていた。また，最近の学説においては，運行支配の有無が重視される傾

向にある。他方で，現在の判例は，おおむね運行支配，運行利益の双方に鑑み，運行供

用者の認定を行っているといえよう32。 

 そこで，以下，運行供用者に該当する者に関する判例・学説を検討することにより，

この点に関する日本の議論状況を整理したい33。 

II. 日本における自賠法の運行供用者責任の判断枠組み 

1. 判例の状況  

1.1. 裁判例の展開 

（1） 民法 715 条の使用者責任に関する外形理論の観点を取り入れた判例 

 ある者の運行供用者性について判断するに際して，使用者責任（民法 715 条）に関す

 
30 運輸省自動車局編・前掲注 2）29 頁。 

31 運輸省自動車局編・前掲注 2）29 頁。 

32 川井健ほか編『注解 交通損害賠償法 1〔新版〕』（青林書院，1997 年）35 頁〔青野博之執筆〕。 

33 以下では，ある者が運行供用者に該当することについて「運行供用者性」という文言を用いる

こととする。 
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る外形理論の観点を取入れた判例が最判昭和 39 年 2 月 11 日（民集 18 巻 2 号 315 頁）で

ある34。 

【事案①】農業組合Ｙの運転手Ａが，就業時間外に上司に無断で自動車を使用すること

を禁じる組合の規則に違反して，Ｙが所有する自動車を無断運転して帰宅する途中，事

故を起こした。本件では，Ｙが自賠法 3 条の「自己のために自動車を運行のように供す

る者」にあたるか否かが問題となった。 

【判旨】「原審は，自動車損害賠償保障法の立法趣旨並びに民法 715 条に関する判例法の

推移を併せ考えるならば，たとえ事故を生じた当該運行行為が具体的には第三者の無断

運転による場合であっても，自動車の所有者と第三者との間に雇傭関係等密接な関係が

存し，かつ日常の自動車の運転及び管理状況等からして，客観的外形的には前記自動車

所有者等のためにする運行と認められるときは，右自動車の所有は『自己のために自動

車を運行の用に供する者』というべく自動車損害賠償保障法 3 条による損害賠償責任を

免れないものと解すべきであるとし，前記認定のＹとＡとの雇傭関係，日常の自動車の

使用ないし管理状況等によれば，本件事故発生当時の本件自動車の運行は，Ａの無断運

転によるものにせよ客観的外形的にはＹのためにする運行と認めるのが相当であるから，

Ｙは同法 3 条により前記運行によって生じた本件事故の損害を賠償すべき義務があると

判断しているのであり，原審の右判断は正当である」。 

【考察】本判決は，民法 715 条 1 項の事業執行性に関する判例法理をそのまま援用して

おり，自賠法 3 条の運行供用者責任を使用者責任と同様の報償責任と理解していること

が窺われる35。 

 本判決では，自動車の所有者に責任を認めるための実質的な要件として，①雇傭関係

等密接な関係が存在することと②日常の自動車の運転及び管理状況等とをあげている。

すなわち，自賠法 3 条（運行供用者責任）と民法 715 条（使用者責任）とを連続性のあ

るものとして位置付け，前者の解釈について，後者の解釈についてと同じように外形理

論を採用した36。本判決の意義としては，この判決が，既に下級審の採用した考え方を明

らかにした上で，民法 715 条から自賠法 3 条へのいわば橋渡しをした点を指摘すること

 
34 以下において判例の説示を紹介する際には，説示に現れる当事者の表記を適宜，修正した。 

35 窪田・前掲注 23）『不法行為法―民法を学ぶ―』746 頁〔山口成樹執筆〕。 

36 北河隆之ほか『逐条解説自動車損害賠償保障法』（弘文堂，第 2 版，2017 年）22 頁。 
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ができる37。 

（2）運行支配のみを考慮した判例 

 雇傭関係の存在しないドライブクラブによる自動車の賃貸事案について，最判昭和 39

年 12 月 4 日（民集 18 巻 10 号 2043 頁）は，ドライブクラブの運行供用者性を否定した。 

【事案②】ドライブクラブを経営するＹ会社が，その所有するＡ自動車をＺに貸し付け

たところ，ＺがＡの運転中に，Ａを被害者に衝突させて被害者を死亡させた。Ｙ会社が

自賠法３条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」に当たるかどうかが問

題となった。 

【判旨】「原審の認定によれば右のようないわゆるドライブクラブ方式による自動車賃貸

業者から自動車を借り受けた者がこれを運転使用している場合には，自動車賃貸業者と

しては，借受人の運転使用についてなんら支配力を及ぼし得ないというのであり，この

ような場合には，右借受人のみが自己のために自動車を運行の用に供する者にあたるも

のというべく，従って，右借受人が当該自動車を運転使用中にひき起こした事故につい

ては，自動車賃貸業者を似て前記法条にいわゆる自己のため自動車を運行の用に供した

者にあたるとして，これに対し前記法条の定める損害賠償責任を負わせることはできな

いと解するのを相当とする」。 

【考察】本判決は，いわゆるドライブクラブやレンタカー業者のような自動車賃貸業者

の運行供用者性を一般的な形で否定した判例と言うことができる。具体的には，本判決

は，自賠法 3 条の「自己のため」の要件を満たすには，自動車賃貸業者が個々の運転者

に対して「支配力を及ぼし得ることが必要という理論構成をもって，直接的事実的な運

行支配を運行供用者概念の要素とし，運行供用者責任を危険責任として理解している」38

ものと解される。 

（3） 運行支配及び運行利益という二元説の確立及びその展開 

 その後，判例は，自賠法 3 条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」と

は，自動車の使用について運行支配と運行利益とが自己に帰属する者を意味する，とい

う二元説の立場に立つことを示した。この点を初めて明らかにしたのは，最判昭和 43 年

 
37 宮田量司「最高裁判所民事判例研究」法学協会雑誌 91 巻 7 号（1974 年）104 頁。 

38 窪田・前掲注 23）『新注釈民法 15－債権（8）』746 頁〔山口成樹執筆〕。 
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9 月 24 日（判時 539 号 40 頁）である。 

 1）二元説の採用 ① 

【事案③】 父親Ｙ2 は，子Ｙ1 が所有する貨物自動車を借り受けて自己の営業のために常

時使用していたところ，Ｘの原動機付二輪車と接触し，転倒させ，Ｘを負傷させた。そ

こで，Ｘは，貨物自動車の所有者であるＹ1 に対して，自賠法 3 条に基づき，損害の賠償

を請求した。 

【判旨】「Ｙ2 はＹ1 の父親で，Ｙ1 から前記自動車を借り受けて自己の営業に常時使用し

ていたもので，Ｙ1 は右自動車の運行自体について直接の支配力を及ぼしえない関係にあ

ったものである旨の原審の認定は，原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。 

 ところで，自賠法 3 条にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」とは，自

動車の使用についての支配権を有し，かつ，その使用により享受する利益が自己に帰属

する者を意味するから，Ｙ1 は右にいう「自己のために自動車を運行の用に供する者」

にあたらないものといわなければならず，この点に関する原審の判断は相当である」。 

【考察】本判決は，自動車の所有者である子Ｙ1 は，当該自動車の「運行自体について直

接支配力を及ぼしえない関係にあった」ことを理由として，その父親Ｙ2 にだけ運行供用

者性を肯定した39。この点について，本判決は，運行支配の要素に危険責任の契機を，運

行利益の要素に報償責任の契機をそれぞれ見出そうとするものであった，との分析40が示

されている。本判決が「運行支配」と「運行利益」という二つの要素をともに（また，

あえて）考慮したことが注目される（ただし，本判決は「運行」ではなく，「使用」とい

う言葉を用いている）。本判決以後，運行支配及び運行利益が帰属する者という観点から

運行供用者性をとらえる方向が確立していく41。  

 2）二元説の展開その１ ―運行利益の具体的考慮 ② 

 さらに，最判昭和 44 年 1 月 31 日（判時 553 号 45 頁）も，以上のような運行支配・運

行利益の二元説に依拠して，自賠法 3 条の責任を認めた。 

 
39 窪田・前掲注 23）『新注釈民法（15）－債権（8）』746 頁〔山口成樹執筆〕。 

40  窪田・前掲注 23）『新注釈民法（15）－債権（8）』746 頁〔山口成樹執筆〕。 

41 潮見佳男「運行供用者概念―責任の正当化原理に依拠した概念構築に向けて」『交通事故におけ

る民事責任の諸相』ジュリスト 1403 号（2010 年）24 頁。二元説を採用した判例として，以下の

本文において取り上げる諸判例のほか，さらに最判昭 52・12・22 判時 878 号 60 頁などがある。 
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【事案④】Ｙと妻Ｂとは，屑鉄回収販売を業とするＡ商会の共同経営者である。また，

Ｃは，Ａ商会の被用者であって，同商会の物品運搬その他の業務を担当している者であ

る。Ｃは，Ａ商会の業務に従事している間に交通事故を起こし，被害者を死亡させた。 

【判旨】「原判決が適法に確定したところによると，Ｙは，Ａ商会の商号で，屑鉄回収販

売を業とするものであって，右Ａ商会が使用する店舗，自動車，電話等の登記或
ママ

は登録

名義等は，いずれも，Ｙの妻Ｂ名義になっていること，Ｃは，独立して砂利の運搬業を

営む目的で，昭和 37 年 10 月 30 日自分の妻の叔父にあたる上告人Ｙから，当時右Ａ商会

で使用中の右妻Ｂ所有名義の本件自動車を原判示の約定で買受けてその引渡を受けたが，

まだ運搬業の仕事がなかったため，一，二回他から依頼を受けて運送した外は，毎日専

属的に右Ａ商会の屑鉄運送の業務に従事してその運賃の一部につき前記販売残代金の一

部と相殺しており，本件事故当時本件自動車の登録名義及び自動車損害賠償責任保険の

加入名義は，右Ａ商会において使用中の他の自動車と同様いずれも右妻Ｂ名義で，その

車体には「Ａ商会」の名称が表示されていたというものであり，右によると，Ｃは本件

事故当時右Ａ商会の運送部門を担当し，同商会の経営者であるＹに対し従属的関係にあ

るというべきで，したがって，Ｙは，Ｃの運転する本件自動車の運行について支配力を

及ぼし，かつ，その運行によって利益を享受しており，自動車損害賠償保障法 3 条にい

う「自己のために自動車を運行の用に供する者」に該当するというべく，これと同旨の

原判決の結論は，正当である」。 

【考察】本判決は，自動車の所有者はＣであるが，所有名義人はＹの妻Ｂであり，かつ

Ｃは，毎日専属的にＹの経営するＡ商会の屑鉄運送の業務に従事していたことから，Ｙ

にはＣの自動車の運行に関する支配とその運行による利益とが帰属するとして，Ｙの運

行供用者性を認めた。本判決では，運行支配の要素とともに，運行利益の要素もまた実

際の判断において（Ｃの運行によるＡの経済的利益の獲得＝販売代金の回収という形で）

具体的に考慮されているものと思われる。 

 3） 二元説の展開その２―運行支配の有無に関する判断の規範化あるいは希薄化 ③ 

 前述の事案③（前掲・最判昭和 43 年 9 月 24 日）においては，運行支配の内容とし

て，運行支配の直接支配力が要求されていた。しかし，このような基準によると（そこ

にいわゆる「直接」性を厳格に解するならば，つまり直接支配力が現実に存在する場合
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にのみ運行支配の存在を認めるとすれば），被害者救済の可能性は著しく低くなってしま

う。 

そこで，最判昭和 45 年 7 月 16 日(判時 600 号 89 頁)では，そのような直接支配力が

実際にあるか否か，ではなく，自動車の運行について指示・制御をすることが可能
．．

であ

り，かつ指示・制御をすべき
．．．

地位にあるか否かによって運行支配の有無を判断すべきも

のとされた。 

【事案⑤】Ｙ1（父）は，Ｙ2（兄）とＹ3（妹）の父親である。Ｙ2・Ｙ3 はＹ1 の下に

同居し，家族が共同して雑貨店とガソリンスタンドの営業に従事し，主にそれらの営業

による収入で生活していた。また，Ｙ1 は，社会生活全般につき一家の責任者として行

動していた。Ｙ3 は，普通自動車の運転免許を持ち，ガソリンスタンドの営業のために

も自動車を使用していた。Ｙ3 は，近所の怪我人をＹ2 の所有する自動車で病院に運送す

る途上，交通事故を起こし，被害者に重傷を負わせた。そこで，被害者は，Ｙ3，Ｙ2 及

びＹ1 に対して，損害賠償を請求した。 

【判旨】本件において，「右自動車の所有者たるＹ2 はもとより，一家の責任者として

営業を総括していたものを目すべきＹ1 も，右自動車の運行について指示・制禦をなし

うべき地位にあり，かつ，その運行による利益を享受していたものということができる

から，ともに，右自動車を自己のために運行の用に供していたものというべく，たまた

ま本件事故はＹ3 が近所の怪我人を病院に運ぶため独断で右自動車を運転中に引き起こ

したものであることは原審の認定するところであるけれども，そのことは，本件事故発

生時の運行が客観的には，Ｙ1 およびＹ2 の自動車に対する運行支配権に基づき，右Ｙ

1・Ｙ2 両名のためにされたものと認める妨げとなるものではないというべきである。 

 したがって右Ｙ1・Ｙ2 両名が自動車損害賠償保障法 3 条にいう「自己のために自動車

を運行の用に供する者」にあたるとして，本件事故による損害につき，同条による上告

人両名の賠償責任を肯定した原審の判断は正当である」。 

【考察】本判決は，加害車両の所有者の妹（加害者）が独断で自動車を運転している際

にひき起こした事故につき，加害者の家族が共同して家業（ガソリンスタンド営業）に

従事し，その車両がその家業のためにも使用されていた場合には，一家の責任者である

父親にも運行供用者性が認められる，と判断したものである。本判決は，運行供用者性

に関する判断基準を，自動車に対する運行支配と運行利益との帰属の有無に求める。そ

の上で，まず，Ｙ1 の運行利益については，Ｙ3 は，一家で経営するガソリンスタンドの
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営業のためにも当該自動車を運転していたという事情から，これを肯定した。次に，運

行支配に関しては，一家の責任者であるＹ1 は，「自動車の運行について指示，制御を

なしうべき地位」にあったことを理由として，Ｙ1 にそれを認めた42。本判決を通して，

自動車に対する支配という概念が規範化あるいは希薄化したとも捉えられる。 

 4） 二元説の展開その３ ―運行に関する一般的了解 ④ 

 さらに，最判昭和 46 年 7 月 1 日(民集 25 巻 5 号 727 頁)は，このような運行支配の概

念の規範化あるいは希薄化の動向に沿う形で，第三者が自動車の所有者に無断で，私用

のためにその自動車を運転していた際に起こした交通事故について，所有者が運行に関

する一般的支持を与えていたことなどを理由として，その者の運行支配と運行利益とを

認め，運行供用者性を肯定した。 

【事案⑥】信用組合の理事Ｙは，組合業務のために，自己の所有する自動車の使用を組

合の従業員に許すことがあった。Ｙは，出張に出るに当たり，修理のために，組合の従

業員であるＡに鍵を渡して，その自動車を修理工場まで届けるように指示をした。その

際，Ｙは，自らの留守中における自動車の管理をＡに一任し，Ａ以外の者が自動車に触

れることを禁止しなかった。むしろ，修理工場までの自動車の運転は，Ａの指示によっ

て，Ｂが担当するであろうことを予想していた。Ｂは，Ａの指示の下に，自動車を修理

工場に届けた。その後，修理が完了した旨の連絡を受けたＡは，Ｃに自動車の受取りを

指示した。Ｃは，Ｂと相談した上で，２人で自動車の受取りに行くこととし，さらに組

合事務所までの帰途に，私用（乙市における祭見物）に出かけることとした。そして，

Ｂは，祭見物からの帰り道において，交通事故を引き起こし，被害者を負傷させた。そ

こで，被害者は，Ｙに対して損害賠償を請求した。 

【判旨】「一般に，自動車が修理のために自動車修理業者に預けられている間は，修理

業者がその運行を支配すると解されるのであるが，修理を終えた自動車が修理業者から

注文者に返還されたときには，特段の事情のないかぎり，その引渡の時以降の運行は注

文者の支配下にあるものと解すべきところ，右の確定事実関係によれば，Ｙから本件自

動車を修理に出すことを依頼されてその前後の管理を一任されていたＡが，修理工場か

ら本件自動車を引き取ることをＣに指示し，Ｃの意を受けたＢが修理工場に赴き修理業

者から本件自動車引渡を受けたというのであり，本件自動車がＢに引き渡されたこと

 
42 以上につき，藤村和夫『交通事故 I 責任論』判例総合解説（信山社，2012 年）12 頁。 
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は，原判示のようにＹの了解の範囲内のことであつたと解するのが相当であるから，

Ｂ，Ｃらの内心の意図いかんにかかわらず，客観的には，右引渡によりＹが本件自動車

の運行に対する支配を取得したものと認めることができる。そして，その後，Ｂが本件

自動車を組合事務所のＡの許に届ける予定のもとに，Ａに無断で私用のため本件自動車

を運転して甲市から乙市まで赴いただけでは，いまだＹの運転支配が排除されたものと

はいえないとした原判決の判断も，正当として是認することができる。 

 さらに，論旨は，原判決が運行利益の帰属の有無について判断をしていないことを違

法と主張する。しかし，右の確定事実関係によれば，Ｙ，ＡおよびＢないしＣとの間に

は前示のような関係があり，Ｂは，Ｙのためにするものとして修理業者から本件自動車

の引渡を受け，その運行を開始したのであり，前示の事情のもとで私用のため運転した

ことも，ＡひいてはＹに本件自動車を届ける過程における一齣の出来事とみられるので

あつて，当時のＢの運行を全体として客観的に観察するとき，本件自動車の運行がＹの

ためになされていたものと認めることができるのである。原判決も，このような趣旨に

おいて，前示事実関係を判示することにより，とくにＹへの運行利益の帰属につき説示

することがないとしても，おのずから，これを肯定したものと解することができる」。 

【考察】本判決は，Ｂの私用無断運転中に事故が発生したという場合につき，まず，運

行支配について，Ｙの自動車がＢに引き渡されたことはＹの了解の範囲内の事柄であっ

たと認めて，Ｙの運行支配を肯定した。また，運行利益の存否に関しては，前述のよう

な具体的事実関係の下で，Ｂによる運転を「全体として客観的に観察する」ならば，そ

れはＹのために行われたものである（その過程において，Ｂが私用のために〔も〕自動

車を運転していたとしても，それは「一齣の出来事」に過ぎず，Ｙの運行利益が否定さ

れるものではない）とした。なお，本判決を運行支配のみに拠った一元説と据える向き

もあるが，ことさら運行利益についても説明しているところから，やはり二元説に立っ

ている43との見解がある。 

 5）二元説の展開その４ ―間接的な支配 ⑤ 

 他方，ドライブクラブ方式による自動車賃貸業者の運行供用者責任について，最判昭

和 46 年 11 月 9 日(民集 25 巻 8 号 1160 頁)は，運行支配の有無に関する新たな判断を示

した。 

 
43 藤村和夫・前掲注 42）13 頁。 
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【事案⑦】自家用自動車の有料貸渡業者であるＹは，利用の申込みをしたＡに対して，

種々の制約（①運転者は，小型四輪自動車以上の運転免許を有し，原則として免許取得

後 6 月経過した者であること，②一時停止の励行，変速装置，方向指示器の操作その他

交通法規全般について事前に同乗審査をすること，③運転者は，借受けに際し届け出た

予定利用時間，予定走行区域を遵守すること，④山道，坂道を走行しないこと）を課し

た上で自動車を貸し出した。Ａは，その自動車を被害者に衝突させ，被害者を死亡させ

た。Ａの遺族は，Ｙに対して損害賠償を請求した。 

第一審（東京地判昭和 41 年 10 月 6 日〔判時 459 号 3 頁〕）は，「運行供用者に要求

される運行支配は必ずしも直接的であることを要せず間接的な支配でも足りると解する

のが相当であり，本件の場合Ｙのかかる運行支配が利用者であるＡの運転中も同人を通

じて」自動車に及んでいたものと認められるとして，Ｙの責任を肯定した。また，原審

（東京地判昭和 43 年 3 月 27 日〔判時 512 号 22 頁〕）は，本件において，「貸渡業者

はその意思により保有車を運行の用に供し，借受人は客観的には貸渡業者の事業遂行の

ためその保有車を運行するのである。この場合外形上は貸渡業者の自家用車が走行する

のであつて，借受人の保有車が走行するのではない。しかも，その走行は貸渡業者の意

思によりその利益のためになされている」と判示して，同じくＹの損害賠償責任を認め

た。 

【判旨】本件の「事実関係のもとにおいては，本件事故当時，Ｙは，本件自動車に対す

る運行支配および運行利益を有していたということができ，自動車損害賠償保障法……3 

条所定の自己のために自動車を運行の用に供する者……としての責任を免れない旨の原

判決の判断は，正当として是認することができる」。このように解することが「自動車

の運行から生ずる事故の被害者救済を目的とする自賠法の立法趣旨に副う」ものであ

る。また，前掲・最判昭和 39 年 12 月 4 日（事案②）は「特定のドライブクラブ方式に

よる自動車賃貸業者が，それから自動車を借り受けた者の当該自動車の運行に対し，運

行支配および運行利益を有しないとの事実認定を前提にして，右のような自動車賃貸業

者が自賠法 3 条の運行供用者に当たらない旨判示したものであって，本件の如き事実関

係のもとにおいて，Ｙを自賠法 3 条の運行供用者と認めることをも否定する趣旨とは，

解し得ない」。 
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【考察】本件は，自動車を他人に貸与した Y は，貸与した後もなお自賠法 3 条の運行供

用者に該当するか，という問題に関するものである44。本判決は，前述のような事実関係

の下において，自動車の有料貸渡業者が，その借受人による交通事故に関して運行供用

者責任を負うべきことを判示したものである。本判決もまた，運行支配の帰属と運行利

益の帰属という２つの要素から運行供用者性を判断すべきである，との立場を前提とし

ている。しかし，運行利益・運行支配を基礎付けるものとしてどのような理論のもとで

どのような要因を重視したかは，判文自体からは明らかでないと批判がある45。本判決

は，運行支配，運行利益それぞれの存否については，原審及び第一審の判断を支持す

る。すなわち，運行利益に関しては，Ｙが自動車の貸渡しによって経済的利益を得てい

たことから，また運行支配については，自動車の貸出時における審査，申告した予定の

変更や事故の報告義務の賦課などを通じてＡに種々の制約を課した（支配を行使した）

ことから，その帰属を肯定している46。 

 なお，本判決と前掲・最判昭和 39 年 12 月 4 日（事案②）との関係は，判然としな

い。特に第一審が，運行支配が肯定されるには，支配が直接的なものであることを要せ

ず，間接的なもので足りるとして，直接的な支配が必要であるとした前掲・最判昭和 39

年 12 月 4 日（事案②）のそれとは異なる立場に立つかのようであるのに対して，本判決

は，自らの判断（結論）と前掲・最判昭和 39 年 12 月 4 日（事案②）の判断（結論）と

の違いの由来を，それぞれが前提とする事案の違いに求めているように思われる。しか

し，学説には，本判決を「運行支配は必ずしも直接的であることを要せず間接的な支配

でも足りる」と明言した第一審の判断をも含めて支持したものと評する見解47もみられ

る。 

 6) 二元説の展開その５ ― 一般的・抽象的な運行支配 ⑥ 

これまでに整理してきた判例のうち，前掲・最判昭和 46 年 7 月 1 日（事案⑥）および

前掲・最判昭和 46 年 11 月 9 日（事案⑦）においては，運行支配は，その内容が規範化

あるいは希薄化されたものであれ，また間接的なものであれ，具体的な特定の自動車の

運行との関連においてその有無が問題とされてきた。 

 
44 石田穣「自動車有料貸渡業者と運行供用者責任」法学協会雑誌 90 巻 8 号（1973 年）1133 頁。 

45 石田・前掲注 44）1134 頁。 

46 窪田・前掲注 23）『新注釈民法（15）－債権（8）』747 頁〔山口成樹執筆〕。 

47 窪田・前掲注 23）『新注釈民法（15）－債権（8）』747 頁〔山口成樹執筆〕。 
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これに対して，前掲・最判昭和 45 年 7 月 16 日（事案⑤）では，運行支配の有無は，

一般的・抽象的な「自動車を運転すること」そのものについて判断されていた。 

このように，運行支配の判断の対象として２つのものが考えられ，いずれをも実際に

判断の対象とする判例がみられたところ，最判昭和 49 年 7 月 16 日(民集 28 巻 5 号 732

頁)は，後者の判断方法を（よりはっきりした形で）提示した。 

【事案⑧】Ｙ1 は，同居する未成年の子であるＹ2 に対して，原動機付自転車を買い与

え，保険料その他の経費もすべて自ら負担した。また，Ｙ2 は，親もとから通勤し，そ

の生活を全面的にＹ1 に依存していた（勤務先から約束された給料は未だＹ2 に支払われ

ておらず，Ｙ2 は独立して生活する能力を有していなかつた）。Ｙ2 は，自らが運転する

原動機付自転車を被害者の運転する自転車に衝突させ，Ａに重傷を負わせた（その後，

Ａはこの事故とは別の事柄が原因となって死亡した）。そこで，Ａの相続人らが，Ｙ1

及びＹ2 に対して損害賠償を請求した。 

原審（高松高判昭和 48 年 4 月 10 日判時 711 号 100 頁）は，前述のような事実関係に

おいては，Ｙ2 は運行供用者としてＹ1 が引き起こした交通事故について損害賠償責任を

負うべきである，とした。 

【判旨】「原審の適法に確定した事実関係のもとにおいてＹ1 が本件事故について自動

車損害賠償保障法 3 条所定の自己のために自動車を運行の用に供する者としての責任を

負う者として原審の判断は，正当として是認することができる」。 

【考察】本判決は，未成年の子がその所有車両を運転中に起こした事故について，その

父親が子のために自動車の保険料等を支払い，またその生活全般の面倒をみていること

から，父親の運行供用者性を肯定したものと言うことができる。下級審においては，こ

の種の事案に関して，すでに多数の裁判例が集積されており，そこでは，同居の有無，

生計の異同，職業の異別など親子の生活関係，加害者の購入費および運行維持費の負担

関係，加害者の使用状況，保管状況などさまざまのファクターを取り上げ，これらを総

合的に考慮して，父の運行供用者性の有無を判断している48。 

 他方で，本判決の示した判断に関しては，学説上，「親子が同居し，子の生活は全面

的に父に依存し，親が子に車を買い与え，運行維持費は父が負担しているということ

 
48 山口純夫「未成年者の子が所有車両を運転中起こした事故につき父に自動車損害賠償法三条に

よる運行供用者責任が認められた事例」民商法雑誌 72 巻 5 号（1975 年）152 頁。 
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が，なにゆえ父の運行支配性の存在（ないしは運行利益の帰属）が認められることにな

るのか」49との疑問の声もあがっている。 

 7) 二元説の展開その６ ―社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう

監視，監督すべき立場⑦ 

 運行支配の内容をさらに希薄化したのは，最判昭和 50 年 11 月 28 日（民集 29 巻 10

号 1818 頁）であろう。この判決によって新たな判断基準が示された。 

【事案⑨】Ｙ1 は，Ｙ2（当時満 20 歳）の父親であり，Ｙ2 は，Ｙ1 の家に同居してい

た。Ｙ2 は，自動車を所有し，Ｙ1 の家の庭にそれを保管していた。Ｙ1 は，Ｙ2 から，

Ｙ1 がこの自動車の所有者登録名義人となっていることを知らされ，これを了承した。

Ｙ2 は，この自動車で交通事故を起こし，被害者を負傷させた。 

原審（福岡高裁宮崎支判昭和 50 年 1 月 20 日交民 8 巻 6 号 1606 頁）は，①自動車は

Ｙ2 の所有物であること，②事故当時，この自動車を自己のために運行の用に供してい

た者はＹ2 であることから，Ｙ1 は，「本件事故発生当時，本件自動車の運行を支配して

いなかつたし，また，本件自動車の運行による利益を享受してもいなかつた」として，

Ｙ1 の運行供与者責任を否定した。 

【判旨】「自動車の所有者から依頼されて自動車の所有者登録名義人となつた者が，登

録名義人となつた経緯，所有者との身分関係，自動車の保管場所その他諸般の事情に照

らし，自動車の運行を事実上支配，管理することができ，社会通念上自動車の運行が社

会に害悪をもたらさないよう監視，監督すべき立場にある場合には，右登録名義人は，

自動車損害賠償補償法三条所定の自己のために自動車を運行の用に供する者にあたると

解すべきである。 

 原審の適法に確定した事実によると，Ｙ1 は，昭和 44 年 3 月ころ，本件自動車の所有

者であるＹ2 から，その所有者登録名義人となつていることを知らされ，これを了承す

るに至つたのであるが，Ｙ2 は，Ｙ1 の子であり，当時満 20 歳で，Ｙ1 方に同居し農業

に従事しており，右自動車はＹ1 居宅の庭に保管されていたというのであり，右事実関

係のもとにおいては，Ｙ1 は本件自動車の運行を事実上支配，管理することができ，社

 
49 中嶋土元也「未成年者の子が所有車両を運転中起こした事故につき父に自動車損害賠償法三条

による運行供用者責任が認められた事例」法学協会雑誌 94 巻 4 号（1977 年）183 頁。 
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会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視，監督すべき立場にあつたとい

うべきであつて，右自動車の運行供用者にあたると解するのを相当とする」。 

【考察】本判決は，自動車の所有者ではない者が，所有者登録名義人となっている場合

を念頭に置いて，その者の運行供用者性が肯定されるべき場合（その一般的な判断基

準）を判示した初めての判例である。本件は，事案としては，名義貸与者と被貸与者が

親子関係にある点に特色がある50。本判決は，運行供用者の概念について，従来の運行支

配・運行利益の概念を用いていないものと考えられている51。また，判断方法・判断基準

に関しては，すでに確認したとおり，「登録名義人となつた経緯，所有者との身分関

係，自動車の保管場所その他諸般の事情に照らし，自動車の運行を事実上支配，管理す

ることができ，社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視，監督す

べき立場にある」か否かを問うべきである，としている。すなわち，一方において，あ

くまで運行支配の存在が所有者登録名義人の運行供用者性を基礎付けるための（少なく

とも 1 つの）要素であるとしつつ，他方で，その存否は，管理・監督の可能性と管理・

監督の義務の有無によって規範的に判断すべきである，との見解を示す。 

さらに本判決の判断において注目されるべき点は，本判決が，運行利益の要素につい

て何ら言及していない点である。原審は，Ｙ1 の運行供用者性を否定する 1 つの理由と

して，Ｙ1 が登録名義人となっていることなどによって運行利益を得ていないことを指

摘していた。本判決は，このような判断を覆して，しかももっぱら運行支配の要素に関

する判断によってのみＹ1 の運行供用者責任を認めたものである52。この点を重視するな

らば，本判決は，運行支配一元説を許容するようになっていると評価すること53も可能で

あると思われる。ただし，このような運行支配の要素にのみ着目をする判断基準が，不

実の所有者登録名義人の運行供用者性の存否に関するものとしてだけ機能すべきもので

あるのか，それとも，それ以外の事案においても妥当しうるものであるのか（そのよう

に判例が考えているのか否か）については，明確なことを言うことはできない。 

 
50 石田穣「自動車の名義人と運行供用者責任」法学協会雑誌 94 巻 5 号（1977 年）752 頁。 

51 福永政彦「『自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視，監督すべき立場』という基準

で運行供用者概念を構成した事例」判例時報 810 号（1976 年）138 頁，同旨ものとして，石田・

前掲注 50）751 頁。 

52 窪田充・前掲注 23）『新注釈民法 15－債権（8）』748 頁〔山口成樹執筆〕。 

53 窪田充・前掲注 23）『新注釈民法 15－債権（8）』748 頁〔山口成樹執筆〕。 
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 8) 二元説の展開その７ ―容認の客観的外形的判断 ⑧ 

 さらに，その後，運行支配の概念を維持しながら，自動車の所有者に運行支配が認め

られるためには，他人による自動車の運行がその所有者の容認の範囲に含まれる，より

正確に言えば，含まれると「見られてもやむを得ない」と言うべき場合であれば足り

る，とする判例が現れた。最判平成 20 年 9 月 12 日（判時 2021 号 38 頁）がそれであ

る。 

【事案⑩】Ｘは，親しい関係にあったＡを自己の運転する自動車に同乗させて，甲市内

のバーに出かけ，そこでＡとともにカウンター席で飲酒を始めた。Ｘは酔いがさめた頃

に自ら自動車を再度運転して帰宅するつもりであった。しかし，Ｘは，泥酔して寝込ん

でしまった。Ａは，Ｘを起こして帰宅しようとしたものの，Ｘが目を覚まさなかったた

め，カウンターの上に置かれていた本件自動車の鍵を使用して，Ｘをその助手席に運び

込んだ上で本件自動車を運転し，自宅に向かった。Ａは，無免許であった。Ａは，自宅

に到着してからＸを起こして，本件自動車で帰ってもらうつもりであった。Ｘは，Ａが

本件自動車を運転している間，寝ており，同人に対して本件自動車の運転を指示したこ

とはなかった。Ａは，乙市において，本件自動車を，赤信号で停止していた別の自動車

に追突させる事故を起こした。この事故によって，Ｘは顔面に負傷を負った。 

本件自動車は，Ｘの父親であるＢが所有しており，Ｘが経営する会社の仕事等に利用

させていた。Ｘは，本件事故当時，乙市で一人住まいをし，キャバクラ等に勤務してい

たが，仕事が休みのみときには，同市内にある実家に戻り，Ｂが経営する会社の仕事を

手伝うことがあった。Ｂは，Ｘが上記仕事を手伝う際などに本件自動車を運転すること

を認めていた。Ｂは，Ａと面識がなく，Ａという人物が存在することすら認識していな

かった。 

Ｘは，本件自動車を被保険自動車とする自動車損害賠償責任保険の保険者であるＹに

対して，Ｂが自賠法 2 条 3 項所定の保有者に当たると主張して，同法 16 条に基づき損害

賠償金の支払を求めた。 

原審（名古屋高判平成 19 年 3 月 22 日〔交民 41 巻 5 号 1095 頁〕）は，次のように判

示して，Ｂの運行供用者性を否定し，Ｘの請求を棄却した。すなわち，本件において，

「ＢはＡとは面識もなく，Ａの存在自体認識していなかったところ，〔本件自動車の〕

使用借人であるＡを介して，ＢがＡに本件〔自動〕車の運転を依頼し，あるいはその運

転を許容してはじめて，Ａの運転する本件〔自動〕車に対する運行支配を及ぼすことが

可能となり，運行供用者ということができる。そして，ＡがＸの知人であること，Ａは
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同人宅に帰宅した後にはＸに本件〔自動〕車を返還する意思があったこと等の事実に照

らしてみても，ＸにはＡに対して本件〔自動〕車の運転を依頼する意思がなく，Ｘは泥

酔していて意識がなかったため，Ａが本件〔自動〕車を運転するについて指示はおろか

運転していること自体を認識しておらず，また，Ａは同人宅に帰宅するために本件〔自

動〕車を運転していたに過ぎないことなどから，Ｘの本件〔自動〕車に対する運行支配

はなかったのであるから，したがってまた，Ｘを介して存在していたＢの本件〔自動〕

車に対する運行支配も本件事故時には失われていたというほかない」54。 

【判旨】原審で認定された「事実によれば，Ｘは，Ｂから本件自動車を運転することを

認められていたところ，深夜，その実家から甲市内のバーまで本件自動車を運転したも

のであるから，その運行はＢの容認するところであったと解することができ，また，Ｘ

による上記運行の後，飲酒したＸが友人等に本件自動車の運転をゆだねることも，その

容認の範囲内にあったと見られてもやむを得ないというべきである。そして，Ｘは，電

車やバスが運行されていない時間帯に，本件自動車のキーをバーのカウンターの上に置

いて泥酔したというのであるから，Ａが帰宅するために，あるいはＸを自宅に送り届け

るために上記キーを使用して本件自動車を運転することについて，Ｘの容認があったと

いうべきである。そうすると，ＢはＡと面識がなく，Ａという人物の存在すら認識して

いなかったとしても，本件運行は，Ｂの容認の範囲内にあったと見られてもやむを得な

いというべきであり，Ｂは，客観的外形的に見て，本件運行について，運行供用者に当

たると解するのが相当である」。 

【考察】本判決は，ある者の所有する自動車がその者の知らない第三者によって運転さ

れた場合における当該所有者の運行供用者性の存否について，そのような第三者による

運転が所有者の容認の範囲内にあるものと認められる場合に，その自動車の所有者は，

運行供用者に当たる，とした。しかも，そのような容認の有無は，――「容認」の有無

は，本来，所有者の認識，つまりは主観に大きく依拠するものであるにもかかわらず―

―「客観的外形的」に判断されるべきであること，さらに，その点に関して――「容

認」の有無は，本来，事実問題であるにもかかわらず――容認したと「見られてもやむ

を得ないというべきであるか」否かが問われるべきである，との考えを示した。具体的

には，①自動車の所有者と人的関係のある者が，ある利用目的をもってその自動車を乗

り出した場合には，その目的が明示されたものでなくても，その目的からみて乗り出し

 
54 ただし，引用文中の亀甲括弧に括られた部分は，引用者が挿入したものである。 
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た者から未知の第三者に再乗り出しを許すことが予想されるのであれば，その第三者に

よる再乗り出しもまた所有者の容認の範囲内にあると判断されてもやむを得ない，とし

た55。なお，この点については，原審も同様の立場に立つものと言うことができる。原審

の結論と本判決の結論とが分かれた理由は，本件の事実関係の下でＡの運転に対するＢ

の容認があったと判断されるべきかどうか，という点に関する考えの違いにあった。 

さらに，本判決は，運行支配の概念を所有者による容認という要素によって置き換え

ているようにもみえるが，むしろ，運行支配概念を維持しつつ，運行支配を有する者が

容認している以上は，その運行支配が継続し，失われることはないと解しているものと

言うべきであろう56。 

 9） 二元説の展開その８－名義貸与者の責任 ⑨ 

 近時，最判平成 30 年 12 年 17 日（民集 72 巻 6 号 1112 頁）は，自動車の所有者に対

して，自動車の所有者・使用者の登録名義として自らの名前を貸与した者（以下，名義

貸与者という）の運行供用者性について判断を示した。 

【事案⑪】 Ａは，生活保護を受けている。Ａは，本件自動車を購入するに際し，自分の

名前で所有をすると生活保護の支給が途絶えるおそれがあったため，弟であるＹに対し

て名義の貸与を依頼した。Ｙは，Ａからの依頼を承諾した。そこで，Ａは，本件自動車

の所有者及び使用者の各名義をＹとした。なお，Ｙは，本件自動車の売買には全く関与

しておらず，売買代金の支払や経費の負担なども一切していない。また，Ａと住居・生

計を完全に異にしており，疎遠の間柄である。さらに，Ｙは，本件自動車の保管場所な

どを知らない。 

その後，Ａは，本件自動車で交通事故を起こし，被害者を負傷させた。 

 原審（広島高裁岡山支判平成 29 年 10 月 12 日金商 1563 号 12 頁）は，Ｙの運行供用

者性を否定した。すなわち，①Ｙが登録名義人となった経緯（名義貸与を承諾したにと

どまり，売買契約そのものには何に関わっていない），②所有者との身分関係（生計・

住居を全く別にしており，疎遠である），③自動車の保管場所（これについてＹは一

切，関知しない），④費用や経費の負担の欠如などの諸般の事情に照らすならば，Ｙは

 
55 以上につき，福永政彦「自動車運行の容認と自動車所有者の運行供用者性」民商法雑誌 140 巻 2

号（2009 年）100 頁。 

56 以上につき，窪田・前掲注 23）『新注釈民法 15－債権（8）』748 頁〔山口成樹執筆〕。 
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「単なる名義貸人にすぎず，Ａ車両の運行を事実上支配，管理していたとは到底認める

ことができない」，したがって，「Ｙについて，社会通念上，Ａ車両の運行が社会に害

悪をもたらさないよう監視，監督すべき立場にあった」ということもできない，とし

た。 

【判旨】「Ｙは，Ａからの名義貸与の依頼を承諾して，本件自動車の名義上の所有者兼

使用者となり，Ａは，上記の承諾の下で所有していた本件自動車を運転して，本件事故

を起こしたものである。Ａは，当時，生活保護を受けており，自己の名義で本件自動車

を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え，本件自動車を

購入する際に，弟であるＹに名義貸与を依頼したというのであり，ＹのＡに対する名義

貸与は，事実上困難であったＡによる本件自動車の所有及び使用を可能にし，自動車の

運転に伴う危険の発生に寄与するものといえる。また，ＹがＡの依頼を拒むことができ

なかったなどの事情もうかがわれない。そうすると，……ＹとＡとが住居及び生計を別

にしていたなどの事情があったとしても，Ｙは，Ａによる本件自動車の運行を事実上支

配，管理することができ，社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・

監督すべき立場にあったというべきである。したがって，Ｙは，本件自動車の運行につ

いて，運行供用者に当たると解するのが相当である」。 

【考察】本件の争点は，名義貸与の依頼を承諾して本件自動車の名義上の所有者兼使用

者となった Y が，本件自動車の運行について，自賠法 3 条にいう運行供用者に当たるか

否かである57。本判決は，名義貸与者の運行供用者性の判断について，2 つの特徴ある判

断を示している。 

第 1 に，本判決は，名義貸与者が運行供用者に当たるか否かを，その者が自動車の所

有者による「自動車の運行を事実上支配，管理することができ，社会通念上その運行が

社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあった」か否かによって決すべ

きものとする。すでに見たとおり，このような基準は，前掲・最判昭和 50 年 11 月 28

日（事案⑨）において，まさしく自己の名前が所有者登録名義として使用されているこ

とを事後的に知らされ，それを容認した者の運行供用者性を判断する際に用いられたも

のであった。本判決は，前掲・最判昭和 50 年 11 月 28 日（事案⑨）を明示的に引用し

 
57 中野琢郎「名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が，自賠法 3

条にいう運行供用者に当たるとされた事例」ジュリスト 1538 号（2019 年）107 頁。 
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てはいないものの，実質的にはこの判例を自らの先例と認め，その立場を引き継ぐもの

である，と言えよう。 

また，ＹのＡに対する名義貸与は，事実上困難であったＡによる本件自動車の所有及

び使用を可能にし，自動車の運転に伴う危険の発生に寄与するものといえることから，

運行供用者の評価根拠事実となる58。この事実を評価して，Ｙが運行供用者に該当すると

の判断を示したものであり，このようなケースに関する重要な事例判断であると言うこ

とができる59。そして，本件では，ＹがＡの依頼を拒むことができなかったなどの事情は

評価障害事実になり得るものであったが，その事実は認められなかった60。さらに，Ｙと

Ａとが住居及び生計を別にしていたなどの事情が評価障害事実に該当するか否かについ

ては，規範的観点からこれが否定されている61。しかしながら，本判決に対しては，「姉

弟関係であって，しかも弟の姉に対する関係で，親が子に対するような自動車の現実の

運行について『事実上支配，管理する可能性』や運行を『監視，監督』すべき立場を導

き出すことは困難である」との批判も向けられている62。これに加えて，住居も離れてお

り，それぞれ成人で独立した家庭や生計を維持しており，購入資金やガソリン代や税金

などの維持費用も，Y がこれを支援した可能性は少ないとしてＹの運行供用者性を否定

した第二審の判断こそ，妥当なものである，との主張も見られる63。 

第 2 に，本判決は，名義貸与者の運行供用者性の存否について判断するに当たり，も

っぱら運行支配の要素に着目した。本判決の判示においては，「運行支配」という概念

それ自体は用いられていない。しかし，すでに確認したように，Ｙは，Ａによる本件自

動車の運行を「事実上支配，管理すること」が可能であったことを理由として，Ｙの運

行供用者性を肯定している。この点に鑑みれば，本判決は，これもやはり前掲・最判昭

和 50 年 11 月 28 日（事案⑨）の判示と同じように，名義貸与者の運行供用者責任を運

行支配の要素によってのみ認める立場に立っているものと解される。つまり，本判決

は，運行供用者のメルクマールとしては「運行支配」一本を用い，「運行利益」は運行

支配の一表徴として位置付ける考え方の一元説64を採用し判断すると評価されるところで

 
58 加藤新太郎「名義貸与者の運行供用者性〈Legal Analysis38〉」NBL1147 号（2019 年）67 頁。 

59 中野・前掲注 57）109 頁。 

60 加藤・前掲注 58）67 頁。 

61 加藤・前掲注 58）67 頁。 

62 仮屋篤子「名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が，自賠法 3

条にいう運行供用者に当たるとされた事例」民商法雑誌 155 巻 5 号（2019 年）996-997 頁。 

63 仮屋・前掲注 62）997 頁。 

64 北河・前掲注 36）22 頁。 
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ある。また，このように考えてくると，本判決及び前掲・最判昭和 50 年 11 月 28 日が

示した以上のような判断基準（自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監

督すべき立場にある，という意味における運行支配の存否のみに基づき，運行供用者性

の有無を判断する，との基準）は，判例においては，自動車の名義貸与者のみに関する

ものとして把握されているものと思われる（ただし，そのように捉えるべき理由，ある

いは最高裁がそのように捉える理由は，判決文そのものからは不明であると言わなけれ

ばならない）。 

（4）泥棒運転 

 これまでに取り上げたケースでは，無断運転者と車の所有者との間に，雇用関係や身

分関係等の人的関係が存在していたため，それを媒介として，自動車に対する所有者の

運行支配が認められやすい傾向があった。 

これに対して，いわゆる泥棒運転のケースでは，そのような人的関係が存在しない65た

め，独立した検討が必要となろう。そして，所有者と何らの人的関係もない第三者によ

る泥棒運転，具体的にはタクシーの泥棒運転に基づく交通事故について，タクシー会社

たる所有者の運行支配は失われたとして，運行供用者責任も民法 715 条の不法行為の使

用者責任も認めなかった事例が，最判昭 48 年 12 月 20 日（民集 27 巻 11 号 1611 頁）で

ある。 

【事案⑫】Y タクシー会社（被告・被上告人）は，44 台の営業車と 90 余名の従業員を

使用しているタクシー会社であり，本件事故を起こした自動車（以下「本件自動車」と

いう）を所有していた。Y は，東西約 43ｍ，南北約 58.５ｍの土地のうち，東側の約 2m

をブロック塀で囲み，北側に正門を，南側の中央部と西端の 2 か所に裏門を設けてい

た。正門には扉はないものの，裏門には鉄製の扉が取り付けられていた。ただし，施錠

はされていない。昭和 42 年 8 月 22 日，本件自動車の当番乗務員が無断で欠勤し，Y 会

社の営業課長である A は当該事実を知っていたのに，本件自動車についてはエンジンキ

ーを差し込んだまま，ドアに鍵もかけない状態で放置していた。Y と何ら人的関係のな

い第三者 B は，同日午後 11 時頃，扉に施錠がなく，扉が開いていた裏門の一つから，Y

の構内に侵入し，事務所や構内には誰も見当たらず，右のとおり裏門付近に，本件自動

車がドアに鍵をかけず，エンジンキーを差し込んだまま置いてあるのを発見して，これ

 
65 北河隆之『交通事故損害賠償法』（弘文堂，第 2 版，2016 年）46 頁。 
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に乗り込み，本件自動車を裏門から乗り出して窃取し，勝手にタクシーの営業行為をし

ているうちに，同年 8 月 23 日，本件自動車を市電の安全地帯に触させ，本件自動車に乗

客として同乗していた X（原告・上告人）を転落させ，負傷させた。Y はこの事故の 20

日余り前にも，エンジンキーを差し込んだまま構内に駐車していたタクシー用自動車を

深夜に窃取され，乗り捨てられたことがあるにも関わらず，上記事故が起きるまで盗難

防止の具体的な対策が Y によって講じられた形跡はなかった。 

 そこで，ＸはＹに対して損害賠償を請求して訴訟を提起した。第 1 審（大阪地判昭和

45・5・28 民集〔参〕27 巻 11 号 1623 頁）は，Y の被用者たる運行管理者と警備員に過

失があるとして民法 715 条により賠償義務を認めてＸの請求を一部認容し，自賠法上の

運行供用者責任も認めた。しかし，２審（大阪高判昭和 46・11・18 同民集〔参〕1640

頁）は，Y に運行支配及び運行利益もなかったのであるから，自賠法 3 条の運行供用者

責任を否定し，さらに，本件事故との間での相当因果関係がないことを理由として民法

715 条の責任も否定して，1 審判決を取消し，1 審Ｘの請求をいずれも棄却した。そこ

で，Ｘが上告した。 

【判旨】「…右事実関係のもとにおいては，本件事故の原因となった本件自動車の運行

は，B が支配していたものであり，Y はなんらその運行を指示制御すべき立場になく，

また，その運行利益も Y に帰属していたといえないことが明らかであるから，本件事故

につき Y が自動車損害賠償法 3 条所定の運行供用者責任を負うものではないとした原審

の判断は，正当として是認することができる」。  

 思うに，「自動車の所有者が駐車場に自動車を駐車させる場合，右駐車場が，客観的

に第三者の自由な立入を禁止する構造，管理状況にあると認めうるときには，たとえ当

該自動車にエンジンキーを差し込んだままの状態で駐車させても，このことのために，

通常，右自動車が第三者によって窃取され，かつ，この第三者によって交通事故が惹起

されるものとはいえないから，自動車にエンジンキーを差し込んだまま駐車させたこと

と当該自動車を窃取した第三者が惹起した交通事故による損害との間には，相当因果関

係があると認めることはできない。前示のように，本件自動車は，原判示の状況にある

Y の車庫に駐車されていたものであり，右車庫は，客観的に第三者の自由な立入を禁止

する構造，管理状況にあったものと認められるから，Y が本件自動車にエンジンキーを

差し込んだまま駐車させていたことと X が本件交通事故によって破った損害との間に，

相当因果関係があるものということはできない」。 
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【考察】本判決では，1 か月間，エンジンキーを差し込んだまま車両を駐車して第三者

に盗まれたとしても，B は Y からに事後的に運転を許してもらえるような人的関係を Y

との間で有する者ではなく，また，駐車場所がブロック塀で囲まれた営業所構内である

こと等から，Y に運行支配及び運行利益もなかったため，Y の運行供用者性を否定し

た。さらに，Y の被用者たる運行管理責任者及び警備員の過失は，Y に対する債務不履

行責任にとどまり，本件事故との間において相当因果関係があるものとは認められない

として，X の請求をいずれも棄却した原審を支持した。 

 すなわち，本判決は，運行供用者責任の判断基準に関して，Y の「運行支配」と「運

行利益」の二つの要素の存在を求めた。その上で，本判決は，Y が「運行を指示制御す

べき」ことのなかった事実を理由として，①窃取された自動車による事故に関して，そ

の所有者である Y の運行供用者責任を認めなかった66。また，使用者責任については，

②自動車のドアに鍵をかけずエンジンキーを差し込んだままでした駐車と，この自動車

を窃取した者が惹起した事故による損害との間に相当因果関係が存在しないことを理由

として，Y の責任を否定した67。 

 ところが，判示は「その運行を指示・制御すべき立場になく」と述べることを批難が

ある68。つまり，これを泥棒が運転している間のことを指していると考えられるが，制御

ということばを使うなら運転しはじめる点についての制御も含めるべきであり，また運

行とは，運転している間だけのことを現在では意味するものではないため，最高裁が制

禦すべき立場にないととしたことは妥当でないということである69。 

 なお，泥棒運転に自賠法 3 条の適用があるか否かに関しては，従前より，学説上，非

適用説と適用説との対立があった。非適用説とは，泥棒運転の事案では，盗まれた自動

車の保有者自身には運行供用者性は認められず，管理上の過失にもとづく一般の不法行

為の成立が問題となるにすぎないとして，自賠法 3 条の適用を否定する立場である70。こ

れに対して，無関係の第三者であっても，運行供用者による（運転の）容認によって，

いつでも車の利用関係の中に入ってくることができるのであるから，運行供用者と運転

 
66 堀一策「泥棒運転」新美育文・山本豊・古笛恵子編『交通事故判例百選』別冊ジュリスト 233

号（有斐閣，第 5 版，2017 年）12 頁 

67 堀・前掲注 66）13 頁。 

68 高崎尚志「運行供用者理論の新展開」不法行為法研究会編『交通事故賠償の現状と課題』（1979

年）57-58 頁。 

69 高崎・前掲注 68）57-58 頁。 

70 加藤一郎編『注釈民法（19）』（有斐閣，1965 年）101 頁〔池田浩一執筆〕。野村好弘「運行供用

者責任についての一考察」ジュリスト 431 号（1969 年）128 頁。 
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者との間における人的関係は，単なる運転の容認で足り，それ以上の格別の人的関係を

必要としないという観点から，（無断運転の場合には）運行供用者との間の人的関係及

び日常の車の管理保管の状況その他の客観的事情を総合判断して，そこに「客観的認

容」が認められれば，運行供用者の責任を肯定して差し支えないという客観的認容説も

存在する71。すなわち，非適用説は，泥棒が運行供用者責任を負い，過失のある保有者は

単に民法 709 条の一般の不法行為責任を負う，とするのに対して，適用説は，一定の範

囲内で保有者にも自賠法 3 条の運行供用者責任を肯定するのである72。 

 なお，運行供用者責任について，保有者に自動車という危険物の管理上の過失があっ

た場合に，そのことが事故を招いた要因となっているならば，自賠法の中の運行供用者

（保有者）責任を認める見解があった73。 

 本判決は，泥棒運転の事案に関する最初の最高裁判決となったが，学説上争いのある

点に関する最高裁の判断は示されなかったことが指摘されている74。 

 ただし，本判決後に発生した泥棒運転の事案においては，保有者の運行供用者性を否

定したもの75があるものの，自動車に施錠をせず，エンジンキーを付けたまま駐車させた

結果として泥棒運転をされた同車の所有者は，この者が同車の管理義務を怠り，同車を

放置していたなど，いわゆる自動車の管理上の過失によって泥棒運転を可能なものとし

た場合には，当該自動車に対する運行支配を未だ失っておらず，したがって，泥棒運転

により生じた事故に関して運行供用者として責任を負わなければならないとした下級審

判決もある76。 

1.2. 判例の整理・検討課題の抽出 

 以上，運行供用者性に関する判例の状況を概観してきた。その要点，あるいはその特

徴と現況とを整理するならば，以下のとおりである。 

第 1 に，判例は，一般論として，「運行支配」と「運行利益」という 2 つの要素に基づ

 
71 茅沼英一「運行供用者性の基礎としての運行支配と運行利益」吉岡進編『現代損害賠償法講座 3』

（日本評論社，1972 年）90 頁。 

72 潮見一雄「運行供用者責任」星野英一編集代表『民法講座第 6 巻 事務管理・不当利得・不法行

為 』（有斐閣，1985 年）521 頁。 

73 伊藤文夫「いわゆる泥棒運転と保有者の責任」同『自動車事故民事責任と保険の交錯』（保険毎

日新聞社，1999 年）104 頁。 

74 堀・前掲注 66）13 頁。 

75 東京地判昭和 52 年 3 月 24 日判時 868 号 57 頁など。 

76 そのような下級審裁判例として，例えば，札幌地判昭 55 年 2 月 5 日交民 13 巻 1 号 186 頁など。 
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き，運行供用者性を判断する，という二元説の立場に立っている（事案③・事案⑫）。

判例の中には，運行利益の有無について言及せずに，運行支配の帰属が認められること

から運行供用者性を肯定するものが複数，存在する（事案⑨・事案⑪）。しかし，これら

は，どちらも，自動車の所有者が，自らの名義を所有者名義・使用者名義として使用す

ることを（事後的に）承諾した者，またはより積極的に貸与した者についてのみ用いら

れるべきものとして把握されているものと解される。すなわち，これらの存在から，判

例が一般論としての二元説の立場を放棄したと結論づけることは早計である，と思われ

る。 

第 2 に，すでに指摘したように，判例は，運行支配の内容を次第に規範化あるいは希

薄化してきたといえる。すなわち，当初の判例は，ドライブクラブは自動車の運転者に

対する直接の支配力を有しないという理由によって，その運行供用者性を否定していた

（事案②）。しかし，その後，それは間接的な支配でも足りるとされ（事案⑦），さらに，

「自動車の運行について，指示・制御をなしうべき地位」（事案⑤）にあれば，その運行

支配が肯定されることとなった。また，支配の対象も，自動車の具体的な特定の運行か

ら，運行一般にまで広がっていった（事案⑥，事案⑦）。加えて，自動車の所有者が他人

（しかも自らの全く知らない他人）による運転を「容認」していたかどうかは，「客観的

外形的に」判断される（事案⑩）としている。 

第３に，運行利益の要素については，運行支配の要素が肯定されるときには，常に運

行利益も肯定されるか，あるいは事案⑨，事案⑪のように，その存否が独立に問われる

ことがないかのいずれかである。判例において，運行支配の帰属が認められるのに運行

利益の帰属が認められないことを理由として，運行供用者性を否定したものは，管見の

限りでは存在しない。この事実は，運行利益の帰属という要素が，実は，ある者の運行

供用者性を基礎づけるための独立の要素・要件として実質的な意義を有していないので

はないか，との疑念をもたらす。 

 このように，運行支配の帰属と運行利益の帰属という要素は，司法における運行供用

者性の判断基準としては，いずれもその内容が必ずしも明確ではない。また，これまで

の判例の展開に照らすならば，運行支配，運行利益の外延は今後ますます，また限りな

く広がっていく可能性があり，それらの本来の意味は極めて希薄化されている，と言わ

ざるを得ない77。 

 そのため，このような判例の傾向を妥当性に欠けるものと評価するとすれば，これに

 
77 藤村・前掲注 5）8 頁。 
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代わる，あるいはその立場に実質を与えられるような判断基準を定立することが求めら

れるであろう。これが，日本の判例の分析より抽出された検討課題である。 

そこで，次節では，この点に関する日本の学説の議論の展開を追いかけることとした

い。 

2. 学説の状況 

 代表的な学説としては，①運行利益の有無のみに着目する一元説（運行利益一元説），

②運行支配の有無のみに着目する一元説（運行支配一元説）及び③運行支配と運行利益

との２つを判断要素として考慮する二元説の３つをあげることができる。 

2.1. 運行利益一元説 

2.1.1. 概要 

 すでに述べたとおり，自賠法が制定された当初は，誰が運行供用者であるかは，運行

支配の有無と運行利益の帰属先によって定まる，と考えられていた78。 

 ところが，その後，使用者責任を，報償責任の原理（利益の帰するところに責任もま

た帰すべきである，との原理）によって基礎付けようとする民法学説の影響の下に，運

行供用者たるべき者を運行利益の要素から一元的に確定しようとする学説が現われた79。

すなわち，我妻栄博士によれば，責任主体について特別な責任を負うのは，「自己のため

に自動車を運行の用に供するもの」，つまりは「自動車運行の利益の帰属する者」80であ

る。そのような者には，自動車の所有者や賃借人のように，正当な権限に基づきこれを

使用する者のほか，自動車泥棒などのように無権限でこれを使用する者もまた含まれる81。

さらに，「保有者が 3 条によって責任を負う場合には，保有者は運転者の故意過失を立証

し，これに対して求償をなしうる」82とされる。 

 以上のような我妻説は，①715 条の使用者責任を報償責任の原理に基づくものと把握

しつつ，かつ②運行供用者責任を使用者責任と連続性のあるもの，とりわけ他人（被用

者・運転者）の行為に対する責任を定める点において使用者責任と共通の構造・性質を

 
78 川井・前掲注 32）35 頁〔青野博之執筆〕。 

79 黒住忠行「自動車損害賠償保障制度について」法律のひろば 8 巻 7 号（1955 年）21 頁。 

80 我妻・前掲注 19）13 頁。 

81 我妻・前掲注 19）13 頁，窪田充見『不法行為法』（有斐閣，第 2 版，2018 年）264 頁。 

82 我妻・前掲注 19）13 頁。 
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もつものと捉える見解である，と言うことができる。 

2.1.2. 批判 

 しかしながら，このような見解に対しては，学説上，批判もみられる。 

たとえば，川井健博士は，次のように述べて，我妻説の主張のうち，上記②の点（運

行供用者責任を他人の行為に対する責任と解し，それゆえ使用者責任と連続性を有する

ものと把握する点）の妥当性に疑問を提示する。「自賠法 3 条は民法 715 条と異なり，使

用者・被用者という人的支配服従関係を前提としていない。自賠法 3 条の「自己のため

に自動車を運行の用に供する者」というのは，人を使うことの責任よりも，自己または

他人を通して自動車という物を使うことの責任であり，それはあたかも民法 717 条の

「占有者」，「所有者」，又は民法 718 条の「占有者」，「保管スル者」に相当し，物につい

ての責任の規定」83である。したがって，「自賠法 3 条は，……民法 717 条・718 条に近

い」84と主張する。さらに，川井博士は，以上のような疑問を手がかりとして，運行供用

者責任を，むしろ民法 717 条・718 条所定の土地工作物責任・動物占有者責任との間に

おいてこそ連続性を有するものと捉えた上で，それらの責任と同様に運行供用者責任も

また，危険責任原理に基づく物的管理責任であるとしている。すなわち，もっぱら自動

車という物的設備そのものが危険源であるとし，自動車という物的設備の管理主体が誰

かという観点，つまりは運行支配の帰属主体が誰かという観点から，運行供用者が確定

されるべきであると主張されるのである85。 

2.2. 運行支配一元説 

 そこで，日本の学説においては，運行供用者責任を危険責任の一種としてのみとらえ，

運行供用者性を判断するための要素・基準は運行支配の存否・帰属先のみであり，運行

利益は運行支配を認める際の一つの徴表にすぎないと唱える説（運行支配一元説）が現

在，有力に主張されている86。 

 また，運行利益という概念に言及する見解の中でも，「事故を抑止すべき立場」にある

者としての運行供用者は，自動車の運行を支配しており，または支配すべきであり，通

 
83 川井健「運行供用者責任の根本理念」『交通事故と民事責任』（判例タイムズ 212 号，臨時増刊，

1967 年）18 頁。 

84 川井・前掲注 83）18 頁。 

85 潮見・前掲注 41）26 頁。 

86 吉村・前掲注 22）286 頁。 
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常の場合には現に利益を得ているから，その意味で運行供用者責任の本質は，危険責

任・報償責任であるが，重点は危険責任に置かれるべきであるとも言われている87。 

同様に，最近の学説では，無過失責任論が危険責任の考え方に重心を移しているため，

運行供用者についても，運行支配が一元的な判断基準であって，運行利益は運行支配の

徴表となるものと解されている88。すなわち，運行支配が重視される傾向にあり，運行支

配一元説という考えが多数の支持を受けるようになった89。 

近時では，「下級審ではむしろこの立場をとるものが多くなっている」90との評価も見

られる。  

ただし，運行供用者責任の性質を危険責任と解することを是としたとしても，運行供

用者が支配すべき危険源の内容については，なお複数の理解が成立しうる。すなわち，

潮見佳男博士によれば，運行供用者責任を危険責任の原理に基礎づけるときでも，危険

が物自体に内在する危険に限定されるわけではなく，自動車の運行に関与する人の行動

に対する管理支配という観点がそこに潜んでいる（人的管理責任）91。これに加えて，他

人の行動による責任を危険責任の観点からとらえるための枠組みとしては，使用者責任

の制度に依拠すれば足り，あえて運行供用者責任に依拠させる積極的理由はないとの批

判も行われている92。 

2.3. 二元説 

 自賠法の立案担当者は，「運行供用者」について，ドイツ道路交通法 7 条所定の「保有

者（Halter）」に関する解釈の影響の下に，それは「自動車の運行についての支配と，そ

れによる利益とが帰属する者をいう」と解していた。すなわち，「『自己のために』とは，

自動車の使用についての支配権とその使用により享受する利益とが自己に帰属すること

 
87 加藤新太郎「運行供用者責任論の現代的課題」塩崎勤編『現代民事裁判の課題 8 巻』（新日本法

規出版，1989 年）104 頁。 

88 橋本佳幸ほか編『民法 V 事務管理・不当利得・不法行為』（有斐閣，第 2 版，2020 年）312 頁。 

89 植木哲「運行供用者責任の再検討」ジュリスト 902 号 1988 年 50 頁，日本交通法学会「自賠法

40 年の軌跡」『交通法研究』（有斐閣，第 24 号，1996 年）6 頁，川井・前掲注 32）35 頁〔青野博

之執筆〕，橋本佳幸「AI と無過失責任—施設・機械の自動運転に伴う事故の危険責任・瑕疵責任

による規律」法律時報 94 巻 9 号（2022 年）57 頁。 

90 吉村・前掲注 22）286 頁。 

91 潮見・前掲注 41）26 頁。 

92 木宮高彦ほか編『注釈自動車損害賠償保障法〔新版〕』（有斐閣，2003 年）30 頁〔木宮高彦・羽

成守執筆〕，同旨として，潮見・前掲注 41）27 頁。 
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を意味する」とし，この責任は，運行支配と運行利益，つまり危険責任と報償責任との

２つがその根拠となるものであって，運行供用者は，運転者の責任を代位するのではな

く，直接に責任を負うものとしていた93。このような「運行支配」と「運行利益」の二つ

の観点から判断する考え方を二元説94と呼ぶ。 

たとえば，加藤一郎博士は，運行供用者責任を「危険責任を主とし，それに報償責任

を加味した特殊の責任である」とし，保有者については，これを自動車の所有者や賃借

人のように自動車の使用権を持ち，かつ利益の帰属する者であるとする95。 

 これに加えて，その後，加藤博士は，運行供用者責任を①所有者である保有者の責任

と②自動車を現実に所有する運転者の責任との２つに区別をした上で，次のように主張

している。すなわち，運転者は，「いわば所有者等の手足となって運転しているのであっ

て，独立の運行支配はなく，また運転によって給料を得ているとしても，それは使用者

から支払われるものであって，直接の運行利益ではないと考えられている」96。このよう

に，「実際の行為者である運転手よりも使用者である運行供用者に重い責任を課したのは，

危険物である自動車について運行支配をしている運行供用者に責任を負わせるべきだと

いう危険責任の考え方と，運行利益が実際に帰属し賠償の資力も大きい運行供用者に責

任を課して被害者の保護をはかろうとする報償責任の考え方との総合によるもの」97であ

ると説明する。この説明に照らして，運行利益と運行支配は，「独立の運行支配」と「直

接の運行利益」でなければ，運行供用者責任を基礎付けないものと考えられる98。 

そして，前掲・最判昭和 43 年 9 月 24 日（事案③）は，運行供用者性の判断に際して

は「運行支配」・「運行利益」の 2 つの要素を基に判断すべきである旨を判示して，判例

はこの立場に立つことを明らかにした。 

 さらに，比較的近時においても，運行供用者概念は，単なる事実的概念にとどまらず，

それを規範的概念と捉えることが可能であるため，運行支配を基礎しながら，運行利益

 
93 日本交通法学会「自動車損害賠償保障法施行 50 年の軌跡と展望」『交通法研究』（有斐閣，第 35

号（2007 年）22 頁。 

94 運行支配と運行利益の帰属を基準とする説として，自動車保障研究会編『自動車損害賠償保障

法の解説（改訂版）』（交通毎日新聞社，1964 年）26 頁，同「交通事故による損害賠償請求訴訟の

諸問題」判例タイムズ 172 号 6 頁以下，木宮・前掲注 92）36 頁〔木宮高彦・羽成守執筆〕。 

95 加藤・前掲注 1）57 頁。 

96 加藤・前掲注 70）97 頁〔加藤一郎・池田浩執筆〕。 

97 加藤・前掲注 70）98 頁〔加藤一郎・池田浩執筆〕。 

98 加藤一郎博士の見解に関する以上の検討については，趙銀仁「運行供用者の判断について」法

学研究論集（明治大学大学院）43 号（2015 年）128 頁による分析に依拠している。 
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を従来の内容（報償性）を超えたより広い内容のものとした上で考慮する二元説が正当

である，との考え方が存在する99。 

2.4. 学説の展開 ―新たな運行供用者概念の模索 100 

 自動車の普及が進むにつれて，その利用形態も複雑化・多様化し，初期の単純運行時

代にはそれなりの規範性を持っていた運行支配・運行利益なる概念も，次第にそれ自体

では明確な判断基準とはなり難くなった。そのため，学説・判例は，これらの概念の判

断基準としての機能を維持するために，運行支配・運行利益の概念に多様な意味を持ち

込み始めた101。 

 しかし，その結果として，「運行支配」，「運行利益」の外延はますます広がっていくこ

ととなり，それらの本来の意味は極めて希薄なものになってしまったと言わざるを得な

い102。 

2.4.1. 危険性関連説 

 まず，石田穣博士は，運行供用者とは，自動車事故によって生じた損害との関係で自

動車の有する危険の実現に加担したと評価される者であり，自動車の有する危険の実現

に加担したかどうかは，自動車事故によって生じた損害との関係から評価的に判定され

なければならない（危険性関連）と説明する103。 

 しかし，この説に対しては，「『危険性』という概念は，『運行利益』『運行支配』に劣

らず抽象的な概念であって意味内容が曖昧である」との批判104や，さらに，その危険の

実現の加担者（関与者）の範囲をどのように決定するかということこそが問題であり，

「危険の実現への加担」という抽象的概念だけでは，その範囲を示したことにはならず，

 
99 木宮・前掲注 92）36 頁〔木宮高彦・羽成守執筆〕。 

100 以下で取り上げる学説の名称は，鈴木潔ほか編『注解交通損害賠償法』（青林書院新社，1982

年）42 頁〔田中優執筆〕，木宮・前掲注 92）41 頁〔木宮高彦・羽成守執筆〕で用いられているも

のに拠った。 

101 以上につき，伊藤文夫「運行供用者について」石田満ほか編『保険法学の諸問題』〔田辺康平還

暦記念〕（文眞堂，1980 年）28 頁。 

102 類似の指摘として，藤村・前掲注 5）8 頁。 

103 石田穣『民法・民事訴訟法の交錯』（東京大学出版会，1979 年）103 頁。 

104 前田達明「『運行供用者』について」同『判例不法行為法』（青林書院新社，1978 年）193 頁。 



39 

 

そのためには，やはり何らかのメルクマールが必要である，との批判105が行われている。 

2.4.2. 保有者管理地位説 

次に，伊藤高義博士は，「運行支配および運行利益というメルクマールで判断される運

行供用者責任は，保有者の運行供用者が排除される泥棒運転の場合を除いては，保有者

の概念を中心に構成すべきものではないか……。従って，ここで誰が運行供用者責任を

負うかは，誰が保有者であるか，すなわち自動車につき使用権限を有する者は誰か，使

用権限の移転があったかどうか，共同の使用権限（例えば共同所有者）の関係があるか

どうか，を判断すべきである」と主張する106。 

しかし，この説に関しては，「所有者・使用権者以外でも自動車の使用・利用を管理す

べき場合があるし，現にし得ると評価できる者が存在することは否定しえない。それら

の者の責任を強いて，使用者責任・監督義務責任に放逐することはあるまい。確かに保

有者を中心とする運行供用者概念は理論の純粋化に役に立つが，むしろ，それらの者の

責任も自動車事故法たる自賠法のなかにとり込み，自動車事故責任の単一的処理を計っ

たほうが妥当であるまいか」との批判がある107。 

2.4.3. 人的物的管理責任説 

 前田達明博士は，運行供用者性に関する従来の基準，すなわち，「『運行支配』『運行利

益』が帰属するものという基準そのものが，特に『運行支配』が帰属するということは，

自動車の運行に基づく危険を支配しうる者，従って，法的には危険を実現しないように

支配操縦する義務を負う者であることを意味する。一方，『運行利益』の帰属とは，万一

事故発生のときは，その『利益』の還元として経済的支出をすべき地位にあることを示

すものであると共に，管理のための経済的支出をもすべき地位にあることをも示すもの

であり，実は，『運行支配』『運行利益』という両概念も管理責任を負うべきであること

を示す一つの基準であることが理解しうる」と主張して，管理責任の観点を提示する108。 

 しかし，この説については，「ある人が運行供用者といえるかどうかは，自動車という

 
105 木宮高彦「運行供用者責任の基本理念」加藤一郎ほか編『自動車事故の損害賠償と保険』（有斐

閣，1991 年）264 頁。 

106 伊藤高義「運行供用者責任」ジュリスト増刊総合特集 8 号『交通事故―実態と法理』（1977 年）

85 頁。 

107 伊藤・前掲注 101）33 頁。 

108 前田達明「『運行供用者』について」法學論叢 102 巻 5・6 号（1978 年）135 頁。 
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危険物を所有しているかどうか，それを第三者に貸与しているかどうか等のメルクマー

ルにより決定されているのであり，人的物的管理責任という概念はこれを説明するため

のものであって運行供用者の有無を決定する判断基準になっていない，という疑問があ

る」との批判も存在する109。 

2.4.4. 決定可能性説 

 高崎尚志弁護士は，第一に事故の防止であり，第二に被害者の救済であり，第三に加

害者，保険会社等関係者それぞれの利益の調和などの要請に応えることのできる運行供

用者概念を設定することを目的として，運行供用者とは，社会通念上，自動車事故を

「完全」に防止しうる者のことを指すと解すべきである，とする。すなわち，自動車の

運転禁止，使用禁止・中止，貸与中止などを土台として「完全」な事故防止を図ろうと

するならば，それらを現実に行うことができる者を運行供用者と解すべきである，と説

く110。さらに，会社，父親等について，自動車事故の完全な防止なしうる者と解するこ

とによって，社会的に責任を認識しうる層の自覚を促し，たとえば，会社等が社員への

任意保険への集団的加入を勧奨したり，加入しない者の使用禁止を行うことができ，付

保率は上昇し，被害者，加害者も助かることになる，と説明する111。 

 しかし，この説については，完全に事故を防止しうる者が運行供用者責任を負担すべ

き理由が明らかではない，自賠責保険との関係に関する説明が不充分ではない，との批

判が見られる112。さらに，田中優判事は，高崎尚志弁護士が事故の防止，被害者の救済，

関係者の調和にある，とされるのは注目すべき指摘である。特に，会社等を運行供用者

と解することによって，会社等が社員などに対して，任意保険に加入することを勧奨し

たりして，付保率は上昇し，被害者，加害者と共に救済される，との指摘は，元請，会

社，父親等の責任が問題になる事例について，実務を処理するうえでの視点でもある，

と述べた113。この賠償能力を確保する義務という視点が，この判断枠組の中に十分には

活かされておらず，また，「完全」に事故を防止することができるということの意味，具

体的な運行に関する事故防止との関係等が明確ではないため，「社会通念上，自動車事故

を完全に防止しうる可能性の有無」を判断枠組とすることには疑問が残る，との指摘も

 
109 石田・前掲注 103）133 頁。 

110 高崎・前掲注 68）56 頁。 

111 高崎・前掲注 68）61 頁。 

112 伊藤・前掲注 101）34 頁。 

113 鈴木・前掲注 100）53 頁〔田中優執筆〕。 
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存在するところである114。 

2.4.5. 制御可能性説 

 伊藤文夫講師は，運行供用者とは，自動車の運行による危険の具体化を制御しうべき

（効果的な）立場にあり，かつ，危険の具体化を制御すべき可能性があると評価されう

る者である，とする。ある者が危険の具体化を制御し，責任負担の可能性を阻止するた

めには，その者は，自動車を社会的危険造出の場へ出すことを完全に阻止・回避しうる

立場にいなければならない。したがって，運行供用者とは，原則として，このようなこ

とが可能である者のことを指す，と主張する115。 

 その内容からもすでに明らかであるとおり，この説は，運行供用者性の判断基準ある

いはその基本的発想において，すでに取り上げた決定可能性説（高崎尚志説）と実質的

に同じものである，と言うことができる。そのため，決定可能性説に対するものとほぼ

同様の批判がこの説にも妥当する，とされている116。 

2.4.6. 支配管理可能性説 

 藤岡康宏博士は，自動車そのもの，あるいは，自動車活動者のいずれかに対する支

配・管理が可能で，かつ，そうすべき者を運行供用者と解している117。 

しかし，この説についても，「運行支配」概念が無限定となったため，これにかわる新

基準を定立せんとして唱えられたものであるにもかかわらず，「支配」の語を用いている

点に疑問が残り，まさしくどのような場合に「支配」があるとするのかが問題なのであ

る，との批判118が聞かれる。 

2.4.7. 賠償責任回避可能性説 

 木宮高彦・羽成守の両弁護士は，「運行供用者概念は，損害賠償責任と一体不離の関係

にあるから，これをぬきにしては語れず，賠償責任の回避という面からみるとき，つぎ

のように言うことができるであろう。すなわち，自動車の運行による損害賠償責任を自

らが負担しないようにするための，あらゆる手段・行為をとりうる者が運行供用者であ

 
114 鈴木・前掲注 100）53 頁〔田中優執筆〕。 

115 伊藤・前掲注 101）37 頁。 

116 鈴木・前掲注 100）55 頁〔田中優執筆〕。 

117 高木多喜男ほか『民法講義６不法行為等』（有斐閣，1977 年）285 頁〔藤岡康宏執筆〕。 

118 木宮・前掲注 92）41 頁〔木宮高彦・羽成守執筆〕。 



42 

 

る。あらゆる手段・行為とは，たとえば車両の使用禁止，運行禁止，運行に際しての注

意・命令などが考えられる」119と主張する。 

 この説に対しては，「自動車の運行による損害賠償責任を自らが負担しないようにする

ための，あらゆる手段・行為をとりうるというだけでは，運行供用者を決定することが

できず，むしろそのような手段・行為をとるべきであるとする規範的判断を誰に対して

すべきであるかこそが重要である」120との批判が行われている。 

2.4.8. 最安価事故回避者説 

 林田清明博士は，いわゆる法の経済分析（law and economics）の観点から，交通事故

に関する損害賠償の目的は，交通事故から生ずる費用を低減することにある，と解する。

すなわち，交通事故（およびその抑止）は当事者のみならず社会全体にとってもコスト

（費用）がかかるものであるところ，そのようなコスト（費用）を最も低く抑えること

ができる者，すなわち，最も低いコストで事故の発生を回避しうる立場にある者（最安

価事故回避者）を運行供用者とすべきである，と主張する121。 

 この説に対しては，経済的に最安価で自動車事故を回避することができる者というだ

けでは，その者が損害賠償責任を負うべきであると法規範として説明するのに不十分で

ある，との批判122がある（これは，この説の基本的立場である法の経済分析それ自体に

対する批判でもある）。 

2.4.9. 損害回避義務違反説 

 植木哲博士は，運行供用者性の認定には，当該事故発生における損害回避の可能性，

損害回避義務違反の存否の判断が不可欠であり，その判断は，運行供用者の事故回避に

関する違法性の存否の判断にほかならず，当該車両の管理の態様如何などの事情を総合

的に考慮して個別・具体的に判断せざるをえない，とする123。 

 この説に対しては，「損害回避義務者をどのように決定すべきかが明確ではない，との

批判が可能」であるとし，「民法 709 条の『故意又ハ過失二因リテ他人ノ権利ヲ侵害シタ

 
119 木宮・前掲注 92）42 頁〔木宮高彦・羽成守執筆〕。 

120 川井・前掲注 32）39 頁〔青野博之執筆〕。 

121 林田清明「事故の抑止と交通事故における損害賠償」判タ 654 号（1988 年）52 頁。 

122 川井・前掲注 32）39 頁〔青野博之執筆〕，木宮・前掲注 92）41 頁〔木宮高彦・羽成守執筆〕

もこれに同旨である，と言うことができる。 

123 植木・前掲注 89）53 頁。 
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ル者』124と異なり，自賠法 3 条では『自己のために自動車を運行の用に供する者』と規

定されていることに鑑みると，自賠法 3 条では，責任行為ではなく，責任主体が問題と

なっていることから，運行供用者は定型的に定められるべきであり，損害回避義務者を

個別的に判断すべきではない。つまり自賠法 3 条において責任主体が法定されているに

もかかわらず，そこにおいて損害回避義務違反の存否を問題にすることは矛盾するとの

批判が可能」とするものがある125。 

2.4.10. 運行関与説 

 坂本武憲教授は，「自賠法 3 条は自動車事故の責任主体を民法 715 条の使用者から 717

条及び 718 条の所有者・占有者・保管者（又はフランスの gardien）やドイツの Halter に

転ぜしめる改革をなしたのではない。むしろそれらの条文よりも一層責任主体拡大の目

的に適切な 719 条 1 項後段と同様の考え方に基づいて，当該事故を起こす恐れのある活

動（事故時の自動車運行）に関与していたと認められる者を責任主体となしうる改革を

はかったのである」とする立場をとる126。 

 しかし，この説に対しては，事故原因に近接した立場にあったことが帰責の 1 つの根

拠とはなりえても，それがすべてではなく，ましてこの理論をもって運行供用者責任を

「事故原因への近接という相対的根拠に基づく責任」とすることには疑問があるとの批

判が存在する127。 

2.4.11. 分析 

 以上に取り上げた学説は，運行支配や運行利益の概念・要素が，それ自体としては判

断基準として機能していないことから，それらに代わる判断基準を提示しようとして主

張されたものである。いずれも，運行供用者の内容を直接に明らかにしようとする点に

共通性を有している。 

 しかしながら，それらの学説が提示する新たな判断基準あるいは運行供用者を特定す

るための観点――危険性関連，保有者としての使用権限，管理責任，支配管理可能性―

―もまた，それ自体としてなお明確ではない。そのため，いずれも，従来の判例・学説

 
124 これは，いわゆる民法の現代語化が 2004 年に行われる前の文言であり，現在は，「故意又は過

失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者」となっている。 

125 以上，川井・前掲注 32）40 頁〔青野博之執筆〕。 

126 坂本武憲「運行供用者責任の法構造」北大法学論集 38 巻 5・6 合併号下巻（1988 年）180 頁。 

127 木宮・前掲注 105）265 頁。 
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の立場（二元説・運行支配一元説）に取って代わることのできるものではないと解され

る。 

 ところが，運行供用者の判断基準において，運行供用者責任の中に，実質的な無過失

責任の要素を認めるとき，いずれの観点から帰責が正当化されれば，必要にして十分で

あるとして，「運行支配」である危険責任，または「運行利益」である報償責任の原理の

いずれの原理,いわゆる「選択的一元説」に依拠し，運行供用者責任を構成しているとい

う，見解がある128。 

3. まとめ 

 第 1 章においては，日本の不法行為における運行供用者責任性に関する従来の判例・

学説の動向を概観した上で，その運行供用者責任の責任主体の根拠・展開を探求した。 

 自賠法には「運行供用者」についての定義規定が置かれていなかったため，「運行供

用者」とは誰かという責任所在の問題は，その後学説や判例において争われることとな

り，この点をめぐってさまざまな解釈論が提唱されることとなったため，この運行供用

者に該当する者の可否をめぐる判例・学説の具体的検討を行った。 

この点，自賠法の立法担当者は，「自動車の使用について支配権を有し，かつ，その使用

によって利益を受ける者」が運行供用者と指している。つまり，運行供用者は①「運行

支配」を有する者及び，②「運行利益」が帰属する者のことをいうとする。 

 しかし，判例及び学説においては，自賠法施行当初から，運行支配の有無・運行利益

の帰属は運行供用者に関する判断基準とはされていなかった。逆に，運行供用者責任を

運行利益のみに着目する報償責任ととらえる立場（運行利益一元説），危険責任としての

性質の方が報償責任としてのそれよりも重視されるという立場（運行支配一元説），そし

て，それらの要素・性質の双方をともに考慮すべきであるとする立場（二元説）など

様々な見解が唱えられていた。その後，現在の判例は，おおむね運行支配，運行利益の

双方に鑑み，運行供用者の認定を行っているのに対して，最近の学説では，運行支配の

有無が重視される傾向にある。 

 
128 SOM RATANA『自動車事故責任についての実践的な制度設計の試み～カンボジアと日本との

比較検討を踏まえて～』（2020 年）119 頁。 

〈https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/D1007976/D1007976.pdf〉「最終アクセス日：2023 年 8

月 25 日」。 

 

 

https://da.lib.kobe-u.ac.jp/da/kernel/D1007976/D1007976.pdf〉「最終アクセス日：2023
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 判例の状況においては，まず，最初の判例は運行利益一元説を採用した。これは，民

法 715 条の使用者責任に関する外形理論の観点を取り入れて，自賠法 3 条の運行供用者

責任を使用者責任と同様の報償責任と理解し，これを判断要素の一つとして運行利益の

みをとらえる立場である。これ以降は，直接的事実的な運行支配を運行供用者概念の要

素とし，運行供用者責任を危険責任と理解して，運行支配のみを考慮した判例も見られ

た。 

 さらに，運行利益・運行支配の要素・性質の双方をともに考慮すべきであるとする二

元説の立場を展開しており，危険責任の要素は直接運行支配がなくても，間接的な支配，

一般的・抽象的な運行支配，社会通念上自動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう

監視，監督すべきとする立場，容認の客観的外形的判断なども考慮されている。ところ

が，判例の中には，運行利益の有無について言及せずに，運行支配の帰属が認められる

ことから運行供用者性を肯定するものが複数存在する。しかし，運行支配の帰属が認め

られるのに，運行利益の帰属が認められないことを理由として運行供用者性を否定した

ものは，存在しない。 

 このように，運行供用者性の判断基準として判例が注目をする運行支配の帰属と運行

利益の帰属という要素は，いずれもその内容が必ずしも明確とはなっていない。また，

これまでの判例の展開に照らすならば，運行支配，運行利益の外延は今後ますます，ま

た限りなく広がっていく可能性があり，それらの本来の意味は極めて希薄化されている

と言われている。 

 また，学説の展開では，運行支配や運行利益の概念・要素が，それ自体としては判断

基準として機能していないことから，それらに代わる判断基準を提示しようとの主張が

登場するようになる。しかし，それらの学説が提示する新たな判断基準あるいは運行供

用者を特定するための様々な観点――危険性関連，保有者としての使用権限，管理責任，

支配管理可能性――もまた，それ自体としてなお明確ではない。そのため，いずれも，

従来の判例・学説の立場（二元説・運行支配一元説）に取って代わることのできるもの

ではないと評価される。 
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第２章 カンボジアにおける自動車事故の責任主体に関する民事責任法理 

本章では，カンボジアにおける不法行為制度の現状を概観する。その目的は，カンボ

ジアの法制度および法実務における責任主体をめぐる課題，特に交通事故による所有

者・管理者以外の加害者に対する責任の可否に関する問題を整理することである。その

ための準備として，カンボジアの法制度の歴史，とりわけ不法行為制度の変遷の過程を

辿ることが必要である。次に，カンボジアにおける責任主体に関する法制度とその理論

的・実務的課題についての検討を行う。  

第 1 節 カンボジアにおける不法行為制度の現状 

 この節では，カンボジアにおける不法行為制度の現状を確認する。そこで，以下にお

いては，まず，カンボジアの現状を述べた上で，カンボジアにおける不法行為制度の変

遷を概観する。具体的には，旧民法典の不法行為制度，次に契約及び契約外責任に関す

る政令 38 号を確認し，最後に新民法の不法行為制度を考察していく。 

I．カンボジアの現状 

 カンボジアでは，近年，社会生活の変化や社会経済の発展に伴い，自動車やオートバ

イの台数が増加するのに合わせて，交通事故，とくに人身事故の件数が増加してきた。

2014 年のカンボジア政府「道路交通安全国家行動計画」によると，主な事故原因は，①

人的要因（高速スピードや飲酒運転など），②自動車側の機械的要因（欠陥や故障など），

③道路交通インフラに関する要因（凸凹道や，信号・標識等の低水準），④不十分な法の

機能が挙げられている129。 

そこで，カンボジア政府は上記の原因を解決するために，8 つの交通安全の行動計画の

対策，①交通安全管理，②道路インフラの安全性，③車両の安全性，④道路利用者の交

通安全行動，⑤救急医療システム，⑥法改正と法執行，⑦運転免許の強化，⑧旅客・化

物サービスの強化であるという対策を講じた130。 

しかしながら，これらの行動計画は加害者に対する事故予防的機能にしか目を向けて

いない。この点については，事故発生以降の被害者への救済・保護や加害者への制裁が

 
129 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា.ផផ្នការសកម្ាភាពជាតិសុវតថិភាពចរាចរ ៍ផ្លូ វគោក， （២០១៤），៨។ 

［カンボジア政府］「道路交通安全国家行動計画」・前掲注 10）8 頁。 

130 រាជរដ្ឋា ភិបាលកម្ពុជា.ផផ្នការសកម្ាភាពជាតិសុវតថិភាពចរាចរ ៍ផ្លូ វគោក，（២០១៤），៨។［カンボ

ジア政府］「道路交通安全国家行動計画」・前掲注 10）10 頁参照。 
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厳格な法対策として行われることによって，はじめて交通事故自体の件数が減少傾向に

転じるものと解される。 

II．カンボジアにおける不法行為制度の変遷  

 かつてのカンボジアには，フランスの植民地であった 1920 年に制定されたカンボジア

民法典が存在した（これを以下「旧民法典」という）。   

しかしながら，1975 年にポル・ポトが政権を掌握すると，全ての法制度が廃棄され，

あらゆる法律がその効力を失った。その後，ポル・ポト政権の時代が終わっても，カン

ボジアには民法という基本法が存在しない時期が続いた。その間，契約及び契約外の責

任に関する政令（1988 年），婚姻及び家族法（1989 年），そして土地法（1992 年）とい

う特定の法領域に関する個別の法規範が定められるのみであった。 

だが，その後，1999 年に日本の協力の下で新しい民法典の制定に向けた法整備作業が

開始され，その成果として，2007 年にカンボジア新民法典131が公布された。この新民法

典は，周知期間が経過した後，2011 年から実際に施行されている。 

以下では，以上の法律・政令のうち，不法行為に関連するもののみを取り上げ，各々

の内容を確認する。具体的には，はじめに旧民法典の中の不法行為法を，次に契約及び

契約外の責任に関する政令を，そして最後に新民法典の中の不法行為法をそれぞれ検討

することとしたい。 

1. 旧民法典 

カンボジアは，もともと自己固有の民法典を持っていなかった。しかし，フランスの

植民地とされていた期間（1863～1953 年）に最初の民法典が成立した。それがすなわち，

1920 年に制定された旧民法典である。 

この旧民法典は，人編，財産編，債務編という 3 編から構成されていた。 

不法行為に関する規律は，第 3 編（債務について）第 1 目次（総則について）第 1 章

 
131 カンボジア新民法典に関する邦語文献として，例えば，能見善久「カンボジア民法典と売買法」

比較法研究 68-54（2008 年），松本恒雄「カンボジア民法典の制定とその特色」ジュリスト 1406

号（2010 年）79 頁，松川充康「カンボジア民法上の不法行為を論じる際の留意点とその背景 ―

意図的な過失？―」ICD NEWS 48 号（2011 年）142 頁，辻保彦「カンボジア民法の紹介 ―危

険負担―」ICD NEWS 68 号（2016 年）69 頁，同「カンボジア民法の紹介―意思表示の瑕疵の規

定―」ICD NEWS 70 号（2017 年）74 頁，篠田陽一郎＝ソウ・ヤーリー「カンボジア王国民法に

おける不動産の二重売買」Nagoya University Asian Law Bulletin Vol.3，（2017 年）pp.1-19.  
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（債務の発生原因）第 2 節（損害を発生させることによる債務）の中に置かれた。この

第 2 節に規定された条文は，全部で 7 ヵ条132であった。これらの条文は，一般不法行為

に関する規定と特殊不法行為に関する規定とに分けることができる。 

1.1. 一般不法行為 

一般不法行為に関する規定として，まず，812 条は，「他人に損害を発生させる全ての

行為をした者は，自らの故意133により発生した損害を填補しなければならない」と規定

していた。また，813 条は，「損害が怠慢又は管理不注意等の不故意より発生したもので

あっても，その損害を填補しなければならない」としていた。そのため，旧民法典にお

ける不法行為法は，損害を発生させた者に故意がなくても，不注意，つまりは過失があ

る限り，損害を被った者はその損害を発生させた者に対して損害賠償を請求することが

許されるという考え方（過失責任主義）に立脚していたものと言うことができる。 

1.2. 特殊不法行為 

 次に，特殊不法行為に関する規定として，監督者責任，使用者責任，動物保有者責任，

財産所有者責任という 4 種類の責任に関する規定が設けられていた。 

 まず，監督者責任について，814 条は，「世帯主は，自らの権限監督下にある子・孫な

どである未成年者の行為により発生した損害について責任を負う」と定めていた。 

 次に，使用者責任に関しては，815 条に，「使用者又は雇用者は，従者，労働者，お手

伝い又は見習い身分が事業中にその行為により発生させた損害について責任を負う」と

の規定が置かれていた。そして，これら 2 ヵ条は，使用者及び雇用者自身の過失を理由

としてそれらの者に責任を負わせる規定であった。そのことは，「すべての世帯主，使用

者，雇用者は損害の発生を回避するために，できる限りの注意を尽くしたことを主張す

れば，責任を免れる」という 816 条の規定から伺い知ることができる。 

さらに，817 条は，動物保有者責任について，「動物の所有者又は動物を使用する者は，

 
132 すなわち，812 条ないし 818 条である。 

133 クメール語では，「កំហុស」＝「コムホッ」という文言が使用されている。「コムホッ」とは日

本語の「過失」を意味する言葉である。しかし，この条文においては「故意」を意味する言葉と

して用いられている（本文で取り上げる 813 条が「過失」に関する規定である）。 

なお，カンボジア新民法典における「コムホッ」の意義については，松川充康「カンボジア民

法上の不法行為を論じる際の留意点とその背景 ―意図的な過失？―」ICD NEWS 48 号（2011

年）142 頁。 
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自らの権限管理中に動物が逃げ，放浪し，もしくは失われた場合であっても，その動物

により発生した損害について，責任を負う」と定めていた。 

最後に，財産保有者責任に関して，818 条は，「財産保有者は，物の保存又は保管する

を怠ったこと又は不良で建築された物により発生した損害について，責任を負う」とし

ていた。 

1.3. 損害賠償額の算定 

 他方で，旧民法典の不法行為に関する規定の中には，損害賠償責任の発生要件に関す

る規定が設けられるに止まり，損害賠償額の算定に関する規定は置かれていなかった。

ただし，これに類似する規定として，第 4 節の法定の債務に関する規定134の中には，雇

用関係にある使用者と労働者とに関する規定が見られる。すなわち，831 条は，「その危

険が死亡に至る危険であったときには，使用者又は雇用者は葬式費用を支払わなければ

ならず，他方，死亡した者の負担の下にある家族の構成員135に対し，慰謝料を支払わな

ければならないが，その金額は賃金の額を超えないものとする」と定めている。しかし，

もし，使用者又は雇用者がその死亡者の負担の下にある者を養うことを決意し，その者

もこれに同意したときには，使用者または雇用者は上記の慰謝料を支払う必要がない

（832 条）。さらに，使用者・雇用者と被害者の親族との間で葬式費用などの金額に関す

る協議が調わないときには，裁判官がこの点に関する判断を下すべきこととなる（833

条）。 

1.4. 過失相殺 

 また，旧民法典における不法行為法には，過失相殺に関する条文が定められていなか

った。これに対して，第 4 節（法定の債務に関する規定）に置かれた雇用契約に関する

規定の中には過失相殺の規定が見られる。 

すなわち，834 条は，まず，第 1 項において，「事故によって被害者が永久の身体障害

を受けた場合には，裁判所は，損害額の算定につき，その事故により低下した身体能力

及び日給で受領する賃料を衡量しなければならない。被害者が死亡した事故の場合には，

裁判所は，死亡者の負担の下にある遠近の親等の要求金額を適当に衡量しなければなら

ない」としていた。これは，厳密に言えば，過失相殺に関する規定ではないものの，加

 
134 827 条ないし 834 条である。 

135 これは，扶養義務を負う者から扶養を受けていた家族の構成員のことを指す。しかし，被害者

が死亡した場合に損害賠償請求権を取得する近親者の範囲は明確ではない。 
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害者（使用者・雇用者）が被害者に対して支払うべき損害賠償額を算定する際に，被害

者（被用者）の損害の状態などを斟酌しうることを定めた規定である。さらに，第 2 項

では，「前項の場合において，裁判所は，事故が被害者の過失に基づくものであるかどう

か，又は，金額を減額できる条件について加害者が無知であるかどうかを調査しなけれ

ばならない」とされている。その内容からすれば，これは過失相殺に関する規定である，

と言うことができる。ただし，同項の「過失」に被害者の体質的素因や心因的要因まで

もが含まれるか否かは，この条文からは明らかではない。 

 なお，同条の適用に関して，被害者の過失があったことの主張・証明責任136は，加害

者がこれを負うのではなく，裁判所の権限で過失相殺（損害賠償の減額）の可否を調査

し，判断していたものと思われる。したがって，この点については，裁判所は，民事事

件に積極的に介入していた，と言うことができる。 

2. 契約及び契約外責任に関する政令 137 138 

すでに簡単に言及したように，カンボジアでは，1975 年から 1979 年までにポル・ポ

ト時代（カンボジア民主主義時代）を経験し，旧民法典はもちろんのこと，全ての法制

度が廃棄された。 

しかし，ポル・ポト時代が終わりを迎えるとともに，カンボジアの経済的・社会的変

化に応じて法制度を再び整備する必要が生じ，様々な法律や命令などが徐々に制定され

るようになった。 

そのような法令の１つとして，1988 年に，契約及び契約外の責任に関する政令139（以

下，政令 38 号と呼ぶ）が制定された。この政令 38 号は，不法行為責任に関する規定を

含むものである。 

 
136 日本では一般に，損害賠償額の減額を求める加害者がこの点に関する主張・証明責任を負う。

この主張・証明の対象は「被害者に過失があったとの評価を根拠づける事実」であり，過失の評

価根拠事実と呼ばれる。 

137 本政令には，日本語版が存する。ICD NEWS 第 43 号（2010 年 6 月）カンボジア「契約及びそ

の他の責任に関する政令 38 号」の和訳について，227 頁～237 頁参照，日本語訳は日本の法務省

サイト(http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html)に掲載されている［最終

アクセス日：2023 年 8 月 25 日］，〔https://www.moj.go.jp/content/001224650.pdf〕。 

138 本政令は，カンボジア民法典の制定・公布に伴って制定された「民法の適用に関する法律」

（2011 年公布）79 条により，本政令 83 条ないし 88 条を除き，失効した。 

139 日本語版の翻訳では「契約及びその他の責任に関する政令 38 号」とされている。しかし，クメ

ール語からすると，本文のような訳の方が適切である，と思われる。 

http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html
https://www.moj.go.jp/content/001224650.pdf
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2.1. 概要 

 政令 38 号は，①契約について，②いくつかのよく使われる契約について，③契約外責

任について，そして④最終条項について，という 4 つの章から構成されていた。不法行

為責任に関しては，第 3 章で定められており，旧民法典に規定されたものよりも多くの

条文が置かれた140。 

2.2. 契約外責任に関する規定 

2.2.1. 一般不法行為・特殊不法行為 

これらの条文のうち，まず，一般不法行為に関するものとして，121 条は，「自らの過

失141（fault） により他の者に損害を発生させた者は，その損害を賠償する責任を負う。

不注意（carelessness）又は怠慢（negligence）の，故意ではない（involuntary）行為に

より損害が生じた場合であっても，加害者は責任を負う」としており，旧民法典 812 条

および 813 条に比べて，過失責任主義の立場がより鮮明に打ち出されることとなった。 

また，特殊不法行為に関する規定としては，親権者等の責任142，組織の責任143，使用

者責任144，動物管理者の責任145，財産所有者責任146，共同不法行為責任147という 6 種類の

責任に関する条文が設けられた。さらに， 133 条は，これらの責任に共通する免責事由

 
140 本政令の第 3 章の規定は 121 条から 135 条までであり，計 15 ヶ条が設けられる。 

141 ここの「過失」は「故意」を意味すると思われる。 

142 第 123 条「親権者，後見人その他無能力者を担当し，又は世話をする者は，これらの無能力者

が生じさせた損害について個人的に責任を負う」。 

143 第 125 条「国（State），社会組織及び集団組織（social and collective organization）又は企業

（enterprise）は，その公務員，職員，労働者が使用者のために仕事をしているとき（at the time）

又はその間（while）の行為により生じた損害について責任を負う」。 

144 第 126 条「使用者は，使用人が使用者のために仕事をしているとき又はその期間中の行為によ

り生じた損害について責任を負う。」。 

145 第 127 条「動物の所有者又は動物を使用する者は，その動物が自己の管理下にいる間に他の者

に生じさせた損害又はその動物が逃げ（escape）若しくは失われていた（lost）期間に生じさせた

損害について責任を負う」。 

146 第 128 条「財産の所有者は，その財産の維持，管理又は補修を懈怠（negligently）により行っ

ていなかったことにより他の者に損害が生じた場合，その損害につき責任を負う」。 

147 第 129 条「損害が複数の加害者により生じた場合，それらの者は被害者に対して連帯責任を負

う。一定の場合，人民裁判所は，加害についての寄与度の割合に応じて，各加害者に被害者へ賠

償させることを決することができる。」。 
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として，①損害が不可抗力によって発生したことと②損害が被害者の過失のみによって

発生したこととを挙げている。加えて，134条148には，一定の場合に被害者の同意が違法

性阻却事由となることが定められている。すなわち，これら以外には，加害者が損害賠

償責任を免れることができる場合は規定されていない。 

なお，政令 38 号では，無能力者が生じさせた損害に関する規定149，未成年者と親権者

等の連帯責任について定めた規定150，加害者の他の加害者への求償に関する規定151，行

為者の代わりに責任を負う者の求償に関する規定152，そして損害賠償請求権の時効期間

153に関する規定も新たに設けられた。 

2.2.2. 損害賠償額の算定 

また，政令 38 号では，旧民法典と同じく，加害者が被害者に対して支払うべき損害賠

償額の算定に関する規定は何も置かれていない。特に，すでに述べたように，旧民法典

では，第 4 節に，雇用契約上の使用者・労働者の損害賠償責任に関する特別の規定が設

けられていたのに対して，政令 38 号ではそのような規定も用意されなかった。 

2.2.3. 過失相殺 

これに対して，政令 38 号では，過失相殺の規定が新たに置かれることになった。すな

わち，第 132 条に，「損害の一部を被害者が生じさせた場合，被害者は，その部分につい

て責任を負う」と定められた。この条文からすると，被害者の過失があったとの評価を

 
148 第 134 条「被害者が損害の危険を負うことに合意した状況で損害が生じた場合で，社会的利益

に影響せず，又はこれを脅かさないときは，そのような損害は賠償されない」。 

149 第 122 条「精神障害者（the insane）及び 14 歳未満（under 14）の未成年者は，無能力者とみ

なす。これらの者は，自らが他の者に生じさせた損害について責任を負わない」。 

150 第 124 条「14 歳を超えて（over14）18 歳に満たない（less than 18）未成年者は，自らが他の

者に生じさせた損害について責任を負う。その損害の賠償について，それらの未成年者又は後見

人は，連帯責任を負う。未成年者が訴の損害を賠償するための資金や財産を有しない場合，親権

者又は後見人が代わりに支払わなければならない。」。 

151 第 130 条「他の加害者と連帯責任を負う加害者の一名が全損害を自ら賠償した場合，加害につ

いての寄与度の割合に応じて，他の者に寄与度の割合を請求することができる」。 

152 第 131 条「組織又は個人は，他の者により生じた損害について責任を負う場合，その者に対し，

損害の填補を求めて法的手段をとることができる」。 

153 第 135 条「損害賠償請求の時効期間は，3 年に限定される」。ただし，この規定では時効期間の

起算点が「損害賠償請求が可能であることを知った時」であるのか，あるいは「不法行為の時」

であるのかは明確でない。 
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根拠づける事実の主張・証明責任は，裁判所ではなく，加害者にあると考えられる。ま

た，損害の一部を「被害者が生じさせた」との文言からは，この規定が被害者の故意・

過失に基づく損害の発生を想定していることも明らかである。他方で，その損害の発生

が被害者の素因による場合にまでこの規定の適用範囲が及ぶか否かは不明である。 

3. 新民法典 154 

3.1. 制定の背景・経緯 

これまでに概観してきたとおり，カンボジアでは，ポル・ポト時代の終了後，民法と

いう基本法に関する法典を欠き，政令 38 号などの特定の分野に関する個別の法令しか存

在しない時期が長く続いた。また，これらの法令を適切に解釈・運用しうる法律家も乏

しい状態であった。そのため，法律の整備と法律家の要請を通じた司法制度の確立が国

家的課題となり，カンボジア政府から日本国政府に対して法整備支援の要請が行われた

155。 

このような要請を受けて，1996 年から，JICA（当時の特殊法人国際協力事業団，現在

の独立行政法人国際協力機構）の枠組みに基づき，日本によるカンボジアに対する法整

備支援が開始され，1999 年から，民法と民事訴訟法の起草支援のための法制度整備プロ

ジェクトがスタートした。とりわけ，カンボジア民法典は，森島昭夫博士を代表者とし

て形成された日本側のチームとカンボジア司法省の起草委員との共同作業によって，そ

の草案がつくられ156，2003 年 3 月 4 日に JICA からカンボジア司法省に提出された157。

その成果として，2006 年にカンボジア民事訴訟法典が，2007 年には新民法典がそれぞれ

成立した。その後も，法制度整備プロジェクトでは，これら両法典の普及や，民事関連

法令の起草支援が続けられている158。 

 
154 新民法典の日本語版は（https://www.moj.go.jp/content/000122395.pdf）で見ることができる

［最終アクセス日：2023 年 8 月 25 日］。  

155 日本国法務省のウェブサイト

（http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html）［最終アクセス日：2023 年 8

月 25 日］を参照。 

156 能見善久「カンボジア民法典と売買法」比較法研究 68 号 2006 年 54 頁。 

157 松本・前掲注 131）「カンボジア民法典の制定とその特色」79 頁。 

158 この点につき，日本国法務省のウェブサイト

(http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html) ［最終アクセス日：2023 年 8 月

25 日］を参照。 

http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html
http://www.moj.go.jp/housouken/houso_houkoku_cambo.html
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3.2. 特徴 

カンボジア新民法典は，日本法のいわば直系として制定されたものであった。 

しかし，実質的には，日本法のみならず，カンボジアの旧民法典や政令 38 号等，さら

にはドイツ法やフランス法などをも参考とした上で，慎重な検討を踏まえて成立したも

のである。さらに，カンボジアの慣習・文化に関する調査を基に定められた条項もある。

そのため，旧民法典や政令 38 号等に比べて条文化された事柄が増え，その内容もより具

体的で豊富なものとなっており，社会において実際に機能しうる可能性を十分に備えて

いる。 

3.3. 新しい不法行為法 

 とりわけ，不法行為法に関する規定（第 5 編「各種契約・不法行為等」第 16 章「不法

行為」）は，742 条から 765 条までに及ぶこととなった。 

以下では，本稿における検討に関連する規定の内容を概観しよう。 

3.3.1. 過失責任主義・過失＝結果回避義務違反 

まず，冒頭に位置する 742 条 2 号159は，「行為者と同等の職業又は経験のある者ならば

通常結果発生を予見できたにもかかわらず，注意を怠ったために結果発生を予見せず，

かつその結果を回避すべき義務を負っているにもかかわらず，その義務に違反した行為

を行うこと」が過失である，と定めている。すなわち，新民法典の不法行為法も，旧民

法典における不法行為法と同じく，損害賠償責任の帰責事由を加害者の過失ととらえる

過失責任主義を第一義的な帰責原理としている160。また，そこにいわゆる「過失」とは，

「行為者」，つまりは加害者の立場に置かれた一般人の能力を基準としてその有無が判断

される結果回避義務への違反である，とされている。それゆえ，この点においても，カ

 
159 同条 1 号では，故意の定義が定められている。すなわち，故意とは「結果の発生を予見しなが

ら，結果発生を認容して侵害行為を行うこと」である。 

160 なお，新民法典は，使用者責任（747 条），動物占有者責任（750 条） ，土地工作物責任 （753

条），共同不法行為 責任（754 条）についてそれぞれ規定している。また，748 条は，理事の行っ

た不法行為に関する法人の責任について，749 条は，公務員の行った不法行為に関する国または

地方公共団体の責任についてそれぞれ定める。 

この他に，加害者の過失を要しない責任として，製造物責任（751 条） と危険物責任（752 条）

とが新たに認められた。 
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ンボジア新民法典の立場と，現在の日本における通説の立場161とは同じものである，と

言うことができる。 

3.3.2. 権利・利益侵害，損害の発生，因果関係 

次に，不法行為責任のさらなる発生要件として，加害者の行為と権利・利益侵害また

は損害の発生との間に因果関係が存在することが必要とされている。 

すなわち，743 条 1 項は，「故意又は過失によって他人の権利又は利益を違法に侵害し

た者は，それによって生じた損害を賠償する責任を負う」としている。 

この規定は，日本民法 709 条，フランス民法旧 1382 条・1383 条，ドイツ民法 823 条・

826 条，スイス債務法 41 条を参考にして作られたものである162。 

3.3.3. 損害賠償額の算定 

不法行為によって保護される権利・利益には，財産，生命，身体，人格権等があり，

これらの侵害によって生じた損害の賠償は，原則として金銭の支払によって行われる

（757 条）163。また，財産的損害と164それ以外の損害（非財産的損害）の双方が賠償の対

象となる（744 条）165。さらに，損害賠償額の算定については，758 条において次のよう

に規定されている。 

「（1）不法行為による財産的損害の算定に当たっては，統計その他の資料をできるだ

 
161 日本の現在の通説が過失の内容を結果回避義務違反と捉えることにつき，窪田・前掲注 23）

『新注釈民法（15）― 債権（8）』329～331 頁〔橋本佳幸執筆〕。 

162គណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨៣។［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］183 頁。日本語版は，閣僚評議会

JICA『カンボジア民法解説』（更新版，2010 年）232 頁参照。 

163 第 757 条の内容は，以下のとおりである。 

「（1）損害賠償は金銭によることを原則とする。 

（2）金銭によっては適切な救済が得られない場合には，被害者は原状回復又は差し止めを求め

ることができる。 

（3）名誉毀損については，損害賠償のほか，被害者は謝罪広告等の名誉回復措置を求めること

ができる」。 

164 財産的損害は，①積極的損害（現実に有する財産を失うこと）と②消極的な損害（将来得られ

ない利益（逸失利益とも言う））とに分けられる。 

165 新民法第 744 条は，「第 743 条（一般的不法行為の要件及び立証責任）の責任を負う者は，財

産以外の損害についても賠償しなければならない」。 
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け活用して，不法行為がなかったならば，そうなっていたであろうと推測される財

産状態と不法行為後の現実の財産状態との差額を評価する。 

（2）不法行為による精神的損害の算定に当たっては，加害者の行為の故意又は過失

の程度，被害の種類及び程度，加害行為後の加害者の行為などの諸事情を勘案して

慰謝料額を評価する」。 

3.3.4. 一般的不法行為の要件及び立証責任 

 その上で，損害賠償請求の要件及び立証責任は，743 条で故意・過失の要件が定めら

れているため，加害者の故意又は過失を区別する必要はない166。これは，一般的不法行

為の要件及び立証責任の規定である。内容は以下の通りである。 

「（1）故意又は過失によって他人の権利又は利益を違法に侵害した者は，それによっ

て生じた損害を賠償する責任を負う。 

（2）第 1 項，作為すべき義務があるにもかかわらず行為を行わなかったために損害

が生じた場合にも準用する。 

（3）加害者の故意又は過失，加害者の行為と損害発生との間の因果関係及び被害者

に生じた損害については，この法律その他の法律に特段の定めがない限り，損害賠

償を請求する者が立証しなければならない。」。 

その内容からも明らかであるように，この規定は，過失責任主義167に立脚するもので

ある168。 

ところで，一般不法行為の要件の構造として，本条 1 項は，4 つの要件169を挙げてい

る。①加害者の故意・過失，②他人の権利又は利益の侵害，③損害の発生，そして④加

 
166 ណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨២។［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］182 頁。日本語版は，閣僚評議会

JICA・前掲注 162）232 頁参照。 

167 過失責任主義は 742 条のみならず，743 条，745 条，755 条及び 756 条にも存する。 

168 ណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨៣។［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］183 頁。日本語版は，閣僚評議会

JICA・前掲注 162）232 頁参照。 

169 ただし，加害者に責任無能力（第 745 条），正当防衛，緊急避難（第 755 条）が成立する場合

に，加害者は責任を負わない。 
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害者の故意・過失と損害の発生との間における因果関係である。ただし，第 2 項は，作

為すべき義務ある者が行為をしなかったため，他人に損害が発生した場合に責任を負う

という要件①の例外として，規定している170。また，第 3 項は，損害賠償の請求をする

ときには，原告（被害者側）が主張・立証責任を負うべきことを定める。 

しかし，制定後の変化に応じて，要件充足の立証が困難である場合に被害者が不法行

為を理由として加害者に損害賠償を請求することができないとすれば，結果として被害

者の救済が不十分なものとなりかねず，公平ではない，との見解が現われた。さらに，

一定の場合には過失責任主義そのものが妥当しないとされて，特別立法措置が取られる

ようになっている。そのため，被害者保護の観点から，過失責任主義に対する一定の例

外規定が設けられた。その例外とは，すなわち無過失責任であり，現在，認められてい

る無過失責任の規律として，大別すると，次のような 2 つの基本的な責任が存在してい

る171。 

第 1 は，監督者ないしは管理者の責任である172。 

すなわち，これらの者（使用者）は，他人（被用者）の活動によって利益を得ている

のであるから，その活動の結果として生じた損害について，責任を負担すべきである，

と説明されている（報償責任の原理）173。したがって，他人を使用する者及び使用者に

代わって被用者を監督する者は，被用者の加害行為について，被害者に対して損害賠償

 
170 例えば，患者に注射をしなければならないのに，医者がこれをしなかったため，患者がそれに

基づき死亡した場合である。 

171 ណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨០។［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］180 頁。日本語版は，閣僚評議会

JICA・前掲注 162）231-232 頁参照。 

172 ណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨០។［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］180 頁。日本語版は，閣僚評議会

JICA・前掲注 162）231 頁。 

173 新民法の第 747 条は以下のとおりである。 

「（1）事業の執行のために被用者を使用する者は，被用者が事業の執行につき故意又は過失によ

って違法に他人に加えた損害を賠償すべき責任を負う。 

（2）使用者に代わって被用者を監督すべき立場に有する者は，使用者と同様の責任を負う。ただ

し，適切に監督していた場合はこの限りではない。 

（3）使用者又は代理監督者は，被用者に対して，その過失の程度に応じて，求償をすることがで

きる」。 
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責任を負うべきことになっており，法人は，理事の加害行為174に対して，国又は公共団

体は公務員の加害者175に対してそれぞれ損害賠償責任を負うこととされている176。さら

に，責任無能力者の監督義務者は，その者の加害行為について，被害者に対して損害賠

償責任を負わなければならない。 

第 2 は，危険物に関して，過失を要件とせずに発生する損害賠償責任である177。 

現代社会では先端科学技術の進歩に伴い，さまざまなリスクが現れている。すでに，

原子力事故，薬害，化学物質による環境汚染などの分野で，伝統的な過失責任によって

被害者救済を図っていたのでは，多数の被害者が深刻な人身や財産上の被害を受けなが

ら救済されずに放置される，という事例が数多く現れている。これらの事例においては，

事故と結果発生との間の技術的及び医学的な因果関係の立証の難しさ，多様かつ多数の

被害者の存在，膨大な損害総額など，被害者の救済について通常の民事裁判の枠を超え

る多くの課題が提示されている。多くの先進国で，民事裁判の改革を含めてこれらの新

たな危険責任の被害者補償制度が論じられているものの，まだ解決を見ていない。 

そこで，カンボジア民法典では，伝統的に認められてきた動物占有者責任178，土地工

 
174 新民法第 748 条は以下のとおりである。 

「（1）法人は，理事その他の法人の代表者が職務の執行につき故意又は過失によって，違法に他

人に加えた損害を賠償する責任を負う。 

（2）法人は，第 1 項の損害賠償を行ったときは，加害行為を行った代表者に対して求償すること

ができる」。 

175 新民法第 749 条は以下のとおりである。 

「（1）国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が，その職務を行うにつき故意又は過失に

よって違法に他人に損害を加えたときは，国又は公共団体がこれを賠償する責任を負う 

（2）第 1 項の場合において，公務員の結果を回避すべき義務の違反の程度が重大であるときは，

国又は公共団体は，その公務員に対して求償することができる」。 

176 ណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨០។ ［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］180 頁。日本語版は，閣僚評議会

JICA・前掲注 162）232 頁参照。 

177គណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨០។［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］180 頁。日本語版は，閣僚評議会

JICA・前掲注 162）232 頁。 

178 新民法第 750 条は，「動物を占有する者は，その占有する動物によって他人に生じた損害を賠償

すべき責任を負う」と規定している。 
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作物責179，共同不法行為180のほか，過失を要しない新たな製造物責任181と危険物責任182

とを導入することとした183。 

不法行為によって侵害された権利・利益には，財産，生命，身体，人格権等があり，

これらの侵害について，加害者は，原則として損害賠償を金銭184で支払うべきこととな

 
179 新民法第 753 条は，以下のとおりである。 

「（1）土地に接着した工作物の設置又は管理に瑕疵があり，それによって他人に損害が生じたと

きは，土地に接着した工作物の管理者及び所有者は，連帯して損害を賠償すべき責任を負う。た

だし，管理者は，適正な管理をしていたことを証明した場合には，責任を免れる。 

（2）土地に接着した工作物の所有者と管理者の負担割合は，設置又は管理の瑕疵に対するそれぞ

れの寄与の程度に応じて定まる」。 

180 新民法第 754 条は，以下のとおりである。 

「（1）複数の者の行為が共同して損害が発生したときは，各加害者は，連帯して損害を賠償すべ

き責任を負う。 

（2）第 1 項の場合，各加害者は，損害に応じて事故が寄与した割合を証明したときには，その寄

与の割合に応じて賠償すべきに責任を負う。ただし，加害者の間に共謀その他緊密な共同関係が

認められる場合には，この限りではない」。 

181 新民法第 751 条の内容は，以下のとおりである。 

「（1）製造された動産に不当に危険な欠陥が存在し，それのよって他人に損害が生じたときは，

当該動産の製造業者は，その損害を賠償すべき責任を負う。ただし，当該欠陥が製造当時の科学

水準をもってしても認識することが不可能な場合には，この限りでない」。 

182 新民法第 752 条は，「自動車その他の運送機器，爆発物，放射性物質，有害化学物質，有害微生

物，その他高度の危険物を所有し又は管理する者は，その所有又は管理する危険物によって他人

に生じた損害を賠償する責任を負う。ただし，その損害が，不可抗力によって引き起こされた場

合又は危険物の管理に瑕疵がなく，かつ，被害者若しくは第三者の行為によって引き起こされた

場合はこの限りではない」。 

183 ណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨០។［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］180 頁。日本語版は，閣僚評議会

JICA・前掲注 162）232 頁参照。 

184 新民法第 757 条の内容は，以下のとおりである。 

「（1）損害賠償は金銭によることを原則とする。 

 （2）金銭によっては適切な救済が得られない場合には，被害者は原状回復又は差し止めを求め

ることができる。 

 （3）名誉毀損については，損害賠償のほか，被害者は謝罪広告等の名誉回復措置を求めること

ができる」。 
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る。賠償すべき損害は，財産的損害185及び財産以外の損害186（非財産的損害）187である。

そして，これらの損害賠償の算定については，758 条188に規定されている。さらに，損害

賠償請求において，どのような内容の請求を認容するかについても，757 条から 762 条

までが定めるところである。もっとも，新民法典 764 条においては，過失相殺によって

損害賠償額を減額することができる，とされている。すなわち，「損害の発生又は拡大に

ついて，被害者の過失又は被害者の監督義務者の過失が寄与したときは，裁判所は損害

賠償額の算定において，その寄与度の程度を考慮に入れることができる」と規定してい

る。この条文は，旧民法典及び政令 38 号のそれぞれにおける各条文に比べると，内容が

具体的になっている。そのほかにも，763 条189は，被害者が不法行為によって利益を得た

場合にその利益額を控除する（損益相殺）とする。最後に，765 条190は，消滅時効を規定

したものである。 

以上の概観からすれば，カンボジアの新民法典は，これまでの状況と比較して大幅に

明確な条文化が行われ，内容についても具体化が図られたと言うことができる。他方に

おいて，それらの新しい条文が，現在の社会問題に十分に対処しうるものであるか否か

は，未だ定かではない。 

第 2 節 カンボジアにおける自動車交通事故に関する責任主体の問題 

 第１節では，カンボジアにおける不法行為制度の現状を確認した。これを踏まえて，

 
185 財産的損害は，①積極的損害（現実に有する財産を失うこと）及び②消極的な損害（将来得ら

れない利益（逸失利益とも言う））を分けられる。 

186 新民法第 744 条は，「第 743 条（一般的不法行為の要件及び立証責任）の責任を負う者は，財産

以外の損害についても賠償しなければならない」。 

187 精神上受けた苦痛や社会評価の低下等を示唆する。 

188 新民法第 758 条の内容は以下のとおりである。 

「（1）不法行為による財産的損害の算定に当たっては，統計その他の資料をできるだけ活用して，

不法行為がなかったならば，そうなっていたであろうと推測される財産状態と不法行為後の現実

の財産状態との差額を評価する。 

（2）不法行為による精神的損害の算定に当たっては，加害者の行為の故意又は過失の程度，被害

の種類及び程度，加害行為後の加害者の行為等の諸事情を勘案して慰謝料額を評価する」。 

189 新民法第 763 条は，「被害者が不法行為によって利益をも得たときは，損害賠償額の算定に当た

って，その利益の額を控除」と規定している。  

190 新民法第 765 条は，「不法行為による損害賠償請求権は，被害者又はその法定代理人が加害者に

対して損害賠償性請求ができることを知った時から 3 年，不法行為の時から 10 年を経過した場合

には，時効によって消滅する」と規定する。 
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次に，本節においては，カンボジアにおける自動車事故の責任に関する理論的・解釈論

的問題を検討する。具体的には，交通事故の被害者に対して損害賠償責任を負うべき主

体の判断基準（カンボジア民法典 752 条に定められている「自動車を……所有し又は管

理する者」の意義・その該当性の判断方法）について分析する。というのも，具体的に

どのような加害者が賠償責任を負うべきか，その判断基準が現行法上，明らかではない

からである。 

I. 交通事故の被害者に関する責任主体の法規範とその現状 

 すでに述べたとおり，カンボジア民法典が定める不法行為法は，基本的に過失責任主

義に立脚している。 

しかし，他方において，無過失責任191に当たるものも条文化されている。それらの責

任のうち，特に重要なものが自動車事故などに関する危険物責任である。 

 カンボジアの危険物責任に関しては，日本の自賠法，鉱業法，原子力損害賠償法，大

気汚染防止法，水質汚濁防止法に置かれた各種の責任規定を総合したような条文が置か

れることとなった192。すなわち，新民法典 752 条は，「自動車その他の運送機器，爆発物，

放射性物質，有害化学物質，有害微生物，その他高度の危険物を所有し又は管理する者

は，その所有又は管理する危険物によって他人に生じた損害を賠償する責任を負う。た

だし，その損害が，不可抗力によって引き起こされた場合又は危険物の管理に瑕疵がな

く，かつ，被害者若しくは第三者の行為によって引き起こされた場合はこの限りでない。」

と定める。 

II. 自動車事故の責任主体に関する所有者・管理者の問題 

 他方において，752 条が責任主体であるとする自動車などの所有者及び管理者の意義

については，立法作業の過程において特に議論がなされなかった。そのため，民法典は，

所有者及び管理者の定義規定を設けていない。さらに，カンボジアの道路交通法 72 条は，

 
191 新民法典の無過失責任の規定は大きく 2 つに分けられる。 

第一は，監督者ないしは管理者の責任に関する規定である。すなわち，使用者責任（747 条），

動物占有者責任（750 条），土地工作物責任 （753 条），共同不法行為責任（754 条）についてそれ

ぞれ規定している。また，748 条は，理事の行った不法行為に関する法人の責任について，749 条

は，公務員の行った不法行為に関する国または地方公共団体の責任についてそれぞれ定めている。 

第二は，危険物に対する加害者の過失を要しない責任に関するものである。それらは，製造物

責任（751 条）と危険物責任（752 条）とにさらに分けられる。 

192 民法作業部会・司法省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010 年），191 頁。 
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「運転者は，車両運転中に犯した違反について，刑法上の責任を問われるものとする。

車両の管理者又は所有者は，当該車両が他の人物に対する損傷を引き起こす原因となっ

た場合，民法上の責任を問われるものとする。」と定めるものの，同法にも車両の所有者

及び管理者の定義規定はやはり見当たらず，「運転者」の定義規定193しか存在しない。 

 そのため，自動車事故が起きた場合に，誰がそれに基づく損害について賠償する責任

を負うべきかが解釈問題として問われることとなる。 

III. カンボジア法に対する日本の運行供用者責任性の本質の示唆 

上述したように，この規定の制定に当たっては主に日本の各種の無過失責任立法（特

別法）が参照されており，特に自動車事故に関する自賠法 3 条が参照された。 

しかし，自賠法 3 条における「自己のために自動車を運行の用に供する者」という責

任主体に関する規定（概念）とカンボジア民法典 752 条における「自動車……を所有し

又は管理する者」という責任主体に関する規定（概念）とは，互いに大きく異なるもの

と言わなければならない。そのため，日本の運行供用者の定義をそのままカンボジア民

法典 752 条の所有者・管理者に当てはめることは妥当ではない，と思われる。  

そこで，日本の運行供用者責任に関する判例・学説の考え方を比較法的な参考資料と

しつつ，カンボジアにおける自動車事故の責任主体であるとされる自動車の所有者また

は管理者（民法典 752 条）の判断基準についてどのように解すべきであるかを検討しな

ければならない。 

 まず，日本の運行供用者責任の根拠について，自賠法の立法者の見解としては，危険

責任と報償責任に基礎を置き，運行供用者の認定には，自動車の使用に関する支配が存

在すること及びその使用によって利益を受けることの 2 点を判断基準としている。すな

わち，運行供用者概念を定める際，自らの自動車に関する危険責任の観点と報償責任の

観点とが共に考慮されている（二元説）。このような捉え方は，現在ではほとんどの判例

で採用され，学説の立場にもこれに賛同する意見が存在する。 

 もっとも，自賠法施行当初から，判例及び学説には，運行供用者性の存否をもっぱら

報償責任の原則に依拠して検討するものも存在した（運行利益一元説）。また，無過失責

任である自動車事故における運行供用者責任の根拠については，危険責任としての性質

の方が報償責任としてのそれよりも重視されるという立場も現れた（運行支配一元説）。

 
193 道路交通法 4 条「運転者とは，牛馬騎乗者や家畜運搬人を含め，路上で車両を操作する人物を

意味する」。 
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その後の最近の学説では，運行支配の有無が重視される傾向にある。さらに，もっぱら

運行支配の存否のみに基づき，運行供用者性の有無を判断する判例も見られている。 

 一方，カンボジア民法典 752 条は，「自動車……を所有し又は管理する者は，その所

有又は管理する危険物によって他人に生じた損害を賠償する責任を負う」としている。

そのため，この条文は，損害賠償責任を基礎づける原理として，報償責任原理よりも危

険責任原理をより重視している，と捉えることができるであろう。すなわち，危険の実

現の防止に高度の義務を課しうる程度の支配を及ぼす立場にある者は，通常，その自動

車の運行によって何らかの利益を得ていると考えることが可能であるため，自動車事故

に関する責任主体の判断基準・要素の内容については，もっぱら運行支配の存在に着目

し，運行利益の帰属は補完的なものに止まる，と考えるべきである，と思われる。 

IV．小括  

 本章では，カンボジアにおける不法行為制度の歴史と現状とを概観し，さらに自動車

事故の責任主体に関する理論的・解釈論的問題の整理・検討を試みた。その要点は，以

下のとおりである。 

 まず，カンボジアにおいては，旧民法典，政令 38 号，新民法典と不法行為制度に関す

る制定法が変遷した。具体的には，カンボジア新民法典が定める不法行為制度は，過失

責任主義を第１の帰責原理としつつ（さらに，過失の内容を結果回避義務違反と捉えな

がら），自動車事故に関する特別な規定を１箇条設けた（752 条）。この規定は，自動

車などの危険物の所有者または管理者に対して，その者の過失の存在を要件とせずに損

害賠償責任を課す無過失責任を定めるものである。 

 しかしながら，そのような危険物責任に関する民法典 752 条には，自動車などの所有

者・管理者の定義規定が存在しない。 

 そこで，この点については，日本の自賠法 3 条に関する従来の判例及び学説の議論を

参考にしつつ，カンボジア民法典 752 条の条文の文言をも尊重しつつ，もっぱら運行支

配の存否という基準・要素によって，自動車事故の責任主体を決定することが妥当であ

る，と思われる。 
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第 3 章 自動車事故における損害補償に関する責任保険から災害保険へ 

 これまで本論文の第 1 章と第 2 章とにおいては，日本及びカンボジアにおける自動車

事故の民事法上の責任主体の判断基準について考察してきた。この点に関する理論的・

解釈論的問題の検討を深め，より適切な解決方法を（引き続き）探求することは，それ

自体として，自動車事故の被害者の救済にとって不可欠の作業である。 

他方において，自動車事故の責任主体（加害者）を特定し，この者に損害賠償責任を

負わせることができたとしても，実際に当該加害者が被害者に対して損害の賠償を行い

うるだけの資力を持たないとすれば，被害者は実際上，法的な救済を受けることができ

ないに等しい。それゆえ，被害者の確実な救済を実現するためには，各種の保険制度

（損害保険制度・責任保険制度）の整備が必須である194。 

 そこで，本章では，第１章・第２章とはいわば基本的視点を変えて，自動車事故にお

ける被害者に対する賠償義務の履行を確保するために日本及びカンボジアにおいて，ど

のような制度を構築することが求められるか，について考察することとする。具体的な

課題としては，交通事故の被害者と加害者との間における損害の公平な分担を実現する

ためには，民事交通事故法理としてどのような法制度が用意されるべきであるかという

観点から，損害賠償法と保険法及び社会保障法の間にあるべき機能分担と連携の形を検

討する。 

第 1 節 日本における自動車事故に関する保険制度 

 日本において，自動車事故の被害者を救済するための制度の根底にあるものは，損害

賠償法（民法の不法行為法・自賠法）である。すなわち，自動車事故によって損害を被

った被害者が損害賠償法に基づき，加害者（例えば，運行供用者）に対して損害賠償を

求めること（そのような請求が可能であること）が前提とされている。 

しかし，このような枠組みの下では，当然のことながら，加害者の責任が成立しない，

あるいは加害者の責任の成立が立証されない場合には，被害者は，たとえその損害の程

度がどれほど大きなものであったとしても，法的な救済を受けることができない。 

そこで，このような損害賠償法をその基盤とする被害者の救済に代わって，交通災害

保険による救済を目指すべきである，という抜本的な改革が一部の学説によって提唱さ

 
194 日本では，交通事故の被害者の救済に関して保険制度が重要な役割を果たしていることにつき，

例えば，野村豊弘『民事法入門』（有斐閣，第 7 版，2017 年）118 頁を参照。 
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れている195。 

 そこで，本節においては，そのような提唱の意義や当否について分析する。 

具体的には，まず，当該提唱の意義を明らかにするために，自動車事故の被害者の救

済を実効的なものとするために日本においてこれまで発展してきた各種の制度を概観す

る。その後，それらの制度に見られる課題を検討した上で，これらを交通災害保険へと

転換する可能性について考察したい。 

I.  自動車損害賠償保障法の成立 

 まず，そもそも保険とはどのようなものであろうか。 

 保険とは，一般に，損害を被るおそれのある経済主体が多数存在する場合に，将来い

つか起こるであろう多額の損害を前もって集めた保険料によってまかなおうとする制度

を指す196。 

 不法行為法に基づき被害者が自動車事故に基づく自らの損害の賠償を加害者に対して

請求するためには，被害者が加害者の故意・過失を立証しなければならない。また，被

害者が加害者から実際に損害賠償を受けるには，加害者に資力がなければならない。し

かしながら，被害者の保護を図るうえでまさしく問題となったのが，加害者の過失の立

証が必ずしも容易ではないことと，加害者の資力が十分ではないことであった197。そこ

で，これらの問題点を克服して，被害者の救済を図るための新たな法制度として，自賠

法が制定された。 

自賠法が自動車事故について無過失責任を導入したことについては，第２章において

すでに詳しく見たところである。そのため，以下では，自賠法によって整備された責任

保険制度に焦点を当てることとしよう。 

すなわち，自動車事故に基づく損害賠償事件の処理にあたって，保険として重要な役

割を果たすべきものが，自賠法に定められた自賠責保険である。これに加えて，さらに，

潜在的加害者が各自で任意に加入する自動車保険・自動車共済が存在する。自賠責保険

 
195 例えば，我妻栄「自動車損害賠償補償について」比較法研究 13 号（1956 年）22 頁，金沢理

「自動車保険と交通事故の抑止」交通法研究 2 号（1972 年）37-61 頁，藤岡康宏「損害賠償法の

内在的発展―危険責任（責任保険）から災害保険へ―」同『損害賠償法の構造』（成文堂，2002

年）620-685 頁（初出は，同「自動車事故による損害の補償―交通災害保険化構想への総論的展

望―（1），（2・完）」北大法学論集 24 巻 3 号・25 巻 1 号（1973 年，1974 年），浜田宏一『損害賠

償の経済分析』（東京大学出版会，1981 年）61-79 頁など。 

196 川井健＝多和田満『損害賠償と保険』（一粒社，1984 年）156 頁。 

197 山下・前掲注 25）215 頁。 
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が，人身損害に限りその補償を行うものであるのに対して，自動車保険等は，人身損害

のみならず，物的損害，自車損害，更には自動車事故に伴う様々な間接損害の補償等に

至るまでを広くカバーする任意加入の保険である198。 

 また，被害者が自賠責保険によっては保護されない場合（被害者が①ひき逃げ事故の

被害者及び②自賠法違反の無保険者などが引き起こした交通事故の被害者である場合，

要するに，責任主体の存在が見つからない場合），政府が自動車事故による損害を被った

被害者の請求により保険金額の限度199において，損害を填補する政府保障事業制度も設

けられている200。自賠法の特徴としては，①「自動車事故による受傷に対する損害賠償

を容易ならしめるための措置」と②「加害者側の賠償資力を確実ならしめるための措置」

という大きく分けて２つの眼目201を指摘しうる。 

 まず，自賠法は，①自動車事故による受傷に対する損害賠償を容易ならしめるための

措置に対応した「事実上の無過失責任」となる「運行供用者責任」をその第 3 条に規定

している202。この「事実上の無過失責任」の下では，被害者は加害者の自動車の運行に

よって生命または身体の損害が生じた事実だけを立証すれば足り，これを受けて加害者

はいわゆる「免責 3 要件203」を立証することができない限り，その損害賠償責任を負う

べきものとされる204。 

 次に，自賠法は，②加害者側の賠償資力を確実ならしめるための措置に対応した「強

制保険制度」と「保険会社等の契約締結義務」とを定めている205。自賠法 5 条によれば，

自動車は，これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険（以下「責任保険」

という。）又は自動車損害賠償責任共済（以下「責任共済」という）の契約が締結されて

いるものでなければ，運行の用に供してはならない。すなわち，同条は，責任保険又は

責任共済（以下，これらをまとめて「自賠責保険」と呼ぶ）の契約を締結した自動車以

外の運行を厳しく禁止している（同法 86 条の 3 には，この点に関する罰則規定が置かれ

 
198 山下友信編『高度道路交通システム（ITS）と法』（有斐閣，2005 年）56 頁〔木島秀明執筆〕。 

199 自賠法施行令の第 20 条。 

200 自賠法 72 条 1 項参照。 

201 山下・前掲注 198）54 頁〔木島秀明執筆〕。 

202 山下・前掲注 198）54 頁〔木島秀明執筆〕。 

203 この 3 つの要件とは，①自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと，②被

害者又は運転者以外の第三者に故意または過失があったこと，③自動車に構造上の欠陥または機

能の障害がなかったことである（自賠法 3 条ただし書）。 

204 山下・前掲注 198）54 頁〔木島秀明執筆〕。 

205 山下・前掲注 198）55 頁〔木島秀明執筆〕。 
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ている）。  

II.  自賠責保険 

 自賠法は，上述したように，運行の用に供するすべての自動車について，自賠責保険

の契約または責任共済の契約の締結を義務付けた（自賠法 5 条）。すなわち，自賠法は，

自動車による人身事故の被害者が被った損害について，これを補償するための措置（強

制責任保険法）をその内容としている206。加害者の損害賠償責任が生じる場合のほとん

どは，自賠責保険の限度額まではこの保険によって強制的にカバーされており，自賠責

保険は基本的な補償を確保する役割を果たす207。自賠法によって損害賠償責任（無過失

責任）が新たに規定され，かつ責任保険への加入が義務付けられることで，被害者の損

害賠償請求権が認められやすくなり，加害者の資力不足の問題もある程度緩和される208。 

 また，自賠責保険の保険金額は，自賠法施行令の第 2 条により以下のように定められ

た。 

① 死亡事故の場合の保険金額： 

- 死亡による損害：3,000 万円 

- 死亡に至るまでの傷害による損害：120 万円 

② 傷害事故の場合の保険金額： 

- 傷害による損害：120 万円 

- 介護を要する後遺障害：3000 万円～4000 万円 

III.  責任保険 

 自動車事故による社会全体に公平に分たれるべき性質の損害の衡平な分配手段こそ，

責任保険である209。責任保険は，損害賠償責任を担保するための保険である以上，その

機能としては，被害者の保護と加害者の保護の二つの側面が考えられる210。そして責任

保険は，偶発的な特定の損害賠償請求に対処するために，保険者と保険契約者との間で

 
206 石田満「自動車事故による損害の補償（日本）」『自動車事故による損害の補償』比較法研究 35

号（1974 年）52 頁。 

207 山下・前掲注 25）215 頁 。 

208 山下・前掲注 25）215 頁。 

209 伊沢孝平「責任保険の発展とその止揚―損害賠償の社会化―」我妻栄先生還暦記念論文集『損

害賠償責任の研究中』（有斐閣，1958 年）559 頁。 

210 藤岡康宏「『交通災害保険』化構想をめぐって」ジュリスト 609 号（1976 年）79 頁。 
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その契約が締結されるものである。その保険保護の内容は，個別経済的考察からすれば，

被保険者が損害賠償債務（責任）を負担するリスクに対して保証されていることである

211。すなわち，責任保険は，直接には，加害者がそのようなときとして重いものとなる

責任負担から自己を防衛するための保険として出現したのであった212。この点において，

責任保険は，不法行為法と重複する機能をもっている。しかし，被害者の立場から見る

ならば，加害者の責任や支払能力の有無を問うことなしに補償を獲得することができる，

という意義あるいは長所を備えている213。 

 さらに，責任保険制度の発達とともに，不法行為法に対していくつかの影響も生じて

いる。この点については，大きく分けて以下の２つの事柄を指摘しうる。 

 ① 責任保険の成立によって，無過失責任や危険責任の適用範囲を拡大しても，それに

よって加害者に過酷な負担を強いることなしに，被害者の損害を填補することが可能と

なった。他方で，このような仕組みを取ることによって，不法行為責任の成立を容易に

認容するという傾向を招きがちとなり，かえって不法行為法独自の存在意義を失わせる

ことにもなりうる214。 

 ② 社会保険を含めた各種の保険制度が損害填補の機能を引き受けることによって，不

法行為法の役割が縮小しつつあることが考えられる。すなわち，被害者は保険によって

その損害の填補を受けることができるために，その結果として，被害者の加害者に対す

る損害賠償請求権は，保険者から被保険者（加害者）に対する求償権としてしか行使さ

れなくなる。これは，不法行為法がもはや広汎な領域においてその作用を失うというこ

とであり，さらに，このような求償権行使は，煩瑣な手続によって費用がかかりすぎる

わりには経済的な効果が少ないために，これを制限しようとする傾向（不法行為責任の

制限）が各国に見られる，とも指摘される215。 

 このように，保険制度の発達は不法行為法に大きな影響を与えており，不法行為責任

の拡大あるいは縮小というどちらの側面にしろ，不法行為責任の損害填補的機能はこれ

によって動揺させられている，と言うことができる。しかしながら，それでもなお，現

代の損害補償法は，不法行為法をあくまでその中核としており，保険制度はこれを補充

 
211 吉川吉衛『事故と保険の構造―自動車事故の抑止と補償の理論―』（同文館出版，1988 年）8

頁。 

212 藤岡・前掲注 19）621 頁。 

213 藤岡・前掲注 19）621 頁。 

214 藤岡・前掲注 19）622 頁。 

215 藤岡・前掲注 19）622 頁。 
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し，強化するに過ぎないものと考えられる。その理由は，次の２点に求められる。 

 第 1 に，全ての潜在的事故加害者に私保険制度を利用させることは，その者にとって

過度の財政負担（保険料）を要求することになり，さらに，社会保障による給付も一定

額に限られている。したがって，被害者の損害を完全に填補するためには不法行為責任

に基づく損害賠償請求権は，なお不可欠である216。 

 第 2 に，不法行為法は，加害者に損害賠償を支払わせることによって，損害填補的機

能の他に戒告的機能をも果たしている。そのため，不法行為法による個人責任の追求を

やめることは，事故予防という見地から好ましくないと考えられる。 

このような事情から，現在では，いずれの国においても，損害填補について保険制度

を利用することによって，被害者の損害の補償と加害者の個人責任の追求という 2 つの

目的を達成しようとしている217。 

IV．自動車事故における責任保険制度の問題 

 しかし，以上に確認したような現在の責任保険制度の下では，被害者の迅速で効率的

な補償・救済の要求にあわないのではないか218との疑問も生ずるところである。 

 すなわち，第１に，責任保険制度の前提として，いずれかの加害者に責任がなければ，

被害者はそもそも保険者から保険保護の給付，つまりは損害の補償を受けることはでき

ない。そのため，加害者の過失によらない事故に基づく損害については，被害者は，一

切，保護されない。また，加害者の責任の存否の判定は，実際には容易なことではない。

特に，加害者の過失を証明すべき責任は，被害者がこれを負わなければならない。その

ため，責任保険制度においては，訴訟の増加と遅延を招き，事故解決を著しく遅らせる

ことにもなる219。 

 第２に，不法行為責任のもつ戒告的機能について，責任保険の下でもなお，事故予防

に効果的な個人責任の追求が可能か，又は，それが必要であるかということが検討され

なければならない220。 

 第３に，現在の損害補償法では，責任保険をはじめとする各種の私保険や社会保険が

複雑にからみあっている。このことは全体として不必要な費用高をもたらし，事故の最

 
216 藤岡・前掲注 19）『損害賠償法の構造』625～626 頁。 

217 藤岡・前掲注 19）『損害賠償法の構造』626 頁。 

218 吉川・前掲注 211）9 頁。 

219 以上につき，藤岡・前掲注 19）626 頁を参照。 

220 藤岡・前掲注 19）626 頁。  



70 

 

終的解決も複雑にしていると言うことができる。そこから各種の補償制度を合理的に調

和させなければならないという問題が生じる221。 

 第４に，自損事故の「被害者」及びその遺族・家族を救済することはできない。これ

らは，責任保険の限界である222。 

 そこで，日本の学説においては，加害者の責任の如何にかかわらず被害者に保険によ

る保護を与えるべきである，と唱える見解が生じるに至った。 

すなわち，以上に挙げた４つの問題をいわば一挙に解決するために，自動車保険，特

に強制自動車保険に関して，加害者の過失の有無を問題とせずに，つまりは加害者の責

任から解放した形での災害保険の導入が提唱されている。これは，不法行為法のもつ損

害填補的機能を，自動車事故について，単一の保険制度に完全に担わせようとする構想

である。具体的には，「交通災害保険」を新たに創設し，自動車の保有者に対して，「第

三者のためにする災害保険契約」の締結を強制することによって，自動車事故の結果と

して人身損害を受けた被害者が一定の保険金を交通災害保険基金から受け取ることがで

きることを保障しようとするものである223。 

V.  交通災害保険化の提案 

 次に，交通災害保険化構想を提案している日本の代表的学説の概要を以下，順に整

理・分析しよう。 

1. 浜田案 

1.1. 浜田提案の構成 

 日本においては，損害賠償に関する立法，裁判上の適用が国民経済の資源分配や所得

分配に大きな影響をもっている224。このため，浜田宏一博士は，このような問題に関す

る法と経済の環境領域の研究によって，「損害賠償制度の経済的機能を考察する際の理論

的枠組を提供することを主体として」の，交通事故・公害・製造物責任等に関する損害

賠償制度の経済効果の理論的な分析を行った225。当該研究の結論として，浜田博士は，

 
221 藤岡・前掲注 19）626 頁。 

222 吉川・前掲注 211）9 頁。 

223 以上につき，我妻・前掲注 19）22 頁を参照。 

224  浜田・前掲注 195）173 頁。 

225 浜田・前掲注 195）173 頁。 
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被害者の保護や公平を図るのに望ましい交通事故に関する損害賠償制度として，「損害賠

償責任を無過失責任に近づけ，強制保険を三当事者の責任保険から，二当事者の災害保

険に近づけること」を提案している226。この提案の理由付けとしては基本的に，①効率

性追求，②所得配分の公平性，③紛争処理上の費用の低減という 3 点を指摘した227。  

（1） 効率性（第一次費用低下） 

 事故発生による効率性とは，社会全員の誰かが負担しなければならない費用であって，

この費用を最小にすることが事故抑止システムの重要な目標となることである228。この

効率性追求の目標からは，「自賠法の自動車の保有者をはじめとする『運行供用者』が，

最も安価な損害回避者といえるかどうか」が問題となる。なぜなら，「人的損害に関する

自賠法による（相対的）無過失責任の主体と強制保険である責任保険締結の主体は，運

行供用者であるからである」229。また，運転者が運行供用者ではない場合には，自賠法

による責任保険を適用するかどうかという問題があると指摘した230。また，自動車事故

に関する損害賠償制度として「損害賠償責任を無過失責任に近づけ，強制保険を三当事

者の責任保険から，二当事者の災害保険に近づけることは効率化の要請に対して二重の

意味をもつことになる」231。 

 一方では，無過失責任の強化，保険の災害保険化は，個別的な注意義務にもとづく抑

止力を弱めるというマイナス方向にも働きうる232。しかし，事故の社会的費用を十分に

評価してこれを平均化することによって，社会的，総体的な抑止力を十分にもちうるこ

とも考えられる233。すなわち，「自動車を保有すること，運転することは危険をもたらす

行動であって社会的費用をともなうが，それを十分内部化して保有者や運転者のコスト

としてあらわれるようにするためには，無過失責任の強化，保険の災害保険化，そして

保険金限度額を高める必要性があるのである」234。 

 
226 浜田・前掲注 195）71-73 頁。 

227 浜田・前掲注 195）37-42 頁。 

228 浜田・前掲注 195）38 頁。 

229 以上，浜田・前掲注 195）68-69 頁。 

230 浜田・前掲注 195）69 頁。 

231 浜田・前掲注 195）71 頁。 

232 浜田・前掲注 195）71 頁。 

233 浜田・前掲注 195）71 頁。 

234 浜田・前掲注 195）71-72 頁。 
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（2）所得配分の公平性（第二次費用低下）  

 次に，浜田博士は，所得配分の公平性の観点，すなわち，「被害者の救済と所得分配に

与える悪影響の除去という観点」からみた場合には，「公平性の見地から，被害者の過失

による免責や過失相殺を強調すべきでない」235とする。さらに，「自賠法の保険を，……

災害保険的なものに変更していくことも被害者保護の見地からは望ましい。すなわち，

現行の自賠責保険のもっている責任や過失の側面を除いて災害保険的なものとしていく

ことが歴史的傾向といわれるが，これも公平の目的からは必要である。それによって，

個別的抑止力が動かなくなる可能性があるとしても，統計的・集団的な交通量変化を通

じた抑止力は，かえって働くようになるかもしれないのである」としている236。 

（3） 紛争処理上の費用の低減（第三次費用低下） 

 事故の紛争解決や被害者保護のために必要な，さまざまな司法行政上の裁判費用，弁

護士費用，さらには損害保険の営業費などを紛争処理上の費用と呼ぶ237。日本において

は，「裁判所外での示談等による解決が多く，また裁判所を経由するものでも訴訟上の和

解や調停という形で解決されることが多い。そして，とくに示談などによる私的解決が

被害者の公正な救済という見地からみると望ましくない結果をもたらす場合が多い」238。

しかし，「一方裁判所外の解決，あるいは裁判所を経由としても訴訟上の和解や調停によ

る解決の大幅な利用が，交通事故訴訟によって裁判所の機能が麻痺してしまうのを防い

でいることも事実である。」239との指摘がされている。しかし，問題となるのは，「訴訟

費用，弁護士費用等第三次費用の節約が，被害者の不充分な救済という第二次費用の犠

牲の上に行われているのではないか，また個別的な事故抑制という第一次費用低減の目

標を犠牲にして行われているのではないかという疑問である」240。さらに，「責任保険や

任意保険の経費がはたして正当に節約されて，払い込まれた保険料が保険金として十分

に被害者に還流しているのかといった疑問も生ずる」をも指摘されている241。 

 
235 浜田・前掲注 195）72-73 頁。 

236 浜田・前掲注 195）73 頁。 

237 浜田・前掲注 195）39 頁。 

238 浜田・前掲注 195）76-77 頁。 

239 浜田・前掲注 195）77 頁。 

240 浜田・前掲注 195）77 頁。 

241 浜田・前掲注 195）77 頁。 
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1.2. 浜田提案の理由付けの批判 

 以上のような浜田博士による主張のうち，上記②に関する主張，すなわち，「公平性の

見地から，被害者の過失による免責や過失相殺を強調」しないことによって，交通災害

保険へと制度を変更していくことが被害者の保護の見地から望ましく，公平の目的から

は必要であるという理由づけ242については，批判も存在する。すなわち，吉川吉衛博士

は，「災害保険化がなぜ，被害者保護の見地，公正の目的から必要だとされるのかは依然

として不明である」と指摘する243。具体的には，「災害保険が被害者保護の見地から望ま

しい理由は，災害保険化することによって，たとえばひとつには自動車自損事故惹起者

の救済が可能になる，つまり被害者保護の範囲が拡大されるからであ」り，そのため

「自動車自損事故惹起者を救済の範囲に取込むが，しかしこの者には，保険料を負担さ

せない，とすることによって公正性の見地には反しないことになる」と述べて，交通災

害保険化の構想の理由が明確ではない，と主張する244。 

 また，吉川博士は，前記①，②の各理由づけの相互理解は難しく，さらに，上記③に

ついてもその理由づけが記されていない，と批判している245。 

2. 藤岡案 

 藤岡康宏博士は，ドイツの法制を基に議論を基礎としつつ，責任保険を単線型の交通

災害保険制度に移行することを提案する246。 

2.1. 提案の構成と意義 

2.1.1. 交通災害保険への理由付け 

  藤岡博士は，自動車保有者の危険責任は，純粋な危険責任といわれるものと強化され

た過失責任といわれるものの二つの法的構成が組み合わせされていた247。このうち，強

化される過失責任においては，①過失責任における事故抑止的機能の効果が減殺される

 
242 浜田・前掲注 195）73 頁。 

243 吉川・前掲注 211）130-131 頁。 

244 吉川・前掲注 211）131 頁。  

245 吉川・前掲注 211）128 頁。 

246 藤岡・前掲注 19）619 頁以下。 

247 藤岡・前掲注 19）732 頁。 
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こと248，②被害者の損害填補という側面の問題，すなわち，被害者に過失がある場合に

被害者の損害填補が必ずしも全うされないこと，という問題があると指摘している249。

すなわち，民事責任が本来持っていると考えられる損害填補的機能と事故予防的機能も，

現行制度の下では十分に実効的なものではない250とされる。このような現在の自動車損

害賠償制度に見られる問題点を最も合理的に解決するものとして，藤岡博士は，当該制

度の交通災害保険への構造転換を提案した251。さらに，これは，「道路交通における事故

損害は，自動車利用者の負担による保険によって填補されなければならないとする考え

方にもとづくものである」とする252。そして，このような交通災害保険への移行によっ

て，自動車損害賠償制度が加害者の民事責任を基礎していることから生ずる多くの問題

（訴訟の困難性，訴訟過多，訴訟費用の高額化）も自ずと解決される253。 

2.1.2. 交通災害保険化の構想の検討点 

 また，以上のような構想を基礎としつつ，具体的な制度の内容に関連して，さらに次

の 3 点を指摘している。 

 第 1 に，「これまで不法行為責任の有無を問われていた潜在的事故加害者（所有者など

の自動車利用者）は，そのかわりに交通災害保険の保険料負担者とされる。他方，…事

故予防的機能は，故意または…重大な過失がある場合にかぎられるべきである。このよ

うな行為者が被害者であれば，補償請求権が全額否定または短縮され，加害者となった

場合には，被害者に支払った補償額につき全額または一部を請求される」254。 

第 2 に，道路上の事故危険の可能性は自動車の利用によって初めて生じたものである

と考えるならば，自動車非利用者が加害者となる可能性のある歩行者に過酷な損害賠償

義務を負担させるのは妥当でないことも多い。そのため，「被害者がすべて交通災害保険

 
248 藤岡先生により，この点については，「いくら注意しても責任を負わされるとすれば，当事者

にとっては注意しようがしまいが変わらないことになる。過失の内容が強化されすぎると真に批

難に値する過失の重要性がおろそかにされることになるであろう。」と説明している。このため，

運転者のちょっとした行動の間違いによる事故を過失責任で解決することには不合理が伴うので

あると非難している。 

249 藤岡・前掲注 19）733-734 頁。 

250 藤岡・前掲注 19）738 頁。 

251 藤岡・前掲注 210）78-85 頁。 

252 藤岡・前掲注 210）84 頁。 

253 藤岡・前掲注 19）747 頁。 

254 藤岡・前掲注 210）84 頁。 
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による保護を享受できるようになれば，特定の加害者に損害賠償義務を負わせる必要は

なくなるわけであるから歩行者の免責も容易になるであろう」255。 

第 3 に，「自動車の製造業者，修理業者，道路管理者，動物保有者など自動車事故発生

の潜在的危険を負っている者の過失責任を廃止し,新たに保険基金への寄与者とすること

が考えられる」256。 

2.1.3. 交通災害保険構成のその他の問題 

 他方で，藤岡博士は，交通災害保険が有力な方法であるとしながらも，その他の重要

な問題があることも指摘した。それは，直接の交通関与者以外の者の責任をどのように

再構成すべきかという問題である。すなわち，「交通上の過失でないその他の過失（たと

えば自動車生産者，自動車修理業者，交通安全義務者，動物保有者として）を理由とし

て交通事故の一部に答責を負う自然人または法人の危険関与をどのように考慮すべきか」

という点である257。 

2.1.4. 単線型か複線型か 

 ところで，不法行為制度との関係について，複線型（不法行為制度との共存）とする

か，単線型（不法行為制度の排除）とするか，のいずれが適切であるか。 

この点について，藤岡博士は，「単線型の補償案は不法行為法の適用を排除し，保険に

よる完全補償を目的とするものであり，被害者保護と制度の合理的運用という点から考

えるならば，複線型より優れている」258と述べている。 

2.2.  藤岡案の批判  

 吉川博士は，上記の検討すべき点及び指摘されている問題からみると，藤岡案は，自

動車保険における運転者の問題（自動車所有者でない運転者も保険契約者とするのか）

に関する論及がないことなどから，災害保険化構想の具体的内容の議論としては十分で

ないと批判している259。 

 また，単線型の制度を構想する藤岡案においては，「保険給付以外の不法行為訴権を廃

 
255 藤岡・前掲注 210）84 頁。 
256 藤岡・前掲注 210）84 頁。 

257 藤岡・前掲注 19）770 頁。 

258 藤岡・前掲注 19）760 頁。 

259 吉川・前掲注 211）132 頁。 
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止することになるが，その前提としては，保険給付による全損害の填補が必要となるが，

この場合，当然のことながらコスト高となることにより保険料負担者の理解を得ること

が困難となる」との批判も聞かれる260。さらに，佐藤誠氏は，「藤岡案では，自動車製造

業者等も保険料負担者として本制度に取り込むことを提案しているが，自動車製造業者

がいずれの保険契約に参加するのか，参加する自動車製造業者等をどのように捕捉し，

どのような料率算定をするのかなど，実務的な制度設計の検討課題は多い」と批判して

いる261。 

3. 吉川案 

3.1. 提案構想の理由付け 

 吉川博士は，被害者の観点から，現行の自賠責保険について，自賠責保険を第一当事

者傷害保険（ファースト・パーティー型ノーフォルト自動車保険）へと全面的に移行す

ることを提案している262。第一当事者傷害保険案は，自動車の運転車（保有者も含む）

が人身損害（自動車衝突事故および自損事故など）を被ったとき，自己の契約している

第 1 当事者保険の保険者から給付を受けること，また，車外の第三者および自動車事故

惹起者の同乗者を被ったときには，加害者が契約した加害自動車の保険から給付がなさ

れる263。 

 また，吉川博士の見解では，藤岡案とは異なり，基本補償部分を設定した上で，これ

によって填補されない被害者の損害については不法行為制度を存置する複線型の制度が

提案される264。吉川博士が複線型補償案を支持する理由としては，損害賠償請求権を廃

止する単線型においては被害者救済が推進され，また，保険者から加害者に対する求償

制度によって事故抑止機能を担保することも確かに可能であるものの，これによって全

ての損害を担保しようとすれば，その分，保険料が高額となり，保険の入手可能性及び

供給可能性の問題が発生すると予想されるからである265。ただし，複線型の制度を導入

することによる自動車事故のもたらす費用の低減が，将来的に単線型の制度による場合

に比べてより困難であることが明らかになった場合には，改めて単線型の制度の導入を

 
260 佐藤・前掲注 19）336 頁。 

261 佐藤・前掲注 19）337 頁。 

262 吉川・前掲注 211）601 頁。 

263 吉川・前掲注 211）287-288 頁。 

264 吉川・前掲注 211）586 頁。 

265これは， 佐藤・前掲注 19）339-340 頁を参照した。 
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検討すべきである，とする266。 

3.2. 吉川案の評価 

 吉川案では，高額保険料を負担する無事故の保険契約者について考慮し，保険料率の

最小化を図ることができることを理由として，複線型の制度の意義を強調している。こ

れは，自動車の保有者については保険料の減額を意味するため，メリットがあると思わ

れる。 

 また，吉川案の一つの特徴として，この案は，自動車運転者に保険料を負担させるこ

とによって自動車事故の一般的抑止を図り，さらに，個別の運転車のリスクに応じて保

険料を設定することで個別的抑止を図ろうとするものであることを指摘しうる。この点

については，被害者救済よりも事故抑止を重視するものである，と評価されうる267。 

VI.  自賠責保険の交通災害保険への転換 

1. 交通災害保険化への基礎付け 

 従来の責任保険の下で被害者の保護及び個人責任の追求という 2 つの目的が徹底され

えなかったのは，責任保険は法的には加害者の損害賠償義務を担保する保険であり，他

方，故意による事故についてまでも被害者の損害を填補して加害者を免責することは妥

当でないとされていたからである268。そのため，事故が故意に引き起こされた場合には，

被害者は責任保険による保護を享受することができなかった。 

しかし，危険な自動車運転の犠牲となった被害者にとっては，加害者の故意・過失の

有無（民事責任の成否）を問わずに保護されることが望ましい。また，個人責任の追求

という視点からみると，故意以外にも交通上重大な非難に値するような過失行為に対す

る責任追及の必要性も考えられるであろう269。そこで，このような目的を達成するため

には，被害者の損害填補を加害者の損害賠償義務に依存せしめないこと，換言すれば，

民事責任による損害填補を保険保護と置換える災害保険化が必要となってくる，との考

えが生じた270。さらに，交通災害保険においては，被害者の保護が徹底されるとともに，

 
266 吉川・前掲注 211）586 頁。 

267 佐藤・前掲注 19）343 頁。 

268 藤岡・前掲注 19）681 頁。 

269 以上，藤岡・前掲注 19）681 頁。 

270 藤岡・前掲注 19）681 頁。 
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現行制度が民事責任を基礎としていることから生ずる多くの問題（訴訟困難，訴訟過多，

訴訟費用高など）を一挙に解決しうる点が重要である。 

2. 災害保険化構想の基本構造（単線型・複線型） 

 日本における交通災害保険化構想は，その基本構造の違いに応じて，単線型補償案（完全

補償案）と複線型補償案（基本補償案）との 2 つに区別することができる。 

2.1. 単線型補償案（完全補償案） 

 いわゆる単線型補償案の構想は，自動車事故に関する加害者の不法行為責任を全面的

に排除して，被害者が受けた損害の補償を全て保険によって解決しようとするものであ

り，当然のことながら保険による完全補償を目標としている271。ただし，単線型補償案

には慰謝料も損害補償の対象とするか，最高額による制限を設けるべきかという問題が

ある。しかし，これはいずれも保険料の問題であり，解決可能である，とされる272。 

2.2. 複線型補償案（基本補償案） 

 単線型補償案に対して，交通災害保険の他に不法行為責任を存続させようとする構想

は，通常，複線型補償案と呼ばれる。この構想においては，一定範囲の給付（基本補償）

は保険にまかされ，それを越える部分については，被害者は加害者の不法行為責任を追

求しなければならない273。 

 このような複線型補償案においては，一定限度額までを無過失責任として全ての被害

者に救済を与えるとともに，当該限度額以上の損害を被った被害者には過失責任主義に

基づく損害賠償の請求を認めることで，被害者が全損害について填補を受けられること

となり，また，不法行為責任の追求が同時に加害者に対する私的制裁の役割を果たしう

る274。ただし，この構想の下では，従前のように不法行為責任に委ねられる領域が残さ

れるため，制度手続の複雑さがマイナスとなるとされる275。 

 
271 藤岡・前掲注 19）758 頁。  

272 藤岡・前掲注 19）760 頁。  

273 藤岡・前掲注 19）757 頁。 

274 金澤理『交通事故と責任保険』（成文堂，第 3 版， 1974 年）204 頁。 

275 五十嵐清「自動車事故による損害の補償（総括）」『自動車事故による損害の補償』比較法研究

35 号（1974 年）69 頁。 
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第 2 節  カンボジアにおける自動車事故に関する保険制度 

 本節では，損害賠償法・保険法・社会保障法の三者間における機能分担及び連携のあ

るべき姿（その基本構造・グランドデザイン）について考察する。 

現在，カンボジアでは，自動車事故に関する民事法上の被害者救済制度として，不法

行為制度を基礎とするものが取られている。すなわち，自動車事故によって損害を被っ

た被害者は，民法の不法行為に関する一般原則に基づき，加害者たる運転者などに対し

て，自ら損害賠償を求めなければならない。そのため，加害者の責任が成立しない場合

には，被害者は責任保険による填補を受けることもできない。したがって，被害者の救

済は必ずしも完全ではなく，法的救済方法として本質的な弱点を抱えているものと思わ

れる。 

 この点を明らかにするために，本節では，まず，カンボジアにおける自動車保険制度

を概観する（I）。その後，自動車事故における損害補償制度の課題を整理し（II），最後

はカンボジアにおけるあるべき交通保険制度のあり方の考察（III）を探求することをし

たい。 

I.  カンボジアにおける自動車保険制度に関する法規制 

 カンボジアでは，まず保険法が 2000 年に成立し，その後，保険に関する省令や政令等

が制定されていった。次に，2001 年 10 月 22 日，内閣による保険に関する政令が発布さ

れ，2002 年 10 月 16 日には，カンボジア経済財務省，公共事業運輸省，観光省，内務省

の 4 つの省が共同し，自動車責任保険に関する 2 つの共同省令が発せられた。これらの

共同省令とは，①「自動車責任又は第三者賠償責任保険に関する共同省令」（以下「第三

者責任保険省令」），と②「旅客輸送責任保険に関する共同省令」（以下「旅客輸送責任保

険省令」）である。さらに，そのほぼ 2 年後に当たる 2004 年 9 月 15 日，公共事業運輸省

は「第三者責任保険省令及び旅客輸送責任保険省令の施行に関する省令」を発令した。 

 しかし，2014 年 8 月 7 日に新保険法を成立したため，一部の法令が無効となった。旧

保険法の規定はあまり明確ではなく，適用範囲が広すぎたために，新保険法が制定され

た。新保険法は，用語の定義を説明する条項が追加されている。とりわけ，新保険法に

省令また政令が追加されることにより，本法の規定に柔軟性がもたらされた。 

 新保険法では，保険は，①一般保険（財産保険，第三者損害賠償責任保険及び健康保

険）及び②生命保険との 2 種類に大別されている。旧保険法に比べて詳細に条文化され
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た276上に，その内容もより豊富なものとなっている。しかし，新保険法は，社会におい

て実際に機能しうる可能性を十分に備えているわけではない。このため，2021 年 12 月

30 日に保険に関する政令が確立され，2001 年 10 月 22 日の保険に関する政令の一部を無

効となった。しかしながら，2021 年の保険に関する政令を発布されたものの，保険制度

により，被害者救済の観点から，十分に備えているとは言えない。例えば，同法 33 条277

では，すべての車両が保険の対象となるわけではないことが規定されている。 

II.  民事交通事故による保険制度に関する規制問題  

 前述したように，日本における自動車事故に関する現行の損害賠償制度の下では，被

害者は加害者の過失の存在を立証しなくても，加害者に損害賠償責任を肯定することが

できる。この点で，過失責任主義のみによる場合に比べて，被害者の保護が強化され，

加害者の責任が厳格化されている。さらに，これと合わせて，被害者に対する賠償義務

の履行を確保するための重要な役割を果たしているのが各種の保険（自賠責保険・任意

保険）である。 

しかしながら，カンボジアでは，責任保険への加入が全ての自動車について義務付け

られてはおらず，さらに，事故後の被害者を迅速・公平に救済するための損害賠償制度

あるいは損害補償制度の必要性について従来，あまり論じられてこなかった。 

1.  不十分な法整備 

1.1.  保険義務付け車両の問題 

 交通事故が発生したとき，加害者に損害賠償義務を負わせても，実際に加害者がその

義務を履行しうるだけの資力を持たなければ，被害者は救済されない。それゆえ，被害

者の現実の保護にとっては各種の保険制度（損害保険制度・責任保険制度）の整備が不

 
276  2000 年の旧保険法には，8 章と 56 ヶ条の規定しかないのに対して，2014 年の新保険法では 14

章と 114 ヶ条が規定されている。 

277 新保険法 33 条は，「カンボジア王国において商用自動車を所有して運送業を営む自然人又は法

人は，保険会社と契約し，あらゆる種類のトレイラーを含む自動車の運用に起因して第三者に生

じさせた損失又は損害を補償する保険に加入することを義務付けられる。また，この保険は，自

動車の所有者のみならず，運転者及び管理者についても有効とする。保険への加入が義務付けら

れる商用自動車の種類は，政令で定める」2001 年保険法政令の第 31 条の指示がある。」と規定し

ている。 
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可欠である278。 

カンボジアにおいても，保険法に強制的保険制度に関する実体的規定が置かれている。 

 保険法が定める一般保険としては，①財産保険（建物，船舶等），②第三者損害賠償責

任保険，③健康保険の 3 つの種類が存在する279。そして，②第三者損害賠償責任保険に

おいては，被害者を救済するために，保険会社が，被保険者の行為又は被保険者の責任

の下にある者の行為により，人身損害のみならず財産的損害を受けた第三者に対して補

償を支払う措置が講じられている。また，②第三者損害賠償責任保険は，⑴ 自動車第三

者損害賠償責任保険，⑵ 建設工事保険，⑶ 旅客保険の 3 種類に区別され，それぞれの保

険への加入が義務付けられている。 

 しかしながら，保険法や保険政令を見ても，運賃を徴収する車の所有者である自然人

及び法人にのみ責任保険への加入が義務付けられている一方，運賃を徴収しない車を運

転する者については，加入義務を伴った責任保険制度は存在しない。 

 自動車第三者損害賠償責任保険の保険加入義務について，カンボジアの新保険法 33 条

280は，「カンボジア王国において商用自動車を所有して運送業を営む自然人又は法人は，

保険会社と契約し，あらゆる種類のトレイラーを含む自動車の運用に起因して第三者に

生じさせた損失又は損害を補償する保険に加入することを義務付けられる。また，この

保険は，自動車の所有者のみならず，運転者及び管理者についても有効とする。保険へ

の加入が義務付けられる商用自動車の種類は，政令で定める」としている。  

 
278 日本では，交通事故の被害者の救済に関して保険制度が重要な役割を果たしていることにつき，

野村・前掲注 194）118 頁を参照。  

279 2014 年制定の新保険法 23 条は，「一般保険とは，被保険者と保険会社との間で，保険料の支払

によって，財産，第三者損害賠償責任保険および健康保険のリスクを保証するために行われる保

険契約である。 一般的な保険商品には，財産保険，第三者損害賠償責任保険及び健康保険の種類

が存在する。  

 財産保険とは，保証されるリスクによって被保険者の財産が損害を受け，紛失または破損した

場合に，被保険者に補償金を支払う保険契約である。 保険会社が被保険者に対して支払う保険金

の額は，別段の合意がない限り，保険契約をした時点における物の価値を超えてはならない。 財

産保険となる対象は，建物，船舶等である。 

 第三者損害賠償責任保険とは，保険会社が，被保険者の行為又は被保険者の責任の下にある者

の行為により，身体，生命又は財産的損害を受けた第三者に対して補償金を支払う契約である。 

第三者損害賠償責任保険の商品には，自動車第三者損害賠償責任保険，建設工事保険，旅客保険

の種類が存在する。 

 健康保険とは，事故や身体の病気などでけがをした場合に被保険者に対して，けがや病気の治

療費や長時間の介護などの費用を負担する保険契約である。」とと規定している。 

280 以下における新保険法の条文の日本語訳は，全て筆者によるものである。 
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 そして，新保険法が指示する保険政令（2021 年）の 56 条281は，「カンボジア王国にお

いて通行する自動車を所有する自然人又は法人は，保険会社と契約し，自動車の運用に

起因して第三者に生じさせた損害を補償する保険に加入することを義務付けられる。保

険への加入が義務付けられる自動車の種類は以下のとおりである： 

- カンボジア国内で用いられる乗客輸送・貨物運搬商業車両，旅客者が商用に使用

する全ての車種 

- 全ての会社，企業，工場の所有する全ての車種  

- 非政府組織，国際機関，諸協会の車両 

- 牽引ベッド車，又は直接に機械により移動するセメントミキサー車」と規定して

いる。 

 また，新保険法 34 条282では，保険への加入を義務づけるその他の車両（同法 33 条に

よって定められた車両以外の車両）の種類は政令で定めると規定しているにもかかわら

ず，保険政令の中に，他の種類の車両に関する規定は見当たらない。 

 さらに，2002 年 10 月 16 日の「第三者責任保険共同省令」の 2 条283に定められる強制

加入保険の対象自動車を見ても，前記保険政令（56 条）に規定する自動車が保険対象と

されるのは 1 の種類のみを加えている。これ，「乗客輸送・貨物運搬・商業三輪車」であ

る。 

 したがって，現在のカンボジアでは，加入を義務付けられる責任保険制度は確かに導

入されてはいるものの，全ての自動車についてこの制度が適用されるわけではない。そ

のことは，保険に加入していない加害者が自動車事故を起こした場合には，被害者は実

際には損害の補償を受けることができないおそれがある，ということを意味する。 

1.2. 保険金支払請求の対象たる損害に関する規定の問題 

 新保険法では，第三者損害賠償責任保険につき，被害者を救済するために，保険会社

 
281 以下における各種の政令の日本語訳は，筆者によるものである。 

282 新保険法第 34 条「本法 33 条に規定している車両の他は，保険強制を義務づける他の車両の種

類は政令で定める。」 

283 第三者責任保険省令 2 条「カンボジアで発生した事故に対して第三者の責任保険義務を果たさ

なければならない車両の種類は次のとおりである：①カンボジア国内で用いられる乗客輸送・貨

物運搬商業車両，旅客者が商用に使用する全ての車種，②全ての会社，企業，工場の所有する全

ての車種，③非政府組織，国際機関，諸協会の車両，④牽引ベッド車，又は直接に機械により移

動するセメントミキサー車，⑤乗客輸送・貨物運搬・商業三輪車」。 
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が，被保険者の行為又は被保険者の責任の下にある者の行為により①身体損害，②死亡

損害のみならず，③物的損害を受けた第三者に対して，保険金を支払う措置が講じられ

ている284。 

 にもかかわらず，同法 35 条及び 36 条は，保険金額の支払を請求することができる対

象たる損害として，①身体損害及び②死亡損害の２つしか明記されておらず，③財産的

損害の扱いが明確にされていない。 

 すなわち， 

• 新保険法 35 条「全ての第三者が，保険加入自動車を起因として身体に傷害を負

い，又は生命の損害を被った場合，保険会社は，その損害の程度に応じて，適時，

損失又は損害に対する補償をしなければならない。」 

• 同法 36 条「この保険は，少なくとも，交通事故による傷害，後遺障害又は死亡の

被害者に及ぼされるものであり，当該被害者が保険に加入していた当該保険加入

自動車に乗車していたか否かに関わらず適用される。」 

 そのため，これらの規定によると，被害者は，自動車事故によって財産的損害を受け

た場合には，それについて保険会社に保険金額の支払を請求しえないものと思われる。

それゆえ，この点において，被害者の保護を徹底することができないという問題が生じ

るであろう，と推測される。 

1.3. 第三者責任保険金額の最小限の問題 

 第三者保険省令は，第三者損害賠償責任保険における保険金額に関して，最小限の保

険金額を定めている。 

具体的には，次のとおりである285。 

 ㋐  四輸以上の車両について： 

- 一人につき，身体傷害又は死亡した者に対する最小限の保険金額は，5,000＄286で

ある。 

- 一事件につき，身体傷害又は死亡した者に対する最小限の保険金額は，25,000

＄287である。 

 
284 2014 年新保険法の第 23 条を参照。それに，財産的損害の保険金額は，第三者責任保険省令の

保険金額の規定（第三条）がある。 

285 第三者責任保険省令 3 条（筆者による翻訳）。 

286 約 72 万円相当である（2023 年 8 月 25 日の時点で，1 ドルは 145.80 円であり，以下同じ）。 

287 約 364 万円相当である。 
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- 財産的損害に対する最小限の保険金額は，10,000＄288である。 

 ㋑ 三輸以下の車両について： 

- 一人につき，身体傷害または死亡に対する最小限の保険金額は，5,000＄である。 

- 一事件につき，身体傷害または死亡に対する最小限の保険金額は，12,500＄289で

ある。 

- 財産的損害に対する最小限の保険金額は，5,000＄である。 

 この規定に基づき，身体傷害，死亡損害又は財産的損害を被った被害者が保険会社に

対して損害填補として最小限の保険金を請求することができる。 

 しかしながら，この条文によれば，四輪の車両にしろ三輪以下の車両にしろ，また身

体傷害にしろ死亡損害にしろ，被害者は，保険会社に対して，最小限の保険金額として

5000 ドルしか主張することができない。もっとも，死亡損害は身体傷害より損害の範囲

が広いため，同様の保険金額を支払うのは，バランスを失うこととなろう。 

 また，保険金額の規定は最大限度額が設けられていない。したがって，保険の最大額

は各保険会社にゆだねられることになってしまう。   

2. 責任保険制度によること自体の問題 

 カンボジア新民法典 752 条は，「自動車を所有又は管理する者は，その所有又は管理す

る危険物によって他人に生じた損害を賠償する責任を負う」と規定する。また，この規

定は，自動車事故について，加害者が①不可抗力の存在，②危険物の管理瑕疵のないこ

と，および③被害者又は第三者の行為を全て立証することができない限り，その者は免

責されないという無過失責任を定めるものである。すなわち，自動車事故における責任

は厳格化されている。  

 しかしながら，他方において，前述したように被害者に対する損害賠償義務の履行を

確保する保険制度には様々な問題があるため，被害者の完全な救済は果たされえない状

況にある，と解される。 

 とりわけ，カンボジアの現行の損害補償制度の下では，あくまでも不法行為法（損害

賠償法）がその基礎とされる。すなわち，加害者の損害賠償責任が成立しない場合には，

そもそも責任保険制度が働く余地もない。その結果，保険会社がその責任を免れること

となるため，被害者は責任保険による損害の填補を受けることは不可能である。そのた

 
288 約 145 万円相当である。 

289 約 182 万円相当である。 



85 

 

め，被害者に対する迅速で効果的な，そして確実な救済（損害の補償）の実現という観

点からは，現状は十分に満足の行くものではない，と言わなければならない。 

III.  考察 ―カンボジアにおける交通災害保険化構想の導入の提案― 

 日本を含む世界各国において，実際に採用された損害賠償制度の中で様々な手法・対

策が具体的に取り組まれている。 

日本では，賠償資力を確保するための有効な方法として，自賠責保険の契約を締結し

た自動車以外の運行を禁止する自賠法の「強制責任保険」制度を構築した。他方，カン

ボジアにおいては，同じく「強制責任保険」制度の手法を取り入れたものの，当該保険

の対象車両は，すでに確認したように，一定の商業用車両に限定されている。したがっ

て，個人の有する自家用車などは当該制度の適用外となり，これら適用外の車両によっ

て自動車事故が発生した場合には，被害者はこの制度による保護を受けることはできな

いことになってしまう。自動車事故による被害者の十分な救済を確実なものとするため

には，そのための第一歩として，すべての自動車について，責任保険への加入を義務付

ける制度の構築が求められる。 

 次に，日本では，全ての自動車に関して「強制責任保険」制度が導入されているもの

の，被害者が保険によってその損害の填補を受けられるには，その前提として，加害者

に損害賠償責任が発生していることが不可欠である。 

 これもすでに詳しく論じたように，このような手法は，①加害者に損害賠償責任が発

生しない場合または被害者が加害者の損害賠償責任の成立を立証することができない場

合，あるいは事故が自損事故である場合には，責任保険は給付されない，②保険金支払

いや訴訟の遅延によって制度運用のコスト高がもたらされることなどの様々な問題点を

抱えている。また，まさしくそれらの問題点を理由として，これまで利用されてきた不

法行為責任による解決の道を制限しようとする傾向が，各国に見られるところである。

すなわち， 自動車保険，特に強制加入の自動車保険に関して，責任の前提としての過失

の有無を問題としない，いわゆるノーフォルト保険や，保険を責任から解放した傷害保

険ないし災害保険の導入が提唱されている290。 

 不法行為法を保険制度と交代させようとする改革の動きは，具体的な提案を伴ってい

るかどうかは別としても，すでに殆どの国で始まっている（アメリカ，ドイツ，ニュー

ジーランド等）。このことは，被害者の補償・救済という観点から見た解決策を模索する

 
290 例えば，吉川・前掲注 211）10 頁，藤岡・前掲注 19），佐藤・前掲注 19）など。 
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上で，今後のカンボジアにおいても当然に影響を及ぼすことであり，抜本的改革の必要

性について，現実の問題として考えることが必要である。また，序章において述べたよ

うに，カンボジアは，日本よりも自動車事故の発生件数が多い国であり，自動車保険契

約者に保険料の負担の増大を求めるならば，その結果として事故の発生件数が減少する

こと，すなわち，被害者の予防的保護が推進されることも期待される。 

以上の諸点に鑑みるならば，カンボジアにおいては，現行の損害賠償制度に代えて，

交通災害保険化の構想に基づく新しい制度，特に，前述したようないわゆる単線型の制

度を導入すべきである，と思われる。 
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第 4 章 自動運転社会におけるあるべき民事法理の探求 

序 

 近年では人口知能（Artificial Intelligence. 以下，AI とする）を利用した自動運転技術

の進展がめざましい291。AI の投入は，人が行ってきた決定や行為を自動化し・AI の判断

や機械の自動動作に置き換わることを意味する292。自動運転技術の進展により，交通事

故の削減，交通渋滞の緩和，環境負荷の軽減，高齢者等の移動手段の確保といった様々

な便益が期待されいる293。しかし，自動運転に起因する交通事故に関して，従来の民事

責任については，変化が生じることになり，法制度を整備することが求められよう。 

I. 自動運転における民事責任法の課題 ―問題状況・問題意識― 

 現代社会では，あくまでも一人一人の人間が中心になる世界を前提とした上で，AI な

どの技術の利用を進めていくことが必要不可欠な状況であるといえよう。 

ところが，自動で運転する車（以下「自動運転車」という）は様々な利便性がある反

面，その自動車に構造上の欠陥又は機能の障害が生じた際には，これまでに想定してい

なかったさまざまな新しい問題がもたらされることも予想される。現在の日本では，あ

る自動車の運行によって人の生命・身体が侵害され，損害（人損）が発生した場合には，

その自動車を自己のために運行の用に供した者（運行供用者）が当該損害を賠償すべき

責任を負う（自賠法 3 条）。これは，自動車の運行（損害発生の危険源）を支配していた

者が，その運行に基づく損害を――過失（注意義務違反）の有無にかかわらず――賠償

しなければならない，という危険責任原理に依拠するものである。 

 他方で，自動運転車の走行（個別・具体的な経路や交通状況に応じたその操縦）は，

当該自動車の実際の搭乗者ではなく，その自動車に搭載された AI によって統御される。

そのため，自動運転車の運行供用者，すなわちその運行を支配する者は，搭乗者ではな

く，当該自動車の製造者（典型的には自動車メーカー）であると考えられる。したがっ

て，上記危険責任原理によれば，自動運転車による自動車事故については，その自動車

の製造者が人損に関係するすべての賠償責任を負うべきこととなる。 

しかし，これでは，製造者に課される賠償のリスクが莫大なものとなり，これを嫌う

 
291 藤田・前掲注 20）「特集・自動車運転と民事責任」14 頁。 

292 橋本・前掲注 89）54 頁。 

293 金泉浩二「自動運転の法的課題（民事上の責任の観点から）」法とコンピュータ 35 号（2017 年）

57 頁。 
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製造者が自動運転車の開発自体をためらったり，当該リスクを利用者に転嫁するために

販売価格を高額なものとしたりすることで，自動運転車の普及＝「良い」自動運転社会

の到来が妨げられることともなりかねない。 

このような事態を避け，「良い」自動運転社会の恩恵を多くの人々（特に，たとえば身

体障害や高齢のために自ら自動車を運転することが困難であり，自動車の積極的な利用

を通じた社会への参加を躊躇する人々など）が受けられるようにするためには，自動運

転車による自動車事故が生じた場合における人損（さらには物損）の，関係当事者間に

おける公平な分配の仕方を考察し，これを基礎付けるための新しい法理とこれを基礎と

する新たな法制度を構築することが不可欠である。 

Ⅱ. 本章の概観 

本章では，人工知能を活用した自動車の自動運転が実現し，それが常態と化した社会

（以下，自動運転社会という）が早晩，日本やカンボジアにも到来することを見据えて，

自動運転車が自動車事故を惹起した場合におけるその事故のあるべき法的処理の仕方，

特に民事法上のあるべき処理の仕方について比較法的・歴史的・原理的な分析を展開し，

これを踏まえて，当該事故の公正な処理に適した新たな法制度の立法提案を試みる。具

体的には，①自動運転車による自動車事故に基づく損害を填補すべき主体の探求，②あ

るべき事故処理方法を実質的に妥当なものとして正当化しうる一般的な法原理の構築，

そして，③として①と②とを踏まえた具体的な法制度の提案の３点を個別的課題として

設定する。 

第 1 節 日本における自動運転技術等の状況 

はじめに，日本における自動運転技術の発達状況を簡単に確認しよう。 

I. 運転の自動化のレベルの定義 

 日本における自動運転システムについては，アメリカに倣ってレベル 1 からレベル 5

の段階による発展的な区別が採用されている294。SAE International の J3016（2016 年 9

月）の日本語参考文である JASO TP 18004 によると，運転自動化システムのレベル分類

は以下のとおりである295。 

 
294 窪田充見・今井猛嘉・肥塚肇雄「「自動運転」を考える」法学教室 463 号（2019 年）24 頁。 

295 公益財団法人自動車技術会「自動車技術会・自動車用運転自動化システムのレベル分類及び定
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 まず，レベル 1（運転支援）及びレベル 2（部分運転自動化）に対応する役割の区分で

ある。これは，運転自動化システムが継続な動的運転タスクの縦方向及び/又は横方向の

車両運動制御のサブタスクを持続的に実行する場合，運転者はこれらを行わないが，残

りの動的運転タスクの実行（レベル 1）や，自動化システムが行うサブタスクの検知・応

答を完了し，システムを監督すること（レベル 2）が期待されている役割の区分である。 

 次に，レベル 3（条件付運転自動化）に対応する役割の区分では，運転自動化システム

が全ての動的運転タスクを実行するため，利用者は動的運転タスクを実行しない。しか

し，動的運転タスク実行システムに関連するシステム故障が生じたときや運転自動化シ

ステムがその限定領域から離れようとしているとき，さらには動的運転タスクの作動継

続が困難となる場合には，その介入要求への応答準備ができている利用者が動的運転タ

スクの代替実行をすることを期待されているレベルである。  

 最後に，レベル 4（高度運転自由化）及びレベル 5（完全運転自由化）に対応する役割

の区分である。このレベルはレベル 3 と同様に，すべての動的運動タスクを自動化シス

テムが持続的（レベル 4）もしくは持続的かつ無制限（レベル 5）に実行するのみならず，

全ての動的運転タスク及び動的運転タスクの作動継続が困難な場合への応答を実行する

場合に，自動運転システムが作動している間は，車両内の全ての利用者は乗員であると

いうものである。つまり，車両に乗車するすべての者が自動運転に介入する必要がある

ことは期待されていないレベルまで自動運転化された状態である。 

 厳密には，この自動運転レベルは，レベル０（運転自動化なし）からレベル５までの 5

段階の区分が一般的に用いられている。レベル 0 とは，運転自動化のシステムが存在せ

ず，運転者が全ての動的運転タスクを実行するという従来の自動車運転のことである。

自 動 運 転 の レ ベ ル は ， い ず れ の レ ベ ル に お い て も ， ド ラ イ バ ー は い つ ま で も 

システムの制御に介入することができるとされている296。公益社団法人自動車技術会で

は，これら 5 段階の要素の観点からまとめた自動運転システムを，以下の表のとおり分

類している297。 

 

 

義」（『公益財団法人自動車技術会ホームページ』2018 年 2 月 1 日）18 頁。

〈https://www.jsae.or.jp/08std/data/DrivingAutomation/jaso_tp18004-18.pdf〉。 

296 山口・前掲注 20）335 頁 

297 自動車技術会・自動車用運転自動化システムのレベル分類及び定義，19 頁表「表１－運転自動

化レベルの概要」を引用。 

https://www.jsae.or.jp/08std/data/DrivingAutomation/jaso_tp18004-18.pdf〉。
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【図表】自動運転化レベルの定義 

レ

ベ

ル 
名称 

定義（口語表現） 

動的運転タスク 
動的運転

タスクの

作動継続

が困難な

場合への

応答 

限定領域 

 

持続的な

横・縦の

車両運動

制御 

対象物・

事象の検

知及び応

答 

運転者が一部又は全ての動的運転タスクを実行 

０ 
運 転 自 動

化なし 

 

運転者が全ての動的運転タスクを

実行。（予防安全システムによっ

て支援されている場合も含む）。 

運転者 運転者 運転者 適用外 

１ 運転支援 

 

運転自動化システムが動的運転タ

スクの縦方向又は横方向のいずれ

か（両方同時ではない）の車両運

動制御のサブタスクを特定の限定

領域において持続的に実行。この

際，運転者は残りの動的運転タス

クを実行する事が期待される。 

 

運転者と 

システム 

運転者 運転者 限定的 

２ 
部分運転 

自動化 

 

運転自動化システムが動的運転タ

スクの縦方向及び横方向両方の車

両運転制御のサブタスクを特定の

限定領域において持続的に実行。

この際，運転者は動的運転タスク

のサブタスクである対象物・事象

の検知及び応答を完了し，システ

ムを監督する事が期待される。 

 

システム 運転者 運転者 限定的 
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自動運転システムが（作動時は）全ての動的運転タスクを実行 

３ 
条件付運

転自動化 

運転自動化システムが全ての動的

運転タスクを限定領域において持

続的に実行。この際，作動継続が

困難な場合への応答準備ができて

いる利用者は，他の車両のシステ

ムにおける動的運転タスク実行シ

ステムに関するシステム故障だけ

でなく，自動運転システムが出し

た介入の要件を受け容れ，適切に

応答することが期待される。 

システム システム 

作動継続

が困難な

場合への

応答準備

ができて

いる利用

者（代替

中ドライ

バーにな

る） 

限定的 

４ 
高度運転 

自動化 

運転自動化システムが全ての動的

運転タスク及び作動継続が困難な

場合への応答を限定領域において

持続的に実行。作動継続が困難な

場合，利用者が介入の要求に応答

することは期待されない。 

システム システム システム 限定的 

５ 
完全運転 

自動化 

運転自動化システムが全ての動的

運転タスク及び作動継続が困難な

場合への応答を持続的かつ無制限

に（すなわち，限定領域内ではな

い）実行。作動継続が困難な場

合，利用者が介入の要求に応答す

ることは期待されない。 

システム システム システム 限定なし 

Ⅱ. 自動運転車による自動車事故に基づく損害を填補すべき主体の探求 

 冒頭に述べたように，自動運転により，移動手段の確保といった様々な便益が有して

おり，人間による運転と比べて，安全性能の向上することと様々な便益の運転が期待さ

れる。とはいえ，AI の運転ミス（自動運転システムの欠陥）による事故は，人々に新た

なトラブルを発生させることにもなる。自動運転システムが原因となった事故の類型と

しては，①濃霧のため衝突被害軽減ブレーキの作動が困難な状況において，衝突被害軽

減ブレーキが作動せずに渋滞中の前車に追突をしたことによる事故，②衝突被害軽減ブ
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レーキが作動せずに，渋滞中の前車に追突をしてしまったものの，マニュアル等に示さ

れた衝突被害軽減ブレーキが制動しない状況は存在しなかった場合，③歩行中，前方に

障害物が無いにもかかわらず，突然，衝突被害軽減ブレーキが急作動して，この影響で

後続車に追突された事故等が挙げられる298。したがって，自動運転による事故は，歩行

者，天候，道路状況などの外的な要因によって生じることもあるため，これまでの製造

物における事故とは異なる状況が発生する可能性があると解される。そのため，自動走

行システムの欠陥によって生じる事故は，いくつかの修正を加えられながらも基本的に

はドライバーの過失責任を基礎してきたこれまでの法制度（民法や自賠法及びそれに基

づく責任保険制度）のみでは十分に対応できない可能性がある299と主張されている。す

なわち，自動運転車による自動車事故においては従来の法的課題も生じると言わざるを

得ない。 

 自動車事故により損害を被った被害者は，加害者に対して不法行為責任を明記した民

法 709 条に基づき，または運行供用者に対して自賠法 3 条に基づき，損害賠償を請求す

るのが通常である。さらには，当該自動車事故が自動車の構造上の欠陥の問題に起因す

る場合には，製造物責任法 3 条に基づき製造業者に対し，損害賠償責任を追及すること

もある。ここでは，自動運転車に起因する自動車事故に関して，既存の民事責任法理を

変容させる必要性の有無を論ずる。主に問題となるのは，①一般不法行為責任（民法

709 条）に関する運転者の故意・過失，②運行供用者責任（自賠法 3 条）に関する責任主

体と免責三要件のほか，③製造物責任（製造物責任法 3 条）である。  

1.  一般不法行為責任 

 まずは，民法における不法行為法の基本原則の規定を概観してみよう。 

 不法行為による損害賠償責任に関する原則（一般不法行為責任）として，民法 709 条

は「故意また過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は，これ

によって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している300。そして，帰責原理は過

失責任主義（過失なければ，責任なし）であり，損害賠償請求の成立要件は，①行為者

の故意・過失，②権利又は法律上保護される利益の侵害，③損害の発生，④因果関係と

なる301。また，一般不法行為責任には，損害賠償範囲の限定はない。 

 
298 窪田充見「自動運転と販売店・メーカーの責任」ジュリスト 1501 号（2017 年）31 頁。 

299 山口・前掲注 20）332 頁。 

300 栗田・前掲注 20）27 頁。 

301 潮見佳男『債権各論 II 不法行為法』（新世社，第 4 版第２刷，2021 年）の文献を参照する。 
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なお，自動車の人的損害による損害賠償責任については，すでに繰り返し指摘してい

るように，民法の特別法として自賠法が制定されている302。これに対して，物的損害に

ついては，民法の基本原則が適用される303。 

現在の民法 709 条の過失の判断基準は，加害者の立場に置かれた一般人を名宛人とす

る客観的な注意義務への違反が認められるか否かである304。では，完全自動運転レベル

4-5 において，誰にこのような①過失が認められるであろうか。 

 運転自動化システムレベル４は全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への

応答を限定領域において持続的に実行するものと定義される。また，レベル５は，運転

自動化システムが全ての動的運転タスク及び作動継続が困難な場合への応答を持続的か

つ無制限に（すなわち，限定領域内ではない）実行するシステムである。さらに，運転

自動化システムレベル 4-5 では，作動継続が困難である場合，利用者が介入の要求に応

答することは期待されない。したがって，レベル４（限定領域の範囲外を除く）とレベ

ル 5 とにおいては，運転者は不在であり，技術的には，搭乗者が運行の制御を行う必要

もなく，欠陥等にも全く関与しない。このため，「自動運転システムを使用した者を行為

者と評価することはできるが，通常，この者は損害の発生を予見することも回避するこ

ともできないから，原則として過失は否定されることになる」305と主張されている306。

なお，整備不良に起因する事故については，自動運転システムのレベルにかかわらず，

車両などの措置の整備不良（自動運転システムのアップデートなどを怠った）に関して

責任を有する者又は運転者が不法行為責任を問われることになる307。 

 しかしながら，自動車事故による人的損害については，これに自賠法が適用されるた

め，上記の運転者は，その過失の有無にかかわらず，同法 3 条ただし書き所定の免責要

件が立証されない限り，損害賠償を免れない。このため，自動運転システムの利用者は，

自らの過失を否定されたとしても，人身事故の賠償責任に問われることとなる。しかし，

 
302 浦川道太郎「自動運転における民事責任のあり方」法律のひろば 71 巻 7 号（2018 年）23 頁。 

303 浦川・前掲注 302）24 頁。 

304 近内京太「自動運転自動車による交通事故の法的責任～米国における議論を踏まえた日本法の

枠組みとその評価～〔下〕」国際商事法務 44 巻 11 号（2016 年）1610 頁。 

305 栗田・前掲注 20）29 頁。 

306 レベル 4 以上の自動運転システムにおいて，過失責任を問うことができないとする見解として，

近内京太・前掲注 304）1611 頁。また，物的損害について，自動運転車の運転者の過失は考えに

くいことから，運転者やその使用者の責任を追及することは困難であると述べたのは，佐野誠

「多当事者間の責任の負担のあり方」藤田友敬編『自動運転と法』（有斐閣，2018）200 頁。 

307 栗田・前掲注 20）29 頁。 
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自賠法 3 条の射程が完全自動運転（レベル５）まで及ぶとしても，自賠法 3 条の適用が

ない物損事故については，現在とは変化が生じることになると思われる。すなわち，被

害者が加害者の過失を立証することができなければ，物損に関する賠償責任を追求しえ

ず，被害者の保護に欠けることになってしまう308。 

 浦川道太郎博士によれば，このような問題に対する最良の対処法は，「ドイツの道路交

通法のように，『他人の生命，身体又は物を害したとき』と定めて，自賠法 3 条の保護範

囲を物的損害に拡張すること309であるが，この解決策は，ノーロス・ノープロフィット

を原則とする自賠責保険のあり方とも関連し，なお十分に考えるべき問題を含んでいる」

310。 

しかし，このような解決策をとった場合には，自動運転車の所有者などが，人的賠償

責任保険のみならず，物的賠償責任保険にも（強制的に）加入しなければならないため，

大きな負担を負うことになる恐れがある。これに加えて，自賠法の根本的な見直しが求

められることとなるため，事実上は困難な手続であると解される。しかしながら，自動

運転車の導入により，自動車事故の発生頻度は減少し，さらに，これにより損害もまた

減少することに伴って，より低い保険料が実現することも予想される。そのため，保険

料を大きく増加することなくこれらの改正を行うことも可能となるとの指摘もある311。 

2. 運行供用者責任を適用する可能性 

 次に，自賠法の被害者保護の仕組みを踏まえて，自動運転車の実用化に向けた自賠法

の在り方について考察する。 

2.1. 自動運転と自賠法上の運行供用者に関する問題 

 第一章で見たように，現在の判例は，自賠法上の責任主体である運行供用者に関する

判断基準について，おおむね運行支配と運行利益の双方に鑑みた認定を行っている。す

なわち，賠償責任の主体となる「運行供用者」は，自動車の運行について運行支配と運

 
308 浦川道太郎「自動走行と民事責任」NBL1099 号（2017 年）36 頁。 

309 同様に自賠法 3 条の賠償範囲を物損に広げることを主張するのは，近内京太「自動運転自動車

による交通事故の法的責任～米国における議論を踏まえた日本法の枠組みとその評価～〔下〕」国

際商事法務 44 巻 11 号（2016 年）1615 頁。 

310 浦川・前掲注 308）36 頁。 

311 以上につき，近内京太「自動運転自動車による交通事故の法的責任～米国における議論を踏ま

えた日本法の枠組みとその評価～〔下〕」国際商事法務 44 巻 11 号（2016 年）1615 頁。 
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行利益という２つの要素を満たしているか否かによって判断される。当該判断基準につ

いて，まず「運行利益」の帰属については，完全自動運転の場合を含め，自動運転車に

ついても従前と同様に理解することができよう312。そして，「運行支配」については，車

両の運行を指示・制御すべき立場にあれば，たとえ他人が車両を運転する場合であって

も認められる313。このように，たとえ自動運転技術が発展したとしても，自賠法所定の

運行供用者責任が発生しうるものと思われる。 

 日本では，現在に至るまで，民事責任の法制度では運転者の過失により自動車事故が

発生した場合，運行供用者責任によってその処理が行われてきた。これに対して，肥塚

肇雄弁護士は，自動運転のレベル３は「最終的にオーバーライドができるわけであるか

ら自動車の運行を支配し，それに対する利益を持っている者の存在が認められ，その者

が結局は運行供用者責任を負うことになる」と述べ，そのため「この場合については従

来の枠組を大きく変えるものではない」とする見解を示している314。したがって，この

レベルまでであれば，従来の自賠法による運行供用者責任に関する判断枠組みを維持す

ることができる（また実際に維持される）ものと考えられる。 

 完全自動運転（レベル５）を利用中に，何らかの車両側の欠陥により事故が発生した

とき，従来の民事責任法をそのまま適用することが可能であるか否かが問題となる。す

なわち，現行の自賠法による運行供用者責任を維持することできるのか，またその判断

基準もそのまま維持することができるのかが今後の自動運転社会の発展的存続に向けた

大きな問題となるため，慎重に検討を行って整理しなければならない。 

この点に関して，運行供用者責任に関する議論では，自動運転車の所有者，自動運転

車を利用する運送事業者などに運行支配・運行利益は認められる315と主張する学説も見

られる一方，運行支配を認めることができるかについては，いくつかの疑問316が提示さ

れている。 

そこで，以下，運行供用者責任の適用の可否について検討したい。 

 
312 藤田友敬「自動運転と運行供用者の責任」藤田友敬編『自動運転と法』（有斐閣，2018） 

134 頁。 

313 藤田・前掲注 312）134 頁〔藤田友敬執筆〕は，最判昭和 45・7・16 民集 100 号 197 頁等の判

例を指示する。 

314 窪田・前掲注 20）「「自動運転」を考える」28 頁。  

315 完全自動運転においても，「運行支配」・「運行利益」を認めるものとしては，国土交通省報告

書，7 頁，浦川・前掲注 308）32 頁など。 

316 栗田・前掲注 20）30 頁など。 
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2.2. 運行供用者責任を維持することの妥当性に関する議論 

 日本では 2020 年 4 月に自動運転レベル３の車両の公道走行を可能とする法整備がなさ

れ，同年 11 月に世界で初めて条件付自動運転車（レベル 3）の型式指定が行われた317。

そして，日本政府は 2025 年を目途に高速道路を走行する乗用車においてレベル４を実現

させるとしている318。 

 今後，自動運転技術の進展した社会において，自動運転システムレベル５の利用中に

自動車事故が発生したとき，当該事故の責任関係に係る制度面での取組が問題となる。

このため，日本では自動運転における民事責任を如何に解するかという観点から，自賠

法に関する運行供用者責任についての関係省庁による報告書や学説等から検討を開始し，

整理を進めていく。 

2.2.1. 関係省庁における議論 

（1）国土交通省報告書 

 第 1 として挙げるのは，国土交通省の報告書である。自動運転システム利用中の事故

について，自動車事故の被害者保護を目的として制定された自賠法に基づく損害賠償責

任の在り方に関する検討を行うため， 2016 年 11 月に国土交通省自動車局に「自動車に

おける損害賠償責任に関する研究会」（以下「本研究会」と呼ぶ）が設けられ，検討が開

始され，上記報告書をまとめるまで，2016 年 11 月から 2018 年 3 月の期間中に計 6 回の

研究会が開催された。 

 当該報告書においては，自動運転における損害賠償責任について，５つの論点が示さ

れている319。 

• 論点①；自動運転システム利用中の事故における自賠法の「運行供用者責任」を

どのように考えるか。 

• 論点➁；ハッキングにより引き起こされた事故の損害（自動車の保有者が運行供

用者責任を負わない場合）について，どのように考えるか。 

 
317 椛澤亮一「自動運転レベル」KYB 技報 第 63 号（2021 年）47 頁。 

318 椛澤・前掲注 317）47 頁。 

319 国土交通省自動車局「自動運転における損害賠償責任に関する研究会報告書」（『国土交通省ホ

ームページ』国土交通省 2018 年 3 月）３頁

〈https://www.mlit.go.jp/common/001226452.pdf〉。「最終アクセス日：2023 年 8 月 25 日」 

https://www.mlit.go.jp/common/001226452.pdf〉。「最終アクセス日：2023
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• 論点➂；自動運転システム利用中の自損事故について，自賠法の保護の対象

（「他人」）をどのように考えるか。 

• 論点④；「自動車の運転に関し注意を怠らなかった」について，どのように考え

るか。 

• 論点⑤；地図情報やインフラ情報などの外部データの誤謬，通信遮断等により事

故が発生した場合，自動車の「構造上の欠陥又は機能の障害」があるといえるか。 

 また，本研究会によると，論点①に関する運行供用者責任につき，自動運転システム

利用中の事故により生じた損害賠償責任を誰が負担すべきかについて，現行の自賠法を

維持することを前提とした上で，以下の 3 つの案が整理された320。 

【案①】従来の運行供用者責任を維持しつつ，保険会社による自動車メーカー等に対す

る求償権行使の実効性確保のための仕組みの検討。 

【案②】従来の運行供用者責任を維持しつつ，新たに自動車メーカー等に，自賠責保険

料としてあらかじめ一定の負担を求める仕組みの検討。 

【案③】従来の運行供用者責任を維持しつつ，自動運転システム利用中の事故について

は，新たにシステム供用者責任という概念を設け自動車メーカー等に無過失責任を負担

させることの検討（全てのレベルの自動運転に自賠法を適用することを前提とする。）。 

 その後，本研究会は，上記①～③の各案を検討した結果，【案➀】「従来の運行供用者

責任を維持しつつ，保険会社等による自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性確

保のための仕組みを検討」することが適当であるとされた。この案によれば，被害者に

対して第一次的責任を負う者は，運行供用者であり，事故の原因が自動車の欠陥にある

場合，運行供用者は自動車メーカーに対して，その欠陥があったことを理由として，製

造物責任を追及し，求償を行う。すなわち，自動車メーカーが最終的にその損害賠償責

任を負担することとなる。【案➀】を支持する理由として委員から提示された意見は，次

の 3 つである321。 

1) 運行供用者責任とは，危険物を保持する者はその危険がもたらす損害について

賠償責任を負わなければならないという「危険責任」（運転に由来する危険と

機器（自動車）本体に由来する危険が不可欠一体となったものが対象）と利益

の存するところに損失も帰せしめるべきとする「報償責任」に基づく責任であ

 
320 国土交通省自動車局・前掲注 319）7 頁。 

321 国土交通省自動車局・前掲注 319）10 頁。 
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り，自動運転であっても運行供用者に係る責任は変わらない。 

2) 運行供用者責任は，自動運転システムを前提としても，かなり幅広い射程を有

していると考えられ，自動運転車を保有者や運転者に代わって自動運転システ

ムが操作するとしても運行供用者責任は問うことができると考えられる。 

3) 迅速な被害者救済の観点からは，現在の自賠法の仕組みに基づいて，運行供用

者が責任を負うべきとするのが最も有効であり，自動運転の場合においても，

被害者の救済が後退してはならない。 

 これに加えて，【案①】については，「自動車ユーザーや自動車メーカー等の適正な責

任分担のために保険会社などによる自動車メーカー等に対する求償権行使の実効性確保

に向けた検討が必要である」との課題が残されている322。 

また，本報告書では，上記【案①】から【案③】に関して，論点①に関する運行供用

者責任の損害賠償責任者について，次のように幾つかの問題点が挙げられている。 

 まず，「自動運転でも自動車所有者，自動車運送事業者等に運行支配及び運行利益を認

めることができ，運行供用に係る責任は変わらない」との見解が指摘されている323。す

なわち，完全な自動運転車に関しても，当該自動車の所有者に対する運行支配の存在を

肯定しうる，とされている。「レベル５では運転者が不在となるが，自動運転装置を始動

させて目的地を定めて走行させることで，運行供用者は，運行を支配して」いるものと

考えられる，とされる324。その上で，【案①】によると，自動運転システム利用中の事故

により生じた損害賠償を負う最終責任者は自動運転車メーカーとなるとされている。し

かし，責任のリスクが製造業者にある場合に起こりうる問題については，本研究会では

議論されなかった。さらに，本研究会における議論の対象車は，2020 年から 2025 年頃

の過渡期の自動運転システムレベル 0 から４までに限定されており，レベル５の自動車

は除かれている。したがって，レベル５については，【案①】が適切な解決策であるかど

うかは，なお明らかではない。運行供用者責任の判断基準につき，完全自動運転車（レ

ベル５）との関係では，運転への関与の度合いが著しく減少する所有者に，そもそも運

行支配があるのか，との疑問は解消されていないのが現状である，と言えよう。 

 
322 国土交通省自動車局・前掲注 319）10 頁。 

323 国土交通省自動車局・前掲注 319）7 頁。 

324 国土交通省自動車局第 3 回の「関係者，関係団体からのヒアリング結果」（『国土交通省ホーム

ページ』国土交通省 2017 年 4 月）３頁（有識者 C 発言）

〈https://www.mlit.go.jp/common/001183094.pdf〉「最終アクセス日：2023 年 8 月 25 日」。 

https://www.mlit.go.jp/common/001183094.pdf〉「最終アクセス日：2023
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（2）警察庁委託事業報告書 

 警察庁委託事業では，調査研究に当たり，調査方法及び調査内容の検討，調査結果の

分析，課題の調整等を行うために「自動走行の制度的課題等に関する調査検討委員会」

（以下「調査検討委員会」という）が設置された325。2015 年 10 月 23 日から 2016 年３

月 2 日までの間に 5 回の調査検討委員会が開催され，「自動走行の制度的課題等に関する

調査研究報告書」を作成した326。                                 

 この調査研究では，交通の安全と円滑を図る観点から，自動走行システムの進展を支

援することを目的として，①自動走行システムに関する公道実証実験のためのガイドラ

イン案の作成，②自動走行についての法律上・運用上の課題の検討・整理を行った327。 

 自動走行に係る民事上の責任について，上記報告書では，「レベル３までは，現状のと

おり，交通事故が発生した場合には，自動車損害賠償保障法（昭和 30 年法律第 97 号）

等が適用され，原則として同法第 3 条に規定する自己のために自動車を運行の用に供す

る者が損害を賠償する責任を負うこととされ，当該者以外の者の責任については，故意

または過失の有無等，個別具体的な事情により判断されることとなる」とされた328。す

なわち，当該報告書は，レベル３までは運行供用者責任をそのまま維持すると結論づけ

た。しかし，自動運転車レベル 4-5 について，自賠法を適用し運行供用者の責任を適用

することが可能であるか否かは，明確にされていない。 

（3）経済産業省・国土交通省委託事業報告書 

 自動走行の実現には，技術開発や制度整備と同時に，社会受容性の醸成が不可欠であ

るところ，経済産業省・国土交通省の委託事業として，「スマートモビリティシステム研

究開発・実証事業 自動走行の民事上の責任及び社会受容性に関する研究」が 2016 年から

行われ，「① 自動走行車の効果が最大限発揮されるために，自動走行技術をユーザーに正

しく理解してもらう必要がある。ユーザーに正しく自動走行技術を理解してもらう取組

の一つとして，ユーザー期待と技術のギャップ，事故時の責任関係を整理し，社会受容

 
325 株式会社日本能率協会総合研究所・警察庁委託事業「自動走行の制度的課題等に関する調

査研究 報告書」（2016 年）２頁

〈https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/jidosoko/kentoiinkai/report/honbun.pdf〉「最終ア

クセス日：2023 年 8 月 25 日」。 

326 株式会社日本能率協会総合研究所・警察庁委託事業・前掲注 325）3 頁。 

327 株式会社日本能率協会総合研究所・警察庁委託事業・前掲注 325）1 頁。 

328 株式会社日本能率協会総合研究所・警察庁委託事業・前掲注 325）79 頁。 

https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/jidosoko/kentoiinkai/report/honbun.pdf
https://www.mlit.go.jp/common/001183094.pdf〉「最終アクセス日：2023
https://www.mlit.go.jp/common/001183094.pdf〉「最終アクセス日：2023
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性を検証することで，製造事業者，ユーザーの実施すべき事，双方のコミュニケーショ

ンのあり方を整理する。 ② また，必要に応じて自動走行車を製造事業者が市場投入，ユ

ーザーが利用するにあたって参照すべきガイドラインを作成する」329との目的を達成す

べく，2017 年 3 月に報告書が公表された。 

 上記研究では，自動走行車による事故に関する民事責任として，どのような点が現在

から変化し得るのかを検討し，法的論点について議論された。その結果，自賠法につい

て，「現行の自賠法は，自動車が新技術であった 19 世紀初めのドイツにルーツを持つ。

自動車の技術的・物理的な危険性が非常に高かった時代に，交通事故被害者の救済のた

め，自動車の運行に関わる人身損害は自動車自体の欠陥・機能不全を含めて全て運行供

用者（主に車両の保有者）が責任を持つとして組み立てられた制度である。また，自動

車は，前時代の馬車に代替するものであり，馬車の御者の誤操作と動力である馬（動物）

の暴走等の危険との類推から，運転者と装置の両方の危険に自動車保有者（運行供用者）

が責任を負うことは受け入れられた。そして，運行供用者は，運行支配と運行利益を持

つ者と定義されている。この考え方から，自動走行という新たな新技術を迎える現代で

も，対歩行者・被害者という点では，自動走行レベルが 4，5 でも自賠法と自賠責制度で

対応が可能と解釈できる」330。そして，「レベル 4，5 の場合，乗員が運転をコントロー

ルすることがなくなるが，運行供用者の定義は変わらない」331ことを指摘した。 

 このように，上記研究では，自動運転レベル４，５においても，現行の運行供用者責

任を維持すべきものとされている。すなわち，自賠法の趣旨からすれば，どのレベルに

ついても運行供用者責任を認めることが可能である，とされる。 

（4） IT 総合戦略本部・官民データ活用推進戦略会議の大綱 

 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議（以下

「本会議」という）は，社会受容性と国民の納得感を前提としつつ，高度自動運転の迅

速な実用化を達成するという観点から，迅速な被害者救済を第一として検討を行った。

その際，自動運転技術の開発動向，各種の関連法規に関する議論，国際的議論の状況を

踏まえた具体的な検討を行い，2018 年 4 月 17 日に「自動運転に係る制度整備大綱」報

 
329 株式会社 テクノバ編・平成 28 年度経済産業省・国土交通省委託事業「スマートモビリティシ

ステム研究開発・実証事業 自動走行の民事上の責任及び社会的受容性に関する研究報告書 」

（2017 年）1 頁〈https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/H28FY/000541.pdf〉。 

330 株式会社 テクノバ編・前掲注 329）28 頁。 

331 株式会社 テクノバ編・前掲注 329）28 頁。 
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告書を作成し，発表した。本会議では，自動運転システムによって生じた事故に関する

損害賠償責任に関して，以下の２つの論点を検討した332。 

 ① 自動運転システム利用中の事故により生じた損害についても，従来の運行供用者責

任を維持する。なお，保険会社などから自動車メーカー等に対する求償権行使の実行性

確保のための仕組みを検討する333。 

（限定地域での無人自動車移動サービス（レベル 4）については，車両の保有者である自

動車運送事業者を運行供用者とし，高速道路での隊列走行トラックについては，走行形

態に応じて運行供用者を特定する。）334 

 ② ハッキングにより引き起こされた事故の損害（自動車の保有者が運行供用者責任

を負わない場合）に関しては，政府保障事業で対応することが妥当であると考えられる。

他方，例えば自動車の保有者などが必要なセキュリティ上の対策を講じておらず保守点

検義務違反が認められる場合には上記の通りではないと考えられる335。 

 上記報告書によると，本会議では，自動運転システム利用中の事故における自賠法の

運行供用者責任について，既に取り上げた国土交通省の報告書における【案➀】を支持

している。また，それゆえ，本会議の課題としては，国土交通省の報告書と同様に，完

全自動運転であるレベル５において自賠法が定める運行供用者責任に関する判断基準を

どのように考えるかが明らかになっていない，ということを指摘することができる。 

 以上のように，各省庁の調査研究では，全体として，自賠法上の運行供用者責任を維

持する立場が支持を集めている。しかしながら，自動走行であるレベル４及びレベル５

においては，自賠法の運行供用者責任の適用可能性の有無・判断基準の具体的なあり方

がなお明確ではない，と解される。 

2.2.2. 学説の議論 

 第 1 章で検討したように，運行供用者責任の判断する要素には，運行利益と運行支配

があるかどうかを決めている。しかし，自賠法の議論では，運行支配と運行利益は両方

とも必要なのかという問題があり，①両方が必要であるという説と，②そのどちらか一

 
332 高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議 

「自動運転に係る制度整備大綱」（2018 年 4 月 17 日）18 頁

〈https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180413/auto_drive.pdf〉。 

333 官民データ活用推進戦略会議・前掲注 332）18 頁。 

334 官民データ活用推進戦略会議・前掲注 332）18 頁。 

335 官民データ活用推進戦略会議・前掲注 332）18 頁。 

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/kettei/pdf/20180413/auto_drive.pdf
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方で足りるという考え方とが存在する336。しかし，自動運転技術レベル 4-5 では，「乗員

のコントロールがない場合において，乗員の運行供用者を認めてよいかという点は議論

の余地がある」と指摘されている337。そして，レベル４相当での運転を開始させた人は

運行利益を得ているけれども，運行支配はないのではないかという疑問を呈している338。

このため，「運行支配」と「運行利益」とを当該搭乗者に肯定することが可能であるか否

かが問われることとなる。 

以下では，自動運転のレベルに応じた自賠法による運行供用者責任の適用の可能性に

ついて，現在の学説の状況を整理する。 

（1）レベル 1-2 

 自動運転レベル 1-2 では，動的運転タスクの作動継続が困難であるときには，これに

応答した運転者（搭乗者）が残りの動的運転タスクを実行することとシステムを監督す

ることとが期待される。すなわち，自動運転機能はあくまで運転補助機能であり，自動

車を安全に運行する責任はあくまで運転者にあるとされている339。そのため，一般に，

自動運転車による自動車事故については，従来の自賠法の適用上，問題は生じない340。 

（2）レベル 3 

 自動運転レベル３では，自動運転システムが全ての動的運転タスクを限定領域におい

て持続的に実行することとなる。その際，作動継続が困難である場合への応答準備がで

きている利用者は，他の車両の動的運転タスクの実行に関するシステム故障だけでなく，

自動運転システムが出した介入の要件を受け容れ，それらに適切に応答することが期待

される。すなわち，作動継続が困難である場合に対する応答準備ができている利用者に

よる運行の代替中は，当該利用者は運転に全く無関係であるとは言えず，「運行支配」と

「運行利益」とをともに有する者として運行供用者に当たると解することが妥当である，

 
336 窪田充見他・前掲注 20）「「自動運転」を考える」28 頁〔窪田〕。 

337 山口・前掲注 20）348 頁，同様に疑問を呈するのは，窪田充見他「「自動運転」を考える」法

学教室 463 号（2019 年）28 頁〔今井〕，栗田・前掲注 20）30 頁等。 

338 窪田・前掲注 20）28 頁〔今井〕。 

339 金泉・前掲注 293）60 頁。 

340 浦川・前掲注 302）24 頁。同様に，金泉・前掲注 293）60 頁，福田弥夫「自動運転と損害賠償

責任」自動車交通研究（2016 年）37 頁等 

〈https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrctptpj/2016/0/2016_36/_pdf/-char/ja〉「最終アクセス

日：2023 年 7 月 21 日」。 

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrctptpj/2016/0/2016_36/_pdf/-char/ja〉「最終アクセス日：2023
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jrctptpj/2016/0/2016_36/_pdf/-char/ja〉「最終アクセス日：2023
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とされる341。 

（3）レベル 4-5  

 レベル 4 及びレベル 5 においては，限定領域において区別される面はあるものの，自

動運転システムによる作動継続に対して，利用者が介入することをそもそも期待されな

い。そのため。いずれのレベルについても，自動運転車はシステムによって自律的に走

行しており，その利用者（搭乗者）によるその運行制御は原則として想定されていない，

とも考えられる342。それゆえ，そのような利用者（搭乗者）に「運行支配」があるか否

かが問題となる。 

このような問題への対処の仕方（この点に関する立場）には，大きく分けて，以下の

３つがありうる。 

 1）運行供用者に関する従来の判断基準をそのまま適用することが可能である，との考

え方 

 まず，レベル４及びレベル５の自動運転についても，自動運転車の利用者に運行供用

者に関する従来の判断基準をそのまま適用することができる，と説く立場である。すな

わち，この立場によれば，完全自動運転が行われる場合においても，自動運転車の利用

者に「運行利益」及び「運行支配」を認めた上で，運行供用者責任を課すことが可能で

ある343。「運行利益」の帰属については，従来の判断基準におけるのと同様に理解し，判

断しうる，と一般に解釈されている344。また，「運行支配」の帰属に関しては，車両の運

行を指示・制御すべき立場にある者であれば，たとえ他人がその車両を運転する場合で

あっても，当該車両の運行に対するこの者の支配を認めることができるため，完全自動

運転に関する場合をも含めて，自動運転システムを利用して自動車を走行させる者一般

 
341自動運転のレベル 3 において運行供用者責任を維持する説は，近内京太「自動運転自動車によ

る交通事故の法的責任―米国における議論を踏まえた日本法の枠組みとその評価―〔下〕」，国際

商事法務，44 巻 11 号（2016 年）1612 頁，藤田・前掲注 312）134 頁〔藤田友敬執筆〕，国土交

通省自動車局「自動運転における損害賠償責任に関する研究会報告書」2018 年 8 頁，栗田昌裕

「自動運転車の事故と民事責任」法時 91 巻 4 号（2019 年）30 頁等。 

342 栗田・前掲注 20）30 頁。 

343 国土交通省自動車局・前掲注 319）8 頁 ，藤田・前掲注 312）134 頁〔藤田友敬執筆〕，浦川・

前掲注 302）25 頁，窪田充見「自動運転に関する現状と課題①——民事責任の観点から」法律の

ひろば（2020 年）22 頁等。 

344 近内・前掲注 304）1612 頁，浦川・前掲注 308）32 頁，藤田・前掲注 312）134 頁〔藤田友敬

執筆〕，栗田・前掲注 20）31 頁等。 
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に「運行支配」がある，とされる345。さらに，運行供用者を新たに「自動運転自動車を

保有し，かつ，これを使用し，あるいは輸送サービスの用に供している者」346と定義づ

けるものがみられたり，「確かに運転者は不在であるが，運送業者は保有する貨物自動車

のエンジンを始動させ，目的地を定めて自動車を動かせており（場合によっては，目的

地の変更もできるはずである），事故の危険の創出に具体的に関与しているため」347，

「自動運転を所有しまたは利用する権利を有する者が自動車の運行をコントロールする

可能性があるとして」348，自動運転装置を利用して走行させる者に「運行支配」を認め

ることができる理由が数多く示されたりしている。このように，たとえ完全自動運転に

段階に至っても，運行供用者が存在しなくなると言うことではなく349，「通常，運行供用

者に当たるものと解される」350。 

 加えて，自賠法の目的である迅速・確実な被害者保護の観点からみれば，被害者にと

っては，事故車両が自動運転車であるのか，また，その自動運転のレベルがどのレベル

のものであったかは重要な事柄ではなく，事故によって損害を被ったという事実さえ認

定されれば，当該被害者の救済が図られるべきである，と解される。そのため，自動運

転技術が進化しても，「被害者の保護」の要請は当然に維持されるべきである，と主張さ

れる351。 

 しかしながら，自動運転において，両方の「運行支配」及び「運行利益」を維持する 1

つ目の考え方には，不都合が生じる場面が出てくるとの批判がある352。具体的には，「自

動運転のカーシェアリングによる自車損害の場合において，ユーザーが被害者となる場

合には，ユーザーは所有者の承諾を受け，自動運転システムを起動し，目的地を入力す

るため，自動運転車の所有者もユーザーも運行供用者になり，共同運行供用者の問題と

 
345 藤田・前掲注 312）134 頁〔藤田友敬執筆〕，同，藤田友敬「特集にあって・自動車運転と民事

責任ジュリスト 1501 号（2017 年）24 頁。 

346 近内・前掲注 304）1612 頁。 

347 浦川・前掲注 308）32 頁。 同旨の見解として，池田裕輔「自動運転が保険業界に与える影響」

保険学雑誌 641（2018 年）57 頁，国土交通省自動車局・前掲注 324）「関係者，関係団体からの

ヒアリング結果」（有識者 C 発言）。 

348 窪田・前掲注 20）「「自動運転」を考える」33 頁（肥塚発言）。 

349 藤田・前掲注 20）「特集にあって・自動車運転と民事責任」24 頁。 

350 近内・前掲注 304）1612 頁。 

351 金泉・前掲注 293）60 頁。 

352 SOM RATANA・前掲注 128）84 頁。 
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なる」と説明している353。 

 2）運行支配の有無が重視される運行供用者の判断基準である，考え方 

 この考え方は，運行供用者の判断基準が，「運行利益」よりも「運行支配」を重視して

いる。橋本先生により，完全自動運転の場合にも，運行支配は従来どおりのものが所有

者等に帰属すると主張している354。 

 何故なら，「運転が走行中の具体的状況に応じた判断・操作をいうのに対し，運行支配

は，自動車の運行それ自体の決定を指す。そして，完全自動運転にあっても，当該自動

車を運行するか否かや運行の内容（目的，行き先，経路，時間，頻度など）は所有者等

が決定するのであって，運行支配は所有者等に存する。これは，会社所有の自動車を従

業員が社用で運転する場合における会社の運転支配と，特に相違しない。」355。 

 また，「危険責任の構造に立ち戻れば，危険責任は，当該危険源に結び付いた定型的危

険を，まさにそれ自体として，危険源と一定の関係にある責任主体に割り当てるもので

ある。このような危険割当ては，あくまで危険源に対する一般的支配が基準となり，具

体的状況で下の操縦・運転行為は特別の意味をもたない。したがって，自動運転である

ことがこの危険割当てを左右する余地もない。」と示した356。 

 3）運行支配が存在しておらず，運行供用者責任を疑念を示す考え方 

 他方において，以上のようなレベル４及びレベル５の自動運転車の利用者（搭乗者）

に運行支配の帰属を肯定する見解については，他人が運転する場合に関する基準と同じ

基準をそのまま上記利用者（搭乗者）に適用してもよいか，という点に疑問を呈する見

解も存在する357。 

栗田昌裕教授は，他人による運転と自動運転システムによる運行制御との間における

相違に関して，以下の 3 点を指摘する。 

 「第一に，所有者等は運転者を選任監督する機会を有していたといえるが，自動運転

システムを選任監督する余地はない。仮に自動運転車に搭載する自動運転システムを所

 
353 SOM RATANA・前掲注 128）84 頁。 

354 橋本・前掲注 89）57 頁。 

355 橋本・前掲注 89）57-58 頁。 

356 橋本・前掲注 89）58 頁。 

357 栗田・前掲注 20）30 頁。レベル４以上の自動運転においては運行支配を認めない見解とし

て，福田弥夫「自動運転と損害賠償責任」自動車交通研究（2016 年）37 頁。 
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有者等が選択できるとしても，自動運転システムの選択と運転者の選任とは同じではな

い。 

 第二に，所有者等は他人の運行を容認しなくても自動車の便益を享受できるが，自動

運転システムによる運行制御を容認しなければ，完全自動運転車の便益を享受すること

はできない。 

 第三に，自動運転システムの運行制御を容認したことに着目して所有者等への運行支

配の帰属を認めるならば，盗難車であっても所有者等に運行支配が帰属することになっ

てしまう」358。 

 そして，「完全自動運転車の自動運転システムに起因する事故は，同種の自動運転シス

テムに共通する危険が現実化したのであって，搭乗者や車両に固有の危険が現実化した

わけではない」ため，「所有者等に運行支配の帰属を認めることは，危険責任の原理から

は十分に正当化できないおそれがある」と主張している359。 

 栗田教授はさらに，自動運転システムを起動して目的地を設定しただけの者が「自動

車の運行について指示・制禦をなしうべき地位」にあるとすることに対する疑問を指摘

する360。 

 また，肥塚弁護士は，自動運転車が「走るスマホ」になりサイバー攻撃によりハッキ

ングがなされやすい状況になるとすると，自動運転車の運行を支配する運行供用者に自

動車事故の原因があったから責任を負うという前提が揺らぐのではないか361との意見を

述べる。 

 その他，完全自動運転であるレベル４では，搭乗者にも運転には一切関与しないため，

運行支配をしているものが存在しないとの理由として，現行の自賠法の下での運行供用

者に対する事故の責任帰属という大系が採用できないと主張している362。 

 第 1 章でみたように，自賠法による運行供用者責任の判断基準については，運行供用

者責任を運行利益のみに着目する報償責任ととらえる立場（運行利益一元説）と，危険

責任としての性質の方が報償責任としてのそれよりも重視されるという立場（運行支配

一元説），さらには，それらの要素・性質の双方をともに考慮すべきであるとする立場

（二元説）など様々な見解が唱えられている。いずれにしても，最近の学説では，運行

 
358 栗田・前掲注 20）30 頁。 

359 栗田・前掲注 20）30-31 頁。 

360 栗田・前掲注 20）33 頁。 

361 窪田・前掲注 20）33 頁。 

362 福田弥夫・前掲注 357）37 頁。 



107 

 

支配の有無が重視される傾向にある。他方，現在の判例は，おおむね運行支配，運行利

益の双方に鑑み，運行供用者の認定を行っている。 

 このような状況からすると，自動運転における運行支配の帰属の有無に関する明確な

判断基準を提示することについては，さまざまな意見が錯綜し，非常に難しい状況であ

るといえよう。私見としては，1)の考え方のように，従来の自賠法における運行供用者

責任の判断基準において要求される「運行支配」及び「運行利益」という２つの判断要

素を基に自動運転レベル４及びレベル５の自動運転車に関する運行供用者を特定すると

するならば，上記に紹介したように「共同運行供用者の問題」が生ずる可能性があると

考えられる。 

 そのため，第 1 章で論じたように，危険責任としての性質の方が報償責任としてのそ

れよりも重視されるという立場（運行支配一元説）を採った上で，運行利益の存否は補

充的な判断基準に止まると解して，運行支配が認められる者に責任を肯定すべきである

と思われる。 

2.3. 免責要件を維持することの妥当性 

 自動運転技術が進展した段階においては，運行供用者責任の責任主体（に関する判断

要素）の解釈のみならず，免責要件363の解釈についても，自動運転車による事故をめぐ

る議論が今後，大きな影響を及ぼすことが考えられる。第 1 章でみたように，自賠法 3

条ただし書により，運行供用者が損害賠償責任を免れるためには，以下の３つの要件の

充足を全て立証する必要がある。 

①  自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと 

②  被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと 

③  自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと 

 現在の自賠法は，自動車の運転者である人間のミスによる事故については，常に運行

供用者にその責任を負わせる役割を果たしている。自動車事故による人的損害の賠償責

任につき過失の立証責任を転換して無過失責任という重い責任を運行供用者に課したの

 
363 この３つの免責事由については，「運行供用者は，右要件事実の存否は当該事故と関係がない旨

を主張立証すれば足り，つねに右但書所定の要件事実のすべてを主張立証する必要はない」と解

されている（浦川道太郎「自賠法と製造物責任の関係」（公財）交通事故紛争処理センター編『交

通事故紛争処理の法理』（ぎょうせい，2014 年）34 頁参照）。 
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である364。以上の 3 つの免責要件は，いずれも厳しい内容であり，その立証が難しい。

そのため運行供用者が簡単に免責されることはない。 

ところが，自動運転技術が進展した段階においても，自賠法の免責要件の解釈が何ら

かの影響を受けるかが問題となる365。特に，自動運転車との関連では，主な問題は免責

要件①と③であり，これらの要件をどのように適用すべきかについて，以下，検討して

いく。 

2.3.1. 自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと 

  上記①の免責要件の内容は，運行供用者及び運転者がともに自動車の運行（に基づく

自動車事故の発生について）無過失である，ということである（通説）366。運行供用者

の注意義務の内容には，㋐自動車の運転に関する注意義務とともに，㋑自動車の点検整

備義務も含まれる367。 

では，自動運転車については，運行供用者等の注意義務として，具体的に，どのよう

な内容の義務が課されることとなるか（課されるべきであるか）。 

 まず，㋐自動車の運転に関する注意義務としては，「自動運転措置を利用しつつ安全な

自動車運転が行われるように注意する義務である」368。これは，レベル３の条件付運転

自動化の際にも自動運転システムによる作動継続が困難である場合には，運転者が車両

の運行に介入し，監視する義務を負う369とされている。しかし，高度・完全自動化シス

テムであるレベル 4 とレベル５とについては，自動車の利用者（搭乗者）も保有者も，

その自動車の安全運転に係る監視・対応主体としては関与せず，自動運転システムが全

ての運転タスクを実行するため，運行供用者（に当たる者・当たる可能性がある者）は

自動車の運行について注意義務を負わなくなる，と解されている370。 

 
364 川井・前掲注 32）100 頁〔稲田籠樹執筆〕。 

365 藤田・前掲注 312）137 頁〔藤田友敬執筆〕。 

366 藤村和夫・伊藤文夫・高野真人・森冨義明『実務交通事故訴訟大系 2 巻責任と保険』（ぎょう

せい，2017 年）254 頁〔古笛恵子執筆〕。 

367 北河・前掲注 36）62 頁。 

368 藤田・前掲注 312）137 頁〔藤田友敬執筆〕。 

369 肥塚肇雄「自動運転車事故の民事責任と保険会社等のメーカー等に対する求償権行使に係る法

的諸問題」保険学雑誌 641 号（2018 年）78 頁

〈https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsis/2018/641/2018_641_67/_pdf 〉「最終アクセス日：

2023 年 8 月 25 日」 

370 肥塚・前掲注 369）78 頁，国土交通省自動車局・前掲注 319）21 頁，藤田・前掲注 312）137

頁〔藤田友敬執筆〕。 
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 次に，㋑自動車の点検整備義務としては，「自動運転措置を含む自動車の機能を維持す

るように注意する義務がある」371。このような義務に関しては，たとえレベル 5 の自動

運転であっても，事故原因に自動車保有者に関与の要素が全くなくなるわけではない，

すなわち，保有者の自動車に関する日々の点検・整備が完全に免除されないため，レベ

ル５の事故原因をメーカーだけに帰することはできない，と主張されている372。また，

国土交通省の報告書により，レベル５においても，点検整備に関する義務の内容として，

従来の点検整備を行うことに加え，例えば自動運転システムのソフトウェアやデータな

どをアップデートすることや，自動運転システムの要求に応じて自動車を修理すること

等が含まれることも考えられるため，自動車の点検整備に関する注意義務などは引き続

き負うものと解される，と指摘されている373。 

2.3.2.  自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと 

 運行供用者は，運転車側の過失についてはもちろんのこと，自動車の欠陥・機能障害

についても同様に損害賠償責任を負うべきものとされる。前記③の免責要件に関して，

自動車の「構造上の欠陥」とは，自動車各部の装置，部品の材料，仕組み，製造方法，

補修その他に欠陥があること，また，「機能の障害」とは，それらの各装置が規定どおり

に作動しないことをそれぞれ指す374。自賠法の立法当初は，これらの欠陥や障害として，

保有者の整備不良による後発的な（自動車メーカーの出荷後の）欠陥や機能障害が想定

されていたようである375。しかし，現在では自動車の保有者又は運転者のなんらかの過

失（例えば，自動車の整備，点検上の誤った操作，見落し，定期または適時の専門資格

者による整備点検を怠ったことその他の不注意）に関係があることを問うものではなく，

（その運行当時の自動車に関する機械工学上の知識と経験によってその発生の可能性が

予め検知できないようなものを除き）自動車自体に内在していた欠陥・機能障害を意味

するもの376と解されている。 

このように，自動車という危険物による危険な運行を支配する運行供用者は，その危

険が顕在化したことにより被害を被った被害者に対して，その危険を負担し，責任を負

 
371 藤田・前掲注 312）137 頁〔藤田友敬執筆〕。 

372 浦川・前掲注 308）32 頁。 

373 国土交通省自動車局・前掲注 319）21 頁。 

374 川井・前掲注 32）103 頁〔稲田籠樹執筆〕。 

375 北河・前掲注 65）103 頁。 

376 東京高裁昭和 48 年 5 月 30 日判決／交民集 6 巻 3 号 800 頁等。 
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うこととなる377。しかし，このような現行の解釈を，自動運転車の自動運転システム上

の欠陥（地図情報やインフラ情報等の外部データの誤謬や通信遮断等）により事故が発

生した場合に，同様に捉えることが可能か，さらには自動運転レベルによる新たな解釈

が必要となるのかが問題となる378。 

 この点に関して，完全自動化レベル 5 では運転者がいないため，事故原因は自動走行

装置の欠陥・故障というシステム上の欠陥に起因するものがほとんどすべてになるとこ

ろ，自賠法上はシステムの欠陥についても運行供用者が責任を負うべきものとされてい

るため，法律的には運転者の責任の成立については問題がない，と指摘された379。また，

国土交通省の報告書では，外部データの誤謬や通信遮断の事故を予め想定した上で，仮

にこれらの事態が発生したとしても自動車が安全に運行しうるように自動運転システム

は構築されるべきであると考えられることから，そのような安全性が確保されていない

自動運転システムを搭載した自動運転車については，「構造上の欠陥又は機能の障害」が

あるとされる可能性がある380旨も指摘されている。すなわち，自動運転システムにおい

て，自動車の製造工程などにおいて生じた欠陥・機能障害であって，運行供用者および

運転者が発見することのできないものにより自動車事故が発生した場合においても，自

賠法による責任は免れ得ない，ということになる。これはすなわち，製造物責任法の制

定とも関連して古くから行われてきた，自賠法 3 条及び製造物責任法 3 条は，自動車の

「欠陥」に起因する他人の生命・身体侵害による損害に関する責任の部分で交錯する381，

との指摘・批判が，あらためて確認されたものである，と考えられる。 

そこで，次項では，自動運転の製造物責任への影響について詳細に論じることとした

い。 

3. 製造物責任への影響 

 自動運転車の欠陥に起因する事故により被害者に物的な被害を与えた場合，自賠法の

保護範囲に物的損害が含まれないため，製造物責任法による製造業者の責任のみが問わ

れることになる。また，システム責任の自動運転においては，とりわけレベル４及びレ

 
377 藤村・前掲注 366）257 頁〔古笛恵子執筆〕。 

378 国土交通省自動車局・前掲注 319）22 頁，小塚荘一太郎「自動車のソフトウエア化と民事責任」

藤田友敬編『自動運転と法』（有斐閣，2018）223-247 頁，肥塚・前掲注 369）78-79 頁等参照。 

379 浦川・前掲注 308）31 頁。 

380 国土交通省自動車局・前掲注 319）22 頁。 

381 交通事故紛争処理センター「自賠法と製造物責任の関係」（公財）交通事故紛争処理センター編

『交通事故紛争処理の法理』（ぎょうせい，2014 年）34 頁〔浦川道太郎執筆〕。 
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ベル５の自動運転車においては，発生した事故について当該自動車の利用者（搭乗者）

や保有者は主観的に関与しないことから，事故発生の原因はシステムの不備又は欠陥で

あるとの考え方に基づき，製造物責任法により，損害賠償責任は製造者が負うべきであ

る，との主張がみられる382。 

 他方で製造物責任法の規定を自動車の欠陥・機能障害に適用することには，いくつか

の問題が存在する。 

まず，自動車の構造上の欠陥・機能の障害（自賠法 3 条ただし書）と製造物の欠陥

（製造物責任法 3 条）は同一定義のものであるか383。また，自動運転車について，製造

物責任法上の欠陥の存否に関する判断基準である「通常有すべき安全性」の欠如の有無

をどのように判断すべきか384。これは，要するに，従来の製造物責任における「欠陥」

概念（その存否に関する判断手法）を自動運転車にそのまま適用しうるのか，という問

題であり，この点について検討することが不可欠である。 

3.1. 製造物責任の責任対象 

 製造物責任法 3 条は，「製造業者等は，その製造，加工，輸入又は前条第三項二号若し

くは第三号の氏名等の表示をした製造物であって，その引き渡したものの欠陥により他

人の生命，身体又は財産を侵害したときは，これによって生じた損害を賠償する責めに

任ずる。ただし，その損害が当該製造物についてのみ生じたときは，この限りでない」

とする。 

 この条文により，現在においても自動運転か否かにかかわらず，自動車の欠陥を原因

とする事故が発生した場合は，製造業者（自動車メーカー）が損害賠償責任を負う可能

性がある385。また，本条の文言上，製造物責任の対象は「製造物」に限られる。そして，

「製造物」の定義は，同法第 2 条 1 項に「製造又は加工された動産をいう」とされてい

る。したがって，「製造物」とは，①有体物であること，②動産であること，③製造また

 
382 金泉・前掲注 293）61 頁。 

383 運行供用者責任と製造物責任との「欠陥」の意義に関する議論は，藤村和夫『交通事故賠償理

論の新展開』（日本評論社，1998 年）73-78 頁，肥塚・前掲注 369）82 頁等参照。 

384 この議論は，塩崎勤「自賠法三条の運行供用者と製造物責任」『新・裁判実務大系交通損害訴

訟法』（青林書院，2003 年）17 頁，浦川・前掲注 308）34 頁，窪田充見「自動運転と販売店・メ

ーカーの責任」藤田友敬編『自動運転と法』（有斐閣，2018）176 頁以下，山口斉昭・前掲注 20）

332 頁等参照。 

385 金泉・前掲注 293）61 頁。 
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は加工された動産であることという 3 つの要件に該当するものである386，ということに

なる。そのため，未加工農林水産物，不動産やエネルギー（電気など），役務，ソフトウ

ェアは，製造物責任の対象とはならない387。しかし，運転ソフトについては，自動車の

車体と一体物として捉え，当該ソフトの「欠陥」は動産（製造物）である自動車自体の

「欠陥」であると解されている388。したがって，運転ソフトが装備された自動運転車に

ついても製造物責任法の「製造物」に当たるため，その「製造業者」（同法 3 条 1 号）は，

これに基づく損害について賠償責任が生ずることとなる。 

3.2. 製造物責任の対象要件とその欠陥の判断基準に関する問題 

3.2.1. 製造物責任法における「欠陥」 

 製造物責任法第 2 条は，製造物責任の要件である「欠陥」について，「当該製造物の特

性，その通常予見される使用形態，その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その

他の当該製造物に係る事情を考慮して，当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている

こと」と定義する。 

 また，このような「欠陥」の種類は，①製造上の欠陥（製造物が設計・仕様どおりに

つくられず安全性を欠く場合），②設計上の欠陥（製造物の設計段階で十分に安全性に配

慮しなかったために，製造物が安全性に欠ける結果となった場合），③指示・警告上の欠

陥（有用性ないし効用との関係で除去し得ない危険性が存在する製造物について，その

危険性の発現による事故を消費者側で防止・回避するに適切な情報を製造者が与えなか

った場合）の 3 つに分類される389。 

さらに，「欠陥」の有無，すなわち，「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている」

か否かの判断においては，「当該製造物の特性，その通常予見される使用形態，その製造

業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮」すべきも

のとされている390。 

 
386 消費者庁消費者安全課『逐条解説 製造物責任法〔第 2 版〕』（商事法務，2018 年）48-49 頁。 

387 窪田充男『不法行為法〔第 2 版〕』（有斐閣，2018 年）267 頁。また，自動運転システムは「製

造物」に見当たらないと指摘するのは，栗田・前掲注 20）32 頁。 

388 浦川・前掲注 308）33 頁，消費者庁消費者安全課・前掲注 386）50 頁。 

389 栗田・前掲注 20）31 頁。 

390 塩崎勤・前掲注 384）16 頁。肥塚肇雄・前掲注 369）82 頁も同旨。 
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3.2.2. 欠陥の判断基準に関する問題 

 では，自動運転車が「通常有すべき安全性」を欠いていると判断されるのは，どのよ

うな場合であるか。特に，自動運転車の設定に際して，具体的にどの程度の安全性を備

えることが求められるのかが問題となる391。 

この点について，具体的な判断基準としては，ブラック・ボックスの記録などを利用

し，当該事故時の危険状態の予見能力と回避能力において『平均的自然人である運転者』

と『自動走行』の反応時間の優劣を比較する方法等を採用し，『自動運転』が『平均的運

転者よりも安全な運転行動』を満たすかが一つの基準となるとする説392が主張されてい

る。 

 また，欠陥の有無に関する判断要素の１つとして，「製造業者等が当該製造物を引き渡

した時期」が挙げられるところ，これは一般的に，出荷時点ないし製品を流通に置いた

時点であると解されている393。さらに，① 当該製品が製造業者によって引き渡された時

点での社会通念に基づいて要請される安全性の程度の事情と，② 技術水準を踏まえ合理

的なコストアップの範囲内で安全性を高める代替設計，代替構造等が現実化できるかと

いう事情により，「欠陥」の有無が判断されている394。しかし，自動運転車については，

引き渡した時点における欠陥の存在を立証することが困難である場合も考えられる。例

えば，自動運転に係る制度整備大綱により，販売後の自動運転について車両に組み込ま

れたソフトウェアの更新（アップデート）が想定されるところ，これを一般車と同様に

捉えると自動運転車の車両としての欠陥に係る製造物責任法の適用においては，車両の

引渡しの時点が欠陥の存否を判断する基準時とされるべきこととなる。だが，これでは，

上記アップデートの欠如をそのような判断に際して考慮することができない。もしそれ

を不当であると解するならば，この点を，技術的動向を踏まえた継続的な検討課題とす

べきである，と思われる395。 

 
391 浦川道太郎・前掲注 308）34 頁，同旨の見解として，舩見菜々子「自動運転に関する損害賠償

責任—運行供用者責任と製造物責任の交錯領域における問題—」立命館法政論集 19 号（2021

年）187 頁〈http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-19/005funami.pdf〉「最終アクセス

日：2023 年 8 月 25 日」。 

392 浦川・前掲注 308）34 頁。 

393 窪田・前掲注 81）270 頁。 

394 経済企画庁消費者行政第一課編『逐条解説 製造物責任法』（商事法務，1994 年）58-59 頁。 

395 官民データ活用推進戦略会議・前掲注 332）19 頁を参照されたい。 

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-19/005funami.pdf〉「最終アクセス日：2023
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/hosei-19/005funami.pdf〉「最終アクセス日：2023
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3.3. 運行供用者責任と製造物責任との関係 

 製造物責任法 2 条 2 項にいう「欠陥」と自賠法 3 条のただし書にいう「欠陥」は，同

様の文言を使用している。自賠法 3 条ただし書では「自動車に構造上の『欠陥』がなか

ったこと」が証明されたときには運行供用者は損害賠償責任を免れる，という形で免責

要件として定められており，また，それぞれの法文上の定義は厳密には一致しない。し

かし，実際上，通説は，それらを基本的に同じものと捉えている396。 

また，運行供用者は，自動車事故の被害者などに対しては（他の免責要件とともに）

欠陥がないことを証明することにより責任を免れることができる一方，製造業者に対し

ては，欠陥の存在を証明して責任を追及しなければならないという矛盾した立場に立っ

ている，とも言われる397。いずれにしても，自動車事故を引き起こした自動車に欠陥が

あった場合，運行供用者が自賠法による損害賠償責任を負う。したがって，自動車の欠

陥による事故にあった被害者は，運行供用者責任と製造物責任の双方につき，それぞれ

同時にこれを追及することも可能であり，またいずれか一方のみを追求していくことも

できるものと解釈するのが相当であり398，一般的に肯定されている。 

ただし，被害者が，製造物責任法 3 条に基づき，自動車の製造業者（メーカー）に対

して損害賠償を請求する場合には，被害者自身が当該自動車の「欠陥」の存在などを立

証して，製造業者の責任を追及する必要がある。そのような立証及び「欠陥」と事故と

の因果関係の立証は難しい399。一方，運行供用者責任を追及する方が過失の立証責任が

転換されており，また，自動車には損害保険が付されていて，メーカーの製造物責任を

追及する場合より，被害者にとっては被害の救済が容易かつ確実だったである400。その

ため，被害者は，製造物責任を追及せずに，自賠法 3 条に基づく運行供用者責任の追及

一本で賠償請求を行うことが考えられる401。したがって，実際上は，運行供用者がいわ

ば一次的な責任主体となる結果がもたらされる。この点について，製造物責任の欠陥が

あるにもかかわらず，「交通事故責任はすべて，自動車のユーザーに負わせるべきだ，と

いう当時の思想を背景にしており，自動車メーカーの製造者責任までユーザーに肩替わ

りさせている点は，立法論としても改善の余地があり，また解釈論としても工夫が必要

 
396 藤村・前掲注 383）76 頁， 塩崎・前掲注 384）17 頁，肥塚・前掲注 369）82 頁。 

397 山口・前掲注 20）337 頁。 

398 藤村・前掲注 383）74 頁。 

399 佐野・前掲注 306）206 頁。 

400 田島純藏「自動車事故と製造物責任との交錯」判例タイムズ 943 号（1997 年）162 頁。 

401 藤村・前掲注 383）74 頁。浦川・前掲注 308）35-36 頁。 



115 

 

であろう」のと指摘402がみられる。そして，このような問題は，自動運転車に現行の法

制度（製造物責任法）をそのまま当てはめた場合にも起るものと思われる。すなわち，

レベル５の自動運転車の自動運転システム上の欠陥が自動車事故の原因であるにも関わ

らず，自動車の製造業者が本来負担すべき損害賠償責任の負担を免れることになり，他

方で，自動車の所有者や利用者（搭乗者）が自賠責保険や任意の責任保険などによって

被害者の損害をすべて負担しなければならなくなる，という運行供用者にとって不公平

な帰結が生じかねない。 

 これに対して，「自動車に構造上の欠陥または機能障害が認められる場合であっても，

その全てについて運行供用者に無過失責任を負わせるべきものではない」として，解釈

上の工夫を試みる見解が存在する403。この見解は，自動車の構造上の欠陥または機能障

害のうち，運行供用者が全く関与することのできないものについては，これに基づく事

故について運行供用者の無責を認める，というものである404。しかし，自動運転システ

ムの欠陥により事故が惹起された場合については，先述のような製造物責任に関する立

証上の困難を避けて迅速な被害者の保護を図るべきである，との観点からは，自賠法に

よる運行供用者責任を維持することが妥当である，との見解も存在する405。 

 このような問題に関しては，近時の学説において，「運行供用者を第一次的な責任主体

として維持する制度」，「自動車メーカー等を第一次的な責任主体とする制度」，「運行供

用者と自動車メーカー等により自賠責保険料の分担を行う制度」の 3 つが主張されてい

る406。 

そこで，以下では，それぞれの制度の合理性について考察していく。 

3.3.1. 運行供用者を第一次的な責任主体として維持する制度 ① 

 制度①は，従来の運行供用者責任を維持しつつ，保険会社等による自動車メーカー等

に対する求償権行使の実効性を確保する制度である407。これは，研究会で採用された制

度である408。すでに検討した国土交通省の報告書では，自動運転システム利用中の事故

により生じた損害の賠償責任について，自賠法の責任主体である「運行供用者」とは，

 
402 野村・前掲注 70）131 頁。 

403 藤村・前掲注 383）77 頁。 

404  藤村・前掲注 383）77 頁。 

405  金泉・前掲注 293）62 頁。  

406 舩見・前掲注 391）187 頁。 

407 舩見・前掲注 391）190 頁 

408 舩見・前掲注 391）190 頁。 
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運行利益と運行支配が帰属する者であることが認められている409。また，損害賠償責任

を誰が負担すべきかについて，「従来の運行供用者を維持しつつ，保険会社による自動車

メーカー等に対する求償権行使の実効性確保のための仕組みを検討」するとしており410，

これを支持する考え方が多いと見られる411。運行供用者（保険会社）がまず被害者から

の請求に応じた上で，自動車に構造上の欠陥があるような場合には運行供用者から自動

車メーカーへの求償が可能となる412。ところが，上記報告書が検討の対象としているの

は，2020-2025 年の間の完全自動運転システムへの「過渡期」であるレベル３及びレベ

ル４の自動運転車であり，レベル５は除外されている413。また，レベル５についてまで

この運行供用者責任を維持するとしても，その責任を負担した者（保険会社）からメー

カーに対する求償の可能性は高まるものとする考え方がある414。 

1）運行供用者を第一次的な責任主体として維持する制度のメリット 

 このような制度のメリットとして，現行の運行供用者責任が維持され，当面の間は運

行供用者が第一的な責任主体となることは，被害者救済の観点からは大変意義深い，と

言うことができる415。また，民事責任にかかる法制度に特に大きな修正を加える必要は

ないのに加えて，賠償資力を確保するための強制保険制度もそのまま維持しうる416。す

なわち，現行の自賠法とその下での自動車保険制度とに無用な混乱を与えない点からも，

この制度が妥当である，と考えられる417。また，「人身損害に関する民事責任の進むべき

方向性は，国際性を有する道路交通の観点から注視する必要がある欧米の民事責任の動

 
409 国土交通省自動車局・前掲注 319）７頁。 

410 国土交通省自動車局・前掲注 319）７頁。 

411  国土交通省の報告書を受ける形でそのような制度を支持する高度情報通信ネットワーク社会推

進戦略本部・官民データ活用推進戦略会議「自動運転に係る制度整備大綱」（2018 年 4 月 17 日）

18 頁，その他，浦川・前掲注 308）36 頁，金泉・前掲注 293）62 頁，浦川・前掲注 302）28 頁，

池田・前掲注 347）59 頁，肥塚・前掲注 369）83 頁。 

412 窪田・前掲注 384）91 頁，金泉・前掲注 293）62 頁。 

413 国土交通省の報告書により，本研究会における議論の対象は，レベル 0 から４までである。国

土交通省自動車局・前掲注 319）７頁参照。 

414 窪田・前掲注 384）191 頁。 

415 池田・前掲注 347）58 頁。 

416 藤田友敬「自動運転をめぐる民事責任法制の将来像」藤田友敬編『自動運転と法』（有斐閣，

2018）277 頁。 

417  浦川・前掲注 302）28 頁。 
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向とも一致して」いる418ことも，その利点として挙げられている。 

2）運行供用者を第一次的な責任主体として維持する制度の問題点 

 他方において，この制度の問題点として，まずは，求償をめぐる法律関係における紛

争解決のコストの負担部分をどのように決めるのかという問題がある419。特に，自動運

転のレベル 4 からレベル 5 では，もはや利用者（搭乗者）の過失を観念することができ

ない以上，全額を求償することができると考えればよいのか，あるいは，自動車という

危険な物についての運行利益を受けている以上，なお求償については一定の制約がかか

るのかといった問題が残される420。さらに，求償の有無や求償の範囲が明確ではないこ

とは，メーカーが実際に負担すべきコストについて不透明さをもたらし，そのこと自体

が，さらにひとつのコストとなる可能性もある，と指摘される421。 

 また，自動車に構造上の欠陥・機能障害があるような場合には，被害者に対して賠償

した運行供用者は，自動車メーカー等に対して求償を求めることができるはずのケース

が大半だということになる422。しかし，これについては，次のような２つの問題が発生

することが指摘されている423。第 1 は，「求償に伴う無駄な費用が生じること」である。

すなわち，「最終的な責任主体とは異なる者が第 1 次的責任主体とされる場合が多くなる

制度設計は，1 回の事故に対して必要以上の責任追及手続（訴訟を含む）が必要となり，

それが事故の社会的費用を増大させることにつながる」424。第 2 に，「運行供用者が自己

のコントロールできないリスクを負担させられるケースが増加する可能性がある」425。

この求償が，現実に行われないとすれば，自動運転システムの欠陥が事故の原因である

にもかかわらず，本来責任を負担すべき自動車メーカーが事実上免責されてしまうこと

になる。このような結果は，不公平感を醸成するにとどまらず，関係者間での適切なイ

ンセンティブが与えられないことになり，最終的には交通事故の社会的費用が最小化さ

れないことにつながるとされている426。 

 
418  浦川・前掲注 302）28 頁。 

419 窪田・前掲注 384）191-192 頁。 

420 窪田・前掲注 384）192 頁。 

421 窪田・前掲注 384）192 頁。 

422 藤田・前掲注 416）278 頁。 

423 藤田・前掲注 416）278 頁。 

424 藤田・前掲注 416）278 頁。 

425 藤田・前掲注 416）278 頁。 

426 以上，藤田・前掲注 416）278-279 頁。  
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 また，損害の発生が専ら自動運転システムに起因し，自動運転車の所有者等の行為が

なんら介在していなかった場合に，たまたま事故車両を所有していた者等を単独で第一

次的な賠償責任主体とすべきなのかについて疑問を呈する指摘がある427。いずれにして

も，現行制度において自動車の欠陥による事故が起こった場合には，①被害者は自賠法 3

条に基づき運行供用者に対して損害賠償を請求しうることに加えて，②製造物責任法に

基づき製造業者に損害賠償を請求することもできるという民事責任制度が適用される。

しかし，後者による場合には被害者が自動車に欠陥があったことを自ら立証することが

通常，困難であるため，実務上，前者のみが行われている。これは，運行供用者による

製造物責任の「肩代わり」という奇妙な解決方法を，迅速かつ適切な被害者救済のため

に認容せざるを得ない現状からくるものと思われる。 

3.3.2. 自動車メーカー等を第一次的な責任主体とする制度 ② 

 自動運転車による事故には，第一次的な責任主体を運行供用者とする自賠法 3 条を適

用せず，その自動車の製造業者に責任を集中させる制度へと変更することにメリットが

ある，とする考え方がある428。自賠法が制定された当時は，自動車事故は自動車の運転

者のミスによるものであるということを前提にしていた。しかし，自動運転レベル 4 や

レベル５の自動運転車については，自動運転車に乗って，行き先の指示だけをした者が

運行供用者として責任を負わされることは妥当性を欠く429。たとえば，タクシーの乗客

が運転車に行き先を指示する場合，運行供用者になるのはタクシーの運転者，あるいは

そのタクシー会社であり，乗客には責任がない430。そのため，「タクシーに乗る場合と自

動運転車に乗る場合とどれだけ違いがあるのかという疑問に対して，自賠法第 3 条はそ

ういう場合もカバーしているから責任を負いなさい，と言われても納得できないという

人はかなり出てくる」と予想される431。また，自動運転車が普及すると自動車メーカー

の欠陥が事故の原因の大半を占めることとなるため，自動車メーカーに無過失責任を負

わせるべきとする説も見られる432。これらの主張から考えられる制度としては，次の 2

つのものが挙げられる。 

 
427 栗田・前掲注 20）33 頁。 

428 落合誠一「自動運転における損害賠償責任に関する研究会（国道交通省）報告書の基本的なポ

イントについて」損害保険研究 80 巻 2 号（2018 年）26 頁。 

429 落合・前掲注 428）25 頁。 

430 落合・前掲注 428）25 頁。 

431 落合・前掲注 428）25 頁。 

432 落合・前掲注 428）26 頁。 
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 第１として，自動運転システム利用中の事故については，運行供用者の責任を制限し，

製造物責任法に欠陥推定の特則を設けるか，新たな立法を行うことで，被害者から自動

車メーカーに証明責任の転換を行うという制度である433。これは，自動運転車に欠陥が

ないことに関する自動車メーカーの立証責任を加重することになる。 

 第２として，自賠法の中にシステム供用者責任という新しい概念を設ける制度である

434。これは，すでに検討した国道交通省の報告書で提案された【案③】「従来の運行供用

責任を維持しつつ，自動運転システム利用中の事故については，新たにシステム供用者

責任という概念を設け自動車メーカー等に無過失責任を負担させることを検討（全ての

レベルの自動運転に自賠法を適用することを前提とする）」435するという考えから導き出

される。新制度導入の理由として，以下のことが挙げられる。①自動車メーカー等は自

動運転システム利用中の事故については，自動運転システムの欠陥がなかったことを証

明しない限り免責されるべきではないこと，②運行供用者が全く関与しえない自動運転

システムの欠陥による事故については，運行供用者の免責を認めるべきであること，③

事故を最もよく抑制することができる者は誰かという観点からも，自動車メーカー等に

対して被害者が責任を直接追求しうるような仕組みを構築すべきであること，④ IT 等を

活用した自動運転システム自体を「製造物」として位置付けることは難しく，システム

供用者責任として追及することが妥当であること，である436。このことから，そのよう

な新制度においては，低レベルの自動運転システム利用中の事故については運行供用者

責任とシステム供用者責任とが併存するものの，高レベルのシステム利用中の事故につ

いては，システム供用者のみが第一次的かつ最終的な責任主体となると解される437。 

1）自動車メーカー等を第一次的な責任主体とする制度のメリット 

 この制度のメリットとしては，これまで被害者に対する賠償責任を負っていた運行供

用者（保険会社）が，自動車メーカーに対する求償のコストの問題や運行供用者がコン

トロールすることのできない自動車の欠陥のリスクを負担させられる問題から解放され

ることが挙げられる438。さらに，自動車メーカーは，今後自らが責任を負わされる立場

 
433 舩見・前掲注 391）192 頁。 

434 舩見・前掲注 391）192 頁。 

435 国土交通省自動車局・前掲注 319）7 頁。 

436 国土交通省自動車局・前掲注 319）12 頁。 

437 舩見・前掲注 391）192 頁。 

438 藤田・前掲注 416）283 頁。 
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となるため，欠陥のない自動車を造ろうという高いインセンティブを持つようになり，

より安全な自動運転車が製造されるということも考えられる439。 

2）自動車メーカー等を第一次的な責任主体とする制度の問題点 

 まず，第 1 の問題点として，被害者と製造者との間における情報の偏在は従来の自動

車にも，さらには自動車以外の製造物一般にも存在するところ，特定の車種（自動運転

車）についてのみ製造物責任法上の証明責任を転換することは，その原理的な正当化

（理論的な説明）が難しい440。 

 第 2 に，自動車メーカー等に対して，自動運転車の販売後に事実上の無過失責任を無

期限に負わせ続けるのは，過大な負担となる441。また，システム供用者責任に関して，

各種製造物のうち自動運転車のみを対象とすることを合理的に説明することは困難であ

る，と指摘される442。 

 さらに，第３に，運行供用者が自賠法上の責任を負わないとすると，現行の自賠責保

険の適用もなくなるため，製造業者の賠償資力を担保する制度の要否が問題となること

も挙げられる443。 

これに加えて，第４に，自動車メーカーに負担を課すこととなれば，自動車の価格が

高騰し，国内外においてその販売台数が減少すると予測され，メーカーの世界における

競争力にどのような影響が出てくるかが問題となり得ることも指摘されている444。 

 そこで，「被害者側負担増を回避するため，特に自動運転中に生じた自動車事故につい

ては自動車に欠陥を推定する法制度とすることも考えられるが，自動車事故についての

みこのような措置を講ずることの根拠を見出すことは難しい」445と解される。 

3.3.3. 運行供用者と自動車メーカー等により自賠責保険料の分担を行う制度 ③ 

 この制度は，「運転の自動化が高度化した状態でも，運行供用者を第一次的な責任主体

とすることは維持しつつ，運転の自動化が進んだ特定の車種に関して，あらかじめ自動

 
439 落合・前掲注 428）26 頁。 

440 藤田・前掲注 416）284 頁。 

441 国土交通省自動車局・前掲注 319）13 頁。 

442 国土交通省自動車局・前掲注 319）13 頁。 

443 藤田・前掲注 416）284 頁。 

444 落合・前掲注 428）26 頁。 

445 池田・前掲注 347）59 頁。 
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車メーカー等に一定の自賠責保険料の負担を求め，これを被害者救済にあてる制度」446

である 447。これは，国土交通省の報告書に示された【案③】「従来の運行供用者責任を

維持しつつ，新たに自動車メーカー等に，自賠責保険料としてあらかじめ一定の負担を

求める仕組みを検討」448する案から導き出されたものである。 

１）運行供用者と自動車メーカー等により自賠責保険料の分担を行う制度のメリット 

 この制度のメリットは，まず，自賠法・製造物責任法上の責任を，そのまま維持する

ことができることである449。 

次に，自己の拠出する保険料で賠償がなされるとすれば，自動車メーカーは，被害者

からの運行供用者に対する責任追及に際して，問題の自動運転車には欠陥がない旨を主

張し，運行供用者には責任がない旨を主張する機会を求める可能性があることも挙げら

れる450。このようなメカニズムを構築することができれば，自動運転システムは十分な

安全性を備えている場合に，運行供用者が被害者に対して責任を負い，メーカーに求償

できないということが減少し，自動車メーカーが関与・協力した訴訟において自動運転

の欠陥が認められれば，運行供用者による求償の際の自動運転車の欠陥の証明が事実上

容易になるとされている451。 

さらに，自動車メーカーに一定の保険料の負担を要求するという仕組みにしておけば，

自動車の欠陥によって事故が増えればそれに合わせて保険料もまた上がるため，自動車

メーカーには保険料の上昇を抑えようというインセンティブが働き，より安全な自動運

転車の製造が促される，と予想される452。 

２）運行供用者と自動車メーカー等により自賠責保険料の分担を行う制度の問題点 

 他方，この制度の問題点として，第 1 に，車両のコントロールについて自動運転シス

テムが支配している割合に従って自動車メーカー及び輸入者が負担する保険料率を公平

 
446藤田・前掲注 416）285 頁。 

447 この制度③を支持するものとして，窪田充見「自動運転に関する現状と課題①——民事責任の

観点から」法律のひろば（2020 年）26-27 頁。 

448 国土交通省自動車局・前掲注 319）7 頁。 

449 藤田・前掲注 416）285 頁。 

450 藤田・前掲注 416）285 頁。 

451 藤田・前掲注 416）285 頁-286 頁。 

452 落合・前掲注 428）22 頁。 
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に算出することは難しいことが指摘されている453。 

第 2 に，自動車メーカーは，製造物としての自動車から生じうる事故について，生産

物賠償責任保険に加入することでそのリスクをすでにカバーしているところ，今後，自

動車メーカーが自賠責保険料をも負担することとなれば，製造物責任に関する賠償責任

と二重の保険料を支払うこととなる454。 

第 3 に，この制度の下においても，自動車事故の発生をコントロールすることができ

ないリスクを運行供用者（自動運転車の利用者や保有者）に負担させるという問題は，

部分的にしか解決されない。また，運行供用者の負う損害賠償額が保険金額を超える部

分についてどのようになるかといった問題も解消していない455。 

 以上のように，これまで提示したどの制度においても，それぞれメリットと問題点が

存在する。自動車メーカーを第一次的な責任主体とする考え方における問題の中では，

たとえ自動運転であったとしても運行供用者が存在しなくなるということではなく，し

かし運行供用者が自賠法上の責任は負わないとすると，運行供用者への自賠責保険の適

用もなくなることとなるため，製造業者の賠償資力を担保する制度の要否という問題が

生じてくる。しかしその際の，運行供用者責任と製造業者責任の負担割合を決める基準

は明確ではない。さらに，被害者が確実・迅速に保護されないことが危惧される。その

ような事態は，まさしく自動車事故の確実・迅速な保護という自賠法の目的そのものに

反する，と言わなければならない。また，上述の制度③においても，自動車メーカー等

に，自賠責保険料として一定の負担を求める仕組みとなってはいるが，当該リスクの負

担割合どのように決めるかも明確にされていない。 

3.4. 製造業者の損害の分担に関する解決策 

 上記に述べたとおり，運行供用者を第一次的な責任主体として維持する制度が最も適

当な解決方法だと解されている。他方において，運行供用者（と保険契約を結ぶ保険会

社）が被害者に損害の補償をした後，保険会社が自動車メーカーに対する求償を行う場

合に，製造物（自動運転車）に欠陥があったことと自動車事故の発生との間における因

果関係を立証することは，容易ではない。このため，自動車メーカーの責任を免れ，運

行供用者が責任を負うという「肩代わり」の問題を生じる。 

 そこで，自動運転車による自動車事故の原因が自動運転システムの欠陥にある場合に

 
453 国土交通省自動車局・前掲注 319）11 頁。同旨のものとして，落合・前掲注 428）24 頁等。 

454 国土交通省自動車局・前掲注 319）12 頁。 

455 以上，藤田・前掲注 416）286 頁。 
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おける，「肩代わり」の問題を解消させるために，「適正な損害の分担を実現するため，

法解釈上，立法上の措置を要しないかが問題となる」456のである。このような問題を解

決するために，① 証拠のアクセスの改善，②「欠陥」の一応の推定，③ 立証責任の転換，

④自動車保険制度への一元化との考え方が挙げられている457。 

3.4.1. 証拠のアクセスの改善 

 第一に，被害者等による製造物責任の追求に必要な証拠へのアクセスを改善する考え

方である458。すなわち，被害者が自動車メーカー等に賠償請求をし，あるいは，運行供

用者が自動車メーカー等に賠償請求をするために，「欠陥」の立証を促す方法として，事

故時の状況を詳細に記録したいわば「ブラック・ボックス」へのアクセスを改善するこ

とが考えられる459。この証拠により，自動車の「欠陥」の有無が一定程度明らかにされ

ることが期待でき，ある程度損害の適正な分担が実現することが期待できると指摘され

る460。 

3.4.2.「欠陥」の一応の推定 

 第二に，「自動運転自動車の「欠陥」について，過失の一応の推定の理論を活用するこ

と」との考え方である461。これは，「自動運転自動車が，これまでの自動車と比較してよ

り高度かつ複雑な先端技術により成り立っており，より一層証拠の偏在の問題が顕著で

あることからすれば，このような「欠陥」の推定は，より積極的に用いられるべきであ

ろう」と指摘された462。 

3.4.3. 立証責任の転換 

 第三に，「被害者が一定の事実の立証に成功した場合に自動運転自動車に「欠陥」がな

いことの立証責任を自動車メーカー側に課すことにより，被害者による欠陥の立証を容

 
456 近内・前掲注 304）1616 頁。 

457 近内・前掲注 304）1616-1617 頁参照。 

458 近内・前掲注 304）1616 頁。 

459 近内・前掲注 304）1616 頁参照。 

460 近内・前掲注 304）1616 頁。 

461 近内・前掲注 304）1616 頁。 

462 近内・前掲注 304）1616 頁。 
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易とする立法をすること」との考え方である463。これの例として，「自動運転自動車が自

動車メーカー所定の使用方法どおりに使用されたにもかかわらず，人間のドライバーで

あれば過失と判断される態様にて事故を起こしたときに，自動車の「欠陥」を推定し，

自動車メーカーは「欠陥」がないことを立証しない限り製造物責任を負うという製造物

責任法の特則を設けることが考えられる」と指摘している464。 

3.4.4. 自動車保険制度への一元化 

 第四に，「事故時の損害は，現行の自賠責保険や，自動運転自動車に適合する形で拡充

された自賠責保険及び任意の自動車保険により，（実質的に）無過失責任の下で一元的に

填補されるものとし，各自動車メーカーはこれらの保険の基金に拠出金を提供するとい

う制度を創出すること」との考え方である465。そして，この拠出金の額については，各

自動車が事故による損害全体に対する自動運転システムに起因する事故の損害の割合に

基づき，損害保険科率算出機構等の客観性ある機構が行うとすれば，自動車メーカーへ

の適正な損害の分配を実現をすることが可能であろう」との指摘もある466。 

3.5. 考察 

 被害者にとっては，事故を引き起こした自動車が自動運転車であるのかそうでないの

か，また，自動運転レベルがどの程度であるのかは重要ではなく，事故によって損害を

被ったという事実が決定的である467。このため，自動運転が進化しても，被害者の保護

の内容や程度は従前のものと同じ程度に維持されるべきである468。これもすでに述べた

とおり，上記それぞれの制度を検討した結果として，私見によれば，上記①の制度が最

も適当な解決方法だと解される。 

 また，現行制度において運行供用者（保険会社）は製造物責任法に基づき製造業者に

損害賠償を請求することもできるという民事責任制度が適用される。しかしながら，運

行供用者（保険会社）が自動車に欠陥があったことを自ら立証することが通常，困難で

あるため，自動車メーカーの責任を免れるという結果が生じ得る。このため，自動運転

 
463 近内・前掲注 304）1616 頁。 

464 近内・前掲注 304）1616-1617 頁。 

465 近内・前掲注 304）1617 頁。 

466 近内・前掲注 304）1617 頁。 

467 金泉・前掲注 293）60 頁。 

468 金泉・前掲注 293）60 頁。 
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自動車に「欠陥」がないことの立証責任を自動車メーカー側に課すことにより，運行供

用者（保険会社）による欠陥の立証を安易とする立証責任の転換を立法することが望ま

しい制度の在り方が考えられるべきであろう。 

第 2 節 アメリカ法における自動運転車による事故の法的責任 

 カンボジア法における自動運転に関する法について分析する前に，そのための準備と

して，ここで，アメリカ法にも簡単に目を向けておきたい。 

I.   アメリカにおける自動運転と民事責任の状況 

 アメリカにおける自動車事故の被害についての損害賠償については，現在も，過失責

任の原則が維持されている469。アメリカでは，自動車を危険物とみなして厳格責任を問

う法理は発展しなかった470。そのような状況において，現在では，23 の州とコロンビア

特別区，及びプエルトリコにおいてノーフォルト制度を採用しているが，残りの 27 州で

はノーフォルト制度は未採用である471。 

 ところで，アメリカでは，2020 年 10 月に，無人の自動運転車を使用したタクシー配

車サービスが一般向けに開始された472。他方で，自動運転車による自動車事故が起きた

場合における法的責任に関しては，ほとんどの領域において特別な法律は設けられてお

らず，現状においては，各州のケース・ローである不法行為法が適用される473。しかし

ながら，近年の自動運転技術の進歩に伴い，運転者の不法行為責任に代わるものとして

注目を集めているのが，自動運転車のメーカーの製造物責任である474。 

Ⅱ. アメリカにおける自動運転に関する運転者の責任と製造業者の責任 

アメリカにおいては，2016 年 9 月に公表された連邦運輸省の一部局である国家道路交

通安全局 （National Highway Traffic Safety Administration：NHTSA）の文書により，自

 
469 藤倉皓一郎「アメリカにおける交通事故の損害賠償責任をめぐる法理」日本交通法学会編『世

界の交通法』（西神田編集室，1992 年）219 頁。 

470 藤倉・前掲注 469）219 頁。 

471 山下・前掲注 198）216 頁〔佐野誠執筆〕。 

472 椛澤・前掲注 317）47 頁。 

473 近内京太「自動運転自動車による交通事故の法的責任～米国における議論を踏まえた日本法の

枠組みとその評価～〔上〕」国際商事法務 44 巻 11 号（2016 年）1450 頁。 

474 後藤元「自動運転と民事責任をめぐるアメリカ法の状況」ジュリスト 1501 号（2017 年）52 頁。 
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動運転に関する民事責任は，各州法によって規律されることとされている 。そのため，

各州には，高度自動運転車（Highly Automated Vehicles ：HAVs) の責任規則を決定する

責任がある。すなわち，各州は，高度自動運転車による事故が発生した場合に，当該自

動運転車の所有者，運営者，乗客，製造業者などに責任を割り当てる方法を検討する必

要がある 。 

そこで，以下，アメリカにおける自動運転車による事故に対する運転者の責任と製造

業者の責任について検討していく。 

1. 自動運転車の運転者の不法行為責任 

 運転者の責任に関しては，①過失責任(Negligence)，②厳格な責任(Strict liability)及び

③無過失責任（No-fault Liability）の三種の理論に基づき責任が生じうる475。 

1.1.  過失責任 (Negligence) 

 ノーフォルト制度476を採用しない州においては，自動車事故加害者の責任についても

コモンローによる過失責任制度によっており，一般不法行為法の原則に従う477。ところ

が，自動運転レベル４以上の自動運転車については，「自動運転自動車の事故のケースに

おいては，自動車の搭乗者は自動運転自動車が正しく作動することを信頼することがで

きる前提がとられると考えられるため，多くの論者が搭乗者に過失を問うことは難しく

なるというほかない」と考えている，と指摘されている478。 

1.2. 厳格責任 (Strict liability) 

 ア メ リ カ 法 で は ，「 コ モ ン ロ ー 上 は ， … … 過 失 責 任 と は 別 に ， 異 常 に 危 険 な

（abnormally dangerous）行為から生じた損害については，行為者の過失の有無を問わな

い厳格責任が成立することが認められている」479。この点については，実験用の無人自

動車の走行などは「異常に危険な行為」に該当すると判断される可能性もある480。しか

 
475 近内・前掲注 473）1451 頁。 

476 ノーフォルト制度とは加害者の過失に関わりなく，被害者に損害賠償を支払わせる制度である。 

477 山下・前掲注 198）216 頁〔佐野誠執筆〕。 

478 近内・前掲注 473）1451 頁。 

479 後藤元「自動運転をめぐるアメリカ法の状況」藤田友敬編『自動運転と法』（有斐閣，2018）

92 頁。 

480 後藤・前掲注 479）92 頁。 
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し，実際には自動運転車が市場に投入される場合には，自動運転技術が相当程度確立さ

れ，人間が運転する自動車よりも安全になっていることが想定されるため，自動運転車

の運転者等が厳格な責任を負うことは考えにくい，と指摘されている481。 

1.3. 無過失責任（No-fault Liability） 

 アメリカにおけるノーフォルト制度を採用する州では，自動車事故の被害者は事故の

原因如何に関わらずノーフォルト自動車保険によってその損害を填補される482。したが

って，上記事故の原因が高度道路交通システム装置の欠陥である場合でもノーフォルト

自動車保険から給付が行われる483。しかし，自動運転車の事故について，このようなノ

ーフォルト制度の適用があるか否かは，その制度を定める州法の文言の解釈による484。 

2. 自動運転車の製造物責任 

2.1. 製造物責任法理の自動運転車への適用 

 自動車製造者の責任は，各州の不法行為法の一部である製造物責任法（Product 

Liability Law）により定まる485。アメリカの製造物責任法は，製品関連事故の被害者が製

品の欠陥を理由として製造業者に損賠賠償や慰謝料の支払を請求することを可能にする

ことで，製造業者に製品の安全性を向上させ，事故を防止するインセンティブを与える

ための法として発展したものである486。不法行為法上の厳格責任として，製造物責任は，

アメリカの Restatement（Third） of Tort の第 1 条と第 2 条に規定されている。条文（訳）

は，次のとおりである487。 

  第 1 条（欠陥製品によって生じた損害に対する製造業者または卸売業者の責任） 

 製造または卸売りの業務に従事する者で，欠陥製品を販売または卸売りした者は，そ

の欠陥製品によって生じた人または財産の損害について責任を負う。  

  第 2 条（製品の欠陥の類型） 

 製品が，販売または卸売りの時点で製造上の欠陥，設計上の欠陥，または不十分な説

 
481 近内・前掲注 473）1451 頁。 

482  山下・前掲注 198）224 頁〔佐野誠執筆〕。 

483 山下・前掲注 198）224 頁〔佐野誠執筆〕。 

484  近内・前掲注 473）1452 頁。 

485 近内・前掲注 473）1452 頁。 

486  佐藤智晶『アメリカ製造物責任法』（弘文堂，2011 年）33 頁参照。 

487  日本語訳として，佐藤・前掲注 486）88-89 頁参照。 
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明もしくは警告がある場合，その製品は欠陥品である。すなわち， 

  (a) （製造業者が）製品の準備・販売段階ですべての可能な注意を払ったとして

も，製品が意図した設計から逸脱している場合，その製品には製造上の欠陥があ

る。 

（b）販売業者，その他の卸売業者，または販売過程の流れの上流にいる者が，

製品から予見可能な損害が発生する危険性，合理的な代替の設計を採用して減少

または回避し得た場合で，かつ，合理的な代替の設計を採用しないで製品を合理

的な安全性を欠くものにした場合，その製品には設計上の欠陥がある。 

  (ⅽ) 販売業者，その他の供給業者，または販売過程の流れの上流にいる者が，製

品から予見可能な損害が発生する危険性を，合理的な説明または警告によって減

少または回避し得た場合で，かつ，合理的な説明または警告しないで製品を合理

的な安全性を欠くものにした場合，その製品には不十分な説明または警告によっ

て欠陥がある。 

 上記の条文により，不法行為法上の厳格責任としての製造物責任は，販売時に「欠陥」

のある製品によって生じた人または財産の損害について当該製品の販売業者・卸売業者

に課されるものである488。「欠陥」には，①製造上の欠陥（Manufacturing defects），②

設計上の欠陥(Design  defects)及び ③警告上の欠陥(Warning defects)という 3 つの種類が

存在する489。 

2.2. 製造物責任と自動運転技術開発の議論 

 アメリカでは，自動運転車による自動車事故について製造業者に損害賠償責任を負担

させる場合，これを嫌う製造業者が自動運転車の開発自体をためらったり，テクノロジ

ーの需要が大幅に減少し，採用が遅れたり停止したりする可能性があるとの懸念が抱か

れている490。そのため，さまざまな論者から，このような問題を避けるため，① 連邦自

動車安全性基準の専占による州不法行為法の排除や，②メーカーの責任に関する限度額

の設定など，自動運転車のメーカーの製造物責任を限定・軽減するための様々な提案が

行われている491。上記②では，自動運転車の製造業者の責任を制限しながら，自動運転

車の事故による被害についてはノーフォルト型の保険または補償基金を連邦レベルで整

 
488 後藤・前掲注 479）93 頁。 

489 後藤・前掲注 479）93 頁。 

490 近内・前掲注 473）1454 頁，後藤・前掲注 479）96 頁などを参照。 

491 後藤・前掲注 479）96 頁。 



129 

 

備することが提案されている492。 

 これに対して，メーカーに製造物責任を課すことによる自動運転技術の開発の遅延を

心配する必要はない，との有力の主張もある。それは，かつて自動車メーカーが製造物

責任の負担への懸念から躊躇していたシートベルトやエアバックなどの導入が結局，進

展したのと同じことである，とされる493。 

 その主張の根拠は，以下のとおりである494。 

 ① 製造物責任の負担を織り込むことによる販売価格の上昇は，事故総数の減少によ

る自動車所有者側の責任保険料の低下によって相殺されうること 

 ② メーカーの責任を限定すると所有者が事故の損害を負担しなければならなくなる

ため需要が減少する可能性があること 

 ③ 近時の判例は過大な額の懲罰的損害賠償責任を認めない傾向にあること 

 ④ 自動運転技術は安全性の向上を求める今日の消費者のニーズに合致していると考

えられること 

 これらの根拠から，自動車事故が発生した場合における損害賠償責任に関する消費者

の不安を解消することを目的として，運転者が自動運転システムを正しく利用しなかっ

た場合や第三者が事故原因を惹起した場合でない限り，自社の自動運転システムの欠陥

によって引き起こされた損害については，自らが上記責任を全て負担する旨を表明する

メーカー（製造業者）も存在する495。 

 これまで概観してきたように，アメリカでは，自動運転をめぐる民事責任について，

メーカーに製造物責任を課すことが自動運転車の開発に対してどのような影響を与える

か，また，メーカーの製造物責任を限定する必要があるとした場合に，そのためにどの

ような方策を取ることが考えられるか，などの問題が検討されている。 

第 3 節  カンボジアにおける自動運転と民事責任の状況 

I．自動運転における民事責任の課題 

 カンボジアにおいても，近い将来，AI 技術の進展により自動運転の時代に入り，自動

 
492 後藤・前掲注 479）96 頁。 

493 後藤・前掲注 479）97 頁。 

494 後藤・前掲注 479）97 頁。 

495 後藤・前掲注 479）97 頁。 
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運転車の事故をめぐる法的諸問題が起こりうることが予測される。 

そのため，それらの諸問題に対して，既存の法制度で対処することができるか否かを

まず論じなければならない。 

すなわち，カンボジアにおける従来の自動車事故に関する民事責任は，運転者の過失

による事故であるという理由から，民法上の不法行為責任による運行供用者責任で解決

が図られてきた。したがって，このような仕組みを自動運転車によって惹起された事故

にもそのまま適用しうるか，を検討すべきこととなる。 

 カンボジアにおける民法上の不法行為法（損害賠償法）は，日本の不法行為法（損害

賠償法）を１つのモデルとして制定された。それゆえ，上述の課題に関する日本社会と

日本法における取組みは，カンボジア社会とカンボジア法におけるそれらのあるべき解

決方法を考察する上で大きな手がかりとなりうるものである。 

そこで，本章において整理・分析した日本の議論がどのような「自動運転損害賠償法

理」を想定しているのかについて検討した上で，カンボジアの社会・文化の状況に即し

た形で上記課題に対するカンボジアにおける適切な解決策を追求したい。 

はじめに，一般の製造物責任を理解した上で，自動運転車の欠陥による事故に関する

製造物責任への影響を検討する。 

II. 自動車事故に関する既存の製造物責任法 

 製造物責任は，1960 年代からアメリカの判例法によって発達してきた厳格責任法理で

ある496。すなわち，自動車などの大量生産による製造過程で生まれた危険な欠陥製品が

市場に出回り，多数の消費者が人身被害を受ける事例が出るようになったことから，従

来の過失責任ではなく，欠陥を責任要件として製造業者や販売業者の損害賠償責任を追

及しようとする法理が求められたのである497。そして，製造業者によって製造され，小

売店で販売された欠陥のある部品（製品）によりユーザーや消費者またはなどが損害を

被った場合，上記製造業者は，これらの者に対して損害賠償責任を負わなければならな

 
496 ណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨៩។［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］189 頁。 

497 ណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨៩។［民法作業部会・司法

省民法準備委員会編『民法逐条解説・第 3 巻』（JICA，2010）］189 頁。 
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い498，とされる。 

他方で，カンボジアにおいては，自動車事故に関する製造物責任は新民法典 751 条にし

か定められていない。これは，日本の製造物責任法２条・３条及び４条，フランス民法

典 1386 の 1 条・1386 の 11 条 1 項 4 号・1386 の 6 条，ドイツ製造物責任法１条・４条，

アメリカ第３次不法行為リステイトメント製造物責任法第 1 条・５条・14 条・20 条を参

考にして作成された規定である499。この規定は，一般の製造物責任であり，次のように

定められている。 

 （1）製造された動産に不当に危険な欠陥が存在し，それによって他人に損害が生じた

ときは，当該動産の製造業者は，その損害を賠償すべき責任を負う。ただし，当該欠陥

が製造当時の科学水準をもってしても認識することが不可能であった場合には，この限

りでない。 

 （2）欠陥ある部品又は素材を組み込んだ動産の製造業者も，製造業者として損害賠償

責任を負う。 

 （3）本条において，輸入された動産については，輸入業者を製造業者とみなす。 

 （4）本条において，動産に製造業者又は販売者として自己の名称を表示する者は，製

造業者とみなす。 

 本条は，商品（製品）による損害を被ったユーザーまたは消費者その他の者が，その

欠陥について製造業者に過失があるとの立証をすることなく，「欠陥」の存在を証明する

だけで当該製造業者の損害賠償責任を追求しうるようにするために規定された500。また，

この条文から，具体的に，①製造物，②責任者及び③対象要件の３点が，本条の適用可

 
498គ ្កមម្ការររនននាគណត្ណបបគរល លគសាសាសាភូមិ្នទគក្្កម្ននរាជប ិិតសភាវជិាជ ជីវៈតុកាការ，គសច
កតីពនយល់្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ២，ភាំគពញ，  JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១៣)，១១៥។［Royal School 

for Judges and Prosecutors of Royal Academy for Judicial Professions の将来のトレーナーのワーキング
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能性に関する判断基準・要素として抽出される。 

1. 製造物  

 製造物責任の対象は，製造された動産であり，不動産は対象ではない。ここでいう動

産とは，① 製造された最終製品，② 動産の部品又は素材及び③ 輸入動産である。 

2. 責任者  

 責任者は，原則として，①製造された最終製品の製造業者である。 

この他，②欠陥のある部品または材料を組み込んだ動産の製造業者，③輸入業者及び

④動産に製造業者又は販売者として自己の名称を表示する者も製造業者と見なされる。 

3. 対象要件 

 最後は，対象要件である。被害者側が製造業者に対して損害賠償を請求するためには，

その製造物に，① 不当に危険な欠陥の存在があること，② 他の人に損害が発生したこと，

③ 欠陥と損害との間に因果関係があることを立証しなければならない。 

 ところが，本条では，対象要件の 1 つとして，｢不当に危険な欠陥｣が存在することと

いう要件が挙げられ，そのような欠陥の意義については，特にそれを明らかにする規定

はおかれず，解釈に委ねられている。この点に関しては，日本の製造物責任法２条は，

｢欠陥とは，当該製造物の特性，その通常予見される使用形態，その製造業者等が当該製

造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して，当該製造物が通常有

すべき安全性を欠いていることをいう｣との定義がされており，これを参考とすべきであ

る，との指摘がなされていた501。 

 また，この点については，実際のカンボジアの裁判で，どのような判断基準がとられ

ているのかは不明である。 

さらに，日本の製造物責任の要件である「欠陥」は，「製造上の欠陥」，「設計上の欠陥」

及び「指示・警告上の欠陥」と 3 種類に大別して判断が行われるため，これを参考した

解釈が可能であると解される。 

 なお，本条では，当該欠陥が製造当時の科学では認識できなかったようなものであっ

 
501 ណ ៈកម្ាការទទួលបនទុកការពារគសចកតី្ពាង្កម្រដ្ាបបគវ ី，គសចកតីកំ ត់ចំគពាោះម្ម្ានីមួ្យៗនន
្កម្រដ្ាបបគវ ី，ភាណ៣，ភាំគពញ， JICA្កសួងយុតតិធម៌្，(២០១០)，១៨៩។［民法作業部会・司法
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た場合には製造者は免責されるとしており，これは，日本における開発危険の抗弁に当

たるものである502。 

III.  自動運転車による事故に関する損害賠償責任 

1.  問題の所在 

 以上に確認したとおり，カンボジアでは，自動運転車による自動車事故の被害者が，

新民法典 751 条により，自動車の製造業者の製造物責任を追求した場合，当該自動車に

「不当に危険な欠陥」が存在したことを当該被害者が主張・立証することが必要である。 

これに対して，第 2 章において示したように，一般の自動車事故に関しては，新民法

典 752 条に基づく処理が行われている。その責任主体は，自動車の「所有者・管理者」

であり，責任要件としては，過失は不要とされ，①不可抗力で損害が起きた場合，また

は②危険物の管理に瑕疵がなく，かつ被害者又は第三者の行為によって損害が起きたこ

とを上記「所有者・管理者」が主張・立証した場合にはその者らの免責が認められる。 

 このような法制度の下では，被害者は，困難な立証を避けるために，752 条所定の製

造物責任ではなく，もっぱら，751 条所定の損害賠償責任（危険責任）を追求すること

となるであろう。 

しかしながら，そのような状況は，自動車事故の原因がレベル 5 の自動運転システム

上の欠陥にある場合においては，自動車の製造業者が本来，負担すべき損害賠償責任を

免れることを意味するものと解される。すなわち，当該事故の発生（その回避）に対し

て所有者・管理者は全く関与することができないため，これらの者に責任に負わせるこ

とは妥当性に欠けるのではないか，と思われる。 

 このような疑問に象徴されるような自動運転車と製造物責任との関係如何という問題

は，これまで，カンボジアでは，あまり熱心に検討されてこなかった。 

2. 考察 

 カンボジア新民法典の製造物責任の第 751 条により，｢不当に危険な欠陥｣が存在する

ことという対象要件があり，そのような欠陥の意義については，特にそれを明らかにす

る規定はおかれず，日本の製造物責任の要件である「欠陥」は，「製造上の欠陥」，「設計
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上の欠陥」及び「指示・警告上の欠陥」と 3 種類の判断基準を参考した解釈が可能であ

ると解される。しかし，対象要件について，日本のような「欠陥」ではなく，「不当に欠

陥」という要件を求められているため，すぐに参考できるか否かについて，検討の余地

があると思われる。 

 他方において，日本では，自動運転車と製造物責任との関係如何という同様の問題に

ついて学説上の議論が一定程度の蓄積をすでに見せている。 

 すなわち，すでに詳しく確認したように，近時，学説上，運行供用者責任と製造物責

任との関係如何に関して，①運行供用者責任を優先する見解＝運行供用者を第一次的な

責任主体として維持する制度を支持する立場，②製造物責任を優先する見解＝自動車メ

ーカー等を第一次的な責任主体とする制度を支持する立場，③2 つの責任を併存させる見

解＝運行供用者と自動車メーカー等により自賠責保険料の分担を行う制度を支持する見

解の 3 つが主張されている。 

 上記①の制度は，運行供用者を第一次的な責任主体として維持するものである。この

見解の下では，保険会社による自動車メーカー等に対する求償権の行使によって，自動

車メーカー等が最終的に責任を負担することが想定されている。 

 危険責任原理によれば，管理者は，自らの管理する危険源から生じた損害について責

任を負担しなければならない503。レベル 4 以上の自動運転車も危険物に当たる。しかし，

当該自動運転車の走行には搭乗者は関与しない。そのため，この自動車が事故を惹起し

たときには，搭乗者は不備・欠陥を抱えた自動車に対する支配に基づき，先任を負うべ

きこととなる504。 

 また，第一章に検討したように，判例は，運行利益・運行支配の要素・性質の双方を

ともに考慮すべきであるとする二元説の立場を展開しており，危険責任の要素としては，

直接の運行支配がなくても，間接的な支配，一般的・抽象的な運行支配，社会通念上自

動車の運行が社会に害悪をもたらさないよう監視，監督すべき立場にあることなども考

慮される。このように，運転者はもちろん，保有者も，たとえ自動運転車の運転に直接

に関与しなくても，運行支配を有しており，原則として，運行供用者に当たる，と言う

ことができる。 

 そして，その結果として，運行供用者に被害者に対する第一次的な責任を負わせる現

行自賠法の枠組に依拠した，前記①の制度が実現されるものと思われる。また，日本の

ように，「肩代わり」問題を解決するために，自動運転自動車に「欠陥」がないことの立

 
503 潮見・前掲注 301）5 頁。 

504 金泉・前掲注 293）61 頁。 
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証責任を自動車メーカー側に課すこととする立証責任の転換を立法することが考えられ

るべきであろう。 

 IV.  小括 

 以上のように，日本及びカンボジアにおける自動運転社会におけるあるべき民事法理

の探求を行ってきた。現在，運転者のミスにより事故が発生した場合には，自賠法によ

る運行供用者責任で解決がなされている。しかし，完全自動運転システムのレベル５を

利用中に自動車の欠陥による事故が発生したとき，従来の民事責任の主体はいったい誰

であるのかが問題となっている。 

 この点について，日本では，自動車事故による損害賠償責任について，自賠法の 3 条

による運行供用者が当該損害を賠償すべき責任を負う。これは，損害発生の危険源自動

車の運行を支配していた者が，その運行に基づく損害を過失の有無にかかわらず賠償し

なければならない，という危険責任原理に依拠するものである。 

 他方で，これまで日本では，自動運転に起因する交通事故に関して，既存の民事責任

法理を変容させる必要性の有無がさまざまに論じられてきている。さらに，自動運転車

の走行，上記危険責任原理によれば，自動運転車による交通事故については，賠償責任

を負う者が，その自動車の製造者あるいは自動車の所有者なのか，疑問が挙げられてい

る。日本における自動運転社会におけるあるべき民事責任法理について主に問題となる

一般不法行為責任に関する運転者の故意・過失，運行供用者責任に関する責任主体と免

責三要件のほか，製造物責任にも影響を与える，と考えられる。具体的には，次の通り

要約できる。 

 まず，一般不法行為責任に関する運転者の故意・過失については，自賠法 3 条の射程

がレベル５まで及ぶとしても，自賠法 3 条の適用がない物損事故については，被害者が

加害者の過失を立証できなければ，物的損害の賠償責任を請求できず，被害者の保護に

欠けることになってしまう問題がある。そこで，ドイツの道路交通法のように自賠法 3

条の保護範囲を物的損害に拡張することを指摘がある。 

 次に，運行供用者責任の責任主体に関する自賠法の適用が大きく影響を受ける。まず，

自賠法を適用することが可能か否かについては，各省庁の調査研究では，全体として，

自賠法上の枠組み維持する立場を表明していた。しかしながら，自動走行であるレベル

４，５においては，自賠法の運行供用者責任の適用可能性・判断基準について明確な結

論が示されていない状況であった。また，学説では，ドライバーの「運行支配」がある

か否かについて，① 運行供用者の判断基準の二つの要素をそのまま適用可能とする説，
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及び② 運行供用者の判断基準として一方の要素を適用すべきとする説の２つの考え方が

挙げられている。さらに，免責要件のうち，①自己及び運転者が自動車の運行に関し注

意を怠らなかったことと，②自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことの役

割の分担のあり方は変化する。 

 最後は，製造物責任法上の欠陥については，事故原因が自動運転システム段階のレベ

ル５にあるような場合においても，自動車の製造業者が本来負担すべき事故の損害賠償

の負担を免れ，運行供用者の不公平となる問題が発生する。そこで，近時の学説におい

て提案されている制度として，①「運行供用者を第一次的な責任主体として維持する制

度」，②「自動車メーカー等を第一次的な責任主体とする制度」，③「運行供用者と自動

車メーカー等により自賠責保険料の分担を行う制度」の三つが挙げられており，その制

度のうち①を適用が可能となると考える。また，「肩代わり」問題を解決するために，

「欠陥」がないことの立証責任を自動車メーカー側に課すことが最もいい方法であろう。 
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終章 

第 1 節 本稿の結論 

 本稿では，カンボジア及び日本における民事交通事故法理に関する総合的研究に取り

組んできた。具体的には，カンボジア及び日本における交通事故の被害者と加害者との

間における損害の分担にかかわる私法上・公法上の諸制度，とりわけ損害賠償法・保険

法の定めるさまざまなルールによって構成される規範を「民事交通事故法理」として総

合的・一体的に把握した上で，そのあるべき内容を明らかにしてきた。そしてこれを踏

まえて，将来における高度化した自動運転技術の普及によって，影響が与えられるであ

ろう日本の民事責任の領域を検討した。そして，日本の制度及びそれぞれをめぐる議論

を参考し，カンボジアにおける自動運転システム利用により事故が発生した場合の民事

責任法理の問題について考察を行ってきた。 

 また，本研究は大別して 3 つの検討課題を有しており，第１の課題である「日本及び

カンボジアにおける交通事故に関する損害賠償法上の理論的・解釈論的な責任主体問題

の分析」及び第 2 の課題である「日本及びカンボジアの既存不法行為制度である責任保

険制度の問題の解明」について考察した。そして，これらの作業を通じて，「日本及びカ

ンボジアにおける自動運転社会におけるあるべき民事法理の探求」を第 3 の課題として

検討の対象としたものである。これらの課題は，全般的に日本の制度を参考しながら，

今後のカンボジアにおける自動車事故の損害賠償責任のほか責任保険制度のあり方につ

いても考察してきたものである。 

 これから，本稿のこれまでの議論を簡単にまとめた上で，若干の考察を述べることと

したい。 

I.  カンボジアの責任主体に関する問題の考察 

 カンボジア民法 752 条は，自動車の所有者又は管理者は，その所有又は管理する危険

物によって他人に生じた損害を賠償する責任を負うと規定している。しかし，自動車の

所有者・管理者とは具体的にどのような者なのかが定義されていない。つまり，誰がそ

れらの所有者・管理者に当るのか，泥棒運転の場合は当該自動車の所有者や管理者が，

この事故についても責任を負わなければならないのか等の判断においては，不明確な規

定であると解された。 

 そこで，本論では，このような問題を解決するために，まず，日本の自動車事故にお

ける自動車損害賠償保障法による運行供用者責任制度を確認した上で，カンボジアにお
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ける自動車交通事故責任主体に関する理論的・実務的な課題を検討した。 

1. 日本における運行供用者の責任判断要素の探求 

 日本の判例は自賠法の趣旨と同様に，運行供用者の判断基準は，「運行支配」及び「運

行利益」という判断基準を設けられている。しかし，現在の判例は，おおむね運行支配，

運行利益の双方に鑑み，運行供用者の認定を行っているのに対して，最近の学説では，

運行支配の有無が重視される傾向にある。 

 それらの学説が提示する新たな判断基準あるいは運行供用者を特定するための様々な

観点――危険性関連，支配管理可能性等――もまた，それ自体としてなお明確ではない，

と思われる。そのため，いずれも，従来の判例（二元説），学説の立場（運行支配一元説）

に取って代わることのできるものではないと評価された。 

2. カンボジアの新民法 752 条に関する責任主体の考察 

 カンボジア民法 752 条は，日本の自動車損害賠償保障法の 3 条の規定を参考して制定

されたものであるため，カンボジア民法 752 条におけるいわゆる所有者・管理者の責任

について，第 1 章に確認した自賠法の解釈を通じて検討・考察を行った。 

 ここでは，日本の判例・学説を参考しつつ，カンボジアにおける自動車事故に関する

責任主体に関する判断基準及び基準の要素を示唆した。すなわち，運行供用者責任の本

質の捉え方としては，運行利益による報償責任は補完的なものということになるため，

運行供用者責任の中に実質的な無過失責任の要素を認める場合，「運行支配」の帰属を判

断することで十分な根拠を構成するものとなると解釈した。 

II.  日本及びカンボジアにおける責任保険に関する改革案の分析 

 第３章では，日本及びカンボジアの自動車事故における保険制度の責任保険の課題に

ついて検討した。具体的には，自動車事故における被害者に対する賠償義務の履行を確

保する責任保険から災害保険化への課題を対象として検討を行った。 

1. 責任保険から災害保険化への提案の当否について分析 

 まずは，日本における責任保険制度の現状である。日本では，自動車事故における被

害者の保護・救済をするために，過失責任から無過失責任のしくみを導入して各種の保

険制度を整備するようになった。自賠法制定以来の今日まで，この一種の無過失責任法
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がはたしてきた被害者救済の機能は，まだ完全に十分であったと言えないまでも，とも

かく自賠法のない時代に比べれば，飛躍的に進歩しているものと評価できる505。ところ

が，現在の責任保険制度では，訴訟の遅延等により時間や費用が必要となる面が多く，

被害者の救済は必ずしも完全ではない問題が生じている。日本の学説においては，加害

者の責任の如何にかかわらず被害者に保険による保護を与えるべきであるとの改革案を

提唱された。ところが，日本では，この基本報償案の導入にあたり，単線型を採用する

立場と複線型を採用すべきとする立場が対立している状況である。 

 本稿では，被害者に保険による保護を与えようという責任保険から交通災害保険への

置き換える改革案を受け入れる可能性の是非を検討した結果，それぞれの主張の内容や

妥当性の可否などから，これらは現状が受け入れ難いものであることを提言した。 

 ところで，藤岡先生により，災害保険化の構想を基礎としつつ，「自動車の製造業者，

修理業者，道路管理者，動物保有者など自動車事故発生の潜在的危険を負っている者の

過失責任を廃止し,新たに保険基金への寄与者とすることが考えられる」506を検討すべき

指摘をされた。しかしながら，交通上これらの過失がある場合，どのように考慮すべき

かという重要な問題として示した。 

 ところが，このような問題点に関して，責任追及と財源調達の両方から考察されなけ

ればならないとされながら，次ののように 2 方法を指摘されている507。 

 第 1 に，責任を存続させ被害者に支払った保険者に求償権を与えること 

 第 2 に，この責任を危険関与に相当した保険への出資と交代させること 

 このように，災害保険化の構想を導入することによって，生じ得る問題もあり，これ

らを検討しなければならない。 

2. カンボジアの保険制度に関する現状の問題 

 カンボジア保険法制度の規制問題を検証するとともに，日本の保険制度からの示唆

を検討してきた。2014 年カンボジア新保険法第 33 条では，全ての自動車に対する責任

保険への加入が義務付けられてないため，事故後の被害者に迅速・公平な救済を行うた

めの損害賠償補償制度には，未だ問題が残されている状況にある。カンボジアにおいて

は，「強制責任保険」制度の手法を取り入れたものの，当該保険の対象車両は，一定の商

 
505 森島昭夫「民事責任と交通事故の抑止」『現行法制と交通事故の抑止』交通法研究 2 号（1972

年）31 頁。 

506 藤岡・前掲注 210）84 頁。 

507 藤岡・前掲注 19）771 頁。 
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業用車両に限定されている。例えば，自家用車等は強制加入保険の対象外車両であると

明らかにした。 

また，個人の有する自家用車などは当該制度の適用外となり，これら適用外の車両に

よって自動車事故が発生した場合には，被害者はこの制度による保護を受けることはで

きないことになってしまう。自動車事故による被害者の十分な救済を確実なものとする

ためには，そのための第一歩として，すべての自動車について，責任保険への加入を義

務付ける制度の構築が求められる。 

ちなみに，2002 年 10 月 16 日の「第三者責任保険共同省令」の 2 条には，「乗客輸送・

貨物運搬・商業三輪車」を強制加入保険の対象自動車と定められているが，2021 年の保

険政令（56 条）に規定する強制加入保険の対象自動車ではない。このような状況におい

ては，将来の保険のあり方についてすべての車種を強制加入保険の対象すべきとしたい。

何故なら，保険制度を導入しても，全ての自動車に当該保険の加入が義務付けられない

こととなり，保険未加入の加害者が事故を起こした場合は，被害者に当該保険を通じた

法的救済がなされないという問題がある。 

 また，現在のカンボジアでは，損害補償制度は，あくまでも不法行為法を基礎として

訴訟を係属し，加害者の責任が成立しない場合には，保険会社はその責任を免れるため，

被害者が責任保険による填補を受けられないことになる問題も存在する。 

 そこで，日本における不法行為法を保険制度と交代させようとする議論とともにさま

ざまな改革案を参考し，示唆を試みた。まずは，自動車事故による被害者への十分な救

済を確実しうるためには，すべての自動車を強制的に責任保険制度に加入させる制度の

構築を主張した。さらに，迅速に被害者の保護・救済するために，自動車保険とくに強

制自動車保険に関して，責任の前提としての過失の有無を問わず，保険を責任から解放

した災害保険の単線型制度を導入し採用すべきだことを提唱した。 

 しかしながら，現在の日本では，不法行為法を基礎として訴訟を係属し，加害者に対

して，損害賠償請求を行っている。このため，将来的に災害保険制度を導入するときに，

単線型又は複線型のどちらかを採用するのか，又はその理由についての議論として検討

される可能性がある。 

III.  自動運転システムの普及による民事責任への影響 

1.  日本の自動運転技術の進展による民事責任を変容させる必要性について 

 本稿の第４章において，日本及びカンボジアにおける自動運転社会における，あるべ
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き民事法理の探求を行った。現在，運転者のミスにより事故が発生した場合には，自賠

法による運行供用者責任で解決がなされている。しかし，自動運転技術の進展により，

この運転者によるミスが自動運転システムに置き換えられる可能性から，自動運転に起

因する交通事故に関して，既存の民事責任を変容させる必要性の有無を検討した。 

 この点について，まずは日本における自動運転車による交通事故に基づく損害を填補

すべき主体のあり方について検討した。既存の民事責任を検討の対象となるものとして

は，一般不法行為責任（民法 709 条）のほか，運行供用者責任（自賠法 3 条）及び製造

物責任法（製造物責任法 3 条）が挙げられた。 

1.1. 一般不法行為責任について 

 まず，一般不法行為責任に関する問題を検討した。現在の民法 709 条の過失の判断基

準は，加害者に課される客観的な注意義務違反を考慮されている。ところが，完全自動

運転レベル 4-5 においては，不法行為法の主な成立要件たる行為者の過失は存在するの

だろうかが問題となる。この点については，現行自賠法の適用範囲が完全自動運転レベ

ル 5 まで及ぶならば，自動運転システムの利用者は，自らの過失を否定されたとしても，

人身事故の賠償責任に問われることとなる。 

 また，自賠法 3 条の射程がレベル５まで及ぶとしても，自賠法 3 条の適用がない物損

事故については，現在とは変化が生じることになると解された。つまり，被害者が加害

者の過失を立証できなければ，物的損害の賠償責任を請求できず，被害者の保護に欠け

ることになってしまう。そこで，学者により，自賠法 3 条の保護範囲を物的損害に拡張

することを解釈されている。 

 しかしこの場合，自動運転車の所有者などが物的賠償責任保険にも加入義務に果たさ

なければならないため，その所有に対し大きな負担が伴うこととなる。また，当該制度

の導入には，現行自賠法制度の根本的な見直しが求められることとなるため，事実上は

困難な手続であるとの評価もできよう。しかしながら，自動運転自動車の導入により，

自動車事故発生の頻度は減少し，これによる損害の減少により，より低い保険料が実現

することも予想されているため，保険料を大きく増加させることなくこれらの改正を行

うことも可能となるとの指摘も存在する。 

1.2. 運行供用者責任を維持することの妥当性の議論について 

 次に，自賠法 3 条の運行供用者責任を維持することの妥当性に関する問題を論じた。  

 日本では自動運転における民事責任を如何に解するかという観点から，自賠法に関す
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る運行供用者責任についての関係省庁である国土交通省自動車局，警察庁委託事業，経

済産業省・国土交通省委託事業のほか， IT 総合戦略本部・官民データ活用推進戦略会議

の報告書の議論及び内容の検討を行った。各省庁の調査研究では，全体として，自賠法

上の運行供用者責任を維持する立場を表明していた。しかしながら，自動走行であるレ

ベル 4-5 においては，自賠法の運行供用者責任の適用可能性・判断基準について明確な

結論が示されていない状況であった。 

 さらに，運行供用者責任についての学説の議論も検討した。現在の学説の状況では，

自動運転のレベルに応じた自賠法による運行供用者責任の適用の可能性について，レベ

ル１から 5 までを 3 段階に分けた上での見解を示しているといえる。具体的には，レベ

ル 1-2 の自動運転による事故については，従来の自賠法の適用により問題は生じないと

指摘されている。レベル 3 では，作動継続が困難な場合への応答準備ができている代替

中は利用者がドライバーとなるため，当該ドライバーは全く運転に無関係とは言えず，

「自動車を保有し，支配の下に他人に運転を委ねる者」が運行供用者に当たると解する

ことが妥当と指摘されている。 

 また，学説では，ドライバーの「運行供用者」に当たるか否かについて，２つの考え

方が挙げられている，① 運行供用者の判断基準の二つの要素をそのまま適用可能とする

説，及び②運行支配が存在しておらず，運行供用者責任を疑念を示す考え方である。こ

のような状況からすると，自動運転における運行支配の帰属の有無に関する明確な判断

基準を提示することについては，さまざまな意見が錯綜し，非常に難しい状況であると

言えよう。 

 そのため，私見としては，危険責任としての性質の方が報償責任としてのそれよりも

重視されるという立場（運行支配一元説）を採った上で，運行利益の存否は補充的な判

断基準に止まると解して，運行支配が認められる者に責任を肯定すべきであると思われ

る。 

1.3. 製造物責任への影響に関する問題 

1.3.1. 製造物について 

 運転ソフトは，製造物責任法 3 条の対象「製造物」の対象を該当するが否かについて

の問題がある。しかし，運転ソフトも自動車の車体と一体物として据え，当該ソフトの

「欠陥」は動産である自動車自体の「欠陥」であると解されているため，本法に基づく

製造業者に対し損害賠償が生ずるとされた。 
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1.3.2. 製造物責任と運行供用者責任との関係の問題について 

 ここでは，製造物責任法に関する自賠法の運行供用者責任と製造物責任との関係につ

いての問題を検討してきた。 

 日本では，自動車の欠陥により事故にあった被害者は，運行供用者責任と製造物責任

の双方につき，それぞれ同時にこれを追及することも，いずれか一方のみを追求してい

くことも可能であるとの解釈が，一般的に肯定されている。もっとも，実際の事故被害

者は，欠陥の証明を立証するのが困難な製造物責任法 3 条による製造物責任を追及せず

に，自賠法 3 条に基づく運行供用者責任の追及のみでの賠償請求をしている状況にあり，

運行供用者に一次的な責任主体が集中している結果がもたらされている。しかしながら，

この状況を継続すると，事故原因が自動運転システム段階のレベル５にあるような場合

においても，自動車の製造業者が本来負担すべき事故の損害賠償の負担を免れることと

なってしまい，自動車の所有者のみが自ら支払った自賠責保険や自動車保険などから損

害賠償責任を負うことになる，いわゆる運行供用者の不公平となる問題が発生する。 

 このような問題に関しては，近時の学説において提案されている制度として，①「運

行供用者を第一次的な責任主体として維持する制度」，②「自動車メーカー等を第一次的

な責任主体とする制度」，③「運行供用者と自動車メーカー等により自賠責保険料の分担

を行う制度」の三つが挙げられており，本稿では，それぞれの中で合理性の高い制度は

どれに該当するかについての考察を行った。これらの提案は，それぞれメリットと同時

にいくつかの問題点も指摘できる。これらの制度を検討した結果，運行供用者に被害者

に対する第一次的な責任を負わせる現行自賠法の枠組による，上述制度①の適用が可能

となると考えられる。 

 しかしながら，①制度では，自動車メーカーの責任を免れ，運行供用者が責任を負う

という「肩代わり」の問題が残っている可能性がある。このような問題を解決するため

に，① 証拠のアクセスの改善，②「欠陥」の一応の推定，③ 立証責任の転換，④自動車

保険制度への一元化との考え方が挙げられている。これらの解決方法の中で，自動運転

自動車に「欠陥」がないことの立証責任を自動車メーカー側に課すことという立証責任

の転換が望ましい制度の在り方が考えられるべきであろう。 

2．カンボジアの新民法 751 条に関する製造物責任について 

 カンボジアの民法 751 条に関する製造物責任の規定を検証した。カンボジアにおいて

は，従来の自動車事故における民事責任は運転者の過失による事故であり，民法上の不
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法行為によって自動車の所有者・管理者がその責任を負うという形で解決がなされてき

た。これが将来の自動運転においても，従来の民事責任法をそのまま適用することが可

能か否かについての検討を行い，最後に，カンボジア法に対する日本の自動運転におけ

る民事法理の本質への示唆を考察した。それぞれの制度を検討した結果として，運行供

用者を第一次的な責任主体として維持する制度が一番適当な解決方法となるとの結論に

達した。 

第 2 節 残された課題 

 以上のように，カンボジア及び日本における民事交通事故法理に関する総合的研究に

おける主要な問題として，① 日本及びカンボジアの運行供用者責任に関する責任主体，

② 責任保険から災害保険化のほか，③自動運転の高度化の普及につれ，民事責任への影

響を解明してきた。 

 しかしながら，特に問題②と③には，今後も様々な課題が残されているといえる。ま

ず，自動運転システム利用により事故が発生した場合の損害賠償をめぐる関係が，自賠

法 3 条に基づく責任を負担する運行供用者や保険会社，製造物責任法 3 条や民法 709 条

に基づく責任を負担するメーカーにとどまらず，売主として債務不履行責任を負担する

販売店との間では，より複雑な求償関係が問題となり，さらに，最終的な責任を誰が負

担するのかも深刻な問題となると考えられる508。また，自動車事故における自動運転シ

ステムを利用した場合の従来の民事責任の変容議論に直接の対象とはなっていなかった

営造物責任法，道路交通法に対して，今後どのような影響が与えられるかについて検討

していくことも必要であろう。 

 さらに，被害者に保険による保護を与えようという目的での交通災害保険へ置き換え

る改革案は，日本においては未だ実務上での本格的な検討がされておらず，そのため単

線型，複線型のどちらが妥当するのかといったことも現在のところ未踏の状況である。

そのため，今後のカンボジアの自動車事故の責任保険制度における解釈論についても日

本の動向によって動揺していくものと思われる。本稿で検討した課題は，技術の発展と

共にこれからも議論や判例の蓄積がなされる状況にあり，今後も変化を続けていく日本

ないしカンボジアの文化・社会状況を踏まえた検討を継続することによって，より安

心・安全な社会の実現に貢献できるものといえよう。 

 

 
508 窪田・前掲注 384）195 頁。 
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ជួសជុលគសចកតីខូចខាតផដ្លគកើតពីកំហុសខលួនឱ្យគណ។ 
第 812 条：他人に損害を発生させる全ての行為をした者は，自らの故意により発生した

損害を填補しなければならない。 

ម្ម្ា៨១៣：គទោះគសចកតីខូចខាតគគោះ គកើតពីនំាគពើឯណាផដ្លឥតគចតគយ៉ាងដូ្ចជាគធេស
្បផហស ឬ ពំុបាន្បយ័តា្ តតួ្ាកតីក៏ជននាាកគធេើគគោះ្តបវផតជួសជុលគសចកតីបង់ខាតឱ្យគណផដ្រ។ 
第 813 条：損害が怠慢又は管理不注意等の不故意より発生したものであっても，その損

害を填補しなければならない。 

ម្ម្ា៨១៤：គយនន្ណសួារគ្តបវទទួលខុស្តបវចំគពាោះគសចកតីខូចខាតផដ្លបណាត ល ម្កពីកូន
គក្គជានានីតិជនគផដ្ល្តបវគសាកាុងនំាណាច្តតួ្ាននខលួន។ 
第 814 条：世帯主は，自らの権限監督下にある子・孫などである未成年者の行為により

発生した損害について責任を負う。 

ម្ម្ា៨១៥：គក្ហ្វេ យគយគដ្គខៅ គ្តបវទទួលខុស្តបវចំគពាោះគសចកតីខូចខាតផដ្លបណាត លម្ក
នំាពីបាវ្ពាវគកូនឈ្ាួលគម្នុសសបំគរ ើគឬគម្នុសសគរៀនគធេើការរបស់ខលួនកាុងគវកាគផដ្លជនគគោះគធេើគសា
ការផដ្លខលួនគ្បើឱ្យគធេើ។ 
第 815 条：使用者又は雇用者は，従者，労働者，お手伝い又は見習い身分が事業中にそ

の行為により発生させた損害について責任を負う。 

ម្ម្ា៨១៦：កាលណាគបើគយនន្ណសួារគ គក្ហ្វេ យគយគ ដ្គខៅ ទំងឡាយគ ម្មនបគទ ល់ថ្នគ
គដ្ើម្បីគចៀសវាងគ មិ្នឱ្យម្មនគសចកតីខូចខាតគគោះគខលួនបាន្បមង្បយ័តានាស់សម្តថភាពគ ផដ្លអាច
គធេើបានគហើយគគយ្ណួសារគគក្ហ្វេ យគយគដ្គខៅ គគគោះ្តបវបានរចួផុ្តពីការទទួលខុស្តបវផដ្រ។ 
第 816 条：すべての世帯主，使用者，雇用者は損害の発生を回避するために，できる限

りの注意を尽くしたことを主張すれば，責任を免れる。 

ម្ម្ា៨១៧：ម្មា ស់សតេពាហនគ ឬជនផដ្លគ្បើសតេគគោះគ គវកាផដ្លសតេគគោះគសាកាុងនំាណាច
ខលួនគ ្តបវទទួលខុស្តបវចំគពាោះនំាគពើផដ្លសតេគគោះគធេើឱ្យខូចខាតរបស់គណគ គទោះគធេើឱ្យខូចខាតកាុង
គវការត់រចួកតីកាុងគវកាគវគងេងគខាា ត់ភាល ត់កតី។គ 
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第 817 条：動物の所有者又は動物を使用する者は，自らの権限管理中に動物が逃げ，放

浪し，もしくは失われた場合であっても，その動物により発生した損害について，責任

を負う。 

ម្ម្ា៨១៨：ម្មា ស់្ទពយគ្តបវទទួលខុស្តបវគនំាពីគសចកតីខូចខាតផដ្លគកើតនំាពីរបស់ននខលួនគកាល
ណាគបើគសចកតីខូចខាតគគោះបណាត លម្កនំាពីការខានផែទំគ ខាន្តតួ្ាគ ឬគ ក៏គដ្ឋយរបស់គគោះ
សង់មិ្នលអ។ 
第 818 条：財産保有者は，物の保存又は保管するを怠ったこと又は不良で建築された物

により発生した損害について，責任を負う。 

ម្ម្ា៨៣១：គកាលគ្ោោះថ្នា ក់គគោះគជាគ្ោោះដ្ល់សាល ប់គគក្ហ្វេ យគយគដ្គខៅ គ្តបវគចញ្បាក់
គធេើបុ យសពគ មួ្យគទៀតគ ្តបវឱ្យគចញ្បាក់សំ ូកចិតតឱ្យសម្មជិកគ នន្ណសួាររបស់នាាកសាល ប់គ
ផដ្លគសាកាុងបនទុកគខាា ចគគោះផ្ងគគដ្ឋយមិ្នឱ្យចំនួន្បាក់គគោះគលើសពីឈ្ាួលគទ។គ 
第 831 条：その危険が死亡に至る危険であったときには，使用者又は雇用者は葬式費用

を支払わなければならず，他方，死亡した者の負担の下にある家族の構成員に対し，慰

謝料を支払わなければならないが，その金額は賃金の額を超えないものとする。 

ម្ម្ា៨៣២：គបើគក្ហ្វេ យគយគ ឬដ្គខៅ គ សុខចិតតចិញ្ា ឹម្រកាម្នុសសផដ្លគសាកាុងបនទុកគខាា ច
គគោះគគហើយម្នុសសទំងគគោះក៏្ពម្ផ្ងផដ្រគគក្ហ្វេ យគឬដ្គខៅ គមិ្ន្តបវគចញ្បាក់សំ ូកចិតតឱ្យ
គទៀតគ ើយ។ 
第 832 条：もし，使用者又は雇用者がその死亡者の負担の下にある者を養うことを決意

し，その者もこれに同意したときには，使用者または雇用者は上記の慰謝料を支払う必

要がない。 

ម្ម្ា៨៣៣：កាុងករ ីទំងឡាយផដ្លម្នុសសទទួលគ្ោោះថ្នា ក់កាុងការររគំ ឬ ញាតិសារ
គកាហិតននម្នុសសគនោះនិងគក្ហ្វេ យគយគឬដ្គខៅ មិ្ន្ពម្គ្ពៀងោា នំាពីចំនួន្បាក់កំជាប់្ពលឹង
គគោះគទគតុកាការ្តបវជំនំុជំរោះឱ្យ។ 
第 833 条：使用者・雇用者と被害者の親族との間で葬式費用などの金額に関する協議が

調わないときには，裁判官がこの点に関する判断を下すべきこととなる。 

ម្ម្ា៨៣៤：ដូ្គចាោះគបើនាាករងគ្ោោះគគោះពិការជានិចា តុកាការ្តបវែលឹងាម្កម្មល ំងកាយផដ្លែម្ 
ែយគដ្ឋយគ្ោោះគគោះនិងាម្ចំនួននែលឈ្ាួលផដ្លម្នុសសគគោះ្តបវគបើកកាុងមួ្យនែៃ១។គ្បសិនគបើ
ជាគ្ោោះដ្ល់សាល ប់គ តុកាការ្តបវែលឹងាម្ថ្នា ក់ញាតិជិតគ ឬគ ឆ្ៃ យននម្នុសសគ ផដ្លគសាកាុងបនទុក
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គខាា ចគនិងនលឱ្យសម្នឹងគសចកតី្តបវការននជនទំងគគោះផ្ង។ 
 កាុងករ ីទំងឡាយគនោះគ តុកាការ្តបវពិនិតយផ្ងគ ផ្កងគ្ោោះគគោះគកើតគដ្ឋយសារផត
កំហុសរបស់ម្នុសសទទួលគ្ោោះគគោះគ ឬគ គដ្ឋយគហតុលៃង់មិ្ន្បសប់ការគដ្ើម្បនឹីងបានបនថយ
ចំនួន្បាក់កំជាប់្ពលឹងគគោះខលោះគទៀត។គ 
第 834 条：事故によって被害者が永久の身体障害を受けた場合には，裁判所は，損害額

の算定につき，その事故により低下した身体能力及び日給で受領する賃料を衡量しなけ

ればならない。被害者が死亡した事故の場合には，裁判所は，死亡者の負担の下にある

遠近の親等の要求金額を適当に衡量しなければならない」としていた。これは，厳密に

言えば，過失相殺に関する規定ではないものの，加害者（使用者・雇用者）が被害者に

対して支払うべき損害賠償額を算定する際に，被害者（被用者）の損害の状態などを斟

酌しうることを定めた規定である。 

 前項の場合において，裁判所は，事故が被害者の過失に基づくものであるかどうか，

又は，金額を減額できる条件について加害者が無知であるかどうかを調査しなければな

らない。 

（2）្កឹតយ～ចាប់សតីពីកិចាសនាគនិងការទទួលខុស្តបវគ្ៅកិចាសនា 

（契約及び契約外の責任に関する政令「政令 38 号」） 

ម្ម្ា១២១：ជនណាបានគធេើឱ្យម្មនការខូចខាតដ្ល់នាាកដ្នទគដ្ឋយកំហុសរបស់ខលួនគ ជនគគោះ
្តបវជួសជុលការខូចខាតគគោះ។គ 
 គទោះបីការខូចខាតគកើតម្កនំាពីនំាគពើ្ប្ពឹតតគដ្ឋយគចតគគដូ្ចជាការគធេស្បផហសគឬគការ
ខេោះការ្បមង្បយ័តាកាុងការ្តួតគម្ើលគផែទំក៏គដ្ឋយគក៏ជនគលាើស្តបវផតជួសជុលការខូចខាតគគោះ
ផដ្រ។គ 
第 121 条（不法行為責任） 

 自らの過失（fault） により他の者に損害を発生させた者は，その損害を賠償する責任

を 負 う 。 不 注 意 （ carelessness ） 又 は 怠 慢 （ negligence ） な ど の 故 意 で は な い

（involuntary）行為により損害が生じた場合であっても，加害者は責任を負う。 

ម្ម្ា១២២：ជនវកិលចរតិគ និងគ នានីតិជនអាយុតិចជាង១៤ឆ្ា ំជានាសម្តថជន។ ជនទំងគគោះ
មិ្ន្តបវទទួលខុស្តបវចំគពាោះការខូចខាតផដ្លខលួនបានគធេើឱ្យគកើតគ ើងដ្ល់នាាកដ្នទគ ើយ។គ 
第 122 条（無能力者が生じさせた損害） 

 精神障害者（the insane）及び 14 歳未満（under 14）の未成年者は，無能力者とみな

す。これらの者は，自らが他の者に生じさせた損害について責任を負わない。 
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ម្ម្ា១២៣：ឪពុកគម្មត យគ ឬ នាាកអាណាពាបាលគ ្ពម្ទំងជនគផ្សងៗគទៀតផដ្លទទួលបនទុក
្តបវគម្ើលផែទំនាសម្តថជនគ្ តបវទទួលខុស្តបវផ្ទទ ល់ខលួនចំគពាោះការខូចខាតគផដ្លនាសម្តថជនគគោះ
បានគធេើឱ្យគកើតគ ើង។ 
第 123 条（親権者等の責任） 

 親権者，後見人その他無能力者を担当し，又は世話をする者は，これらの無能力者が

生じさせた損害について個人的に責任を負う。 

ម្ម្ា១២៤：នានីតិជនអាយុគ្ចើនជាង១៤ឆ្ា ំគ ប៉ាុផនតមិ្នទន់្ណប់អាយុ១៨ឆ្ា ំគ ្តបវទទួលការខុស
្តបវចំគពាោះការខូចខាតផដ្លខលួនបានគធេើដ្ល់នាាកដ្នទ។គ ការជួសជុលការខូចខាត្តបវនានីតិជន
គគោះគគនិងគឪពុកម្មត យគឬនាាកអាណាពាបាលនននានីតិជនគគោះទទួលខុស្តបវរមួ្។គកាុងករ ីផដ្ល
នានីតិជនគនោះោា ន្បាក់គឬគ្ទពយសម្បតតិគដ្ើម្បជួីសជុលការខូចខាតគគោះឪពុកម្មត យគឬគនាាកអាណា
ពាបាល្តបវសងជួស។ 
第 124 条（未成年者と親権者等の連帯責任） 

 14 歳を超えて（over14）18 歳に満たない（less than 18）未成年者は，自らが他の者に

生じさせた損害について責任を負う。その損害の賠償について，それらの未成年者又は

後見人は，連帯責任を負う。未成年者が訴の損害を賠償するための資金や財産を有しな

い場合，親権者又は後見人が代わりに支払わなければならない。 

ម្ម្ា១២៥：នាងលការរដ្ាគ នាងលការសងលម្គ នាងលការសមូ្ហភាពគ សហ្ោសគ ្តបវទទួលខុស្តបវ
ចំគពាោះការខូចខាតផដ្លកម្មា ភិបាលគ បុណលលិកគ កម្ាកររបស់ខលួនគ បានគធេើឱ្យគកើតគ ើងកាុងគពលគ ឬ
គពលបំគពញភារកិចារបស់ជនទំងគគោះ។ 
第 125 条（組織の使用者責任） 

 国家（State），社会組織及び集団組織（social and collective organization）又は企業

（enterprise）は，その公務員，職員，労働者が使用者のために仕事をしているとき（at 

the time）又はその間（while）の行為により生じた損害について責任を負う。 

ម្ម្ា១២៦：និគយជកគ្តបវទទួលការខុស្តបវចំគពាោះការខូចខាតដ្ល់នាាកដ្នទ 
បណាត លម្កពីនិគយជករបស់ខលួនកាុងគពលគឬគសាគពលនានុវតតការររផដ្លនិគយជកបាន្បណល់
ឱ្យគធេើ។ 
第 126 条（雇用者の使用者責任） 

 使用者は，使用人が使用者のために仕事をしているとき又はその期間中の行為により

生じた損害について責任を負う。 
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ម្ម្ា១២៧：កម្ាសិទធិករននសតេគឬជនផដ្លគ្បើសតេគ្តបវទទួលខុស្តបវចំគពាោះការខូចខាតផដ្ល
គកើតគ ើងដ្ល់នាាកដ្នទគ គដ្ឋយសារសតេផដ្លគសាកាុងការ្ណប់្ណងរបស់ខលួនគ គទោះនានតរាយគគោះ
គកើតគ ើងគសាគពលសតេរត់រចួកតីគឬគគសាគពលសតេវគងេងខាា ត់ភាល ត់កតី។ 
第 127 条（動物の管理者の責任） 

 動物の所有者又は動物を使用する者は，その動物が自己の管理下にいる間に他の者に

生じさせた損害又はその動物が逃げ（escape）若しくは失われていた（lost）期間に生じ

させた損害について責任を負う。 

ម្ម្ា១២៨：កម្ាសិទធិករ្តបវទទួលខុស្តបវចំគពាោះការខូចខាតផដ្លគកើតគ ើងដ្ល់នាាកដ្នទ
គដ្ឋយសារ្ទពយរបស់ខលួនគ ្បសិនគបើការខូចខាតគគោះបណាត លម្កពីការខេោះខាតគ ផែទំគ ខេោះការ
្តតួពិនិតយគឬគក៏គដ្ឋយសារសំ ង់របស់ខលួនសង់មិ្នបាន្តឹម្្តបវលអ។ 
第 128 条（財産から生じた損害についてのその所有者の責任） 

 財産の所有者は，その財産の維持，管理又は補修を懈怠（negligently）により行って

いなかったことにより他の者に損害が生じた場合，その損害につき責任を負う。 

ម្ម្ា១២៩：្បសិនគបើការខូចខាតបណាត លម្កពីជន្បពឹតតិបទគលាើសគ្ចើនគក់គ ជនទំងគគោះ
្តបវទទួលខុស្តបវរមួ្ចំគពាោះជនរងគ្ោោះ។គ កាុងករ ីខលោះតុកាការ្បជានអាចសំគរចគសចកតីឱ្យ
បុណលលម្មា ក់ៗផដ្លបានគធេើឱ្យខូចខាតសងគៅជនរងគ្ោោះាម្សម្មម្ម្តននការចូលរមួ្្ប្ពឹតត
របស់ខលួន។ 
第 129 条（共同不法行為） 

 損害が複数の加害者により生じた場合，それらの者は被害者に対して連帯責任を負う。

一定の場合，人民裁判所は，加害についての寄与度の割合に応じて，各加害者に被害者

へ賠償させることを決することができる。 

ម្ម្ា១៣០：ជនផដ្លទទួលខុស្តបវរមួ្ជាមួ្យនាាកទទួលខុស្តបវឯគទៀតគ គហើយបានសង
ជំនួសជនទំងគនោះគ ជនគគោះផដ្លម្មនសិទធិទម្ទរឱ្យជនផដ្លទទួលខុស្តបវឯគទៀតសងម្ក
ខលួនវញិគគដ្ឋយណិតគៅាម្កំរតិនននំាគពើ្ប្ពឹតតផដ្លម្មា ក់ៗបាន្ប្ពឹតត។ 
第 130 条（加害車の他の加害者への求償） 

 他の加害者と連帯責任を負う加害者の一名が全損害を自ら賠償した場合，加害につい

ての寄与度の割合に応じて，他の者に寄与度の割合を請求することができる。 

ម្ម្ា១៣១：នាងលការគ ឬគ ជនផដ្លបានទទួលខុស្តបវចំគពាោះការខូចខាតផដ្លបណាត លម្កពី
កំហុសរបស់ជនម្មា ក់គទៀតនាងលការឬជនគគោះម្មនសិទធិបតឹងទរសំ ងពីជនខាងគ្កាយគនោះវញិ។ 



150 

 

第 131 条（行為者の代わりに責任を負う者による求償） 

 組織又は個人は，他の者により生じた損害について責任を負う場合，その者に対し，

損害の填補を求めて法的手段をとることができる。 

ម្ម្ា១៣២：កាុងករ ីផដ្លការខូចខាតបណាត លម្កពីកំហុសរបស់ជនរងគ្ោោះផ្ងផដ្ល
គគោះគជនរងគ្ោោះ្តបវទទួលខុស្តបវចំគពាោះចំផ កននការខូចខាតគគោះ។ 
第 132 条（損害の一部を生じさせた被害者の責任） 

 損害の一部を被害者が生じさせた場合，被害者は，その部分について責任を負う。 

ម្ម្ា១៣៣：ជនផដ្លគធេើឱ្យម្មនការខូចខាតដ្ល់នាាកដ្នទគ និងគ អាចឱ្យរចួខលួនពីការទទួលខុស
្តបវបាន្បសិនគបើៈគ 
 ១.គការខូចខាតបានគកើតគ ើងកាុងករ ី្បធានសកតិ។ 
 ២.គការខូចខាតបណាត លម្កពីកំហុសទំងស្សមងរបស់ជនរងគ្ោោះ។ 
第 133 条（損害賠償責任を負わない場合） 

 以下の損害については，損害を生じさせた者は他の者に対して責任を負わない。 

 1.不可抗力により生じた損害 

 2．被害者の過失のみにより生じた損害 

ម្ម្ា១៣៤：្បសិនគបើការខូចខាតបានគកើតគ ើងគដ្ឋយម្មនការ្ពម្គ្ពៀងពីជនរងគ្ោោះគ
គហើយនំាគពើគគោះោា នប៉ាោះពាល់គ ឬណំរាម្កំផហងដ្ល់្បគយជន៍សងលម្គទគ គគោះមិ្ន្តបវឱ្យម្មនការ
ជួសជុលសំ ងននការខូចខាតគ ើយ។ 
第 134 条（被害者による危険の承認） 

 被害者が損害の危険を負うことに合意した状況で損害が生じた場合で，社会的利益に

影響せず，又はこれを脅かさないときは，そのような損害は賠償されない。 

ម្ម្ា១៣៥：ប តឹ ងសំុជួសជុលសំ ងននការខូចខាតម្មនអាជាា យុកាលកំ ត់គ៣ឆ្ា ំ។ 
第 135 条（損害賠償請求の時効期間）  

 損害賠償請求の時効期間は，3 年に限定される。 

（3）្កម្រដ្ាបបគវ ីឆ្ា ំ២០០៧（2007 年の新民法典） 

ម្ម្ា៧៤២：កនិយម្ន័យននកំហុសគចតគគនិងគនាគចតគ 
 គសាកាុងជំពូកទី១៦គ(នំាគពើនានីតានុកូល)គគនោះគនំាគពើគដ្ឋយម្មនកំហុសគចតគគឬគនាគចតគគ
សំគៅគៅគលើគនំាគពើផដ្ល្តបវនឹងចំ ុចណាមួ្យខាងគ្កាម្គនោះគ៖ 
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 ក.គធេើនំាគពើបំពានគដ្ឋយពាករទុកជាមុ្ននំាពីការគកើតគ ើងននលទធផ្លគហើយគដ្ឋយទទួល
យកការគកើតគ ើងននលទធផ្លគគោះ។ 

ខ.គគធេើនំាគពើផដ្លគគបើាម្្ប្កតីគបុណលលផដ្លម្មនឋានៈននការររគឬគបទពិគសាធន៍គសាើោា
នឹងនាាកគធេើនំាគពើគគោះគ អាចពាករទុកជាមុ្ននំាពីការគកើតគ ើងននលទធផ្លក៏គដ្ឋយគ ក៏នាាកគធេើនំាគពើ
គគោះគសាផតពំុបានពាករទុកជាមុ្ននំាពីការគកើតគ ើងននលទធផ្លគគោះ គដ្ឋយសារការគធេស
្បផហសមិ្ន្បមង្បយ័តាគ គហើយគទោះជាម្មនករ ីកិចាគជៀសវាងនូវលទធផ្លគគោះក៏គដ្ឋយគក៏គសា
ផត្ប្ពឹតតផ្ទុយនឹងករ ីកិចាគគោះ។គ 
第 742 条（故意及び過失の定義） 

 本第 16 章（不法行為）において，故意又は過失による行為とは，次の各号のいずれか

に該当する行為をいう。 

 1 結果の発生を予見しながら，結果発生を認容して侵害行為を行うこと。 

 2 行為者と同等の職業又は経験のある者ならば通常結果発生を予見できたにもかかわ

らず注意を怠ったために結果発生を予見せず，かつその結果を回避すべき義務を負って

いるにもかかわらずその義務に違反した行為を行うこと。 

ម្ម្ា៧៤៣：ល័កៅខ័ ិនិងការទទួលខុស្តបវកាុងការបញ្ជជ ក់បរា ញនននំាគពើនានីតានុកូលទូគៅ 
 ១. បុណលលផដ្លបំពានគដ្ឋយខុសចាប់នូវសិទធិគ ឬគ ផ្ល្បគយជន៍របស់ជនដ្នទគដ្ឋយ
កំហុសគចតគគ ឬគ គដ្ឋយកំហុសនាគចតគគ ្តបវទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូចខាតផដ្លគកើត
គ ើងគដ្ឋយនំាគពើគគោះ។គ 
 ២.គ បញ្ញតតិននកថ្នខ ិទី១គ ខាងគលើគនោះគ ្តបវយកម្កនានុវតតដូ្ចោា ផ្ងផដ្រគ ចំគពាោះករ ី
ផដ្លការខូចខាតបានគកើតគ ើងគ គដ្ឋយសារម្មនករ ីកិចាគធេើនំាគពើណាមួ្យ ផតមិ្នបានគធេើនំាគពើ
គគោះ។ 
 ៣.គចំគពាោះកំហុសគចតគគឬគកំហុសនាគចតគរបស់ចារគីនោះគទំគក់ទំនងននគហតុផ្លរវាង
នំាគពើរបស់នាាក្ប្ពឹតតនំាគពើបំពានគ និងគ ការគកើតគ ើងននការខូចខាតគ និង ការខូចខាតផដ្លគកើត
ម្មនគ ើងគលើជនរងគ្ោោះគ បុណលលផដ្លទម្ទរសំ ងការខូចខាតគគោះ ្តបវបញ្ជជ ក់បរា ញគ
គលើកផលងផតបញ្ញតតិពិគសសគសាកាុង្កមម្គនោះគឬគចាប់គផ្សងគទៀត។ 

第 743 条（一般的不法行為の要件及び立証責任） 

（1）故意又は過失によって他人の権利又は利益を違法に侵害した者は，それによって生

じた損害を賠償する責任を負う。 

（2）第 1 項は，作為すべき義務があるにもかかわらず行為を行わなかったために損害が

生じた場合にも準用する。 
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（3）加害者の故意又は過失，加害者の行為と損害発生との間の因果関係及び被害者に生

じた損害については，この法律その他の法律に特段の定めがない限り，損害賠償を請求

する者が立証しなければならない。 

ម្ម្ា៧៤៤：សំ ងននការខូចខាតផដ្លមិ្នផម្នជា្ទពយសម្បតតិ 
បុណលលផដ្លទទួលខុស្តបវាម្បញ្ញតតិននម្ម្ាគ៧៤៣គ(ល័កៅខ ិគនិងគការទទួលខុស្តបវ

កាុងការបញ្ជជ ក់បរា ញនននំាគពើនានីតានុកូលទូគៅ)គ ខាងគលើគនោះ្តបវសងការខូចខាតចំគពាោះនាេី
ផដ្លមិ្នផម្នជា្ទពយសម្បតតិផ្ងផដ្រ។គ 
第 744 条（非財産的損害の賠償） 

 第 743 条（一般的不法行為の要件及び立証責任）の責任を負う者は，財産以外の損害

についても賠償しなければならない。  

ម្ម្ា៧៤៥：នាសម្តថភាពកាុងការទទួលខុស្តបវ 
១.គ ជនផដ្លម្មនអាយុគ្កាម្១៤ឆ្ា ំគ (ដ្ប់បួន)ឆ្ា ំគ មិ្ន្តបវទទួលខុស្តបវចំគពាោះនំាគពើនានី

តានុកូលគទ។គ 
២.គ បុណលលផដ្លសថិតកាុងសាថ នភាពផដ្លមិ្នអាចយល់ដឹ្ងគ និងគ វនិិចឆ័យបាននំាពីការទទួល

ខុស្តបវចំគពាោះនំាគពើរបស់ខលួនគសាគពលផដ្លខលួនបាន្ប្ពឹតតនំាគពើបំពានគគោះគគដ្ឋយសារគម្មនវបិតតិ
ផផ្ាកបញ្ជញ សាា រតីគឬគមូ្លគហតុគផ្សងគទៀតមិ្ន្តបវទទួលខុស្តបវចំគពាោះនំាគពើនានីតានុកូលគ ើយ។គ
ប៉ាុផនតគ បញ្ញតតិគនោះមិ្ន្តបវយកម្កនានុវតតគ ើយគ ចំគពាោះករ ីផដ្លសាថ នភាពគគោះបណាត លម្កគ
គដ្ឋយកំហុសគចតគគឬគគដ្ឋយកំហុសនាគចតគ។គគ 
第 745 条（責任無能力） 

（1）満 14 歳未満の者は，不法行為責任を負わない。 

（2）精神上の障害又はその他の事由により加害行為時に自己の行為の責任を認識し判断

することのできる能力を欠く状態にあった者は，不法行為責任を負わない。ただし，故

意又は過失によってその状態を招いたときは，この限りでない。 

ម្ម្ា៧៤៦：ការទទួលខុស្តបវរបស់នាាកម្មនករ ីកិចា្ តតួពិនិតយ 
 ១.គ បុណលលផដ្លម្មនករ ីកិចាផដ្លបានកំ ត់គដ្ឋយចាប់កាុងការ្តតួពិនិតយនានីតិជនគ
អាយុគ្កាម្១៤គ(ដ្ប់បួន)គឆ្ា ំគឬគបុណលលផដ្លសថិតកាុងសាថ នភាពផដ្លមិ្នអាចយល់ដឹ្ងគនិងវនិិចឆ័យ
បាននំាពីការទទួលខុស្តបវចំគពាោះនំាគពើរបស់ខលួនគ គដ្ឋយសារម្មនវបិតតិផផ្ាកបញ្ជញ សាា រតីគ ឬគ មូ្ល
គហតុគផ្សងគទៀតគ ម្មនករ ីកិចា្ តបវសងការខូចខាតរបស់នាាកដ្នទផដ្លគកើតគ ើងគដ្ឋយនំាគពើ
បំពានរបស់បុណលលគសាគ្កាម្ការ្តួតពិនិតយរបស់ខលួនគនោះ។គ 
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 ២.គ បុណលលផដ្លម្មនករ ីកិចាផដ្លបានកំ ត់គដ្ឋយចាប់កាុងការ្តតួពិនិតយនានីតិជន
អាយុចាប់ពី១៤(ដ្ប់បួន)ឆ្ា ំគ គ ើងគៅគ ្តបវទទួលខុស្តបវគដ្ឋយសាម្ណលីភាពជាមួ្យនានីតិជនគ
ចំគពាោះការខូចខាតរបស់នាាកដ្នទផដ្លគកើតគ ើងគគដ្ឋយនំាគពើនានីតានុកូលរបស់នានីតិជនគគោះ។គ 
 ៣.គ បុណលលផដ្លម្មនករ ីកិចា្ តតួពិនិតយផដ្លទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូចខាត
ាម្បញ្ញតតិននកថ្នខ ិទី២ខាងគលើគនោះគ អាចរចួផុ្តពីការទទួលខុស្តបវសងការខូចខាតបានគ
គដ្ឋយបញ្ជជ ក់បរា ញថ្នខលួនបានបំគពញករ ីកិចា្តតួពិនិតយជា្ប្កតី។គ 

第 746 条（監督義務者責任） 

（1）14 歳未満の未成年者又は精神上の障害により自己の行為の責任を認識し判断する

ことのできる能力を欠く状態にある者を監督すべき法定の義務を負う者は，当該被監督

者の加害行為から生じた他人の損害を賠償すべき義務を負う。 

（2）14 歳以上の未成年者を監督すべき法定の義務を負う者は，未成年者の不法行為に

よって生じた他人の損害につき，未成年者と連帯して責任を負う。 

（3）第 2 項では損害賠償責任を負う監督義務者は，日常的に監督義務を果たしていたこ

とを立証して自己の賠償責任を免れることができる。 

ម្ម្ា៧៤៧：ការទទួលខុស្តបវរបស់និគយជក 
១.គ បុណលលផដ្លគ្បើនិគយជិតគដ្ើម្បនីានុវតតកិចាការគ ្តបវទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូច

ខាតគ ផដ្លនិគយជិតបានបងកដ្ល់នាាកដ្នទគដ្ឋយខុសចាប់គ គដ្ឋយកំហុសគចតគគ ឬគ គដ្ឋយ
កំហុសនាគចតគគគសាកាុងការនានុវតតកិចាការគគោះ។គ 

២.គ បុណលលផដ្លសថិតកាុងឋានៈ្តបវ្តួតពិនិតយនិគយជិតជំនួសនិគយជកគ ្តបវទទួលខុស
្តបវដូ្ចោា នឹងនិគយជកផដ្រ។គ ប៉ាុផនតគ បញ្ញតតិគនោះមិ្ន្តបវយកម្កនានុវតតគ ើយគ ចំគពាោះករ ីផដ្ល
បុណលលគគោះបាន្តួតពិនិតយគដ្ឋយ្តឹម្្តបវ។គ 

៣.គ និគយជកគ ឬគ នាាក្តួតពិនិតយជំនួសគ អាចទម្ទរសំ ងពីនិគយជិតបានគដ្ឋយ
គយងគៅាម្ក្មិ្តននកំហុសគរបស់និគយជិតគគោះ។ 

第 747 条（使用者責任） 

（1）事業の執行のために被用者を使用する者は，被用者が事業の執行につき故意又は過

失によって違法に他人に加えた損害を賠償すべき責任を負う。 

（2）使用者に代わって被用者を監督すべき立場に有する者は，使用者と同様の責任を負

う。ただし，適切に監督していた場合はこの限りではない。 

（3）使用者又は代理監督者は，被用者に対して，その過失の程度に応じて，求償をする
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ことができる。 

ម្ម្ា៧៤៨：នំាគពើនានីតានុកូលរបស់នីតិបុណលល 
 ១.គ នីតិបុណលល្តបវទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូចខាតគ ផដ្លសម្មជិកណ ៈកម្ាការ
គយកគ ឬគ នាាកតំណាងឯគទៀតគ បានបងកដ្ល់នាាកដ្នទគដ្ឋយខុសចាប់គ គដ្ឋយកំហុសគចតគគ ឬគ
គដ្ឋយកំហុសនាគចតគកាុងការនានុវតតភារកិចា។គ 
 ២.គ គបើបានសងការខូចខាតាម្បញ្ញតតិននកថ្នខ ិទី១គ ខាងគលើគនោះគ នីតិបុណលលអាច
ទម្ទរសំ ងពីនាាកតំណាងផដ្លបាន្ប្ពឹតតនំាគពើបងកការខូចខាតគគោះ។គ 
第 748 条（法人の不法行為） 

（1）法人は，理事その他の法人の代表者が職務の執行につき故意又は過失によって，違

法に他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 

（2）法人は，第 1 項の損害賠償を行ったときは，加害行為を行った代表者に対して求償

することができる。 

ម្ម្ា៧៤៩：នំាគពើនានីតានុកូលរបស់ម្ន្តនតីរាជការ 
 ១.គគបើម្ន្តនតីរាជការផដ្លទទួលការនានុវតតនូវនំាណាចសាធារ ៈរបស់រដ្ាគឬសាថ ប័នសាធារ
 ៈគ បានបងកការខូចខាតដ្ល់នាាកដ្នទគដ្ឋយខុសចាប់គ គដ្ឋយកំហុសគចតគគ ឬគ គដ្ឋយកំហុស
នាគចតគគកាុងការនានុវតតភារកិចារបស់ខលួនគគោះគរដ្ាគឬគសាថ ប័នសាធារ ៈ្តបវទទួលខុស្តបវកាុងការ
សងការខូចខាតគគោះ។គ 
 ២.គកាុងករ ីផដ្លបានកំ ត់គសាកាុងកថ្នខ ិទី១គខាងគលើគនោះគគបើក្មិ្តននការបំពាន
ករ ីកិចារបស់ម្ន្តនតីរាជការគកាុងការគជៀសវាងនូវលទធផ្លម្មនភាពធៃន់ធៃរគ រដ្ាគ ឬគសាថ ប័នសាធារ
 ៈអាចទម្ទរសំ ងពីម្ន្តនតីរាជការបាន។គ 
第 749 条（公務員の不法行為） 

（1）国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が，その職務を行うにつき故意又は

過失によって違法に他人に損害を加えたときは，国又は公共団体がこれを賠償する責任

を負う 

（2）第 1 項の場合において，公務員の結果を回避すべき義務の違反の程度が重大である

ときは，国又は公共団体は，その公務員に対して求償することができる。 

ម្ម្ា៧៥០：ការទទួលខុស្តបវរបស់នាាកកាន់កាប់សតេ 
 បុណលលផដ្លកាន់កាប់សតេ្តបវទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូចខាតផដ្លគកើតគ ើងដ្ល់
ដ្នទគដ្ឋយសតេផដ្លខលួនកាន់កាប់។ 
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第 750 条（動物占有者の責任） 

 動物を占有する者は，その占有する動物によって他人に生じた損害を賠償すべき責任

を負う。 

ម្ម្ា៧៥១：ការទទួលខុស្តបវចំគពាោះផ្លិតផ្លរបស់នាាកផ្លិតវតថុ 
 ១.គ កាុងករ ីផដ្លម្មនវកិារៈគំឱ្យម្មនគ្ោោះថ្នា ក់មិ្នសម្គហតុផ្លគ កាុងចលនវតថុផដ្ល
្តបវបានផ្លិតគ គហើយបានបណាត លឱ្យម្មនការខូចខាតដ្ល់នាាកដ្នទគដ្ឋយវកិារៈគគោះគ ផ្លិតករ
ននចលនវតថុគគោះ្តបវទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូចខាតគគោះ។គ ប៉ាុផនតបញ្ញតតិគនោះមិ្ន្តបវនានុវតត
គ ើយគចំគពាោះករ ីផដ្លមិ្នអាច្បម្ម នូវវកិារៈគគោះគាម្ក្មិ្តវទិាសាស្តសតគននបគចាកគទសគ
ផដ្លម្មននូវសម័្យផដ្លផ្លិតគគោះ។គ 
 ២.គ នាាកផដ្លផ្លិតចលនវតថុផដ្លផ្សំគដ្ឋយគ្ណឿងគ ឬគ វតថុធាតុគដ្ើម្ផដ្លម្មនវកិារៈ្តបវ
ទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូចខាតគកាុងគម្ជាផ្លិតករផ្ងផដ្រ។ 
 ៣.គកាុងខលឹម្សារននម្ម្ាគនោះគ ចំគពាោះចលនវតថុផដ្លគំចូលគនាាកគំចូល្តបវចាត់ទុកថ្នជាគ
ផ្លិតករ។ 
 ៤.គ កាុងខលឹម្សារននម្ម្ាគនោះគ បុណលលផដ្លបានដ្ឋក់សញ្ជញ  ននគម្ករ ៍របស់ខលួនជាគគគគ
ផ្លិតករគឬគនាាកលក់គគសាគលើចលនវតថុគ្តបវចាត់ទុកថ្នជាផ្លិតករននចលនវតថុគគោះ។គ 
第 751 条（製造物責任） 

（1）製造された動産に不当に危険な欠陥が存在し，それによって他人に損害が生じたと

きは，当該動産の製造業者は，その損害を賠償すべき責任を負う。ただし，当該欠陥が

製造当時の科学水準をもってしても認識することが不可能な場合には，この限りでない。 

（2）欠陥ある部品又は素材を組み込んだ動産の製造業者も，製造業者として損害賠償責

任を負う。 

（3）本条において，輸入された動産については，輸入業者を製造業者とみなす。 

（4）本条において，動産に製造業者又は販売者として自己の名称を表示する者は，製造

業者とみなす。 

ម្ម្ា៧៥២：ការទទួលខុស្តបវចំគពាោះវតថុគ្ោោះថ្នា ក់ 
បុណលលជាកម្ាសិទធិករគ ឬគ នាាក្ណប់្ណងរែយនតគ គ្ណឿងច្កស្ម្មប់ដឹ្កជញ្ជូ នគផ្សងគទៀតគ

គ្ណឿងផ្ទុោះគ វតថុធាតុវទិយុសកម្ាគ វតថុធាតុណីមី្ផដ្លម្មនជាតិពុលគនាតិសុខុម្្បា ឧតាតគ ឬគ គ្ណឿង
ផដ្លម្មនក្មិ្តគ្ោោះថ្នា ក់ខពស់គផ្សងគទៀតគ ្តបវទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូចខាតផដ្លបងក
ដ្ល់នាាកដ្នទគ គដ្ឋយសារវតថុគ្ោោះថ្នា ក់ផដ្លខលួនម្មនកម្ាសិទធិគ ឬគ ្ណប់្ណង។គ ប៉ាុផនតបញ្ញតតិគនោះមិ្ន
្តបវយកម្កនានុវតតគ ើយ ចំគពាោះករ ីផដ្លការខូចខាតគគោះគកើតម្មនគ ើងបណាត លម្កពី



156 

 

្បធានសកតិគឬគករ ីផដ្លការ្ណប់្ណងវតថុគ្ោោះថ្នា ក់ោា នវកិារៈគហើយការខូចខាតបានគកើតគ ើងគ
គដ្ឋយគសារនំាគពើរបស់ជនរងគ្ោោះគឬគតតិយជន។គគ 
第 752 条（危険物責任） 
 自動車その他の運送機器，爆発物，放射性物質，有害化学物質，有害微生物，その他

高度の危険物を所有し又は管理する者は，その所有又は管理する危険物によって他人に

生じた損害を賠償する責任を負う。ただし，その損害が，不可抗力によって引き起こさ

れた場合又は危険物の管理に瑕疵がなく，かつ，被害者若しくは第三者の行為によって

引き起こされた場合はこの限りでない。 

ម្ម្ា៧៥៣：ការទទួលខុស្តបវចំគពាោះសំ ង់ផដ្លជាប់នឹងដី្ 
 ១.គ កាុងករ ីផដ្លការសាងសង់សំ ង់ផដ្លជាប់នឹងដី្គ ឬគ ការ្ណប់្ណងសំ ង់គគោះ
ម្មនវកិារៈគ គហើយបានបណាត លឱ្យម្មនការខូចខាតដ្ល់នាាកដ្នទគ នាាក្ណប់្ណងសំ ង់គ និងគ កម្ា
សិទធិករននសំ ង់គគោះ្តបវទទួលខុស្តបវគដ្ឋយសាម្ណលីភាពគកាុងការសងការខូចខាតគគោះ។គប៉ាុផនតគ
កាុងករ ីផដ្លនាាក្ណប់្ណងបានបញ្ជជ ក់ថ្នគ ខលួនបាន្ណប់្ណងគដ្ឋយ្តឹម្្តបវគ នាាក្ណប់្ណងគគោះ
អាចរចួផុ្តពីការទទួលខុស្តបវបាន។គ 
 ២.គ បនទុករបស់កម្ាសិទធិករននសំ ង់ផដ្លជាប់នឹងដី្គ និងគ នាាក្ណប់្ណងសំ ង់គគោះ្តបវ
កំ ត់គៅាម្ក្មិ្តននការបងកឱ្យម្មនវកិារៈននការសាងសង់គឬគការ្ណប់្ណង។គ 
第 753 条（土地に接着した工作物についての責任） 

（1）土地に接着した工作物の設置又は管理に瑕疵があり，それによって他人に損害が生

じたときは，土地に接着した工作物の管理者及び所有者は，連帯して損害を賠償すべき

責任を負う。ただし，管理者は，適正な管理をしていたことを証明した場合には，責任

を免れる。 

（2）土地に接着した工作物の所有者と管理者の負担割合は，設置又は管理の瑕疵に対す

るそれぞれの寄与の程度に応じて定まる。 

ម្ម្ា៧៥៤：ការនំាគពើនានីតានុកូលរមួ្គ 
 ១.គគបើការខូចខាតបានគកើតគ ើងគគដ្ឋយសារនំាគពើរបស់បុណលលគ្ចើនគក់រមួ្ោា គនាាក្ប្ពឹតត
នំាគពើបំពាននីមួ្យៗ្តបវទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូចខាតគដ្ឋយសាម្ណលីភាព។គ 

២.កាុងករ ីផដ្លបានកំ ត់ផដ្លបានកំ ត់គសាកាុងកថ្នខ ិទី១ខាងគលើគនោះ
្បសិនគបើនាាក្ប្ពឹតតនំាគពើបំពាននីមួ្យៗបានបញ្ជជ ក់នំាពីភាណនននំាគពើផដ្លខលួនបានបងកឱ្យម្មន
ការខូចខាតជនគគោះ្តបវទទួលខុស្តបវកាុងការសងការខូចខាត ាម្សម្មម្ម្តននភាណផដ្លខលួន
បានបងក។គ ប៉ាុផនតគ បញ្ញតតិគនោះមិ្ន្តបវយកម្កនានុវតតគ ើយគ ចំគពាោះករ ីផដ្លទទួលសាល ល់ថ្នម្មន
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ការសម្ណំនិតគឬគម្មនទំគក់ទំនងសហការយ៉ាងជិតសាិទធកាុងចំគណាម្នាាក្ប្ពឹតតនំាគពើបំពាន។គ 
៣.គ គបើជនម្មា ក់កាុងចំគណាម្នាាក្ប្ពឹតតនំាគពើនានីតានុកូលរមួ្គ បានសងការខូចខាតទំង

នាស់គ គដ្ឋយគចញចំណាយរបស់ខលួនគ ជនគគោះអាចទម្ទរសំ ងពីនាាកគផ្សងគទៀតផដ្ល្ប្ពឹតត
នំាគពើនានីតានុកូលរមួ្គគោះបានគាម្សម្មម្ម្តននភាណផដ្លជនម្មា ក់ៗបានបងក។គ 
第 754 条（共働不法行為） 

（1）複数の者の行為が共同して損害が発生したときは，各加害者は，連帯して損害を賠

償すべき責任を負う。 

（2）第 1 項の場合，各加害者は，損害に応じて事故が寄与した割合を証明したときには，

その寄与の割合に応じて賠償すべきに責任を負う。ただし，加害者の間に共謀その他緊

密な共同関係が認められる場合には，この限りではない。 

（3）共働不法行為者の一人が自己の出捐をもって全部の損害を賠償したときは，他の共

働不法行為者に対してその寄与の割合に応じて求償することができる。 

ម្ម្ា៧៥៥：និយម្ន័យននការការពារជាធម្មា នុរបូគនិងគសាថ នភាពចំាបាច់ 
 ១.គ នំាគពើការពារជាធម្មា នុរបូគ សំគៅគៅគលើនំាគពើរគំកាភផដ្លពំុអាចគជៀសវាងបានគដ្ើម្បី
ការពាររបូរាងកាយគឬគ ្ទពយសម្បតតិរបស់ខលួនគ ឬគនាាកដ្នទគ ចំគពាោះនំាគពើបំពានមិ្ន្តឹម្្តបវគ គហើយ
ផដ្លសថិតកាុងករ ីផដ្លគពលគវកានននំាគពើបំពានគ និងគ នំាគពើរគំកាភគគោះគសថិតជិតោា គ និងគម្មន
តុលយភាពរវាងវធីិការពារនិងក្មិ្តនននំាគពើបំពានគគោះ។គ 

២.គ នំាគពើគដ្ឋយសារសាថ នភាពចំាបាច់គ សំគៅគៅគលើនំាគពើរគំកាភផដ្លពំុអាចគជៀសវាង
បានគគដ្ើម្បីការពាររបូរាងកាយគឬគ្ទពយសម្បតតិរបស់ខលួនគឬគនាាកដ្នទគចំគពាោះគ្ោោះថ្នា ក់បចាុបបនាគឬគ
នាចាា សនាគគហើយផដ្លសថិតកាុងករ ីម្មនតុលយភាពគរវាងវធីិការពារគនិងគក្មិ្តគ្ោោះថ្នា ក់គគោះ។គ 
第 755 条（正当防衛及び緊急避難の定義） 

（1）正当防衛行為とは，不正な侵害行為に対して自己又は他人の身体若しくは財産を防

衛するためにやむを得ずしてなされた加害行為であって，侵害行為と加害行為が時間的

に近接し，かつ，防衛の手段と侵害行為の程度との間に均衡が存する場合をいう。 

（2）緊急避難行為とは，現在又は急迫の危難に対して自己又は他人の身体若しくは財産

を保護するためにやむを得ずしてなされた加害行為であって，保護の手段と危難の程度

との間に均衡が存する場合をいう。 

ម្ម្ា៧៥៦：មូ្លគហតុននការរចួផុ្តពីភាពផ្ទុយចាប់ 
 ១.គ នាាក្ប្ពឹតតនំាគពើបំពាន្តបវរចួផុ្តពីការទទួលខុស្តបវគ កាុងករ ីផដ្លម្មនការយល់
្ពម្គឬគការទទួលយកគ្ោោះថ្នា ក់គ ពីសំណាក់នាាករងគ្ោោះ។គប៉ាុផនតគបញ្ញតតិគនោះមិ្ន្តបវយកម្កនានុ
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វតតគ ើយគ ចំគពាោះករ ីផដ្លការយល់្ពម្គ ឬគ ការទទួលយកគ្ោោះថ្នា ក់គគោះមិ្ន្តបវបានសងលម្
ទទួលសាល ល់ថ្នសម្គហតុផ្ល។គ 

២.ចំគពាោះការខូចខាតផដ្លគកើតម្មនគ ើងគដ្ឋយសារនំាគពើការពារជាធម្មា នុរបូគ ឬគ នំាគពើ
គដ្ឋយសារសាថ នភាពចំាបាច់គ នាាកផដ្លបាន្ប្ពឹតតនំាគពើការពារគ ឬគ នំាគពើគដ្ឋយសារសាថ នភាព
ចំាបាច់ពំុ្តបវទទួលខុស្តបវគ ើយ។គកាុងករ ីគនោះគ បុណលលផដ្លបាន្ប្ពឹតតនំាគពើផ្ទុយចាប់ផដ្ល
ជាមូ្លគហតុនននំាគពើគគោះ ្តបវទទួលខុស្តបវ។គ 
第 756 条（違法性阻却事由） 

（1）被害者の同意又は危険の引受がある場合，加害者は免責される。ただし，その同意

又は危険の引受が社会的に相当なものでないときは，この限りでない。 

（2）正当防衛行為又は緊急避難行為によって生じた損害については，防衛行為又は避難

行為を行った者は責任を負わない。この場合，それら行為の原因となった違法行為を行

った者が責任を負う。 

（3）社会的相当性のある行為による損害については，加害者は責任を負わない。 

ម្ម្ា៧៥៧：គោលការ ៍សងការខូចខាតជា្បាក់គនិងគករ ីគលើកផលងគ 
១.គជាគោលការ ៍គសំ ងននការខូចខាត្តបវសងជា្បាក់។គ 
២.គ កាុងករ ីផដ្លមិ្នអាចទទួលការសគន្តរល ោះ្តឹម្្តបវគដ្ឋយសំ ងជា្បាក់គ ជនរង

គ្ោោះអាចទម្ទរឱ្យគធេើបដិ្ទនគឬគអាចទម្ទរឱ្យហ្វម្ឃាត់មិ្នឱ្យគធេើនំាគពើណាមួ្យបាន។ 
៣.គ ចំគពាោះការបរហិ្វរគករ តិ៍គ គ្ៅពីសំ ងននការខូចខាតគ ជនរងគ្ោោះអាចទម្ទរវធិាន

ការសាត រកិតតិយសគ ើងវញិគដូ្ចជាការផ្សពេផ្ាយគសចកតីសំុនាភ័យគទសជាសាធារ ៈបាន។គ 
第 757 条（金銭賠償の原則とその例外） 

（1）損害賠償は金銭によることを原則をする。 

（2）金銭によっては適切な救済が得られない場合には，被害者は原状回復又は差し止め

を求めることができる。 

（3）名誉毀損については，損害賠償のほか，被害者は謝罪広告などの名誉回復措置を求

めることができる。 

ម្ម្ា៧៥៨：ការណ គចំនួនទឹក្បាក់ននសំ ងការខូចខាត 
 ១.គ កាុងការណ គចំនួនទឹក្បាក់ននការខូចខាតគលើ្ទពយសម្បតតិគដ្ឋយសារនំាគពើនានីតា
នុកូលគភាពខុសោា រវាងសាថ នភាពនន្ទពយសម្បតតិផដ្ល្តបវបានសនាតថ្ននឹងម្មន្បសិនគគបើោា ន
នំាគពើនានីតានុកូលគនិងគសាថ នភាពនន្ទពយសម្បតតិជាក់ផសតងគគ្កាយគពលផដ្លនំាគពើនានីតានុកូល
បានគកើតគ ើងគ្តបវបានវាយតនម្លគដ្ឋយគ្បើ្បាស់នូវសថិតិគនិងគឯកសារគផ្សងគទៀត។ 
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 ២.គ កាុងការណ គចំនួនទឹក្បាក់ននការខូចខាតសតិអារម្ា ៍គដ្ឋយសារនំាគពើនានីតានុ
កូលគចំនួនទឹក្បាក់ននជម្ៃឺចិតតគ្តបវបានវាយតនម្លគគដ្ឋយណិតពិចារណានូវសាថ នភាពគផ្សងៗគដូ្ចជា
ក្មិ្តននកំហុសគចតគគ ឬគ នាគចតគរបស់នាាក្ប្ពឹតតនំាគពើបំពានគ ្បគភទគ និងគ ក្មិ្តននការរង
គ្ោោះគនំាគពើរបស់នាាក្ប្ពឹតតនំាគពើបំពានគគសាគ្កាយនំាគពើបងកឱ្យម្មនការរងគ្ោោះគគោះ។គ 
第 758 条（損害額の算定） 

（1）不法行為による財産的損害の算定に当たっては，統計その他の資料をできるだけ活

用して，不法行為がなかったならばそうなっていたであろうと推測される財産状態と不

法行為後の現実の財産状態との差額を評価する。 

（2）不法行為による精神的損害の算定に当たっては，加害者の行為の故意又は過失の程

度，被害の種類及び程度，加害行為後の加害者の行為などの諸事情を勘案して慰謝料額

を評価する。 

ម្ម្ា៧៥៩：ការទម្ទរសំ ងននការខូចខាតគដ្ឋយសារការបាក់ផបកវតថុ 
 គសាគពលផដ្លវតថុបានបាក់ផបកគ គដ្ឋយនំាគពើនានីតានុកូលគ នាាករងគ្ោោះអាចទម្ទរ
សំ ងគដូ្ចជាតនម្លននវតថុផដ្លបាក់ផបកគឬគគសាហ ុយជួសជុលវតថុគគោះគជាអាទិ៍។គ 
第 759 条（物の損壊による損害賠償請求） 

 不法行為によって物が損壊したときは，被害者は，損壊した物の価格又はその修理費

などの賠償を請求することできる。 

ម្ម្ា៧៦០：ការទម្ទរសំ ងននការខូចខាតគដ្ឋយការបំពានគលើជីវតិ 
 ១. គបើជនរងគ្ោោះទទួលម្រ ភាពគ គដ្ឋយនំាគពើនានីតានុកូលគ នាាករងគ្ោោះអាចទទួល
សិទធិទម្ទរសំ ងចំគពាោះការខូចខាតគលើ្ទពយសម្បតតិគ និងគ ការខូចខាតសតិអារម្ា ៍ផដ្ល
បានគកើតគ ើងចំគពាោះខលួនគ រហូតដ្ល់ម្រ ភាព។គការខូចខាតគលើ្ទពយសម្បតតិផដ្លបានកំ ត់
គសាកាុងកថ្នខ ិទី១គ គនោះគ ្តបវរមួ្បញ្ាូ លទំងគសាហ ុយពាបាលគ និងគ គសាហ ុយចំណាយគផ្សង
គទៀតផដ្លជនរងគ្ោោះបានបង់គ ឬគ ម្មនករ ីកិចា្តបវបង់គ ចាប់ពីគ្កាយនំាគពើបងកឱ្យម្មនការរង
គ្ោោះគ រហូតដ្ល់គពលទទួលម្រ ៈភាពគ ្បាក់ចំ ូលផដ្លជនរងគ្ោោះមិ្នបានទទួលគចាប់ពី
គ្កាយនំាគពើបងកឱ្យម្មនការរងគ្ោោះគរហូតដ្ល់គពលទទួលម្រ ភាព។ 
 ២.គគបើបុណលលផដ្លម្មនករ ីកិចាផ្តល់កាតពេកិចាគគដ្ឋយចាប់គទំគនៀម្ទំកាប់គឬគគដ្ឋយកិចា
សនាគបានទទួលម្រ ភាពគ គដ្ឋយនំាគពើនានីតានុកូលគ បុណលលផដ្លទទួលជីវ្ពឹតតិគអាចទម្ទរ
សំ ងការខូចខាតគលើ្ទពយសម្បតតិគផដ្លបានគកើតគ ើងចំគពាោះខលួនគគដ្ឋយសារម្រ ភាពរបស់
ជនរងគ្ោោះ។គការខូចខាតគលើ្ទពយសម្បតតិផដ្លបានកំ ត់គសាកាុងកថ្នខ ិទីគ ២គ គនោះគ ្តបវរមួ្
បញ្ាូ លទំង្បាក់ជីវ្ពឹតតិផដ្លបុណលលផដ្លទទួលជីវ្ពឹតតផលងបានទទួលគដ្ឋយសារម្រ ភាព
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ននជនរងគ្ោោះគសាហ ុយផដ្លគចញជំនួសជនរងគ្ោោះគគសាហ ុយគធេើបុ យសពគជាអាទិ៍។ 
៣.គគបើជនរងគ្ោោះទទួលម្រ ភាពគគដ្ឋយនំាគពើនានីតានុកូលគសហព័នធគញាតិគសាកាុងគ១គ

(មួ្យ)គថ្នា ក់គនិងគញាតិផដ្លរស់គសាជាមួ្យជនរងគ្ោោះគអាចទម្ទរសំ ងននការខូចខាតសតិ
អារម្ា ៍ផដ្លបានគកើតគ ើងគគដ្ឋយសារម្រ ភាពរបស់ជនរងគ្ោោះគគោះបាន។គ 
第 760 条（生命侵害による損害賠償請求） 

（1）不法行為によって被害者が死亡したときは，被害者は，死亡までに自己に生じた財

産的損害と精神的損害について賠償請求権を取得することできる。本項における財産的

損害は，加害行為後死亡までに被害者がすでに支出し又は支払義務負った医療費その他

の出費，加害行為後死亡までに被害者が得られなくなった収入などを含む。 

（2）法律，慣習又は契約により現に扶養義務を負う者が不法行為により死亡したときは，

被扶養者は，被害者の死亡によって自己に生じた財産的損害の賠償を請求することがで

きる。本項における財産的損害は，被害者の死亡によって被扶養者が得られなくなった

扶養料，被害者に代わって出捐した出費，葬儀費などを含む。 

（3）不法行為によって被害者が死亡したときは，被害者の配偶者及び 1 親等の親族その

他の同居の親族は，被害者の死亡によって自己に生じた精神的損害の賠償を請求するこ

とができる。 

ម្ម្ា៧៦១：ការទម្ទរសំ ងននការខូចខាតគដ្ឋយការបំពានគលើរបូរាងកាយ 
 គបើម្មនការបំពានគលើរបូរាងកាយគ គដ្ឋយនំាគពើនានីតានុកូលគ ជនរងគ្ោោះអាចទម្ទរ
សំ ងននការខូចខាតគលើ្ទពយសម្បតតិគ និងគ ការខូចខាតសតិអារម្ា ៍ផដ្លបានគកើតគ ើង
ចំគពាោះខលួន។គការខូចខាតគលើ្ទពយសម្បតតិផដ្លបានកំ ត់គសាកាុងម្ម្ាគនោះគ ្តបវរមួ្បញ្ាូ លទំង
គសាហ ុយពាបាលផដ្លបានចំណាយគហើយគ ឬគ គសាហ ុយពាបាលផដ្ល្បម្ម ថ្ននឹង្តបវ
ចំណាយគគពលនាគណតគ ្បាក់ចំ ូលផដ្លមិ្នអាចទទួលបានគសាគពលកំពុងពាបាលគ និងគ
្បាក់ចំ ូលផដ្លមិ្នអាចទទួលបានគសាគពលនាគណតគដ្ឋយសារផ្លវបិាកផដ្លបនសល់
គ្កាយពីការពាបាលគ ជាអាទិ៍។គ ការខូចខាតផដ្លបានកំ ត់គសាកាុងម្ម្ាគនោះគ ្តបវរមួ្បញ្ាូ ល
ទំងការឈឺ្ចាប់ផផ្ាកសតិអារម្ា ៍គសាគពលពាបាលគនិងគគពលនាគណតគជាអាទិ៍។គ 
第 761 条（身体侵害による損害賠償請求） 

 不法行為によって身体が侵害されたときは，被害者は，自己に生じる財産的損害と精

神的損害の賠償を請求することができる。本条における財産的損害は，すでに支出し又

は将来支出が予想される医療費，療養中に得られなくなった収入，後遺症によって将来

得られなくなる収入などを含む。本条における精神的損害は，療養中及び将来の精神的

苦痛などを含む。 
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ម្ម្ា៧៦២：ការទម្ទរសំ ងននការខូចខាតផផ្ាកសតិអារម្ា ៍គដ្ឋយសារការបរហិ្វគករ តិ៍ 
 គបើម្មនការបរហិ្វគករ តិ៍គ គដ្ឋយនំាគពើនានីតានុកូលគ ជនរងគ្ោោះអាចទម្ទរសំ ងននការ
ខូចខាតសតិអារម្ា ៍គគដ្ឋយសារការអាប់ឱ្នគករ តិ៍គ ា្ ោះកាុងសងលម្។ 
第 762 条（名誉毀損による精神的損害の賠償請求） 

 不法行為によって名誉が毀損されたときは，被害者は，社会的声価が低下したことに

伴う精神的損害の賠償を請求することができる。 

ម្ម្ា៧៦៣：ការទូទត់្បាក់ចំគ ញគនិងគខាត 
 ្បសិនគបើជនរងគ្ោោះបានទទួលផ្លចំគ ញគដ្ឋយសារនំាគពើនានីតានុកូលគចំនួន្បាក់
ចំគ ញគគោះ្តបវដ្កគចញគគសាគពលគធេើការណ គចំនួនទឹក្បាក់ននការខូចខាត។ 

第 763 条（損益相殺） 

 被害者が不法行為によって利益をも得たときは，損害賠償額の算定に当たって，その

利益の額を控除する。 

ម្ម្ា៧៦៤：ការទូទត់នូវកំហុស 
 គបើកំហុសរបស់ជនរងគ្ោោះគឬកំហុសរបស់នាាកផដ្លម្មនករ ីកិចា្តបវ្តតួពិនិតយជនរង
គ្ោោះបានរមួ្ចំផ កកាុងការគកើតគ ើងឬរកីរាលដ្ឋលននការខូចខាតតុកាការអាចណិតពិចារណា
នូវក្មិ្តននការរមួ្ចំផ កគគោះគសាគពលគធេើការណ គចំនួនទឹក្បាក់ននការខូចខាត។ 

第 764 条（過失相殺） 

 損害の発生又は拡大について，被害者の過失又は被害者の監督義務者の過失が寄与し

たときは，裁判所は，損害賠償額の算定において，その寄与の程度を考慮に入れること

ができる。 

ម្ម្ា៧៦៥：អាជាា យុកាលននការរលំត់គ 
 សិទធិទម្ទរសំ ងននការខូចខាតគដ្ឋយនំាគពើនានីតានុកូលគ ្តបវរលត់គដ្ឋយអាជាា យុ
កាលគគបើនំា ុងគពល៣គ(បី)គឆ្ា ំគបានកនលងហួសគបគទ ប់ពីគពលផដ្លជនរងគ្ោោះគឬគនាាកតំណាង
ផដ្លចាប់បានកំ ត់របស់ជនរងគ្ោោះគគោះបានដឹ្ងថ្នអាចទម្ទរសំ ងការខូចខាត
ចំគពាោះនាាក្ប្ពឹតតនំាគពើបំពានគឬគគបើនំា ុងគពលគ១០គ(ដ្ប់)គឆ្ា ំគបានកនលងហួសបគទ ប់ពីនំាគពើនានីតា
នុកូលគគោះ្តបវបាន្ប្ពឹតតគ ើង។ 

第 765 条（消滅時効） 

 不法行為による損害賠償請求権は，被害者又はその法定代理人が加害者に対して損害

賠償請求ができることを知った時から 3 年，不法行為の時から 10 年を経過した場合には，



162 

 

時効によって消滅する。 

（4）ចាប់សតីនំាពីចរាចរ ៍（2015 年の道路交通法） 

ម្ម្ា៧២：នាាកគបើកបរ្តបវទទួលខុស្តបវ្ពហាទ ិចំគពាោះបទគលាើសផដ្លខលួនបាន្ប្ពឹតតកាុង
ការគបើកបរយនជំនិោះ។គ 
 នាាក្ណប់្ណងគឬកម្ាសិទធិករគ្តបវទទួលខុស្តបវផផ្ាករដ្ាបបគវ ីគកាុងករ ីយនជំនិោះរបស់
ខលួនបានបងកឱ្យម្មនគ្ោោះថ្នា ក់ដ្ល់នាាកដ្នទ។ 
第 72 条：運転者は，車両運転中に犯す違反について，刑法上の責任を問われるものとす

る。 

車両の管理者または所有者は，当該車両が他人の人物に対する損傷を引き起こす原因と

なった場合，民法上の責任を問われるものとする。 

 

（5）ចាប់សតីពីការធាគរា៉ា ប់រងគឆ្ា ំ២០១៤（2014 年の保険法） 

ម្ម្ា២៣：ការធាគរា៉ាប់រងទូគៅគ ជាកិចាសនាធាគរា៉ាប់រងផដ្លគធេើគ ើងរវាងនាាក្តបវបានធាគ
រា៉ាប់រងគ និងគ ្កមម្ហ ុនធាគរា៉ាប់រងផដ្លកាុងគគោះគ ការបង់បុពេកាភធាគរា៉ាប់រង្តបវគធេើគ ើងគដ្ើម្បី
ធាគហ្វនិភ័យគលើ្ទពយសម្បតតិគ ភារៈទទួលខុស្តបវនិងសុខភាព។គ ្បគភទផ្លិតផ្លធាគ
រា៉ាប់រងទូគៅរមួ្ម្មនការធាគរា៉ាប់រង្ទពយសម្បតតិគ ការធាគរា៉ាប់រងភារៈទទួលខុស្តបវគ និងគ ការ
ធាគរា៉ាប់រងសុខភាព។ 

ការធាគរា៉ាប់រង្ទពយសម្បតតិគ ជាកិចាសនាធាគរា៉ាប់រងផដ្លគធេើសំ ងដ្ល់នាាក្តបវបាន
ធាគរា៉ាប់រងគសាគពលផដ្ល្ទពយសម្បតតិរបស់បុណលលគគោះបានខូចខាតគ បាត់បង់គ ឬគ នានតរាយ
គដ្ឋយសារហ្វនិភ័យផដ្ល្តបវបានធាគ។ សំ ងផដ្ល្តបវផ្តល់គដ្ឋយ្កមម្ហ ុនធាគរា៉ាប់រង 
គៅឱ្យនាាក្តបវបានធាគរា៉ាប់រងគ មិ្នអាចម្មនតនម្លគលើសពីវតថុផដ្លបានគធេើ្បតិគវទន៍គសាគពលចុោះ
កិចាសនាធាគរា៉ាប់រងគ ើយគ គលើកផលងផតម្មនការ្ពម្គ្ពៀងគផ្សងពីគនោះ។គ ្ទពយសម្បតតិផដ្ល
ជាកម្ាវតថុននការធាគរា៉ាប់រង្ទពយសម្បតតិម្មនដូ្ចជាគនាោរគគវាគជាគដ្ើម្។គ 
 ការធាគរា៉ាប់រងភារៈទទួលខុស្តបវគ ជាកិចាសនាធាគរា៉ាប់រងគលើទឹក្បាក់សំ ងផដ្ល
នាាក្តបវបានធាគរា៉ាប់រងម្មនកាតពេកិចាបង់ឱ្យតតិយជនផដ្លទទួលរងរបួសគលើរបូរាងកាយគ ឬគ
អាយុជីវតិឬទទួលរងការខូចខាតគលើ្ទពយសម្បតតិគ គដ្ឋយសារទគងេើរបស់នាាក្តបវបានធាគរា៉ាប់រងគ
ឬគ សកម្ាភាពផដ្លសថិតគ្កាម្ការទទួលខុស្តបវរបស់នាាក្តបវបានធាគរា៉ាប់រង។គ ្បគភទផ្លិតគ
ផ្លធាគរា៉ាប់រងភារៈទទួលខុស្តបវរមួ្ម្មនគ ការធាគរា៉ាប់រងភារៈទទួលខុស្តបវយនយនតគ ការ
ធាគរា៉ាប់រងភារៈទទួលខុស្តបវការដ្ឋា នគការធាគរា៉ាប់រងភារៈទទួលខុស្តបវការដឹ្កជញ្ជូ ននាាក 
ដំ្គ ើ រ។គ 
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 ការធាគរា៉ាប់រងសុខភាព ជាកិចាសនាធាគរា៉ាប់រងគលើការចំណាយស្ម្មប់ការពាបាល
របួសគ ជំងឺគ ឬគ ការចំណាយគផ្សងៗគ ដូ្ចជាការចំណាយស្ម្មប់ការផែរកានាាកជំងឺកាុងរយៈគពល
ផវងជាគដ្ើម្ដ្ល់នាាក្តបវបានធាគរា៉ាប់រងផដ្លទទួលរងគ្ោោះបណាត លម្កពីគ្ោោះថ្នា ក់ទំងឡាយ
ដ្ល់របូរាងកាយឬជំងឺគផ្សងៗ។គ  
第 23 条：一般保険とは，被保険者と保険会社との間で，保険料の支払によって，財産，

第三者損害賠償責任保険および健康保険のリスクを保証するために行われる保険契約で

ある。 一般的な保険商品には，財産保険，第三者損害賠償責任保険及び健康保険の種類

が存在する。គ 
 財産保険とは，保証されるリスクによって被保険者の財産が損害を受け，紛失または

破損した場合に，被保険者に補償金を支払う保険契約である。 保険会社が被保険者に対

して支払う保険金の額は，別段の合意がない限り，保険契約をした時点における物の価

値を超えてはならない。 財産保険となる対象は，建物，船舶等である。 

 第三者損害賠償責任保険とは，保険会社が，被保険者の行為又は被保険者の責任の下

にある者の行為により，身体，生命又は財産的損害を受けた第三者に対して補償金を支

払う契約である。 第三者損害賠償責任保険の商品には，自動車第三者損害賠償責任保険，

建設工事保険，旅客保険の種類が存在する。 

 健康保険とは，事故や身体の病気などでけがをした場合に被保険者に対して，けがや

病気の治療費や長時間の介護などの費用を負担する保険契約である。 

ម្ម្ា៣៣：របូវនតបុណលលគឬគនីតិបុណលលជាម្មា ស់យនយនតគផដ្ល្បកបអាជីវកម្ាកាុង្ពោះរាជាណា
ច្កកម្ពុជា្តបវម្មនការធាគរា៉ាប់រងយនយនតរបស់ខលួនពី្កមម្ហ ុនធាគរា៉ាប់រងណាមួ្យគលើភារៈ
ទទួលខុស្តបវគចំគពាោះរាល់ការខូចខាតបងកគ ើងដ្ល់តតិយជនផដ្លបណាត លម្កពីសកម្ាភាពនន
យនយនតរបស់ខលួនរមួ្ទំងរុមឺ្៉ាកសគណាត ង្ណប់្បគភទ។គ 
គ ការធាគរា៉ាប់រងគនោះមិ្ន្តឹម្ផតម្មន្បសិទធភាពចំគពាោះម្មា ស់យនយនតប៉ាុគណាណ ោះគទគ ប៉ាុផនត
្តបវម្មន្បសិទធភាពផ្ងផដ្រចំគពាោះនាាកគបើកបរនិងនាាកកាន់កាប់ផែទំយនយនត។គ 
 ្បគភទយនយនត្បកបអាជីវកម្ាទំងឡាយផដ្ល្តបវម្មនការធាគរា៉ាប់រង្តបវកំ ត់
គដ្ឋយនានុ្កឹតយ។ 
第 33 条：カンボジア王国において商用自動車を所有して運送業を営む自然人又は法人は，

保険会社と契約し，あらゆる種類のトレイラーを含む自動車の運用に起因して第三者に

生じさせた損失又は損害を補償する保険に加入することを義務付けられる。また，この

保険は，自動車の所有者のみならず，運転者及び管理者についても有効とする。保険へ

の加入が義務付けられる商用自動車の種類は，政令で定める」2001 年保険法政令の第 31
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条の指示がある。 

ម្ម្ា៣៤：្បគភទយនយនតគផ្សងគទៀតផដ្លត្ម្បវឱ្យម្មនការធាគរា៉ាប់រងជាកាតពេកិចាគ្ៅពី
យនយនតផដ្លម្មនកំ ត់គសាកាុងម្ម្ា៣៣ននចាប់គនោះ្តបវកំ ត់គដ្ឋយនានុ្កឹតយ។ 
第 34 条：本法 33 条に規定している車両の他は，保険強制を義務づける他の車両の種類

は政令で定める。 

ម្ម្ា៣៥：ចំគពាោះតតិយជនទំងឡាយផដ្លបានទទួលរងគ្ោោះដ្ល់របូរាងកាយនិង/ឬគ ម្រ 
ភាពគដ្ឋយសារយនយនតផដ្លម្មនការធាគរា៉ាប់រងបងកគ ើង្កមម្ហ ុនធាគរា៉ាប់រង្តបវគធេើ
សំ ងចំគពាោះរាល់ការខូចខាតនានតរាយគគោះឱ្យបានទន់គពលគវកាផដ្លគ និង សម្ស្សបាម្
ក្មិ្តននការខូចខាត។គ 
第 35 条：全ての第三者が，保険加入自動車を起因として身体に傷害を負い，又は生命の

損害を被った場合，保険会社は，その損害の程度に応じて，適時，損失又は損害に対す

る補償をしなければならない。 

ម្ម្ា៣៦：ការធាគរា៉ាប់រងគនោះ្ណបដ្ ត ប់យ៉ាងតិចចំគពាោះជនរងគ្ោោះគដ្ឋយគ្ោោះថ្នា ក់ចរាចរ
ផដ្លបានទទួលរងរបួសពិការគ ឬគ ម្រ ភាពគ គទោះបីជនទំងគគោះ្តបវបានដឹ្កជញ្ជូ នកាុងយន
យនតផដ្ល្តបវបានធាគរា៉ាប់រងក៏គដ្ឋយ។គ 
第 36 条：この保険は，少なくとも，交通事故による傷害，後遺障害又は死亡の被害者に

及ぼされるものであり，当該被害者が保険に加入していた当該保険加入自動車に乗車し

ていたか否かに関わらず適用される。 

（6）នានុ្កឹតយសតីពីការធាគរា៉ា ប់រងគឆ្ា ំ២០២១（2021 年保険法政令） 

ម្ម្ា៥៦：របូវនតបុណលលគឬគនីតិបុណលលជាម្មា ស់យនយនតគផដ្លគធេើចរាចរ ៍កាុង្ពោះរាជាណាច្ក
កម្ពុជា្តបវម្មនការធាគរា៉ាប់រងយនយនតរបស់ខលួនពី្កមម្ហ ុនធាគរា៉ាប់រងណាមួ្យគលើភារៈ
ទទួលខុស្តបវចំគពាោះរាល់ការខូចខាតបងកគ ើងដ្ល់តតិយជន។ 
គគគគគ្បគភទយនយនតគផដ្ល្តបវម្មនធាគរា៉ាប់រងភារៈទទួលខុស្តបវយនយនតម្មនដូ្ចជាដូ្ចខាង
គ្កាម្គ៖ 

- យនយនត្ ណប់្បគភទផដ្លគធេើអាជីវកម្ាដឹ្កជញ្ជូ នទំនិញគដឹ្កជញ្ជូ ននាាកដំ្គ ើ រគដឹ្ក
ជញ្ជូ នគភាៀវគទសចរគគសាកាុង្ពោះរាជាណាច្កកម្ពុជាគ 

- យនយនត្ ណប់្បគភទផដ្លជាកម្ាសិទធិរបស់្កមម្ហ ុនគសហ្ោសគគរាងច្ក។ 
- យនយនតរបស់នាងលការគ្ៅរដ្ឋា ភិបាលគនាងលការនានតរជាតិនិងសម្មណម្គគ។ 
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- ឧបករ ៍កាយសីុម្៉ាង់ត៍ផដ្លគធេើចលគផ្ទល ស់បតូរទីកផនលងគដ្ឋយម្ម៉ា សីុនផ្ទទ ល់ឬគដ្ឋយ
នូាសសគណាត ង។គ 

第 56 条：カンボジア王国において通行する自動車を所有する自然人又は法人は，保険会

社と契約し，自動車の運用に起因して第三者に生じさせた損害を補償する保険に加入す

ることを義務付けられる。 

 保険への加入が義務付けられる自動車の種類は以下のとおりである： 

- カンボジア国内で用いられる乗客輸送・貨物運搬商業車両，旅客者が商用に使用

する全ての車種 

- 全ての会社，企業，工場の所有する全ての車種  

- 非政府組織，国際機関，諸協会の車両 

- 牽引ベッド車，又は直接に機械により移動するセメントミキサー車 

（ 7 ）កាតពេកិចាធាគរា៉ាប់រងភារៈទទួលខុស្តបវយនយនតគ ឬធាគរា៉ា ប់រងតតិយជនគ ឆ្ា ំ២០០២គ
（2002 年自動車責任又は第三者保険に関する共同省令） 

ម្ម្ាគ ២：្បគភទយនយនតផដ្ល្តបវបំគពញកាតពេកិចាធាគរា៉ាប់រងតតិយជនគ ស្ម្មប់គ្ោោះ
ថ្នា ក់ផដ្លគកើតគ ើងកាុង្ពោះរាជាណាច្កកម្ពុជារមួ្ម្មន៖ 

- យនយនត្ ណប់្បគភទផដ្លគធេើអាជីវកម្ាដឹ្កជញ្ជូ នទំនិញគដឹ្កជញ្ជូ ននាាកដំ្គ ើ រគដឹ្ក
ជញ្ជូ នគភាៀវគទសចរគគសាកាុង្ពោះរាជាណាច្កកម្ពុជាគ 

- យនយនត្ ណប់្បគភទផដ្លជាកម្ាសិទធិរបស់្កមម្ហ ុនគសហ្ោសគគរាងច្ក។ 
- យនយនតរបស់នាងលការគ្ៅរដ្ឋា ភិបាលគនាងលការនានតរជាតិនិងសម្មណម្គគ។ 
- ឧបករ ៍កាយសីុម្៉ាង់ត៍ផដ្លគធេើចលគផ្ទល ស់បតូរទីកផនលងគដ្ឋយម្ម៉ា សីុនផ្ទទ ល់ឬគដ្ឋយ

នូាសសគណាត ង។គ 
- ្តីច្កយនយនតគផដ្លគ្បើ្បាស់ស្ម្មប់គធេើអាជីវកម្ាដឹ្កជញ្ជូ នទំនិញគឬគដឹ្កជញ្ជូ ននាាក

ដំ្គ ើ រ 
第 2 条：カンボジアで発生した事故に対して第三者の責任保険義務を果たさなければな

らない車両の種類は次のとおりである： 

- カンボジア国内で用いられる乗客輸送・貨物運搬商業車両，旅客者が商用に使用

する全ての車種 

- 全ての会社，企業，工場の所有する全ての車種 

- 非政府組織，国際機関，諸協会の車両 

- 牽引ベッド車，又は直接に機械により移動するセメントミキサー車 
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- 乗客輸送・貨物運搬・商業三輪車 

ម្ម្ាគ៣：ក្មិ្តទឹក្បាក់កាតពេកិចាធាគរា៉ាប់រងនាបបបរម្មគលើភារៈទទួលខុស្តបវយនយនតគ ឬគ
ធាគរា៉ាប់រងតតិយជន្តបវកំ ត់ដូ្ចខាងគ្កាម្៖គ 

ក.គចំគពាោះយនយនតផដ្លម្មនកង់បួនគឬគគ្ចើនជាងបួន៖ 
- ៥០០០ដុ្កាល រអាគម្រកិជាក្មិ្តទឹក្បាក់កាតពេកិចាធាគរា៉ាប់រងនាបបបរម្មគលើភា

រៈទទួលខុស្តបវយនយនតគឬគធាគរា៉ាប់រងតតិយជនស្ម្មប់របួសរាងកាយគឬគ
សាល ប់គកាុងម្នុសសម្មា ក់ 

- ២៥គ០០០គដុ្កាល រអាគម្រកិជាក្មិ្តទឹក្បាក់កាតពេកិចាធាគរា៉ាប់រងនាបបបរម្មគលើ
ភារៈទទួលខុស្តបវយនយនតគឬគធាគរា៉ាប់រងតតិយជនស្ម្មប់របួសរាងកាយគឬគ
សាល ប់កាុងគ្ោោះថ្នា ក់មួ្យករ ី 

- ១០គ០០០គដុ្កាល រអាគម្រកិជាក្មិ្តទឹក្បាក់កាតពេកិចាធាគរា៉ាប់រងនាបបបរម្មគលើ
ភារៈទទួលខុស្តបវយនយនតគឬគធាគរា៉ាប់រងតតិយជនស្ម្មប់ការខូចខាត្ទពយ
សម្បតតិ។ 

ខ.គចំគពាោះយនយនតផដ្លម្មនកង់តិចជាងបួន៖គ 
- ៥០០០ដុ្កាល រអាគម្រកិគជាក្មិ្តទឹក្បាក់កាតពេកិចាធាគរា៉ាប់រងនាបបបរម្មគលើគ 

ភារៈទទួលខុស្តបវយនយនតគឬគធាគរា៉ាប់រងតតិយជនស្ម្មប់របួសរាងកាយគឬគ
សាល ប់កាុងម្នុសសម្មា ក់គ 

- ១២គ៥០០ដុ្កាល រអាគម្រកិគជាក្មិ្តទឹក្បាក់កាតពេកិចាធាគរា៉ាប់រងនាបបបរម្មគលើ
ភារៈទទួលខុស្តបវយនយនតគឬគធាគរា៉ាប់រងតតិយជនស្ម្មប់របួសរាងកាយគឬគ
សាល ប់កាុងគ្ោោះថ្នា ក់មូ្យករ ី 

- ៥០០០គដុ្កាល រអាគម្រកិគជាក្មិ្តទឹក្បាក់កាតពេកិចាធាគរា៉ាប់រងនាបបបរម្មគលើ 
ភារៈទទួលខុស្តបវយនយនតគឬគធាគរា៉ាប់រងតតិយជនស្ម្មប់ការខូចខាត្ទពយ
សម្បតតិ។ 

第 3 条：第三者保険省令は，第三者損害賠償責任保険における保険金額に関して，最小

限の保険金額を定めている。 

具体的には，次のとおりである。 

 ㋐  四輸以上の車両について： 

- 一人につき，身体傷害又は死亡した者に対する最小限の保険金額は，5,000＄であ

る。 
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- 一事件につき，身体傷害又は死亡した者に対する最小限の保険金額は，25,000

＄である。 

- 財産的損害に対する最小限の保険金額は，10,000＄である。 

 ㋑ 三輸以下の車両について： 

- 一人につき，身体傷害または死亡に対する最小限の保険金額は，5,000＄である。 

- 一事件につき，身体傷害または死亡に対する最小限の保険金額は，12,500＄であ

る。 

- 財産的損害に対する最小限の保険金額は，5,000＄である。 
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